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介護報酬算定体制の届出
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հޢใु算定体制の届出

　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の
割引（厚生労働大臣が定める額より低い価格の設
定）について，下記の通り取り扱うこととしたの
で，御了知の上，管下市町村及び指定居宅サービ
ス事業者等への周知を行う等，その取扱いに遺憾
のないよう，特段の御配慮をお願いしたい。

記

１　基本的考え方
　介護保険法においては，保険者は要介護認定又
は要支援認定を受けた被保険者が介護サービス事
業，介護予防サービス事業，地域密着型サービス
事業又は地域密着型介護予防サービス事業を行う
事業者等から介護サービス等を受けたときに，当
該サービスに要した費用について介護給付費を支
払うこととしており，厚生労働大臣が定める基準
により算定した額が現に要した費用の額を超える
ときは，当該現に要した費用の額についてその９
割に相当する額を支払うこととされていること。
　こうしたことから，事業者等が厚生労働大臣が
定める基準により算定した額より低い費用の額で
介護サービス等を提供することが可能であること。
　なお，介護保険サービスを提供する事業者は，
運営基準において法定代理受領サービスに該当し
ないサービスの利用料と法定代理受領サービスに
該当する介護保険サービスの費用額との間に，不
合理な差額を設けてはならないとされているこ
と。特に訪問看護等の医療系サービスについて
は，全国統一単価である診療報酬との間で，一般
的には価格差を設けることはないものと考えられ
ること。

２　具体的な設定方法について
① 事業者等による低い費用の額の設定について
は，介護保険事務処理システム等に配慮しつ
つ，事業者の裁量の範囲をできる限り広くする
方法が採用されるべきであることから，「事業
所毎，介護サービス等の種類毎に「厚生労働大
臣が定める基準」における単位に対する百分率
による割引率（○○％）を設定する。」
方法とすること。

②　「同じような時間帯に利用希望が集中するた
め効率よく訪問できない」などの指摘を踏ま
え，例えば訪問入浴介護事業所が昼間の閑散期
に割引を実施するなど，ひとつのサービス種類
に複数の割引率を弾力的に設定することができ
ることとする。具体的な設定方法は以下のとお
りとする。
イ サービス提供の時間帯による複数の割引
率の設定（午後２時から午後４時までな
ど）
ロ 曜日による複数の割引率の設定（日曜日
など）
ハ 暦日による複数の割引率の設定（１月１
日など）

③ 割引の実施に当たっては，以下に掲げる要件
を満たす必要があること。
イ 当該割引が合理的であること
ロ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをし
たり，利用者のニーズに応じた選択を不当
に歪めたりするものでないこと
ハ 居宅介護支援事業所及び介護予防支援事
業所における給付管理を過度に複雑にしな
いこと

（例）
「厚生労働大臣が定める基準」で100単位の介
護サービス等を提供する際に，５％の割引を
行う場合。（その他地域「１単位＝10円」の場
合）

　事業所毎，介護サービス等の種類毎に定め
る割引率（５％）を100単位から割り引いた95
単位を基に，保険請求額及び利用者負担額が
決定される。
保険請求額：
　（100単位×0.95）×10円／単位×0.9＝855円
利用者負担額：
　（100単位×0.95）×10円／単位−855＝95円
　利用者は割り引かれた５単位分を他の介護
サービスに使用することができる。

指定居宅サービス事業者等による
介護給付費の割引の取扱いについて

（ฏ���݄��اୈ��߸）
（߸�������ऴվਖ਼ʀฏ���݄���ൃୈ࠷）
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３　割引率の届出・周知について
　事業者による事業所毎の低い費用の額の設定に
ついては，利用者，居宅介護支援事業者及び介護
予防支援事業所が居宅サービス計画及び介護予防
サービス計画を作成する際に必要な情報となるこ
とから，事業者は事業所毎に設定する費用の額に
ついて，通常の事業の実施地域の所在する都道府
県（地域密着型サービスにおいては市町村（特別
区を含む。以下同じ。））に事前に届出を行い，当
該届出を受けた都道府県又は市町村は当該割引の
設定状況について，WAM NETへの掲載等の手
段により周知を図る必要があること。
　届出に際しては，「指定居宅サービスに要する
費用の額の算定に関する基準，指定居宅介護支援
に要する費用の額の算定に関する基準，指定施設
サービス等に要する費用の額の算定に関する基
準，指定介護予防サービスに要する費用の額の算
定に関する基準，指定地域密着型サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着
型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制
等に関する届出における留意点について（平成12
年老企第41号）〔編注：現・「介護給付費算定に係
る体制等に関する届出等における留意点につい
て」（令和６年３月15日老発0315第１号）〕の（別
紙５）「指定居宅サービス事業者等による介護給
付費の割引に係る割引率の設定について」〔→67
頁〕及び（別紙５−２）「地域密着型サービス事
業者又は地域密着型介護予防サービス事業者によ
る介護給付費の割引に係る割引率の設定につい
て」〔→67頁〕により届け出ることとし，サービ
ス種類ごとに複数の割引率を設定する場合には，
その適用条件を明確に記載すること。
　また，その際の事務手続き，居宅介護支援事業
者等及び介護予防支援事業者への周知等に時間を
要することが想定されることから，事業者による
事業所毎の低い費用の額の設定については，事業
者からの都道府県への当該届出が毎月15日以前に
なされた場合には翌月から，16日以降になされた
場合には翌々月から適用するものとして運用する
ことが適切であること。
　ただし，平成18年４月から算定を開始する加算
等の届出については，上記にかかわらず，４月中
に届出が受理された時点で，ケアプランを見直
し，見直し後のプランに対して，利用者の同意を
得られれば，４月１日にさかのぼって，加算を算
定できることとする。

４　その他
　本通知に係る内容については，既に国民健康保
険団体連合会を含め，関係各部署と調整済みであ

るので，申し添える。
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հޢใु算定体制の届出

　「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準」（平成12年厚生省告示第19号），「指
定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
基準」（平成12年厚生省告示第20号），「指定施設
サービス等に要する費用の額の算定に関する基
準」（平成12年厚生省告示第21号），「指定地域密
着型サービスに要する費用の額の算定に関する基
準」（平成18年厚生労働省告示第126号），「指定介
護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準」（平成18年厚生労働省告示第127号），「指定
地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の
算定に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第
128号），「指定介護予防支援に要する費用の額の
算定に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第
129号）及び「介護保険法施行規則第140条の63の
２第１項第一号に規定する厚生労働大臣が定める
基準」（令和３年厚生労働省告示第72号）につい
て，それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に
関する届出に際してその届出項目及び届出様式の
記載上の留意点等は下記のとおりであるので，御
了知の上，管内市町村，関係団体，関係機関等に
その周知徹底を図るとともに，その取り扱いにあ
たっては遺漏なきよう期されたい。
　なお，「指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準，指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準，指定施設サービス等
に要する費用の額の算定に関する基準，指定介護
予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準，指定介護予防支援に要する費用の額の算定に
関する基準，指定地域密着型サービスに要する費
用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介
護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に
関する届出等における留意点について」（平成12
年３月８日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知。以下「旧通知」という。）について
は，令和６年３月31日をもって廃止する。

　居宅サービス事業所，居宅介護支援事業所，介
護保険施設，介護予防サービス事業所，介護予防

記

ୈ̍ɹ届出߲ʹ͍ͭͯ

支援事業所，地域密着型サービス事業所及び地域
密着型介護予防サービス事業所（以下「事業所・
施設」という。）から届出を求める項目は，指定
居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基
準別表指定居宅サービス介護給付単位数表（以下
「居宅サービス単位数表」という。），指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表
指定居宅介護支援介護給付費単位数表（以下「居
宅介護支援単位数表」という。），指定施設サービ
ス等に要する費用の額の算定に関する基準別表指
定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「施
設サービス等単位数表」という。），厚生労働大臣
が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管
理等及び単位数（平成12年厚生省告示第30号。以
下「特定診療費単位数表」という。），指定地域密
着型サービスに要する費用の額の算定に関する基
準別表指定地域密着型サービス単位数表（以下
「地域密着型サービス単位数表」という。），指定
介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準別表指定介護予防サービス単位数表（以下
「介護予防サービス単位数表」という。），指定地
域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算
定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サー
ビス介護給付費単位数表（以下「地域密着型介護
予防サービス単位数表」という。），指定介護予防
支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指
定介護予防支援介護給付費単位数表及び厚生労働
大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単
位数（平成20年厚生労働省告示第273号。以下
「特別療養費単位数表」という。）及び介護保険法
施行規則第140条の63の２第１項第一号に規定す
る厚生労働大臣が定める基準別表単位数表（以下
「介護予防・日常生活支援総合事業サービス単位
表」という。）の中で，介護給付費の算定に際し
て，
①�　事前に都道府県知事又は市町村長（特別区の
区長を含む。以下同じ。）に届け出なければな
らないことが告示上明記されている事項
②�　都道府県知事又は市町村長に対する届出事項
として特に規定されているものではないが，
　・�　介護支援専門員が居宅サービス計画を策定
する際に支給限度額を管理する

　・�　介護予防支援事業所の職員が介護予防サー

新介護給付費算定に係る体制等に関する
届出等における留意点について

（ྩ��݄���ൃ����ୈ̍߸ɹհޢอ࠷ݥ৽ใ7PM�����ʗ
ྩ݄̒̓̎�ൃ����ୈ̔߸ɹհޢอ࠷ݥ৽ใ7PM�����）
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⑵算定体制の届出（体制ঢ়گҰཡදのࡌهཁྖ）

ビス計画を策定する際に支給限度額を管理す
る

　・�　審査支払機関及び保険者において介護給付
費の請求に対して適正な審査等を行う

上で必要な事項とし，居宅サービス事業所，居宅
介護支援事業所及び介護保険施設については，

（別紙１−１）・（別紙１−１−２）「介護給付費算
定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設
サービス・居宅介護支援）」，介護予防サービス事
業所については，（別紙１−２）・（別紙１−２−
２）「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
（介護予防サービス）」，地域密着型サービス事業
所，地域密着型介護予防サービス事業所について
は，（別紙１−３）・（別紙１−３−２）「介護給付
費算定に係る体制等状況一覧表（地域密着型サー
ビス・地域密着型介護予防サービス）」，介護予
防・日常生活支援総合事業所においては，（別紙
１−４）・（別紙１−４−２）「介護予防・日常生
活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
に掲げる項目とする。

①�　「届出者」及び「事業所・施設の状況」につ
いては，事業所・施設の指定（許可）申請の
際，記載した事項を記載させること。
②�　「法人の種別」については，申請者が法人で
ある場合に，その種別を記載させること。
③�　「法人所轄庁」については，申請者が認可法
人である場合に，その所轄官庁の名称を記載さ
せること。
④�　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実
施する場合の出張所等の所在地」については，
複数の出張所（以下「サテライト事業所」とい
う。）を有する場合は，適宜欄を補正し，全て
のサテライト事業所の状況について記載させる
こと。
⑤�　「実施事業」については，該当事業欄に〇印
を記載させること。
⑥�　「異動等の区分」については，今回届出を行
う事業所・施設の異動の別（１新規・２変更・
３終了）について記載させること。
⑦�　「異動項目」については，体制状況一覧表で
選択した項目をそのまま記載させること。
⑧�　「特記事項」については，変更の届出を行う
際，変更内容がわかるよう変更前の状況と変更
後の状況の詳細を記載させること。

ୈ̎ɹ（別紙̎）ʮհڅޢඅ算定ʹ
Δ体制ʹؔ͢Δ届出ॻ（ࢦ定
͍ͯͭʹཁྖࡌهʯの（༺ऀۀࣄ

①�　「届出者」及び「事業所の状況」について
は，基準該当サービス事業所の登録申請の際，
記載した事項を記載させること。
②�　「市町村が定める率」については，全国共通
の介護報酬額に対して市町村の判断により定め
る支給基準の上限を百分率（〇〇〇％）で記載
させること。例えば，全国共通の介護報酬額と
同じ場合は，「100％」と記載させ，全国共通の
介護報酬額より５％減じる場合は，「95％」と
記載させることになる。
　�　なお，市町村が前記の率を設定し，又は変更
した場合は，（別紙４）「基準該当サービスに係
る特例居宅介護サービス費，特例介護予防サー
ビス費，特例居宅介護サービス計画費及び特例
介護予防サービス計画費の支給に係る上限の率
の設定について」により届出を求めるものとす
る。
③�　「法人の種別」「法人所轄庁」「主たる事業所
の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張
所等の所在地」「実施事業」「異動等の区分」
「異動項目」「特記事項」については，「介護給
付費算定に係る体制等に関する届出書（指定事
業者用）」と同様であるため，第２の②から⑧
までを準用すること。

①�　「届出者」及び「事業所の状況」について
は，地域密着型サービス事業所又は介護予防支
援事業所の登録申請の際，記載した事項を記載
させること。
②�　「市町村が定める単位の有無」については，
市町村の判断により定める単位の有無別（１
有・２無）について記載する。
③�　「法人の種別」「法人所轄庁」「主たる事業所
の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張
所等の所在地」「実施事業」「異動等の区分」
「異動項目」「特記事項」については，「介護給
付費算定に係る体制等に関する届出書（指定事
業者用）」と同様であるため，第２の②から⑧

ୈ̏ɹ（別紙̏）ʮհڅޢඅ算定ʹ
Δ体制ʹؔ͢Δਐୡॻ（ج४
֘ऀۀࣄ༻）ʯのࡌهཁྖʹͭ
͍ͯ

ୈ̐ɹ（別紙̏ʵ̎）ʮհڅޢඅ算定
Δ体制ʹؔ͢Δਐୡॻʹ
（ҬີணܕαʔϏεऀۀࣄɾ
Ҭີணܕհޢ༧αʔϏεۀࣄ
ɾհऀۀࣄԉࢧޢհډ）（༺ऀ
ཁࡌهʯの（༺ऀۀࣄԉࢧ༧ޢ
ྖʹ͍ͭͯ

02　p002_042（3）.indd   5 2024/07/05   9:18



− 6 −

հޢใु算定体制の届出

までを準用すること。

１　各サービス共通事項
①�　「地域区分」は，厚生労働大臣が定める一単
位の単価（平成27年厚生労働省告示第93号）
〔→３巻・568頁〕第二号に規定する地域区分を
いい，事業所の所在する地域の地域区分を記載
させること。
②�　「ＬＩＦＥへの登録」については，科学的介
護情報システム（Long-term care Information
system For Evidence）（以下「ＬＩＦＥ」と
いう。）の利用状況をいい，ＬＩＦＥの利用を
開始している場合に「あり」と記載させること。
③�　「割引」については，訪問介護，訪問入浴介
護，通所介護，短期入所生活介護，特定施設入
居者生活介護，介護福祉施設サービス，介護予
防訪問入浴介護，介護予防短期入所生活介護，
介護予防特定施設入居者生活介護，定期巡回・
随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問介
護，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介
護，小規模多機能型居宅介護，小規模多機能型
居宅介護（短期利用型），認知症対応型共同生
活介護，認知症対応型共同生活介護（短期利用
型），地域密着型特定施設入居者生活介護，地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，複
合型サービス（看護小規模多機能型居宅介
護），複合型サービス（看護小規模多機能型居
宅介護・短期利用型），介護予防認知症対応型
通所介護，介護予防小規模多機能型居宅介護，
介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用
型），介護予防認知症対応型共同生活介護又は
介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用
型）を実施する事業所又は施設が，居宅サービ
ス単位数表，施設サービス等単位数表，介護予
防サービス単位数表，地域密着型サービス単位
数表及び地域密着型介護予防サービス単位数表
に定める額より低い額で介護サービスを実施す
る場合に，「あり」と記載させること。
　�　なお，割引を「あり」とした場合は，その割
引の率等の状況が分かる（別紙５）「指定居宅
サービス事業者等による介護給付費の割引に係
る割引率の設定について」又は（別紙５−２）
「地域密着型サービス事業者又は地域密着型介
護予防サービス事業者による介護給付費の割引
に係る割引率の設定について」を添付させるこ
ととし，また，割引の率等を変更した場合も当
該別紙により届出を求めるものとする。
④�　「施設等の区分」及び「その他該当する体制

ୈ̑ɹ体制ঢ়گҰཡදのࡌهཁྖʹ
͍ͭͯ

等」で設備等に係る届出を行う場合は，当該施
設又は設備等の状況が分かる（別紙６）「平面
図」を添付させること。
⑤�　「人員配置区分」及び「その他該当する体制
等」で人員配置の状況に係る届出を行う場合
は，（別紙７）「従業者の勤務の体制及び勤務形
態一覧表」を添付させること。なお，各事業
所・施設において使用している勤務割表（変更
の届出の場合は変更後の予定勤務割表）等によ
り，届出の対象となる従業者の職種，勤務形
態，氏名，当該業務の勤務時間及び職種ごとの
配置状況等が確認できる場合は，当該書類をも
って添付書類として差し支えない。
　�　加えて，短期入所生活介護，介護福祉施設サ
ービス，介護予防短期入所生活介護又は地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護につい
て，厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤
務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29
号。以下「夜勤職員基準」という。）〔→３巻・
729頁〕第一号ロ⑴㈠，第四号イ⑴㈠及び㈢，
第四号ロ⑴㈠及び㈢，第五号イ⑴㈠及び㈢又は
第八号ロ⑴のテクノロジーを導入する規定に該
当する場合は，「（再掲）夜勤職員」に必要事項
を記載の上，別紙７−３「テクノロジーを導入
する場合の夜間の人員配置基準（従来型）に係
る届出書」を添付させること。なお，当該届出
にあたっては，「「厚生労働大臣が定める夜勤を
行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロ
ジーを導入する場合の夜間の人員配置基準にお
ける留意点について」（令和６年３月15日老高
発0315第３号・老認発0315第３号・老老発0315
第３号）〔→３巻・743頁〕を参照すること。
⑥�　訪問介護，訪問リハビリテーション，訪問看
護，通所介護，介護予防訪問看護，定期巡回・
随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問介
護，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介
護，小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機
能型居宅介護，介護予防認知症対応型通所介護
又は介護予防小規模多機能型居宅介護で，サテ
ライト事業所がある場合には，サテライト事業
所分について別葉にして記載させること。
⑦�　本通知は，指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
（令和６年厚生労働省告示第86号）による令和
６年６月１日に適用される改正の内容を規定し
ているため，令和６年４月１日から５月31日ま
での間の訪問看護，訪問リハビリテーション，
居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション
並びに介護職員処遇改善加算，介護職員等特定
処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支
援加算に係る届出については，旧通知の例によ
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るものとする。
　�　そのため，令和６年４月１日から５月31日ま
での間は，別紙１−１，別紙１−２，別紙１−
３及び別紙１−４を記載させることとし，令和
６年６月１日以降は，別紙１−１−２，別紙１
−２−２，別紙１−３−２及び別紙１−４−２
を記載させること。なお，別紙２から別紙51
は，令和６年４月１日以降は本通知による様式
で申請することとして差し支えないものとする。

２　訪問介護
①�　「施設等の区分」については，事業所の運営
規程において定める「指定訪問介護の内容」に
従って記載させること。例えば，指定訪問介護
の内容を身体介護中心型に限定する場合は「身
体介護」を，指定訪問介護の内容を限定しない
場合は「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介
助」の全てを記載させること。
②�　「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」
については，厚生労働大臣が定める基準（平成
27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告
示」という。）〔→３巻・589頁〕第一号ロ⑴に
該当する場合は「定期巡回の指定を受けてい
る」と，同号ロ⑵に該当する場合は「定期巡回
の整備計画がある」と，いずれにも該当しない
場合は「定期巡回の指定を受けていない」と記
載させること。また，（別紙８）「定期巡回・随
時対応サービスに関する状況等に係る届出書」
を添付させること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第二号に該当しない場合に
「減算型」と記載させること。
④�　「特定事業所加算」における「特定事業所加
算（Ⅴ以外）」については，大臣基準告示第三
号イに該当する場合に「加算Ⅰ」と，同号ロに
該当する場合に「加算Ⅱ」と，同号ハに該当す
る場合に「加算Ⅲ」と，同号ニに該当する場合
に「加算Ⅳ」と記載させること。また，（別紙
９）「特定事業所加算Ⅰ～Ⅳに係る届出書（訪
問介護事業所）」を添付させること。
　�　「特定事業所加算」における「特定事業所加
算Ⅴ」については，大臣基準告示第三号ホに該
当する場合に，「あり」と記載させること。ま
た，（別紙９−２）「特定事業所加算Ⅴに係る届
出書（訪問介護事業所）」を添付させること。
　�　さらに，「特定事業所加算Ⅰ・Ⅲ」について
は，（別紙９−３）「重度要介護者等対応要件の
割合に関する計算書（特定事業所加算（Ⅰ）・
（Ⅲ））」を添付させること。
⑤�　「共生型サービスの提供」については，障害
福祉制度の指定居宅介護事業所が，介護保険制

度の共生型訪問介護の指定を受け，実際に要介
護高齢者に対してサービス提供を行うことが可
能な場合は「居宅介護事業所」に，障害福祉制
度の指定重度訪問介護事業所が，介護保険制度
の共生型訪問介護の指定を受け，実際に要介護
高齢者に対してサービス提供を行うことが可能
な場合は「重度訪問介護事業所」に，それぞれ
「あり」と記載させること。
⑥�　「同一建物減算」については，居宅サービス
単位数表１のイからハまでの注12に規定する同
一敷地内建物等に居住する者に対して指定訪問
介護を行った場合は「同一建物減算（同一敷地
内建物等に居住する者への提供）」に「該当」
と，同一敷地内建物等に50人以上居住する建物
に居住する利用者に対して指定訪問介護を行っ
た場合は「同一建物減算（同一敷地内建物等に
居住する者への提供（利用者50人以上））」に
「該当」と，同一敷地内建物等に居住する者に
対して指定訪問介護を行い，かつ，大臣基準告
示第三号の二に該当している場合は「同一建物
減算（同一敷地内建物等に居住する者への提供
割合90％以上）」に「該当」と，記載させるこ
と。また，「同一建物減算（同一敷地内建物等
に居住する者への提供（利用者50人以上））」に
該当する場合を除き，（別紙10）「訪問介護，
訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計
算書」を添付させること。
⑦�　「特別地域加算」については，事業所の所在
する地域が厚生労働大臣が定める地域（平成24
年厚生労働省告示第120号）〔→３巻・748頁〕
及び厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に
基づき厚生労働大臣が定める地域（令和３年厚
生労働省告示第74号）〔→３巻・749頁〕に該当
する場合に，「あり」と記載させること。
⑧�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，厚
生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成
21年厚生労働省告示第83号）〔→３巻・766頁〕
第一号に該当する場合に，「該当」と記載させ
ること。
　�　また，「規模に関する状況」については，厚
生労働大臣が定める施設基準（平成27年厚生労
働省告示第96号。以下「施設基準」という。）
〔→３巻・665頁〕第一号に該当する場合に，
「該当」と記載させること。
⑨�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第三号の三に該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙11）「口腔連携
強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑩�　「認知症専門ケア加算」については，大臣基
準告示第三号の四イに該当する場合に「加算
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Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と
記載させること。また，（別紙12）「認知症専
門ケア加算に係る届出書」を添付させること。
⑪�　「介護職員等処遇改善加算」については，大
臣基準告示第四号イに該当する場合に「加算
Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と，同
号ニに該当する場合に「加算Ⅳ」と，同号ホに
該当する場合に「加算Ⅴ⑴」と，同号ヘに該当
する場合に「加算Ⅴ⑵」と，同号トに該当する
場合に「加算Ⅴ⑶」と，同号チに該当する場合
に「加算Ⅴ⑷」と，同号リに該当する場合に
「加算Ⅴ⑸」と，同号ヌに該当する場合に「加
算Ⅴ⑹」と，同号ルに該当する場合に「加算Ⅴ
⑺」と，同号ヲに該当する場合に「加算Ⅴ⑻」
と，同号ワに該当する場合に「加算Ⅴ⑼」と，
同号カに該当する場合に「加算Ⅴ⑽」と，同号
ヨに該当する場合に「加算Ⅴ⑾」と，同号タに
該当する場合に「加算Ⅴ⑿」と，同号レに該当
する場合に「加算Ⅴ⒀」と，同号ソに該当する
場合に「加算Ⅴ⒁」と記載させること。

３　訪問入浴介護
①�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第四号の四に該当しない場合
に，「減算型」と記載させること。
②�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
③�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第二号に該当する場合に，「該当」と記
載させること。
④�　「認知症専門ケア加算」については，訪問介
護と同様であるため，２⑩を準用すること。
⑤�　「看取り連携体制加算」については，施設基
準第二号の二に該当する場合に，「あり」と記
載させること。また，（別紙13）「看取り連携
体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑥�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第五号イに該当する場合に「加算
Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と記載
させること。また，（別紙14）「サービス提供
体制強化加算に関する届出書」を添付させるこ
と。
⑦�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

４　訪問看護

①�　「施設等の区分」については，指定居宅サー
ビス等の事業の人員，設備及び運営に関する基
準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅
サービス等基準」という。）第60条第１項第一
号に規定する事業所の場合に「訪問看護ステー
ション」と，第二号に規定する事業所の場合に
「病院又は診療所」と，施設基準第三号に該当
する場合に「定期巡回・随時対応サービス連
携」とそれぞれ記載させること。
　�　また，「定期巡回・随時対応サービス連携」
については，（別紙15）「訪問看護事業所にお
ける定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に
係る届出書」を添付させること。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第六号の二に該当しない場合
に，「減算型」と記載させること。
③�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
④�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第四号に該当する場合に，「該当」と記
載させること。
⑤�　「緊急時訪問看護加算」については，大臣基
準告示第七号イに該当する場合に「加算Ⅰ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載
させること。また，（別紙16）「緊急時（介護
予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管
理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を
添付させること。
⑥�　「特別管理体制」については，居宅サービス
単位数表３のイからハまでの注13に該当する場
合に，「あり」と記載させること。また，（別紙
16）「緊急時（介護予防）訪問看護加算・緊急
時対応加算・特別管理体制・ターミナルケア体
制に係る届出書」を添付させること。
⑦�　「専門管理加算」については，大臣基準告示
第七号の二に該当する場合に，「あり」と記載
させること。また，（別紙17）「専門管理加算
に係る届出書」を添付させること。
⑧�　「ターミナルケア体制」については，大臣基
準告示第八号に該当する場合に，「あり」と記
載させること。また，（別紙16）「緊急時（介
護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別
管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」
を添付させること。
⑨�　「遠隔死亡診断補助加算」については，大臣
基準告示第八号の二に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙18）「遠隔死
亡診断補助加算に係る届出書」を添付させるこ
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と。
⑩�　「看護体制強化加算」については，大臣基準
告示第九号イに該当する場合に「加算Ⅰ」と，
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させ
ること。また，（別紙19）「看護体制強化加算
に係る届出書（（介護予防）訪問看護事業所）」
を添付させること。
⑪�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第九号の二に該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙11）「口腔連携
強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑫�　「サービス提供体制強化加算」については，
「施設等の区分」における記載に応じて，大臣
基準告示第十号イに該当する場合に「加算Ⅰ
（イ及びロの場合）」又は「加算Ⅰ（ハの場合）」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ（イ及び
ロの場合）」又は「加算Ⅱ（ハの場合）」と記載
させること。また，（別紙14−２）「サービス
提供体制強化加算に関する届出書」を添付させ
ること。

５　訪問リハビリテーション
①�　「施設等の区分」については，病院又は診療
所の場合に「病院又は診療所」と，介護老人保
健施設の場合に「介護老人保健施設」と，介護
医療院の場合に「介護医療院」と記載させるこ
と。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第十一号に該当しない場合
に，「減算型」と記載させること。
③�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
④�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第四号の二に該当する場合に，「該当」
と記載させること。
⑤�　「リハビリテーションマネジメント加算」に
ついては，大臣基準告示第十二号イに該当する
場合に「加算イ」と，大臣基準告示第十二号ロ
に該当する場合に「加算ロ」と記載させるこ
と。なお，「加算ロ」と記載した場合には「加
算イ」にも記載したこととする。
⑥�　「リハビリテーションマネジメント加算に係
る医師による説明」については，訪問リハビリ
テーション計画について，指定訪問リハビリテ
ーション事業所の医師が利用者又はその家族に
対して説明し，利用者の同意を得た場合に，
「あり」と記載させること。
⑦�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準

告示第十二号の二に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙11）「口腔連
携強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑧�　「移行支援加算」については，居宅サービス
単位数表４のハに該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙20）「訪問リハ
ビリテーション事業所における移行支援加算に
係る届出書」を添付させること。
⑨�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第十四号イに該当する場合に「加
算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と記載させること。また，（別紙14−２）「サ
ービス提供体制強化加算に関する届出書」を添
付させること。

６　居宅療養管理指導
①�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
②�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第四号の三に該当する場合に，「該当」
と記載させること。
③�　「医療用麻薬持続注射療法加算」について
は，施設基準第四号の五に該当する場合に，
「あり」と記載させること。
④�　「在宅中心静脈栄養法加算」については，施
設基準第四号の六に該当する場合に，「あり」
と記載させること。

７　通所介護
①�　「施設等の区分」については，施設基準第五
号イに該当する場合に「通常規模型事業所」
と，同号ロに該当する場合に「大規模型事業所
Ⅰ」と，同号ハに該当する場合に「大規模型事
業所Ⅱ」と記載させること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定居宅サービス等基準第93条に定める員
数を配置していない場合に，その該当する職種
を記載させること。
　�　なお，職員の欠員とは，指定通所介護の単位
ごとの１月当たり職員数が当該基準に満たない
場合をいう。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第十四号の二に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第十四号の三に該当しない場合に
「減算型」と記載させること。
⑤�　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者
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数の減少が一定以上生じている場合の対応」に
ついては，居宅サービス単位数表６のイからハ
までの注５に該当する場合に，「あり」と記載
させること。また，利用延人員数が減少してい
ることが分かる書類を添付させること。
⑥�　「時間延長サービス体制」については，実際
に利用者に対して延長サービスを行うことが可
能な場合に，「対応可」と記載させること。
⑦�　「共生型サービスの提供」については，障害
福祉制度の指定生活介護事業所が，介護保険制
度の共生型通所介護の指定を受け，実際に要介
護高齢者に対してサービス提供を行うことが可
能な場合は「生活介護事業所」に，障害福祉制
度の指定自立訓練事業所が，介護保険制度の共
生型通所介護の指定を受け，実際に要介護高齢
者に対してサービス提供を行うことが可能な場
合は「自立訓練事業所」に，障害福祉制度の指
定児童発達支援事業所が，介護保険制度の共生
型通所介護の指定を受け，実際に要介護高齢者
に対してサービス提供を行うことが可能な場合
は「児童発達支援事業所」に，障害福祉制度の
指定放課後等デイサービス事業所が，介護保険
制度の共生型通所介護の指定を受け，実際に要
介護高齢者に対してサービス提供を行うことが
可能な場合は「放課後等デイサービス事業所」
に，それぞれ「あり」と記載させること。
⑧�　「生活相談員配置等加算」については，大臣
基準告示第十四号の四に該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，（別紙21）「生
活相談員配置等加算に係る届出書」を添付させ
ること。
⑨�　「入浴介助加算」については，大臣基準告示
第十四号の五イに該当する場合に「加算Ⅰ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載
させること。また，加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの
場合にあっても，浴室部分の状況がわかる平面
図等及び研修を実施または，実施することが分
かる資料等を添付させること。
⑩�　「中重度者ケア体制加算」については，大臣
基準告示第十五号に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙22）「中重度
者ケア体制加算に係る届出書」及び（別紙22
−２）「利用者の割合に関する計算書（中重度
者ケア体制加算）」を添付させること。
⑪�　「生活機能向上連携加算」については，大臣
基準告示第十五号の二イに該当する場合に「加
算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と記載させること。
⑫�　「個別機能訓練加算」については，大臣基準
告示第十六号イに該当する場合に「加算Ⅰイ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅰロ」と記

載させること。
⑬�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，居宅サービス単位数表注14に規定する加
算について，通所介護事業所が算定の評価対象
となるための申出を行う場合に「あり」と記載
させること。
⑭�　「認知症加算」については，大臣基準告示第
十七号に該当する場合に，「あり」と記載させ
ること。また，（別紙23）「認知症加算に係る
届出書」及び（別紙23−２）「利用者の割合に
関する計算書（認知症加算）」を添付させるこ
と。
⑮�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，大臣基準告示第十八号に該当する場合に，
「あり」と記載させること。
⑯�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，居宅サービス単位数表６のイからハまで
の注17又は注18に該当する場合に「あり」と記
載させること。
⑰�　「口腔機能向上加算」については，大臣基準
告示第二十号に該当する場合に「あり」と記載
させること。
⑱�　「科学的介護推進体制加算」については，居
宅サービス単位数表６のイからハまでの注21に
該当する場合に，「あり」と記載させること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第二十三号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−３）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

８　通所リハビリテーション
①�　「施設等の区分」については，病院又は診療
所である指定通所リハビリテーション事業所で
あって施設基準第六号イ⑴に規定する事業所の
場合に「通常規模の事業所（病院・診療所）」
と，同号ロに規定する事業所の場合に「大規模
の事業所（病院・診療所）」と，同号イ⑵に規
定する事業所の場合に「大規模の事業所（特
例）（病院・診療所）」と，介護老人保健施設で
ある指定通所リハビリテーション事業所であっ
て同号イ⑴に規定する事業所の場合に「通常規
模の事業所（介護老人保健施設）」と，同号ロ
に規定する事業所の場合に「大規模の事業所
（介護老人保健施設）」と，同号イ⑵に規定する
事業所の場合に「大規模の事業所（特例）（介
護老人保健施設）」と，介護医療院である指定
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通所リハビリテーション事業所であって同号イ
⑴に規定する事業所の場合に「通常規模の事業
所（介護医療院）」，同号ロに規定する事業所の
場合に「大規模の事業所（介護医療院）」と，
同号イ⑵に規定する事業所の場合に「大規模の
事業所（特例）（介護医療院）」と，記載させる
こと。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定居宅サービス等基準第111条に規定す
る員数を配置していない場合に，その該当する
職種を記載させること。
　�　なお，職員の欠員とは，指定通所リハビリテ
ーションの単位ごとの１月当たり職員数が当該
基準に満たない場合をいう。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第二十四号の二に該当しない
場合に，「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第二十四号の三に該当しない場合
に，「減算型」と記載させること。
⑤�　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者
数の減少が一定以上生じている場合の対応」に
ついては，通所介護と同様であるため，７⑤を
準用すること。
⑥�　「時間延長サービス体制」については，通所
介護と同様であるため，７⑥を準用すること。
⑦�　「リハビリテーション提供体制加算」につい
ては，大臣基準告示第二十四号の四に該当する
場合に，「あり」と記載させること。
⑧�　「入浴介助加算」については，大臣基準告示
第二十四の五イに該当する場合に「加算Ⅰ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載
させること。また，加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの
場合にあっても，浴室部分の状況がわかる平面
図等を添付させること。
⑨�　「リハビリテーションマネジメント加算」に
ついては，大臣基準告示第二十五号イに該当す
る場合に「加算イ」と，同じ号ロに該当する場
合に「加算ロ」と，同号ハに該当する場合に
「加算ハ」と記載させること。なお，「加算ロ」
と記載した場合には「加算イ」にも記載したこ
ととし，「加算ハ」と記載した場合は「加算イ」
及び「加算ロ」にも記載したこととする。
⑩�　「リハビリテーションマネジメント加算に係
る医師による説明」については，通所リハビリ
テーション計画について，指定通所リハビリテ
ーション事業所の医師が利用者又はその家族に
対して説明し，利用者の同意を得た場合に，
「あり」と記載させること。
⑪�　「認知症短期集中リハビリテーション実施加
算」については，居宅サービス単位数表７のイ

及びロの注12に該当する場合に，「加算Ⅰ」又
は「加算Ⅱ」と記載させること。なお，「加算
Ⅰ」「加算Ⅱ」を限定しない場合は，「加算Ⅰ」
「加算Ⅱ」の全てを記載させること。
⑫�　「生活行為向上リハビリテーション実施加算」
については，居宅サービス単位数表７のイ及び
ロの注13に該当する場合に「あり」と記載させ
ること。
⑬�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑭�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，居宅サービス単位数表７のイ及びロの注
15又は注16に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。
⑮�　「口腔機能向上加算」については，通所介護
と同様であるため，７⑰を準用すること。
⑯�　「中重度者ケア体制加算」については，大臣
基準告示第三十一号に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙22）「中重度
者ケア体制加算に係る届出書」及び（別紙22
−２）「利用者の割合に関する計算書（中重度
者ケア体制加算）」を添付させること。
⑰�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑱�　「移行支援加算」については，大臣基準告示
第三十二号に該当する場合に，「あり」と記載
させること。また，（別紙24）「通所リハビリ
テーション事業所における移行支援加算に係る
届出書」を添付させること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第三十三号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−３）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

９　短期入所生活介護
①�　「施設等の区分」については，指定短期入所
生活介護事業所であって指定居宅サービス等基
準第140条の４第１項に規定するユニット型指
定短期入所生活介護事業所でないもののうち，
指定居宅サービス等基準第121条第２項又は第
４項に規定する事業所の場合に「併設型・空床
型」と，それ以外の事業所の場合に「単独型」
と記載させること。また，ユニット型指定短期
入所生活介護事業所のうち，指定居宅サービス
等基準121条第２項又は第４項に規定する事業

02　p002_042（3）.indd   11 2024/07/05   9:18



− 12 −

հޢใु算定体制の届出

所の場合に「併設型・空床型ユニット型」と，
それ以外の事業所の場合に「単独型ユニット
型」と記載させること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第一号イ又はロに規定する基準を満たして
いる場合に「基準型」と，当該基準を満たして
いない場合に「減算型」と記載させること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準
及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費
等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号。以
下「通所介護費等算定方法」という。）〔→３
巻・704頁〕第三号ロからホまでのいずれか該
当するものを記載させること。なお，指定居宅
サービス等基準上は，看護職員又は介護職員は
「看護職員」となっており，職種の区別がない
ので，「看護職員」としての員数が指定居宅サ
ービス等基準を満たさなくなった際の，直接の
要因となった職種を記載させるものとする。
④�　「ユニットケア体制」については，施設基準
第十一号に該当する場合に，「対応可」と記載
させること。
⑤�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第三十四号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑥�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第三十四号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「共生型サービスの提供」については，障害
福祉制度の指定短期入所事業所が，介護保険制
度の共生型短期入所生活介護の指定を受け，実
際に要介護高齢者に対してサービス提供を行う
ことが可能な場合に，「あり」と記載させるこ
と。
⑧�　「生活相談員配置等加算」については，大臣
基準告示第三十四号の四に該当する場合に，
「あり」と記載させること。また，（別紙21）
「生活相談員配置等加算に係る届出書」を添付
させること。
⑨�　「生活機能向上連携加算」については，大臣
基準告示第三十四号の五イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と記載させること。
⑩�　「機能訓練指導体制」については，居宅サー
ビス単位数表８のイの注９に該当する場合に
「あり」と記載させること。
⑪�　「個別機能訓練体制」については，大臣基準
告示第三十六号に該当する場合に，「あり」と
記載させること。
⑫�　「看護体制加算」については，施設基準第
十二号イに該当する場合に「加算Ⅰ」と，同号

ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と，同号ハ又は
ニに該当する場合に「加算Ⅲ」と，同号ホ又は
ヘに該当する場合に「加算Ⅳ」と記入させるこ
と。また，（別紙25）「看護体制加算に係る届
出書」を添付させること。
⑬�　「医療連携強化加算」については，大臣基準
告示第三十七号に該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙26）「医療連携
強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑭�　「看取り連携体制加算」については，大臣基
準告示第三十七号の二に該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，（別紙13）「看
取り連携体制加算に係る届出書」を添付させる
こと。
⑮�　「夜勤職員配置加算」については，夜勤職員
基準第一号ハ⑴又は⑵に該当する場合に「加算
Ⅰ・加算Ⅱ」と，同号ハ⑶又は⑷に該当する場
合に「加算Ⅲ・加算Ⅳ」と記載させること。
⑯�　「テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算関
係）」については，夜勤職員基準第一号ハ⑴㈡
ただし書又は⑵㈡ただし書に該当する場合に，
「あり」と記載させること。また，（別紙27）
「テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算
に係る届出書」を添付させること。
⑰�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用
すること。
⑱�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑲�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第三十四号の六に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙11）「口腔連
携強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑳�　「療養食加算」については，大臣基準告示第
三十五号に該当する場合に，「あり」と記載さ
せること。
㉑�　「認知症専門ケア加算」については，大臣基
準告示第三号の五イに該当する場合に「加算
Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と
記載させること。また，（別紙12−２）「認知
症専門ケア加算に係る届出書」を添付させるこ
と。
㉒�　「生産性向上推進体制加算」については，大
臣基準告示第三十七号の三イに該当する場合
に，「加算Ⅰ」，同号ロに該当する場合は「加算
Ⅱ」と記載させること。また，（別紙28）「生
産性向上推進体制加算に係る届出書」を添付さ
せること。
㉓�　「サービス提供体制強化加算（単独型）」及び
「サービス提供体制強化加算（併設型，空床
型）」については，大臣基準告示第三十八号イ
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に該当する場合に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当
する場合に「加算Ⅱ」と，同号ハに該当する場
合に「加算Ⅲ」と記載させること。また，（別
紙14−４）「サービス提供体制強化加算に関す
る届出書」を添付させること。
　�　なお，届出の際は，「サービス提供体制強化
加算（単独型）」と「サービス提供体制強化加
算（併設型，空床型）」についてそれぞれ，記
載させること。
㉔�　「介護職員等処遇改善加算」については，大
臣基準告示第三十九号イに該当する場合に「加
算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と，同
号ニに該当する場合に「加算Ⅳ」と，同号ホに
該当する場合に「加算Ⅴ⑴」と，同号ヘに該当
する場合に「加算Ⅴ⑵」と，同号トに該当する
場合に「加算Ⅴ⑶」と，同号チに該当する場合
に「加算Ⅴ⑷」と，同号リに該当する場合に
「加算Ⅴ⑸」と，同号ヌに該当する場合に「加
算Ⅴ⑹」と，同号ルに該当する場合に「加算Ⅴ
⑺」と，同号ヲに該当する場合に「加算Ⅴ⑻」
と，同号ワに該当する場合に「加算Ⅴ⑼」と，
同号カに該当する場合に「加算Ⅴ⑽」と，同号
ヨに該当する場合に「加算Ⅴ⑾」と，同号タに
該当する場合に「加算Ⅴ⑿」と，同号レに該当
する場合に「加算Ⅴ⒀」と，同号ソに該当する
場合に「加算Ⅴ⒁」と記載させること。なお，
施設等の区分が「併設型・空床型」又は「併設
型・空床ユニット型」である指定短期入所生活
介護事業所の場合は，「併設本体施設における
介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況」につい
て，該当するものを記載させること。
㉕�　介護老人福祉施設に係る届出をした場合で，
「空床型」を実施する場合は，②から⑥まで，
⑨，⑩，⑫，⑮から⑰まで，⑳，㉑，㉓及び㉔
までについては内容が重複するので，届出は不
要とすること。
　�　介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算
に係る届出をした場合で，短期入所生活介護に
おける「空床型」にてサービス提供体制強化加
算を算定する場合は，「空床型」にてサービス
提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出す
る必要がある。
　�　なお，届出内容については，介護老人福祉施
設における状況を記載すれば足りるものである。

10　短期入所療養介護（介護老人保健施設型）
①�　「施設等の区分」については，介護老人保健
施設である指定短期入所療養介護事業所であっ
て指定居宅サービス等基準第155条の４に規定
するユニット型指定短期入所療養介護事業所で

ないもののうち，居宅サービス単位数表９のイ
⑴㈠に該当する場合に「介護老人保健施設Ⅰ」
と，イ⑴㈡に該当する場合に「介護老人保健施
設Ⅱ」と，イ⑴㈢に該当する場合に「介護老人
保健施設Ⅲ」と，イ⑴㈣に該当する場合に「介
護老人保健施設Ⅳ」と記載させること。また，
介護老人保健施設であるユニット型指定短期入
所療養介護事業所であるもののうち，居宅サー
ビス単位数表９のイ⑵㈠に該当する場合に「ユ
ニット型介護老人保健施設Ⅰ」と，イ⑵㈡に該
当する場合に「ユニット型介護老人保健施設
Ⅱ」と，イ⑵㈢に該当する場合に「ユニット型
介護老人保健施設Ⅲ」と，イ⑵㈣に該当する場
合に「ユニット型介護老人保健施設Ⅳ」と記載
させること。
②�　「人員配置区分」については，「介護老人保健
施設Ⅰ」の場合は，施設基準第十四号イ⑴又は
ロ⑴に該当する場合に「基本型」と，同号イ⑵
又はロ⑵に該当する場合も「在宅強化型」と記
載させ，令和６年９月サービス提供分までは

（別紙29）・令和６年10月サービス提供分以降
は（別紙29−２）「介護老人保健施設（基本
型・在宅強化型）の基本施設サービス費及び在
宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出書」
を添付させること。また，「介護老人保健施設
Ⅱ」又は「介護老人保健施設Ⅲ」の場合は，同
号イ⑶若しくは⑸又はロ⑶若しくは⑸に該当す
る場合に，「療養型」と記載させ，（別紙29−
３）「介護老人保健施設（療養型）の基本施設
サービス費及び療養体制維持特別加算Ⅱに係る
届出書」を添付させること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第二号イに規定する基準を満たしている場
合に「基準型」と，当該基準を満たしていない
場合に「減算型」と記載させること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定居宅サービス等基準第142条に規定す
る員数を配置していない場合に，その該当する
職種を記載させること。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第三十九号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第三十九号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑧�　「夜勤職員配置加算」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９⑮を準用するこ
と。
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⑨�　「リハビリテーション提供体制」について
は，厚生労働大臣が定める特別療養費に係る施
設基準等（平成20年厚生労働省告示第274号。
以下「特別療養費に係る施設基準等」という。）
第八号に該当する場合に「言語聴覚療法」と，
第九号に該当する場合に「精神科作業療法」と
記載させること。また，前記に掲げるもののほ
か，特別療養費単位数表に規定する特別療養費
に係る管理を行っている場合に，「その他」と
記載させること。
　�　届出に当たっては，これらの介護報酬又はこ
れらに相当する診療報酬の算定のために届け出
た届出書の写しを添付させること。
⑩�　「認知症ケア加算」については，施設基準第
十七号に該当する場合に，「あり」と記載させ
ること。
⑪�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑫�　「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」につい
ては，大臣基準告示第三十九号の四イに該当す
る場合に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合
に「加算Ⅱ」と記載させ，令和６年９月サービ
ス提供分までは（別紙29）・令和６年10月サー
ビス提供分以降は（別紙29−２）「介護老人保
健施設（基本型・在宅強化型）の基本施設サー
ビス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に
係る届出書」を添付させること。
⑬�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑭�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第三十九号の六に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙11）「口腔連
携強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑮�　「特別療養費加算項目」については，特別療
養費に係る施設基準等第五号に該当する場合に
「重症皮膚潰瘍管理指導」と，第六号に該当す
る場合に「薬剤管理指導」と記載させること。
また，届出に当たっては，これらに相当する診
療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを
添付させること。
⑯�　「療養体制維持特別加算Ⅰ」については，施
設基準第十八号イに該当する場合に「あり」
と，「療養体制維持特別加算Ⅱ」については，
同号ロに該当する場合に「あり」と記載させる
こと。また，「療養体制維持特別加算Ⅱ」につ
いては，（別紙29−３）「介護老人保健施設
（療養型）の基本施設サービス費及び療養体制
維持特別加算Ⅱに係る届出書」を添付させるこ
と。
⑰�　「療養食加算」については，短期入所生活介

護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑱�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑲�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑳�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第四十号イ⑴に該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロ⑴に該当する場合に「加
算Ⅱ」と，同号ハ⑴に該当する場合に「加算
Ⅲ」と記載させること。また，（別紙14−４）
「サービス提供体制強化加算に関する届出書」
を添付させること。
㉑�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
㉒�　介護老人保健施設に係る届出をした場合は，
③から⑫まで，⑮から⑱まで，⑳及び㉑につい
ては内容が重複するので，届出は不要とするこ
と。

11　短期入所療養介護（病院療養型）
①�　指定が複数の病棟にわたっている場合は，病
棟ごとに届出させること。
②�　「施設等の区分」については，療養病床を有
する病院である指定短期入所療養介護事業所で
あって指定居宅サービス等基準第155条の４に
規定するユニット型指定短期入所療養介護事業
所でないもののうち，居宅サービス単位数表９
のロ⑴に該当する場合に「病院療養型」と，ロ
⑵に該当する場合に「病院経過型」と記載させ
ること。また，療養病床を有する病院であるユ
ニット型指定短期入所療養介護事業所であるも
ののうち，居宅サービス単位数表９のロ⑶に該
当する場合に「ユニット型病院療養型」と，ロ
⑷に該当する場合に「ユニット型病院経過型」
と記載させること。
　�　また，「病院経過型」又は「ユニット型病院
経過型」の区分を算定する場合については，別
途介護老人保健施設等への移行時期，施設設備
整備計画や人員配置計画等について記載した介
護老人保健施設等への移行準備計画を添付させ
ること。なお，既に介護老人保健施設等として
当該計画を届け出ている場合には，重ねて届け
出ることを要するものではないこと。
③�　「人員配置区分」については，「病院療養型」
の場合は，施設基準第十四号ニ⑵に該当する場
合に「Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）」と，同号ニ
⑶に該当する場合に「Ⅰ型（療養機能強化型
Ｂ）」と，同号ニ⑸に該当する場合に「Ⅱ型
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（療養機能強化型）」と記載させ，「ユニット型
病院療養型」の場合は，同号ヘ⑵に該当する場
合に「ユニット型（療養機能強化型Ａ）」と，
同号ヘ⑶に該当する場合に「ユニット型（療養
機能強化型Ｂ）」と記載させ，（別紙29−４）
「病院又は診療所における短期入所療養介護
（療養機能強化型）の基本施設サービス費に係
る届出書」を添付させること。
④�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第二号ロ⑴㈠に該当する場合に「基準型」
と，同号ロ⑶㈠に該当する場合に「加算型Ⅰ」
と，同号ロ⑶㈡に該当する場合に「加算型Ⅱ」
と，同号ロ⑶㈢に該当する場合に「加算型Ⅲ」
と，同号ロ⑶㈣に該当する場合に「加算型Ⅳ」
と記載させ，前記のいずれにも該当しない場合
は「減算型」と記載させること。
⑤�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，以下の要領により記載させること。
　ア�　医師の欠員については，医師の配置状況が
指定居宅サービス等基準の６割未満の場合に
ついて記載し，人員配置区分欄の最も配置区
分の低い配置区分（病院療養型の場合は
「Ⅲ」を選択し，「その他該当する体制等」欄
の「医師」を選択する。ただし，以下に規定
する地域に所在する事業所であって医師の確
保に関する計画を都道府県知事に届け出た場
合は，人員配置区分欄の変更は行わず，「そ
の他該当する体制等」の「医師」のみ選択す
る。なお，医師に欠員がある場合であって，
かつ，以下に規定する地域に事業所が所在す
る場合であっても，看護職員又は介護職員に
欠員がある場合は，人員配置区分欄の最も配
置区分の低い配置区分を選択し，「医師」及
び欠員該当職種を選択する。

　　＜厚生労働大臣が定める地域＞
　　�　人口５万人未満の市町村であって次に掲げ
る地域をその区域内に有する市町村の区域と
する。

　　一�　離島振興法（昭和28年法律第72号）第２
条第１項の規定により指定された離島振興
対策実施地域

　　二�　辺地に係る公共的施設の総合整備のため
の財政上の特別措置等に関する法律（昭和
37年法律第88号）第２条第１項に規定する
辺地

　　三�　山村振興法（昭和40年法律第64号）第７
条第１項の規定により指定された振興山村

　　四�　過疎地域の持続的発展の支援に関する特
別措置法（令和３年法律第19号）第２条第
１項に規定する過疎地域

　イ�　看護職員及び介護職員の欠員（看護師の員

数の看護職員の必要数に対する割合が２割未
満の場合を含む。）については，人員配置区
分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択
し，「その他該当する体制等」の該当職種を
選択する。

⑥�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑦�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第三十九号の三の三に該当し
ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑧�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第三十九号の三の四に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑨�　「療養環境基準」については，施設基準第
十九号に該当する場合に，「減算型」と記載さ
せ，それ以外の場合は「基準型」と記載させる
こと。
⑩�　「医師の配置基準」については，医療法施行
規則（昭和23年厚生省令第50号）第49条の規定
が適用されている場合に「医療法施行規則第49
条適用」と，同条の規定が適用されていない場
合は「基準」と記載させること。
⑪�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑫�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑬�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第三十九号の六に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙11）「口腔連
携強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑭�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑮�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑯�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑰�　「特定診療費項目」については，厚生労働大
臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る施
設基準等（平成12年厚生省告示第31号。以下
「特定診療費に係る施設基準等」という。）第五
号に該当する場合に「重症皮膚潰瘍管理指導」
と，第六号に該当する場合に「薬剤管理指導」
と，第九号に該当する場合に「集団コミュニケ
ーション療法」と記載させること。また，届出
に当たっては，これらに相当する診療報酬の算
定のために届け出た届出書の写しを添付させる
こと。
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⑱�　「リハビリテーション提供体制」について
は，特定診療費に係る施設基準等第七号イに該
当する場合に「理学療法Ⅰ」と，同号ロに該当
する場合に「作業療法」を，第八号に該当する
場合に「言語聴覚療法」と，第十一号に該当す
る場合に「精神科作業療法」と記載させるこ
と。また，前記に掲げるもののほか，特定診療
費単位数表に規定する特定診療費に係る管理を
行っている場合は，「その他」と記載させるこ
と。
　�　届出に当たっては，これらの介護報酬又はこ
れらに相当する診療報酬の算定のために届け出
た届出書の写しを添付させること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第四十号イ⑵に該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロ⑵に該当する場合に「加
算Ⅱ」と，同号ハ⑵に該当する場合に「加算
Ⅲ」と記載させること。また，（別紙14−４）
「サービス提供体制強化加算に関する届出書」
を添付させること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。

12　短期入所療養介護（診療所型）
①�　「施設等の区分」については，診療所である
指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅
サービス等基準第155条の４に規定するユニッ
ト型指定短期入所療養介護事業所でないものの
うち，居宅サービス単位数表９のハ⑴に該当す
る場合に，「診療所型」と記載させること。ま
た，診療所であるユニット型指定短期入所療養
介護事業所の場合に「ユニット型診療所型」と
記載させること。
②�　「人員配置区分」については，「診療所型」の
場合は，施設基準第十四号チ⑵に該当する場合
に「Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）」と，同号チ⑶
に該当する場合に「Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）」
と記載させ，「ユニット型診療所型」の場合
は，同号リ⑵に該当する場合に「ユニット型
（療養機能強化型Ａ）」と，同号リ⑶に該当する
場合に「ユニット型（療養機能強化型Ｂ）」と
記載させ，（別紙29−４）「病院又は診療所に
おける短期入所療養介護（療養機能強化型）の
基本施設サービス費に係る届出書」を添付させ
ること。
③�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第三十九号の三の三に該当し

ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第三十九号の三の四に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑥�　「設備基準」については，施設基準第二十号
に該当する場合に「減算型」と記載させ，それ
以外の場合に「基準型」と記載させること。
⑦�　「食堂の有無」については，施設基準第十九
号の二に該当する場合に「減算型」と記載さ
せ，それ以外の場合に「基準型」と記載させる
こと。
⑧�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑨�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑩�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第三十九号の六に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙11）「口腔連
携強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑪�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑫�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑬�　「特定診療費項目」については，短期入所療
養介護（病院療養型）と同様であるため，11
⑰を準用すること。
⑭�　「リハビリテーション提供体制」について
は，短期入所療養介護（病院療養型）と同様で
あるため，11⑱を準用すること。
⑮�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑯�　「サービス提供体制強化加算」については，
短期入所療養介護（病院療養型）と同様である
ため，11⑲を準用すること。
⑰�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。

13　短期入所療養介護（介護医療院型）
①�　「施設等の区分」については，介護医療院で
ある指定短期入所療養介護事業所であって指定
居宅サービス等基準第155条の４に規定するユ
ニット型指定短期入所療養介護事業所でないも
ののうち，居宅サービス単位数表９のホ⑴に該
当する場合に「Ⅰ型介護医療院」と，ホ⑵に該
当する場合に「Ⅱ型介護医療院」と，ホ⑶に該
当する場合に「特別介護医療院」と記載させる
こと。また，介護医療院であるユニット型指定
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短期入所療養介護事業所であるもののうち，居
宅サービス単位数表９のホ⑷に該当する場合に
「ユニット型Ⅰ型介護医療院」と，ホ⑸に該当
する場合に「ユニット型Ⅱ型介護医療院」と，
ホ⑹に該当する場合に「ユニット型特別介護医
療院」と記載させること。
②�　「人員配置区分」については，「Ⅰ型介護医療
院」の場合は，施設基準第十四号ヨ⑴に該当す
る場合に「Ⅰ型Ⅰ」と，同号ヨ⑵に該当する場
合に「Ⅰ型Ⅱ」と，同号ヨ⑶に該当する場合に
「Ⅰ型Ⅲ」と記載させ，「Ⅱ型介護医療院」の場
合は，同号タ⑴に該当する場合に「Ⅱ型Ⅰ」
と，同号タ⑵に該当する場合に「Ⅱ型Ⅱ」と，
同号タ⑶に該当する場合に「Ⅱ型Ⅲ」と記載さ
せ，「特別介護医療院」の場合は，同号レ⑴に
該当する場合に「Ⅰ型」と，同号レ⑵に該当す
る場合に「Ⅱ型」と記載させ，「ユニット型Ⅰ
型介護医療院」の場合は，同号ソ⑴に該当する
場合に「Ⅰ型Ⅰ」と，同号ソ⑵に該当する場合
に「Ⅰ型Ⅱ」と記載させ，「ユニット型特別介
護医療院」の場合は，同号ネ⑴に該当する場合
に「Ⅰ型」と，同号ネ⑵に該当する場合に「Ⅱ
型」と記載させ，（別紙30）「介護医療院（Ⅰ
型）の基本施設サービス費に係る届出書」又は

（別紙30−２）「介護医療院（Ⅱ型）の基本施
設サービス費に係る届出書」を添付させること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第二号ハ⑴㈠に該当する場合に「基準型」
と，同号ハ⑶㈠に該当する場合に「加算型Ⅰ」
と，同号ハ⑶㈡に該当する場合に「加算型Ⅱ」
と，同号ハ⑶㈢に該当する場合に「加算型Ⅲ」
と，同号ハ⑶㈣に該当する場合に「加算型Ⅳ」
と記載させ，前記のいずれにも該当しない場合
は「減算型」と記載させること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定居宅サービス等基準第142条に規定す
る員数を配置していない場合に記載させるこ
と。看護職員及び介護職員の欠員（看護師の員
数の看護職員の必要数に対する割合が２割未満
の場合を含む。）については，人員配置区分欄
の最も配置区分の低い配置区分を選択し，「そ
の他該当する体制等」の該当職種を選択する。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第三十九号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第三十九号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。

⑧�　「療養環境基準（廊下）」及び「療養環境基準
（療養室）」については，施設基準第十九号の三
に該当する場合に「減算型」と記載させ，それ
以外の場合に「基準型」と記載させること。
⑨�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑩�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑪�　「口腔連携強化加算」については，短期入所
療養介護（介護老人保健施設型）と同様である
ため，10⑭を準用すること。
⑫�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑬�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用す
ること。
⑭�　「重度認知症疾患療養体制加算」について
は，施設基準第二十一号の三イに該当する場合
に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加
算Ⅱ」と記載させること。また，（別紙31）
「介護医療院における重度認知症疾患療養体制
加算に係る届出書」を添付させること。
⑮�　「特別診療費項目」については，特定診療費
に係る施設基準等第五号の二に該当する場合に
「重症皮膚潰瘍管理指導」と，第六号に該当す
る場合に「薬剤管理指導」と，第九号に該当す
る場合に「集団コミュニケーション療法」と記
載させること。また，届出に当たっては，これ
らに相当する診療報酬の算定のために届け出た
届出書の写しを添付させること。
⑯�　「リハビリテーション提供体制」について
は，特定診療費に係る施設基準等第七号イに該
当する場合に「理学療法Ⅰ」と，同号ロに該当
する場合に「作業療法」と，第八号に該当する
場合に「言語聴覚療法」と，第十一号に該当す
る場合に「精神科作業療法」と記載させるこ
と。また，前記に掲げるもののほか，特定診療
費単位数表に規定する特別診療費に係る管理を
行っている場合は，「その他」と記載させるこ
と。
　�　届出に当たっては，これらの介護報酬又はこ
れらに相当する診療報酬の算定のために届け出
た届出書の写しを添付させること。
⑰�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑱�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第四十号イ⑶に該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロ⑶に該当する場合に「加
算Ⅱ」と，同号ハ⑶に該当する場合に「加算
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Ⅲ」と記載させること。また，（別紙14−４）
「サービス提供体制強化加算に関する届出書」
を添付させること。
⑲�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
⑳�　「介護医療院」に係る届出をした場合は，
②，③，④（介護支援専門員に係る届出を除
く。），⑤から⑨まで，⑫から⑯まで，⑱及び⑲
については内容が重複するので，届出は不要と
すること。

14　特定施設入居者生活介護
①�　「施設等の区分」については，有料老人ホー
ムの場合に「有料老人ホーム」と，軽費老人ホ
ームの場合に「軽費老人ホーム」と，養護老人
ホームの場合に「養護老人ホーム」と，それぞ
れについて「介護専用型」と「混合型」とを区
別して記載させること。
②�　「人員配置区分」については，指定居宅サー
ビス等基準第192条の２に規定する事業所の場
合に「外部サービス利用型」と，それ以外の事
業所の場合に「一般型」と記載させること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定居宅サービス等基準第175条に規定す
る員数を配置していない場合に，その該当する
職種を記載させること。
④�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第四十二号の二に該当しない場合
に，「減算型」と記載させること。
⑤�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第四十二号の二の二に該当し
ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑥�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第四十二号の二の三に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑦�　「入居継続支援加算」については，大臣基準
告示第四十二号の三イに該当する場合に「加算
Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と
記載させること。また，（別紙32）「入居継続
支援加算に係る届出書」を添付させること。
⑧�　「テクノロジーの導入（入居継続支援加算関
係）」については，大臣基準告示第四十二号の
三イ⑶ただし書に該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙32−２）「テク
ノロジーの導入による入居継続支援加算に関す
る届出書」を添付させること。
⑨�　「生活機能向上連携加算」については，大臣
基準告示第四十二号の四イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と記載させること。

⑩�　「個別機能訓練体制」については，居宅サー
ビス単位数表10のイからハまでの注９の個別機
能訓練加算（Ⅰ）に係る基準に該当する場合
に，「あり」と記載させること。
⑪�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，通所介護と同様であるため，７⑬を準用
すること。
⑫�　「夜間看護体制加算」については，施設基準
第二十三号イに該当する場合は「加算Ⅰ」と，
同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させ
ること。また，（別紙33）「夜間看護体制加算
に係る届出書」を添付させること。
⑬�　「若年性認知症入居者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑭�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑮�　「看取り介護加算」については，居宅サービ
ス単位数表10のホに該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙34−２）「看
取り介護体制に係る届出書」を添付させること。
⑯�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑰�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」につい
ては，大臣基準告示第四十二号の七イに該当す
る場合に「あり」と，「高齢者施設等感染対策
向上加算Ⅱ」については，同号ロに該当する場
合に「あり」とそれぞれ記載させること。ま
た，（別紙35）「高齢者施設等感染対策向上加
算に係る届出書」を添付させること。
⑱�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第四十三号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−６）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

15　特定施設入居者生活介護（短期利用型）
①�　特定施設入居者生活介護（短期利用型）につ
いては，施設基準第二十二号に該当する場合に
記載させること。
②�　「施設等の区分」については特定施設入居者
生活介護と同様であるため，14①を準用する
こと。
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③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14③を準用すること。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑤を準用すること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，特
定施設入居者生活介護と同様であるため，14
⑥を準用すること。
⑥�　「夜間看護体制加算」については，特定施設
入居者生活介護と同様であるため，14⑫を準
用すること。
⑦�　「若年性認知症入居者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑧�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑨�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準
用すること。
⑩�　「サービス提供体制強化加算」については，
特定施設入居者生活介護と同様であるため，
14⑲を準用すること。
⑪�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

⑫�　一体的に運営がされている「特定施設入居者
生活介護」に係る届出がされ，別紙等が添付さ
れている場合は，内容の重複する別紙等の添付
は不要とすること。

16　福祉用具貸与
①�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
②�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第二十五号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。

17　居宅介護支援
①�　「ケアプランデータ連携システムの活用及び
事務職員の配置の体制」については，居宅介護
支援単位数表イ注２に該当する場合に，「あり」
と記載させること。
②�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
③�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪

問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第四十六号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。
④�　「特定事業所集中減算」については，大臣基
準告示第八十三号に該当する場合に，「あり」
と記載させること。
⑤�　「特定事業所加算」については，大臣基準告
示第八十四号イに該当する場合に「加算Ⅰ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と，同
号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と，同号ニに
該当する場合に「加算Ａ」と記載させること。
また，「特定事業所加算」のうち加算Ⅰ，加算
Ⅱ及び加算Ⅲについては，（別紙36）「特定事
業所加算Ⅰ～Ⅲ・特定事業所医療介護連携加
算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届
出書（居宅介護支援事業所）」を，加算Ａにつ
いては，（別紙36−２）「特定事業所加算Aに係
る届出書（居宅介護支援事業所）」を添付させ
ること。
⑥�　「特定事業所医療介護連携加算」について
は，大臣基準告示第八十四号の二に該当する場
合に，「あり」と記載させること。また，（別紙
36）「特定事業所加算Ⅰ～Ⅲ・特定事業所医療
介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加
算に係る届出書（居宅介護支援事業所）」を添
付させること。
⑦�　「ターミナルケアマネジメント加算」につい
ては，大臣基準告示第八十五号の三に該当する
場合に，「あり」と記載させること。また，（別
紙36）「特定事業所加算Ⅰ～Ⅲ・特定事業所医
療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント
加算に係る届出書（居宅介護支援事業所）」を
添付させること。

18　介護福祉施設サービス
①�　「施設等の区分」については，指定介護老人
福祉施設であって「指定介護老人福祉施設の人
員，設備及び運営に関する基準」（平成11年厚
生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基
準」という。）第38条に規定するユニット型指
定介護老人福祉施設でないもののうち，施設基
準第四十七号イに該当する場合に「介護福祉施
設」と，同号ロに該当する場合に「経過的小規
模介護福祉施設」と記載させること。また，ユ
ニット型指定介護老人福祉施設のうち，施設基
準第四十七号ハに該当する場合に「ユニット型
介護福祉施設」と，同号ニに該当する場合に
「経過的ユニット型小規模介護福祉施設」と記
載させること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
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基準第五号イ又はロに規定する基準を満たして
いる場合に「基準型」と，当該基準を満たして
いない場合に「減算型」と記載させること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，通所介護費等算定方法第十二号ロ又はハの
いずれか該当するものを記載させること。
④�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑤�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第八十六号に該当しない場合に「減
算型」と記載させること。
⑥�　「安全管理体制」については，大臣基準告示
第八十六号の二に該当しない場合に「減算型」
と記載させること。
⑦�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第八十六号の二の二に該当し
ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑧�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第八十六号の二の三に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑨�　「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」に
ついては，大臣基準告示第八十六号の三に該当
する場合に，「あり」と記載させること。
⑩�　「日常生活継続支援加算」については，施設
基準第五十号に該当する場合に，「あり」と記
載させること。また，（別紙37）「日常生活継
続支援加算に関する届出書」を添付させること。
⑪�　「テクノロジーの導入（日常生活継続支援加
算関係）」については，施設基準第五十号にお
いて準用する施設基準第四十一号イ⑶ただし書
に該当する場合に，「あり」と記載させるこ
と。また，（別紙37−２）「テクノロジーの導
入による日常生活継続支援加算に関する届出
書」を添付させること。
⑫�　「看護体制加算」については，施設基準第
五十一号イ又はロに該当する場合に「看護体制
加算Ⅰ」において「あり」と，同号ハ又はニに
該当する場合に「看護体制加算Ⅱ」において
「あり」と記載させること。また，（別紙25−
２）「看護体制加算に係る届出書」を添付させ
ること。
⑬�　「夜勤職員配置加算」については，夜勤職員
基準第五号ロ⑴から⑷までに該当する場合に
「加算Ⅰ・加算Ⅱ」と，同号ロ⑸から⑻までに
該当する場合に「加算Ⅲ・加算Ⅳ」と記載させ
ること。
⑭�　「テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算関
係）」については，夜勤職員基準第五号ロ⑴㈡
ただし書又は同号ロ⑶㈡ただし書に該当する場
合に，「あり」と記載させること。また，（別紙

27）「テクノロジーの導入による夜勤職員配置
加算に係る届出書」を添付させること。
⑮�　「準ユニットケア体制」については，施設基
準第五十二号に該当する場合に，「対応可」と
記載させること。
⑯�　「生活機能向上連携加算」については，特定
施設入居者生活介護と同様であるため，14⑨
を準用すること。
⑰�　「個別機能訓練加算」については，大臣基準
告示第八十六号の三の二イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。なお，「加算Ⅲ」と記載した
場合には「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」にも記載したこ
ととし，「加算Ⅱ」と記載した場合には「加算
Ⅰ」にも記載したこととする。
⑱�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，通所介護と同様であるため，７⑬を準
用すること。
⑲�　「若年性認知症入所者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑳�　「常勤専従医師配置」については，施設サー
ビス等単位数表１のイ及びロの注17に該当する
場合に，「あり」と記載させること。
㉑�　「精神科医師定期的療養指導」については，
施設サービス等単位数表１のイ及びロの注18に
該当する場合に「あり」と記載させること。
㉒�　「障害者生活支援体制」については，施設サ
ービス等単位数表１のイ及びロの注19に該当す
る場合に「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」と記載させ
ること。
㉓�　「栄養マネジメント強化体制」については，
大臣基準告示第八十六号の四に該当する場合
に，「あり」と記載させること。また，（別紙
38）「栄養マネジメント体制に関する届出書」
を添付させること。
㉔�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
㉕�　「配置医師緊急時対応加算」については，施
設基準第五十四号の二に該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，（別紙39）「配
置医師緊急時対応加算に係る届出書」を添付さ
せること。
㉖�　「看取り介護体制」については，施設基準第
五十四号イに該当する場合に「加算Ⅰ」と，同
号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させる
こと。また，（別紙34）「看取り介護体制に係
る届出書」を添付させること。
㉗�　「在宅・入所相互利用体制」については，大
臣基準告示第七十一号に該当する場合に，「対
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応可」と記載させること。
㉘�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
㉙�　「認知症チームケア推進加算」については，
大臣基準告示第五十八号の五の二のイに該当す
る場合に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合
に「加算Ⅱ」と記載させること。また，（別紙
40）「認知症チームケア推進加算に係る届出
書」を添付させること。
㉚�　「褥瘡マネジメント加算」については，大臣
基準告示第七十一号の二イ又はロのいずれかに
該当する場合に，「あり」と記載させること。
また，（別紙41）「褥瘡マネジメント加算に関
する届出書」を添付させること。
㉛�　「排せつ支援加算」については，大臣基準告
示第七十一号の三イからハまでのいずれかに該
当する場合に，「あり」と記載させること。
㉜�　「自立支援促進加算」については，大臣基準
告示第七十一号の四に該当する場合に，「あり」
と記載させること。
㉝�　「科学的介護推進体制加算」については，大
臣基準告示第七十一号の五イ又はロのいずれか
に該当する場合に，「あり」と記載させること。
㉞�　「安全対策体制」については，施設基準第
五十四号の三に該当する場合に，「あり」と記
載させること。
㉟�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
㊱�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
㊲�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第八十七号の規定により準用する
大臣基準告示第七十二号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−４）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
㊳�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

19　介護保健施設サービス
①�　「施設等の区分」については，介護老人保健
施設であって「介護老人保健施設の人員，施設
及び設備並びに運営に関する基準」（平成11年
厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基
準」という。）第39条に規定するユニット型介

護老人保健施設でないもののうち，施設サービ
ス等単位数表２のイ⑴に該当する場合に「介護
保健施設Ⅰ」と，イ⑵に該当する場合に「介護
保健施設Ⅱ」と，イ⑶に該当する場合に「介護
保健施設Ⅲ」と，イ⑷に該当する場合に「介護
保健施設Ⅳ」と記載させること。また，ユニッ
ト型介護老人保健施設のうち，施設サービス等
単位数表２のロ⑴に該当する場合に「ユニット
型介護保健施設Ⅰ」と，ロ⑵に該当する場合に
「ユニット型介護保健施設Ⅱ」と，ロ⑶に該当
する場合に「ユニット型介護保健施設Ⅲ」と，
ロ⑷に該当する場合に「ユニット型介護保健施
設Ⅳ」と記載させること。
②�　「人員配置区分」については，短期入所療養
介護（介護老人保健施設型）と同様であるた
め，10②を準用すること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，短期入所
療養介護（介護老人保健施設型）と同様である
ため，10③を準用すること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，介護老人保健施設基準第２条に規定する員
数を配置していない場合に，その該当する職種
を記載させること。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第八十九号に該当しない場合に，
「減算型」と記載させること。
⑦�　「安全管理体制」については，大臣基準告示
第八十九号の二に該当しない場合に「減算型」
と記載させること。
⑧�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第八十九号の二の二に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑨�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第八十九号の二の三に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑩�　「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」に
ついては，大臣基準告示第八十九号の三に該当
する場合に，「あり」と記載させること。
⑪�　「夜勤職員配置加算」については，夜勤職員
基準第六号ハに該当する場合に，「あり」と記
載させること。
⑫�　「認知症短期集中リハビリテーション実施加
算」については，施設サービス等単位数表２の
イ及びロの注10に該当する場合に「あり」と記
載させること。
⑬�　「認知症ケア加算」については，短期入所療
養介護（介護老人保健施設型）と同様であるた
め，10⑩を準用すること。
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⑭�　「若年性認知症入所者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用
すること。
⑮�　「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」につい
ては，大臣基準告示第九十号イに該当する場合
に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加
算Ⅱ」と記載させ，令和６年９月サービス提供
分までは（別紙29）・令和６年10月サービス提
供分以降は（別紙29−２）「介護老人保健施設
（基本型・在宅強化型）の基本施設サービス費
及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届
出書」を添付させること。
⑯�　「ターミナルケア体制」については，厚生労
働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成
27年厚生労働省告示第94号）〔→３巻・575頁〕
第六十五号に該当する場合に，「あり」と記載
させること。
⑰�　「特別療養費加算項目」については，短期入
所療養介護（介護老人保健施設型）と同様であ
るため，10⑮を準用すること。
⑱�　「療養体制維持特別加算Ⅰ」については，施
設基準第六十一号イに該当する場合に「あり」
と，「療養体制維持特別加算Ⅱ」については，
同号ロに該当する場合に「あり」と記載させる
こと。また，「療養体制維持特別加算Ⅱ」につ
いては，（別紙29−３）「介護老人保健施設
（療養型）の基本施設サービス費及び療養体制
維持特別加算Ⅱに係る届出書」を添付させるこ
と。
⑲�　「栄養マネジメント強化体制」については，
大臣基準告示第九十号の二に該当する場合は
「あり」と記載させること。また，（別紙38）
「栄養マネジメント体制に関する届出書」を添
付させること。
⑳�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
㉑�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
㉒�　「認知症チームケア推進加算」については，
介護福祉施設サービスと同様であるため，18
㉙を準用すること。
㉓�　「リハビリテーション提供体制」について
は，特別療養費に係る施設基準等第七号に該当
する場合に「リハビリテーション指導管理」
と，第八号に該当する場合に「言語聴覚療法」
と，第九号に該当する場合に「精神科作業療
法」と記載させること。また，前記に掲げるも
ののほか，特別療養費単位数表に規定する特別
療養費に係る管理を行っている場合は，「その
他」と記載させること。

　�　届出に当たっては，これらの介護報酬又はこ
れらに相当する診療報酬の算定のために届け出
た届出書の写しを添付させること。
㉔�　「リハビリ計画書情報加算」については，大
臣基準告示第九十二号の二イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と記載させること。なお，「加算Ⅰ」と記
載した場合には「加算Ⅱ」にも記載したことと
する。
㉕�　「褥瘡マネジメント加算」については，介護
福祉施設サービスと同様であるため，18㉚を
準用すること。
㉖�　「排せつ支援加算」については，介護福祉施
設サービスと同様であるため，18㉛を準用す
ること。
㉗�　「自立支援促進加算」については，介護福祉
施設サービスと同様であるため，18㉜を準用
すること。
㉘�　「科学的介護推進体制加算」については，大
臣基準告示第九十二号の三イ又はロのいずれか
に該当する場合に，「あり」と記載させること。
㉙�　「安全対策体制」については，施設基準第
六十一号の二に該当する場合に，「あり」と記
載させること。
㉚�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
㉛�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
㉜�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第九十三号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−４）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
㉝�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

20　介護医療院サービス
①�　「施設等の区分」については，介護医療院の
人員，施設及び設備並びに運営に関する基準
（平成30年厚生労働省令第５号。以下「介護医
療院施設基準」という。）第43条に規定するユ
ニット型介護医療院でないもののうち，施設サ
ービス等単位数表４のイに該当する場合に「Ⅰ
型介護医療院」と，ロに該当する場合に「Ⅱ型
介護医療院」と，ハに該当する場合に「特別介
護医療院」と記載させること。
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　�　また，ユニット型介護医療院であるもののう
ち施設サービス等単位数表４のニに該当する場
合に「ユニット型Ⅰ型介護医療院」と，ホに該
当する場合に「ユニット型Ⅱ型介護医療院」
と，ヘに該当する場合に「ユニット型特別介護
医療院」と記載させること。
②�　「人員配置区分」については，短期入所療養
介護（介護医療院型）と同様であるため，13
②を準用すること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，短期入所
療養介護（介護医療院型）と同様であるため，
13③を準用すること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，医師，薬剤師，看護職員及び介護職員につ
いては，短期入所療養介護（介護医療院型）と
同様であるため，13④を準用すること。介護
支援専門員の欠員については，人員配置区分欄
の変更は行わず，「その他該当する体制等」の
「介護支援専門員」のみ選択させること。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第百号に該当しない場合に，「減算
型」と記載させること。
⑦�　「安全管理体制」については，大臣基準告示
第百号の二に該当しない場合に，「減算型」と
記載させること。
⑧�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百号の二の二に該当しない
場合に，「減算型」と記載させること。
⑨�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百号の二の三に該当しない場合
に，「減算型」と記載させること。
⑩�　「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」に
ついては，大臣基準告示第百号の三に該当する
場合に，「あり」と記載させること。
⑪�　「療養環境基準（廊下）」及び「療養環境基準
（療養室）」については，短期入所療養介護（介
護医療院型）と同様であるため，13⑧を準用
すること。
⑫�　「若年性認知症入所者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑬�　「栄養マネジメント強化体制」については，
大臣基準告示第百号の四に該当する場合に，
「あり」と記載させること。また，（別紙38）
「栄養マネジメント体制に関する届出書」を添
付させること。
⑭�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。

⑮�　「特別診療費項目」については，短期入所療
養介護（介護医療院型）と同様であるため，
13⑮を準用すること。
⑯�　「リハビリテーション提供体制」について
は，短期入所療養介護（介護医療院型）と同様
であるため，13⑯を準用すること。
⑰�　「リハビリテーション・口腔・栄養に係る計
画の提出」については，特定診療費単位数表の
第九号の理学療法の注７に該当する場合に「理
学療法　注７」と，第十号の作業療法の注７に
該当する場合に「作業療法　注７」と，第十一
号の言語聴覚療法の注５に該当する場合に「言
語聴覚療法　注５」と記載させること。
⑱�　「認知症短期集中リハビリテーション加算」
については，特定診療費に係る施設基準等第十
号に該当する場合に，「あり」と記載させるこ
と。
⑲�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑳�　「認知症チームケア推進加算」については，
介護福祉施設サービスと同様であるため，18
㉙を準用すること。
㉑�　「重度認知症疾患療養体制加算」について
は，短期入所療養介護（介護医療院型）と同様
であるため，13⑭を準用すること。
㉒�　「排せつ支援加算」については，介護福祉施
設サービスと同様であるため，18㉛を準用す
ること。
㉓�　「自立支援促進加算」については，介護福祉
施設サービスと同様であるため，18㉜を準用
すること。
㉔�　「科学的介護推進体制加算」については，介
護保健施設サービスと同様であるため，19㉘
を準用すること。
㉕�　「安全対策体制」については，施設基準第
六十八号の七に該当する場合に，「あり」と記
載させること。
㉖�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
㉗�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
㉘�　「サービス提供体制強化加算」については，
介護保健施設サービスと同様であるため，19
㉜を準用すること。
㉙�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。
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21　介護予防訪問入浴介護
①�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百号の十に該当しない場合
に「減算型」と記載させること。
②�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
③�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域の状況」については，訪問介護
と同様であるため，２⑥を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第六十九号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。
④�　「認知症専門ケア加算」については，訪問介
護と同様であるため，２⑩を準用すること。
⑤�　「サービス提供体制強化加算」については，
訪問入浴介護と同様であるため，３⑥を準用す
ること。
⑥�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。

22　介護予防訪問看護
①�　「施設等の区分」については，指定介護予防
サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年
厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サー
ビス等基準」という。）第63条第１項第一号に
規定する事業所の場合に「訪問看護ステーショ
ン」と，第二号に規定する事業所の場合に「病
院又は診療所」と記載させること。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百二号の二に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
③�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
④�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第七十号に該当する場合に，「該当」と
記載させること。
⑤�　「緊急時介護予防訪問看護加算」について
は，訪問看護と同様であるため，４⑤を準用
すること。
⑥�　「特別管理体制」については，訪問看護と同
様であるため，４⑥を準用すること。
⑦�　「専門管理加算」については，訪問看護と同
様であるため，４⑦を準用すること。
⑧�　「看護体制強化加算」については，訪問看護
と同様であるため，４⑩を準用すること。
⑨�　「口腔連携強化加算」については，訪問看護

と同様であるため，４⑪を準用すること。
⑩�　「サービス提供体制強化加算」については，
訪問看護と同様であるため，４⑫を準用するこ
と。
⑪�　一体的に運営されている「訪問看護」に係る
届出がされ，別紙等が添付されている場合は，
内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。

23　介護予防訪問リハビリテーション
①�　「施設等の区分」については，訪問リハビリ
テーションと同様であるため，５①を準用する
こと。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百五号の二に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
③�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
④�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第七十一号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。
⑤�　「口腔連携強化加算」については，訪問リハ
ビリテーションと同様であるため，５⑦を準用
すること。
⑥�　「サービス提供体制強化加算」については，
訪問リハビリテーションと同様であるため，５
⑨を準用すること。
⑦�　一体的に運営されている「訪問リハビリテー
ション」に係る届出がされ，別紙等が添付され
ている場合は，内容の重複する別紙等の添付は
不要とすること。

24　介護予防居宅療養管理指導
①�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
②�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第七十一号の二に該当する場合に，「該
当」と記載させること。
③�　「医療用麻薬持続注射療法加算」について
は，居宅療養管理指導と同様であるため，６③
を準用すること。
④�　「在宅中心静脈栄養法加算」については，居
宅療養管理指導と同様であるため，６④を準用
すること。

25　介護予防通所リハビリテーション
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①�　「施設等の区分」については，病院又は診療
所の場合に「病院又は診療所」と，介護老人保
健施設の場合に「介護老人保健施設」と，介護
医療院の場合に「介護医療院」と記載させるこ
と。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定介護予防サービス等基準第117条に規
定する員数を配置していない場合に，その該当
する職種を記載させること。
　�　なお，職員の欠員とは，指定介護予防通所リ
ハビリテーションの単位ごとの１月当たり職員
数が当該基準に満たない場合をいう。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百六号の四に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百六号の五に該当しない場合に，
「減算型」と記載させること。
⑤�　「生活行為向上リハビリテーション実施加算」
については，通所リハビリテーションと同様で
あるため，８⑫を準用すること。
⑥�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑦�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，介護予防サービス単位数表５のハ又はニ
に該当する場合に，「あり」と記載させること。
⑧�　「口腔機能向上加算」については，通所介護
と同様であるため，７⑰を準用すること。
⑨�　「一体的サービス提供加算」については，大
臣基準告示第百九号に該当する場合に，「あり」
と記載させること。
⑩�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。

⑪�　「サービス提供体制強化加算」については，
通所リハビリテーションと同様であるため，８
⑲を準用すること。
⑫�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。
⑬�　一体的に運営がされている「通所リハビリテ
ーション」に係る届出がされ，別紙等が添付さ
れている場合は，内容の重複する別紙等の添付
は不要とすること。

26　介護予防短期入所生活介護
①�　「施設等の区分」については，指定介護予防
短期入所生活介護事業所であって指定介護予防
サービス等基準第153条第１項に規定するユニ
ット型指定介護予防短期入所生活介護事業所で
ないもののうち，指定介護予防サービス等基準
第129条第２項又は第４項に規定する事業所の

場合に「併設型・空床型」と，それ以外の事業
所の場合に「単独型」と記載させること。ま
た，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護
事業所のうち，指定介護予防サービス等基準第
129条第２項又は第４項のいずれかに該当する
事業所の場合に「併設型・空床型ユニット型」
と，それ以外の事業所の場合に「単独型ユニッ
ト型」と記載させること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第八号イ又はロに規定する基準を満たして
いる場合に「基準型」と，当該基準を満たして
いない場合に「減算型」と記載させること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，通所介護費等算定方法第十七号ロからホま
でのいずれか該当するものを記載させること。
なお，指定介護予防サービス等基準上は，看護
職員又は介護職員は「看護職員」となってお
り，職種の区別がないので，「看護職員」とし
ての員数が指定介護予防サービス等基準を満た
さなくなった際の，直接の要因となった職種を
記載させるものとする。
④�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑤�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百十四号の三の三に該当し
ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑥�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百十四号の三の四に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑦�　「共生型サービスの提供」については，障害
福祉制度の指定短期入所事業所が，介護保険制
度の共生型介護予防短期入所生活介護の指定を
受け，実際に要支援高齢者に対してサービス提
供を行うことが可能な場合に，「あり」と記載
させること。
⑧�　「生活相談員配置等加算」については，短期
入所生活介護と同様であるため，９⑧を準用す
ること。
⑨�　「生活機能向上連携加算」については，短期
入所生活介護と同様であるため，９⑨を準用
すること。
⑩�　「機能訓練指導体制」については，介護予防
サービス単位数表６のイ及びロの注９に該当す
る場合に，「あり」と記載させること。
⑪�　「個別機能訓練体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９⑪を準用するこ
と。
⑫�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
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⑬�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑭�　「口腔連携強化加算」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９⑲を準用するこ
と。
⑮�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑯�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑰�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑱�　「サービス提供体制強化加算」については，
短期入所生活介護と同様であるため，９㉓を準
用すること。
⑲�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
⑳�　介護老人福祉施設に係る届出をした場合で，
「空床型」を実施する場合は，②から⑥まで，
⑨，⑩，⑫，⑮，⑯，⑱及び⑲までについては
内容が重複するので，届出は不要とすること。
　�　また，介護老人福祉施設にて日常生活継続支
援加算に係る届出をした場合で，介護予防短期
入所生活介護における「空床型」にてサービス
提供体制強化加算を算定する場合は，「空床型」
にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の
届出を提出する必要がある。
　�　なお，届出内容については，介護老人福祉施
設における状況を記載すれば足りるものである。
㉑�　一体的に運営がされている「短期入所生活介
護」に係る届出がされ，別紙等が添付されてい
る場合は，内容の重複する別紙等の添付は不要
とすること。

27　介護予防短期入所療養介護（介護老人保健
施設型）

①�　「施設等の区分」については，介護老人保健
施設である指定介護予防短期入所療養介護事業
所であって指定介護予防サービス等基準第205
条第１項に規定するユニット型指定介護予防短
期入所療養介護事業所でないもののうち，介護
予防サービス単位数表７のイ⑴㈠に該当する場
合に「介護老人保健施設Ⅰ」と，イ⑴㈡に該当
する場合に「介護老人保健施設Ⅱ」と，イ⑴㈢
に該当する場合に「介護老人保健施設Ⅲ」と，
イ⑴㈣に該当する場合に「介護老人保健施設
Ⅳ」と記載させること。また，介護老人保健施
設であるユニット型指定短期入所療養介護事業
所であるもののうち，介護予防サービス単位数

表７のイ⑵㈠に該当する場合に「ユニット型介
護老人保健施設Ⅰ」と，イ⑵㈡に該当する場合
に「ユニット型介護老人保健施設Ⅱ」と，イ⑵
㈢に該当する場合に「ユニット型介護老人保健
施設Ⅲ」と，イ⑵㈣に該当する場合に「ユニッ
ト型介護老人保健施設Ⅳ」と記載させること。
②�　「人員配置区分」については，短期入所療養
介護（介護老人保健施設型）と同様であるた
め，10②を準用すること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第九号イに規定する基準を満たしている場
合に「基準型」と，当該基準を満たしていない
場合に「減算型」と記載させること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定介護予防サービス等基準第187条に規
定する員数を配置していない場合に，その該当
する職種を記載させること。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百十七号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百十七号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑧�　「夜勤職員配置加算」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９⑮を準用するこ
と。
⑨�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑩�　「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」につい
ては，短期入所療養介護（介護老人保健施設
型）と同様であるため，10⑫を準用すること。
⑪�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑫�　「特別療養費加算項目」については，短期入
所療養介護（介護老人保健施設型）と同様であ
るため，10⑮を準用すること。
⑬�　「療養体制維持特別加算Ⅰ」及び「療養体制
維持特別加算Ⅱ」については，短期入所療養介
護（介護老人保健施設型）と同様であるため，
10⑯を準用すること。
⑭�　「口腔連携強化加算」については，短期入所
療養介護（介護老人保健施設型）と同様である
ため，10⑭を準用すること。
⑮�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑯�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
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こと。
⑰�　「リハビリテーション提供体制」について
は，短期入所療養介護（介護老人保健施設型）
と同様であるため，10⑨を準用すること。
⑱�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
短期入所療養介護（介護老人保健施設型）と同
様であるため，10⑳を準用すること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
㉑�　介護老人保健施設に係る届出をした場合は，
③から⑩まで，⑫，⑬，⑮から⑰まで，⑲及び
⑳については内容が重複するので，届出は不要
とすること。
㉒�　一体的に運営がされている「短期入所療養介
護（介護老人保健施設型）」に係る届出がさ
れ，別紙等が添付されている場合は，内容の重
複する別紙等の添付は不要とすること。

28　介護予防短期入所療養介護（病院療養型）
①�　指定が複数の病棟にわたっている場合は，病
棟ごとに届出させること。
②�　「施設等の区分」については，療養病床を有
する病院である指定介護予防短期入所療養介護
事業所であって指定介護予防サービス等基準第
205条第１項に規定するユニット型指定介護予
防短期入所療養介護事業所でないもののうち，
介護予防サービス単位数表７のロ⑴に該当する
場合に「病院療養型」と，ロ⑵に該当する場合
に「病院経過型」と記載させること。また，療
養病床を有する病院であるユニット型指定介護
予防短期入所療養介護事業所であるもののう
ち，指定介護予防サービス単位数表７のロ⑶に
該当する場合に「ユニット型病院療養型」と，
ロ⑷に該当する場合に「ユニット型病院経過
型」と記載させること。
　�　また，「病院経過型」又は「ユニット型病院
経過型」の区分を算定する場合については，別
途介護老人保健施設等への移行時期，施設設備
整備計画や人員配置計画等について記載した介
護老人保健施設等への移行準備計画を添付させ
ること。なお，既に短期入所療養介護等として
当該計画を届け出ている場合には，重ねて届け
出ることを要するものではないこと。
③�　「人員配置区分」については，短期入所療養
介護（病院療養型）と同様であるため，11③
を準用すること。
④�　「夜間勤務条件基準」については，短期入所

療養介護（病院療養型）と同様であるため，
11④を準用すること。
⑤�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，短期入所療養介護（病院療養型）と同様で
あるため，11⑤を準用すること。
⑥�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑦�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百十七号の三の三に該当し
ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑧�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百十七号の三の四に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑨�　「療養環境基準」については，短期入所療養
介護（病院療養型）と同様であるため，11⑨
を準用すること。
⑩�　「医師の配置基準」については，短期入所療
養介護（病院療養型）と同様であるため，11
⑩を準用すること。
⑪�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑫�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑬�　「口腔連携強化加算」については，短期入所
療養介護（病院療養型）と同様であるため，
11⑬を準用すること。
⑭�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑮�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑯�　「特定診療費項目」については，短期入所療
養介護（病院療養型）と同様であるため，11
⑰を準用すること。
⑰�　「リハビリテーション提供体制」について
は，短期入所療養介護（病院療養型）と同様で
あるため，11⑱を準用すること。
⑱�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
短期入所療養介護（病院療養型）と同様である
ため，11⑲を準用すること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
㉑�　一体的に運営がされている「短期入所療養介
護（病院療養型）」に係る届出がされ，別紙等
が添付されている場合は，内容の重複する別紙
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等の添付は不要とすること。

29　介護予防短期入所療養介護（診療所型）
①�　「施設等の区分」については，診療所である
指定介護予防短期入所療養介護事業所であって
指定介護予防サービス等基準第205条第１項に
規定するユニット型指定介護予防短期入所療養
介護事業所でない場合に，「診療所型」と記載
させること。また，診療所であるユニット型指
定介護予防短期入所療養介護事業所の場合に，
「ユニット型診療所型」と記載させること。
②�　「人員配置区分」については，短期入所療養
介護（診療所療養型）と同様であるため，12
②を準用すること。
③�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百十七号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百十七号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑥�　「設備基準」については，短期入所療養介護
（診療所療養型）と同様であるため，12⑥を準
用すること。
⑦�　「食堂の有無」については，短期入所療養介
護（診療所療養型）と同様であるため，12⑦
を準用すること。
⑧�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑨�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑩�　「口腔連携強化加算」については，短期入所
療養介護（診療所型）と同様であるため，12
⑩を準用すること。
⑪�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑫�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑬�　「特定診療費項目」については，短期入所療
養介護（病院療養型）と同様であるため，11
⑰を準用すること。
⑭�　「リハビリテーション提供体制」について
は，短期入所療養介護（病院療養型）と同様で
あるため，11⑱を準用すること。
⑮�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。

⑯�　「サービス提供体制強化加算」については，
短期入所療養介護（病院療養型）と同様である
ため，11⑲を準用すること。
⑰�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
⑱�　一体的に運営がされている「短期入所療養介
護（診療所療養型）」に係る届出がされ，別紙
等が添付されている場合は，内容の重複する別
紙等の添付は不要とすること。

30　介護予防短期入所療養介護（介護医療院型）
①�　「施設等の区分」については，介護医療院で
ある指定介護予防短期入所療養介護事業所であ
って指定介護予防サービス等基準第205条に規
定するユニット型指定介護予防短期入所療養介
護事業所でないもののうち，介護予防サービス
単位数表７のホ⑴に該当する場合に「Ⅰ型介護
医療院」と，ホ⑵に該当する場合に「Ⅱ型介護
医療院」と，ホ⑶に該当する場合に「特別介護
医療院」と記載させること。また，介護医療院
であるユニット型指定介護予防短期入所療養介
護事業所であるもののうち，居宅サービス単位
数表７のホ⑷に該当する場合に「ユニット型Ⅰ
型介護医療院」と，ホ⑸に該当する場合に「ユ
ニット型Ⅱ型介護医療院」と，ホ⑹に該当する
場合に「ユニット型特別介護医療院」と記載さ
せること。
②�　「人員配置区分」については，短期入所療養
介護（介護医療院型）と同様であるため，13
②を準用すること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，短期入所
療養介護（介護医療院型）と同様であるため，
13③を準用すること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，短期入所療養介護（介護医療院型）と同様
であるため，13④を準用すること。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百十七号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百十七号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑧�　「療養環境基準（廊下）」及び「療養環境基準
（療養室）」については，短期入所療養介護（介
護医療院型）と同様であるため，13⑧を準用
すること。
⑨�　「若年性認知症利用者受入加算」について
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は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑩�　「送迎体制」については，実際に利用者に対
して送迎が可能な場合に記載させること。
⑪�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
⑫�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑬�　「特別診療費項目」については，短期入所療
養介護（介護医療院型）と同様であるため，
13⑮を準用すること。
⑭�　「リハビリテーション提供体制」について
は，短期入所療養介護（介護医療院型）と同様
であるため，13⑯を準用すること。
⑮�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑯�　「サービス提供体制強化加算」については，
短期入所療養介護（介護医療院型）と同様であ
るため，13⑱を準用すること。
⑰�　「介護職員等処遇改善加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉔を準用
すること。
⑱�　「介護医療院」に係る届出をした場合は，
②，③，④（介護支援専門員に係る届出を除
く。），⑤から⑨まで，⑪から⑭まで，⑯及び⑰
については内容が重複するので，届出は不要と
すること。

31　介護予防特定施設入居者生活介護
①�　「施設等の区分」については，有料老人ホー
ムの場合に「有料老人ホーム」と，軽費老人ホ
ームの場合に「軽費老人ホーム」と，養護老人
ホームの場合に「養護老人ホーム」と記載させ
ること。
②�　「人員配置区分」については，特定施設入居
者生活介護と同様であるため，14②を準用す
ること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14③を準用すること。
④�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第百十九号の四に該当しない場合に
「減算型」と記載させること。
⑤�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百十九号の四の二に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑥�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百十九号の四の三に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。

⑦�　「生活機能向上連携加算」については，特定
施設入居者生活介護と同様であるため，14⑨
を準用すること。
⑧�　「個別機能訓練体制」については，特定施設
入居者生活介護と同様であるため，14⑩を準
用すること。
⑨�　「若年性認知症入居者受入加算」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑬を準用すること。
⑩�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑪�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑫�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑬�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑭�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第百二十号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−６）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑮�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，２⑪を準用すること。
⑯�　一体的に運営がされている「特定施設入居者
生活介護」に係る届出がされ，別紙等が添付さ
れている場合は，内容が重複する別紙等の添付
は不要とすること。

32　介護予防福祉用具貸与
①�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
②�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第八十三号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。

33　介護予防支援（居宅介護支援事業者）
①�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
②�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
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　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第八十七号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。

34　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①�　「施設等の区分」については，指定地域密着
型サービスの事業の人員，設備及び運営に関す
る基準（平成18厚生労働省令第34号。以下「指
定地域密着型サービス基準」という。）第３条
の41に規定する連携型定期巡回・随時対応型訪
問介護看護の事業を実施する場合に「連携型」
と，それ以外の場合に「一体型」と記載させる
こと。なお，一の事業所でいずれの事業も実施
する場合は，「一体型」と「連携型」のいずれ
も記載させること。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第四十四号の六に該当しない
場合に，「減算型」と記載させること。
③�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
④�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
　�　また，「規模に関する状況」については，施
設基準第二十六号に該当する場合に，「該当」
と記載させること。
⑤�　「緊急時訪問看護加算」については，大臣基
準告示第四十四号の八イに該当する場合は「加
算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」
と記載させること。また，（別紙16）「緊急時
（介護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・
特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出
書」を添付させること。
⑥�　「特別管理体制」については，地域密着型サ
ービス単位数表イからハまでの注13に該当する
場合に，「あり」と記載させること。また，（別
紙16）「緊急時（介護予防）訪問看護加算・緊
急時対応加算・特別管理体制・ターミナルケア
体制に係る届出書」を添付させること。
⑦�　「ターミナルケア体制」については，訪問看
護と同様であるため，４⑧を準用すること。
⑧�　「総合マネジメント体制強化加算」について
は，大臣基準告示第四十六号イに該当する場合
に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加
算Ⅱ」と記載させること。また，（別紙42）
「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」
を添付させること。
⑨�　「認知症専門ケア加算」については，訪問介
護と同様であるため，２⑩を準用すること。
⑩�　「口腔連携強化加算」については，大臣基準
告示第四十六号の二に該当する場合に，「あり」

と記載させること。また，（別紙11）「口腔連
携強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑪�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第四十七号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14）「サービス
提供体制強化加算に関する届出書」を添付させ
ること。
⑫�　「介護職員等処遇改善加算」については，大
臣基準告示第四十八号イに該当する場合に「加
算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と，同
号ニに該当する場合に「加算Ⅳ」と，同号ホに
該当する場合に「加算Ⅴ⑴」と，同号ヘに該当
する場合に「加算Ⅴ⑵」と，同号トに該当する
場合に「加算Ⅴ⑶」と，同号チに該当する場合
に「加算Ⅴ⑷」と，同号リに該当する場合に
「加算Ⅴ⑸」と，同号ヌに該当する場合に「加
算Ⅴ⑹」と，同号ルに該当する場合に「加算Ⅴ
⑺」と，同号ヲに該当する場合に「加算Ⅴ⑻
と，同号ワに該当する場合に「加算Ⅴ⑼」と，
同号カに該当する場合に「加算Ⅴ⑽」と，同号
ヨに該当する場合に「加算Ⅴ⑾」と，同号タに
該当する場合に「加算Ⅴ⑿」と，同号レに該当
する場合に「加算Ⅴ⒀」と，同号ソに該当する
場合に「加算Ⅴ⒁」と記載させること。

35　夜間対応型訪問介護
①�　「施設等の区分」については，施設基準第
二十七号イに該当する場合は「Ⅰ型」と，同号
ロに該当する場合は「Ⅱ型」と記載させること。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第四十八号の四に該当しない
場合に，「減算型」と記載させること。
③�　「24時間通報対応加算」については，大臣基
準告示第四十九号に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙43）「24時間
通報対応加算に係る届出書」を添付させること。
④�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
⑤�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
⑥�　「認知症専門ケア加算」については，訪問介
護と同様であるため，２⑩を準用すること。
⑦�　「サービス提供体制強化加算」については，
「施設等の区分」における記載に応じて，大臣
基準告示第五十号イに該当する場合に「加算Ⅰ
（イの場合）」又は「加算Ⅰ（ロの場合）」と，
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ（イの場合）」
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又は「加算Ⅱ（ロの場合）」と，同号ハに該当
する場合に「加算Ⅲ（イの場合）」又は「加算
Ⅲ（ロの場合）」と記載させること。また，（別
紙14）「サービス提供体制強化加算に関する届
出書」を添付させること。
⑧�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

36　地域密着型通所介護
①�　「施設等の区分」については，施設基準第
二十七号の二イに該当する場合に「地域密着型
通所介護事業所」と，同号ロに該当する場合
に，「療養通所介護事業所」と記載させ，大臣
基準告示第五十一号の三の二に該当する場合
に，「療養通所介護事業所（短期利用型）」と記
載させること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定地域密着型サービス基準第20条に定め
る員数を配置していない場合に，その該当する
職種を記載させること。
　�　なお，職員の欠員とは，指定地域密着型通所
介護の単位ごとの１月当たり職員数が当該基準
に満たない場合をいう。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第五十一号の三の三に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第五十一号の三の四に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑤�　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者
数の減少が一定以上生じている場合の対応」に
ついては，地域密着型サービス単位数表２の２
のイからハまでの注８に該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，利用延人員数が
減少していることが分かる書類を添付させるこ
と。
⑥�　「時間延長サービス体制」については，実際
に利用者に対して延長サービスを行うことが可
能な場合に，「対応可」と記載させること。
⑦�　「共生型サービスの提供」については，障害
福祉制度の指定生活介護事業所が，介護保険制
度の共生型地域密着型通所介護の指定を受け，
実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行
うことが可能な場合は「生活介護事業所」に，
障害福祉制度の指定自立訓練事業所が，介護保
険制度の共生型地域密着型通所介護の指定を受
け，実際に要介護高齢者に対してサービス提供
を行うことが可能な場合は「自立訓練事業所」
に，障害福祉制度の指定児童発達支援事業所
が，介護保険制度の共生型地域密着型通所介護

の指定を受け，実際に要介護高齢者に対してサ
ービス提供を行うことが可能な場合は「児童発
達支援事業所」に，障害福祉制度の指定放課後
等デイサービス事業所が，介護保険制度の共生
型地域密着型通所介護の指定を受け，実際に要
介護高齢者に対してサービス提供を行うことが
可能な場合は「放課後等デイサービス事業所」
に，それぞれ「あり」と記載させること。
⑧�　「生活相談員配置等加算」については，通所
介護と同様であるため，７⑧を準用すること。
⑨�　「入浴介助加算」については，通所介護と同
様であるため，７⑨を準用すること。
⑩�　「中重度者ケア体制加算」については，大臣
基準告示第五十一号の四に該当する場合に，
「あり」と記載させること。また，（別紙22）
「中重度者ケア体制加算に係る届出書」及び
（別紙22−２）「利用者の割合に関する計算書
（中重度者ケア体制加算）」を添付させること。
⑪�　「重度者ケア体制加算」については，大臣基
準告示第五十一号の八の二に該当する場合に，
「あり」と記載させること。
⑫�　「生活機能向上連携加算」については，通所
介護と同様であるため，７⑪を準用すること。
⑬�　「個別機能訓練加算」については，大臣基準
告示第五十一号の五イに該当する場合に「加算
Ⅰイ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅰ
ロ」と記載させること。
⑭�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，通所介護と同様であるため，７⑬を準用
すること。
⑮�　「認知症加算」については，通所介護と同様
であるため，７⑭を準用すること。
⑯�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑰�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，地域密着型サービス単位数表注20又は注
21に該当する場合に，「あり」と記載させるこ
と。
⑱�　「口腔機能向上加算」については，通所介護
と同様であるため，７⑰を準用すること。
⑲�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑳�　「サービス提供体制強化加算」については，
地域密着型通所介護においては通所介護と同様
であるため７⑲を，療養通所介護においては訪
問看護と同様であるため４⑫を準用すること。
㉑�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
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37　認知症対応型通所介護
①�　「施設等の区分」については，施設基準第
二十八号イに該当する場合に「単独型」と，同
号ロに該当する場合に「併設型」と，同号ハに
該当する場合は「共用型」と記載させること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，単独型・併設型においては，指定地域密着
型サービス基準第42条，共用型においては，指
定地域密着型サービス基準第45条に定める員数
を配置していない場合に，その該当する職種を
記載させること。
　�　なお，職員の欠員とは，指定認知症対応型通
所介護の単位ごとの１月当たり職員数が当該基
準に満たない場合をいう。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第五十一号の十二の二に該当
しない場合に，「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第五十一号の十二の三に該当しない
場合に，「減算型」と記載させること。
⑤�　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者
数の減少が一定以上生じている場合の対応」に
ついては，地域密着型サービス単位数表３のイ
及びロの注５に該当する場合に，「あり」と記
載させること。また，利用延人員数が減少して
いることが分かる書類を添付させること。
⑥�　「時間延長サービス体制」については，実際
に利用者に対して延長サービスを行うことが可
能な場合に，「対応可」と記載させること。
⑦�　「入浴介助加算」については，通所介護と同
様であるため，７⑨を準用すること。
⑧�　「生活機能向上連携加算」については，通所
介護と同様であるため，７⑪を準用すること。
⑨�　「個別機能訓練加算」については，地域密着
型サービス単位数表３のイ及びロの注10の個別
機能訓練加算（Ⅰ）に係る基準に該当する場合
に，「あり」と記載させること。
⑩�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，通所介護と同様であるため，７⑬を準用
すること。
⑪�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑫�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，地域密着型サービス単位数表３のイ及び
ロの注13又は注14に該当する場合に「あり」と
記載させること。
⑬�　「口腔機能向上加算」については，通所介護
と同様であるため，７⑰を準用すること。
⑭�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。

⑮�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第五十二号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−３）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑯�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

38　小規模多機能型居宅介護
①�　「施設等の区分」については，指定地域密着
型サービス基準第63条第７項に規定するサテラ
イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に該
当する場合に「サテライト型小規模多機能型居
宅介護事業所」と，それ以外の場合に「小規模
多機能型居宅介護事業所」と記載させること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定地域密着型サービス基準第63条に定め
る員数を配置していない場合に，その該当する
職種を記載させること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第五十四号の三に該当しない
場合に「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第五十四号の四に該当しない場合に
「減算型」と記載させること。
⑤�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
⑥�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
⑦�　「認知症加算」については，大臣基準告示第
五十四号の五イに該当する場合は「加算Ⅰ」，
同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させ
ること。また，（別紙44）「認知症加算（Ⅰ）・
（Ⅱ）に係る届出書」を添付させること。
⑧�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑨�　「看護職員配置加算」については，施設基準
第二十九号イに該当する場合に「加算Ⅰ」，同
号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」，同号ハに該
当する場合に「加算Ⅲ」と記載させること。
⑩�　「看取り連携体制加算」については，施設基
準第三十号に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。また，（別紙13）「看取り連携体制
加算に係る届出書」を添付させること。
⑪�　「訪問体制強化加算」については，大臣基準
告示第五十五号に該当する場合に「あり」と記
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載させること。また，（別紙45）「訪問体制強
化加算に係る届出書」を添付させること。
⑫�　「総合マネジメント体制強化加算」について
は，大臣基準告示第五十六号イに該当する場合
は「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合は「加
算Ⅱ」と記載させること。また，（別紙42）
「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」
を添付させること。
⑬�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。

⑭�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑮�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第五十七号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−５）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑯�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

39　小規模多機能型居宅介護（短期利用型）
①�　「施設等の区分」については，小規模多機能
型居宅介護と同様であるため，38①を準用す
ること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，小規模多機能型居宅介護と同様であるた
め，38②を準用すること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，小規模多機能型居宅介護と同様であるた
め，38③を準用すること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，小
規模多機能型居宅介護と同様であるため，38
④を準用すること。
⑤�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。

⑥�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑦�　「サービス提供体制強化加算」については，
小規模多機能型居宅介護と同様であるため，
38⑮を準用すること。
⑧�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑨�　一体的に運営がされている「小規模多機能型
居宅介護」に係る届出がされ，別紙等が添付さ

れている場合は，内容の重複する別紙等の添付
は不要とすること。

40　認知症対応型共同生活介護
①�　「施設等の区分」については，地域密着型サ
ービス基準第90条第９項に規定するサテライト
型指定認知症対応型共同生活介護事業所でない
もののうち，施設基準第三十一号イに該当する
場合に「Ⅰ型」と，同号ロに該当する場合に
「Ⅱ型」と記載させること。また，サテライト
型事業所であるもののうち，施設基準第三十一
号イに該当する場合に「サテライト型Ⅰ型」
と，同号ロに該当する場合に「サテライト型Ⅱ
型」と記載させること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第三号を満たしている場合に「基準型」
と，当該基準を満たしていない場合に「減算
型」と記載させること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，事業所が複数の共同生活住居を有している
場合であって，そのいずれか１つにでも職員の
欠員が生じている場合は「介護従業者」と記載
させること。
④�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第五十八号の三に該当しない場合に
「減算型」と記載させること。
⑤�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第五十八号の四の二に該当し
ない場合に「減算型」と記載させること。
⑥�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第五十八号の四の三に該当しない場
合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「３ユニットの事業所が夜勤職員を２人以上
とする場合」については，指定地域密着型サー
ビス基準第90条第１項ただし書に該当する場合
であって，３ユニットの事業所が夜勤職員を２
人以上３人未満にする場合に，「あり」と記載
させること。
⑧�　「夜間支援体制加算」については，施設基準
第三十二号に該当する場合に，「あり」と記載
させること。また，（別紙46）「夜間支援体制
加算に係る届出書」を添付させること。
⑨�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑩�　「利用者の入院期間中の体制」については，
大臣基準告示第五十八号の五に該当する場合に
「対応可」と記載させること。
⑪�　「看取り介護加算」については，施設基準第
三十三号に該当する場合に，「あり」と記載さ
せること。また，（別紙47）「看取り介護加算
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に係る届出書」を添付させること。
⑫�　「医療連携体制加算Ⅰ」については，施設基
準第三十四号イに該当する場合に「加算Ⅰイ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅰロ」と，
同号ハに該当する場合に「加算Ⅰハ」と記載さ
せること。また，（別紙48）「医療連携体制加
算（Ⅰ）に係る届出書」を添付させること。
⑬�　「医療連携体制加算Ⅱ」については，施設基
準第三十四号ニに該当する場合に「あり」と記
載させること。また，（別紙48−２）「医療連
携体制加算（Ⅱ）に係る届出書」を添付させる
こと。
⑭�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑮�　「認知症チームケア推進加算」については，
介護福祉施設サービスと同様であるため，18
㉙を準用すること。
⑯�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。

⑰�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑱�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑲�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第五十九号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−６）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑳�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

41　認知症対応型共同生活介護（短期利用型）
①�　「施設等の区分」については，サテライト型
事業所でないもののうち，施設基準第三十一号
ハに該当する場合に「Ⅰ型」と，同号ニに該当
する場合に「Ⅱ型」と記載させること。また，
サテライト型事業所であるもののうち，施設基
準第三十一号ハに該当する場合に「サテライト
型Ⅰ型」と，同号ニに該当する場合に「サテラ
イト型Ⅱ型」と記載させること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，認知症対
応型共同生活介護と同様であるため，40②を
準用すること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について

は，認知症対応型共同生活介護と同様であるた
め，40③を準用すること。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，認知症対応型共同生活介護と同様であるた
め，40⑤を準用すること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，認
知症対応型共同生活介護と同様であるため，
40⑥を準用すること。
⑥�　「３ユニットの事業所が夜勤職員を２人以上
とする場合」については，認知症対応型共同生
活介護と同様であるため，40⑦を準用すること。
⑦�　「夜間支援体制加算」については，認知症対
応型共同生活介護と同様であるため，40⑧を
準用すること。
⑧�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用
すること。
⑨�　「医療連携体制加算Ⅰ」については，認知症
対応型共同生活介護と同様であるため，40⑫
を準用すること。
⑩�　「医療連携体制加算Ⅱ」については，認知症
対応型共同生活介護と同様であるため，40⑬
を準用すること。
⑪�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑫�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑬�　「サービス提供体制強化加算」については，
認知症対応型共同生活介護と同様であるため，
40⑲を準用すること。
⑭�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑮�　一体的に運営がされている「認知症対応型共
同生活介護」に係る届出がされ，別紙等が添付
されている場合は，内容の重複する別紙等の添
付は不要とすること。

42　地域密着型特定施設入居者生活介護
①�　「施設等の区分」については，指定地域密着
型特定施設であって，指定地域密着型サービス
基準第110条第４項に規定するサテライト型特
定施設でないもののうち，有料老人ホームの場
合に「有料老人ホーム」と，軽費老人ホームの
場合に「軽費老人ホーム」と，養護老人ホーム
の場合に「養護老人ホーム」と記載させるこ
と。また，サテライト型特定施設であるものの
うち，有料老人ホームの場合に「サテライト型
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有料老人ホーム」と，軽費老人ホームの場合に
「サテライト型軽費老人ホーム」と，養護老人
ホームの場合に「サテライト型養護老人ホー
ム」と記載させること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定地域密着型サービス基準第110条に規
定する員数を配置していない場合に，その該当
する職種を記載させること。
③�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第六十号の四に該当しない場合に，
「減算型」と記載させること。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第六十号の五に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第六十号の六に該当しない場合に，
「減算型」と記載させること。
⑥�　「入居継続支援加算」については，特定施設
入居者生活介護と同様であるため，14⑦を準
用すること。
⑦�　「テクノロジーの導入（入居継続支援加算関
係）」については，特定施設入居者生活介護と
同様であるため，14⑧を準用すること。
⑧�　「生活機能向上連携加算」については，特定
施設入居者生活介護と同様であるため，14⑨
を準用すること。
⑨�　「個別機能訓練加算」については，特定施設
入居者生活介護と同様であるため，14⑩を準
用すること。
⑩�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，通所介護と同様であるため，７⑬を準用
すること。
⑪�　「夜間看護体制加算」については，特定施設
入居者生活介護と同様であるため，14⑫を準
用すること。
⑫�　「若年性認知症入居者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑬�　「看取り介護加算」については，特定施設入
居者生活介護と同様であるため，14⑮を準用
すること。
⑭�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑮�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。

⑯�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑰�　「生産性向上推進体制加算」については，短

期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑱�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第六十一号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−６）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
⑲�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

43　地域密着型特定施設入居者生活介護（短期
利用）

①�　「施設等の区分」については，指定地域密着
型特定施設であって，指定地域密着型サービス
基準第110条第４項に規定するサテライト型特
定施設でないもののうち，有料老人ホームの場
合に「有料老人ホーム」と，養護老人ホームの
場合に「養護老人ホーム」と記載させること。
また，サテライト型特定施設であるもののう
ち，有料老人ホームの場合に「サテライト型有
料老人ホーム」と，養護老人ホームの場合に
「サテライト型養護老人ホーム」と記載させる
こと。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，地域密着型特定施設入居者生活介護と同様
であるため，42②を準用すること。
③�　「身体拘束廃止取組の有無」については，地
域密着型特定施設入居者生活介護と同様である
ため，42③を準用すること。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，地域密着型特定施設入居者生活介護と同様
であるため，42④を準用すること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，地
域密着型特定施設入居者生活介護と同様である
ため，42⑤を準用すること。
⑥�　「夜間看護体制加算」については，特定施設
入居者生活介護と同様であるため，14⑫を準
用すること。
⑦�　「若年性認知症入居者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑧�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑨�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
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⑩�　「サービス提供体制強化加算」については，
地域密着型特定施設入居者生活介護と同様であ
るため，42⑱を準用すること。
⑪�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

44　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護

①�　「施設等の区分」については，指定地域密着
型介護老人福祉施設であって指定地域密着型サ
ービス基準第158条に規定するユニット型指定
地域密着型介護老人福祉施設でないもののう
ち，第131条第４項に規定するサテライト型居
住施設に該当しない場合も「地域密着型介護老
人福祉施設」と，サテライト型居住施設に該当
する場合に「サテライト型地域密着型介護老人
福祉施設」と記載させること。また，ユニット
型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち，サ
テライト型居住施設に該当しない場合に「ユニ
ット型地域密着型介護老人福祉施設」と，サテ
ライト型居住施設に該当する場合に「サテライ
ト型ユニット型地域密着型介護老人福祉施設」
と記載させること。
②�　「人員配置区分」については，施設基準第
三十八号ロに該当する場合に「経過的施設」
と，それ以外の場合に「経過的施設以外」と記
載させること。
③�　「夜間勤務条件基準」については，夜勤職員
基準第四号イ，ロ又はハに規定する基準を満た
している場合に「基準型」と，当該基準を満た
していない場合に「減算型」と記載させること。
④�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，通所介護費等算定方法第十号ロ又はハのい
ずれか該当するものを記載させること。
⑤�　「ユニットケア体制」については，短期入所
生活介護と同様であるため，９④を準用するこ
と。
⑥�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第六十三号に該当しない場合に，
「減算型」と記載させること。
⑦�　「安全管理体制」については，大臣基準告示
第六十三号の二に該当しない場合に，「減算型」
と記載させること。
⑧�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第六十三号の二の二に該当し
ない場合に，「減算型」と記載させること。
⑨�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第六十三号の二の三に該当しない場
合に，「減算型」と記載させること。
⑩�　「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」に

ついては，大臣基準告示第六十三号の三に該当
する場合に，「あり」と記載させること。
⑪�　「日常生活継続支援加算」については，施設
基準第四十一号に該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙37）「日常生活
継続支援加算に関する届出書」を添付させるこ
と。
⑫�　「テクノロジーの導入（日常生活継続支援加
算関係）」については，施設基準第四十一号イ
⑶ただし書に該当する場合に，「あり」と記載
させること。また，（別紙37−２）「テクノロ
ジーの導入による日常生活継続支援加算に関す
る届出書」を添付させること。
⑬�　「看護体制加算」については，施設基準第
四十二号イ又はロに該当する場合に「看護体制
加算Ⅰ」において「あり」と，同号ハ又はニに
該当する場合に「看護体制加算Ⅱ」において
「あり」と記載させること。また，（別紙25−
２）「看護体制加算に係る届出書」を添付させ
ること。
⑭�　「夜勤職員配置加算」については，夜勤職員
基準第四号ハ⑴から⑷までに該当する場合に
「加算Ⅰ・加算Ⅱ」と，同号ハ⑸から⑻までに
該当する場合に「加算Ⅲ・加算Ⅳ」と記載させ
ること。
⑮�　「テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算関
係）」については，夜勤職員基準第四号ハ⑴㈡
ただし書又は同号ハ⑶㈡ただし書に該当する場
合に，「あり」と記載させること。また，（別紙
27）「テクノロジーの導入による夜勤職員配置
加算に係る届出書」を添付させること。
⑯�　「準ユニットケア加算」については，施設基
準第四十三号に該当する場合に，「対応可」と
記載させること。
⑰�　「生活機能向上連携加算」については，特定
施設入居者生活介護と同様であるため，14⑨
を準用すること。
⑱�　「個別機能訓練加算」については，大臣基準
告示第六十三号の三の二イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。
⑲�　「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」につい
ては，通所介護と同様であるため，７⑬を準用
すること。
⑳�　「若年性認知症入所者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
㉑�　「常勤専従医師配置」については，地域密着
型サービス単位数表７のイからニまでの注17に
該当する場合に，「あり」と記載させること。
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㉒�　「精神科医師定期的療養指導」については，
地域密着型サービス単位数表７のイからニまで
の注18に該当する場合に，「あり」と記載させ
ること。
㉓�　「障害者生活支援体制」については，地域密
着型サービス単位数表７のイからニまでの注19
に該当する場合に，「あり」と記載させること。
㉔�　「栄養マネジメント強化体制」については，
大臣基準告示第六十五号の三に該当する場合
に，「あり」と記載させること。また，（別紙
38）「栄養マネジメント体制に関する届出書」
を添付させること。
㉕�　「療養食加算」については，短期入所生活介
護と同様であるため，９⑳を準用すること。
㉖�　「配置医師緊急時対応加算」については，施
設基準第四十四号の二に該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，（別紙39）「配
置医師緊急時対応加算に係る届出書」を添付さ
せること。
㉗�　「看取り介護体制」については，施設基準第
四十五号イに該当する場合に「加算Ⅰ」と，同
号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させる
こと。また，（別紙34）「看取り介護体制に係
る届出書」を添付させること。
㉘�　「在宅・入所相互利用体制」については，介
護福祉施設サービスと同様であるため，18㉗
を準用すること。
㉙�　「小規模拠点集合体制」については，地域密
着型サービス単位数表７のネに該当する場合
に，「あり」と記載させること。
㉚�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
㉛�　「認知症チームケア推進加算」については，
介護福祉施設サービスと同様であるため，18
㉙を準用すること。
㉜�　「褥瘡マネジメント加算」については，介護
福祉施設サービスと同様であるため，18㉚を
準用すること。
㉝�　「排せつ支援加算」については，介護福祉施
設サービスと同様であるため，18㉛を準用す
ること。
㉞�　「自立支援促進加算」については，介護福祉
施設サービスと同様であるため，18㉜を準用
すること。
㉟�　「科学的介護推進体制加算」については，介
護福祉施設サービスと同様であるため，18㉝
を準用すること。
㊱�　「安全対策体制」については，大臣基準告示
第四十五号の二に該当する場合に，「あり」と
記載させること。

㊲�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
㊳�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
㊴�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第七十二号イに該当する場合に
「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算
Ⅱ」と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と
記載させること。また，（別紙14−４）「サー
ビス提供体制強化加算に関する届出書」を添付
させること。
㊵�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

45　複合型サービス（看護小規模多機能型居宅
介護）

①�　「施設等の区分」については，指定地域密着
型サービス基準第171条第８項に規定するサテ
ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所に該当する場合に，「サテライト型看護小規
模多機能型居宅介護事業所」と，それ以外の場
合に「看護小規模多機能型居宅介護事業所」と
記載させること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定地域密着型サービス基準第171条に定
める員数を配置していない場合に，その該当す
る職種を記載させること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第七十四号の三に該当しない
場合に「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第七十四号の四に該当しない場合に
「減算型」と記載させること。
⑤�　「訪問看護体制減算」については，大臣基準
第七十五号に該当する場合に，「あり」と記載
させること。また，（別紙49）「看護体制及び
サテライト体制に係る届出書（看護小規模多機
能型居宅介護事業所）」を添付させること。
⑥�　「サテライト体制未整備減算」については，
地域密着型サービス単位数表８のイからハまで
の注８に該当する場合に，「減算型」と記載さ
せること。また，（別紙49）「看護体制及びサ
テライト体制に係る届出書（看護小規模多機能
型居宅介護事業所）」を添付させること。
⑦�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
⑧�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
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における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
⑨�　「認知症加算」については，小規模多機能型
居宅介護と同様であるため，38⑦を準用する
こと。
⑩�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑪�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，地域密着型サービス単位数表８のト又は
チに該当する場合に，「あり」と記載させるこ
と。
⑫�　「口腔機能向上加算」については，通所介護
と同様であるため，７⑰を準用すること。
⑬�　「緊急時対応加算」については，大臣基準告
示第七十六号に該当する場合に，「あり」と記
載させること。また，（別紙16）「緊急時（介
護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別
管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」
を添付させること。
⑭�　「特別管理体制」については，地域密着型サ
ービス単位数表８のワに該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，（別紙16）「緊
急時（介護予防）訪問看護加算・緊急時対応加
算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る
届出書」を添付させること。
⑮�　「専門管理加算」については，大臣基準告示
第七十六号の二に該当する場合に，「あり」と
記載させること。また，（別紙17）「専門管理
加算に係る届出書」を添付させること。
⑯�　「ターミナルケア体制」については，訪問看
護と同様であるため，４⑧を準用すること。
⑰�　「遠隔死亡診断補助加算」については，大臣
基準告示第七十七号の二に該当する場合に，
「あり」と記載させること。また，（別紙18）
「遠隔死亡診断補助加算に係る届出書」を添付
させること。
⑱�　「看護体制強化加算」については，大臣基準
告示第七十八号イに該当する場合に「加算Ⅰ」
と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載
させること。また，（別紙49）「看護体制及び
サテライト体制に係る届出書（看護小規模多機
能型居宅介護事業所）」を添付させること。
⑲�　「訪問体制強化加算」については，大臣基準
告示第七十八号の二に該当する場合に，「あり」
と記載させること。また，（別紙45）「訪問体
制強化加算に係る届出書」を添付させること。
⑳�　「総合マネジメント体制強化加算」について
は，大臣基準告示第七十九号イに該当する場合
に「加算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加
算Ⅱ」と記載させること。また，（別紙42）

「総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」
を添付させること。
㉑�　「褥瘡マネジメント加算」については，介護
福祉施設サービスと同様であるため，18㉚を
準用すること。
㉒�　「排せつ支援加算」については，介護福祉施
設サービスと同様であるため，18㉛を準用す
ること。
㉓�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
㉔�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
㉕�　「サービス提供体制強化加算」については，
大臣基準告示第八十号イに該当する場合に「加
算Ⅰ」と，同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」
と，同号ハに該当する場合に「加算Ⅲ」と記載
させること。また，（別紙14−５）「サービス
提供体制強化加算に関する届出書」を添付させ
ること。
㉖�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。

46　複合型サービス（看護小規模多機能型居宅
介護・短期利用型）

①�　「施設等の区分」については，複合型サービ
ス（看護小規模多機能型居宅介護）と同様であ
るため，45①を準用すること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，複合型サービス（看護小規模多機能型居宅
介護）と同様であるため，45②を準用すること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，複合型サービス（看護小規模多機能型居宅
介護）と同様であるため，45③を準用すること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，複
合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
と同様であるため，45④を準用すること。
⑤�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
⑥�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑦�　「サービス提供体制強化加算」については，
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介
護）と同様であるため，45㉕を準用すること。
なお，（別紙14−５）「サービス提供体制強化
加算に関する届出書」の添付は，45㉕で添付
されていれば，不要である。
⑧�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
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期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑨�　一体的に運営がされている「複合型サービス
（看護小規模多機能型居宅介護）」に係る届出が
され，別紙等が添付されている場合は，内容の
重複する別紙等の添付は不要とすること。

47　介護予防認知症対応型通所介護
①�　「施設等の区分」については，認知症対応型
通所介護と同様であるため，37①を準用する
こと。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，単独型・併設型においては，指定地域密着
型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運
営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下
「指定地域密着型介護予防サービス基準」とい
う。）第５条，共用型については，第８条に定
める員数を配置していない場合に，その該当す
る職種を記載させること。
　�　なお，職員の欠員とは，指定介護予防認知症
対応型通所介護の単位ごとの１月当たり職員数
が当該基準に満たない場合をいう。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百二十一号の三の四に該当
しない場合に，「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百二十一号の三の五に該当しない
場合に，「減算型」と記載させること。
⑤�　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者
数の減少が一定以上生じている場合の対応」に
ついては，地域密着型介護予防サービス単位数
表１のイ及びロの注５に該当する場合に，「あ
り」と記載させること。また，利用延人員数が
減少していることが分かる書類を添付させるこ
と。
⑥�　「時間延長サービス体制」については，実際
に利用者に対して延長サービスを行うことが可
能な場合に，「対応可」と記載させること。
⑦�　「入浴介助加算」については，通所介護と同
様であるため，７⑨を準用すること。
⑧�　「生活機能向上連携加算」については，通所
介護と同様であるため，７⑪を準用すること。
⑨�　「個別機能訓練加算」については，認知症対
応型通所介護と同様であるため，37⑨を準用
すること。
⑩�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑪�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい

ては，地域密着型介護予防サービス単位数表１
のイ及びロの注12又は注13に該当する場合に，
「あり」と記載させること。
⑫�　「口腔機能向上加算」については，認知症対
応型通所介護と同様であるため，37⑬を準用
すること。
⑬�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑭�　「サービス提供体制強化加算」については，
認知症対応型通所介護と同様であるため，37
⑮を準用すること。
⑮�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑯�　一体的に運営がされている「認知症対応型通
所介護」に係る届出がされ，別紙等が添付され
ている場合は，内容の重複する別紙等の添付は
不要とすること。

48　介護予防小規模多機能型居宅介護
①�　「施設等の区分」については，小規模多機能
型居宅介護と同様であるため，38①を準用す
ること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定地域密着型介護予防サービス基準第44
条に定める員数を配置していない場合に，その
該当する職種を記載させること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百二十三号の五に該当しな
い場合に「減算型」と記載させること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百二十三号の六に該当しない場合
に「減算型」と記載させること。
⑤�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，２⑦を準用すること。
⑥�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。
⑦�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑧�　「総合マネジメント体制強化加算」について
は，小規模多機能型居宅介護と同様であるた
め，38⑫を準用すること。
⑨�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑩�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑪�　「サービス提供体制強化加算」については，
小規模多機能型居宅介護と同様であるため，

02　p002_042（3）.indd   39 2024/07/05   9:18



− 40 −

հޢใु算定体制の届出

38⑮を準用すること。
⑫�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑬�　一体的に運営がされている「小規模多機能型
居宅介護」に係る届出がされ，別紙等が添付さ
れている場合は，内容の重複する別紙等の添付
は不要とすること。

49　介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利
用型）

①�　「施設等の区分」については，小規模多機能
型居宅介護と同様であるため，38①を準用す
ること。
②�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，介護予防小規模多機能型居宅介護と同様で
あるため，48②を準用すること。
③�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，介護予防小規模多機能型居宅介護と同様で
あるため，48③を準用すること。
④�　「業務継続計画策定の有無」については，介
護予防小規模多機能型居宅介護と同様であるた
め，48④を準用すること。
⑤�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域に関する状況」については，訪
問介護と同様であるため，２⑧を準用すること。

⑥�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑦�　「サービス提供体制強化加算」については，
小規模多機能型居宅介護と同様であるため，
38⑮を準用すること。
⑧�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑨�　一体的に運営がされている「小規模多機能型
居宅介護（短期利用型）」に係る届出がされ，
別紙等が添付されている場合は，内容の重複す
る別紙等の添付は不要とすること。

50　介護予防認知症対応型共同生活介護
①�　「施設等の区分」については，認知症対応型
共同生活介護と同様であるため，40①を準用
すること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，認知症対
応型共同生活介護と同様であるため，40②を
準用すること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，指定地域密着型介護予防サービス基準第70
条に規定する員数を配置していない場合に，
「介護従事者」と記載させること。事業所が複

数の共同生活住居を有している場合であって，
そのいずれか１つにでも職員の欠員が生じてい
る場合は「介護従業者」と記載させること。
④�　「身体拘束廃止取組の有無」については，大
臣基準告示第百二十七号の四に該当しない場合
に「減算型」と記載させること。
⑤�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百二十七号の四の二に該当
しない場合に「減算型」と記載させること。
⑥�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百二十七号の四の三に該当しない
場合に「減算型」と記載させること。
⑦�　「３ユニットの事業所が夜勤職員を２人以上
とする場合」については，指定地域密着型介護
予防サービス基準第70条第１項ただし書に該当
する場合であって，３ユニットの事業所が夜勤
職員を２人以上３人未満にする場合に，「あり」
と記載させること。
⑧�　「夜間支援体制加算」については，認知症対
応型共同生活介護と同様であるため，40⑧を
準用すること。
⑨�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑩�　「利用者の入院期間中の体制」については，
認知症対応型共同生活介護と同様であるため，
40⑩を準用すること。
⑪�　「認知症専門ケア加算」については，短期入
所生活介護と同様であるため，９㉑を準用する
こと。
⑫�　「認知症チームケア推進加算」については，
介護福祉施設サービスと同様であるため，18
㉙を準用すること。
⑬�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，７⑱を準用すること。
⑭�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑮�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑯�　「サービス提供体制強化加算」については，
認知症対応型共同生活介護と同様であるため，
40⑲を準用すること。
⑰�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑱�　一体的に運営がされている「認知症対応型共
同生活介護」に係る届出がされ，別紙等が添付
されている場合は，内容の重複する別紙等の添
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付は不要とすること。

51　介護予防認知症対応型共同生活介護（短期
利用型）

①�　「施設等の区分」については，認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）と同様であるた
め，41①を準用すること。
②�　「夜間勤務条件基準」については，認知症対
応型共同生活介護と同様であるため，41②を
準用すること。
③�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，認知症対応型共同生活介護と同様であるた
め，41③を準用すること。
④�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，介護予防認知症対応型共同生活介護と同様
であるため，50⑤を準用すること。
⑤�　「業務継続計画策定の有無」については，介
護予防認知症対応型共同生活介護と同様である
ため，50⑥を準用すること。
⑥�　「３ユニットの事業所が夜勤職員を２人以上
とする場合」については，介護予防認知症対応
型共同生活介護と同様であるため50⑦を準用
すること。
⑦�　「夜間支援体制加算」については，認知症対
応型共同生活介護と同様であるため，40⑧を
準用すること。
⑧�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，７⑮を準用す
ること。
⑨�　「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」及び
「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」について
は，特定施設入居者生活介護と同様であるた
め，14⑰を準用すること。
⑩�　「生産性向上推進体制加算」については，短
期入所生活介護と同様であるため，９㉒を準用
すること。
⑪�　「サービス提供体制強化加算」については，
認知症対応型共同生活介護と同様であるため，
40⑱を準用すること。
⑫�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，34⑫を準用すること。
⑬�　一体的に運営がされている「認知症対応型共
同生活介護（短期利用型）」に係る届出がさ
れ，別紙等が添付されている場合は，内容の重
複する別紙等の添付は不要とすること。

　介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに

ୈ̒ɹհޢ༧ɾৗੜࢧ׆ԉ૯߹
͍ͯͭʹのऔѻ͍ۀࣄ

ついては，次に定める項目を記載する。

⑴　（別紙50）「介護予防・日常生活支援総
合事業費算定に係る体制等に関する届出
書（指定事業者用）」の記載要領について

①�　「届出者」及び「事業所・施設の状況」につ
いては，事業所の指定申請の際，記載した事項
を記載させること。
②�　「法人の種別」については，申請者が法人で
ある場合に，その種別を記載させること。
③�　「法人所轄庁」については，申請者が認可法
人である場合に，その所轄官庁の名称を記載さ
せること。
④�　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実
施する場合の出張所等の所在地」については，
複数の出張所（以下「サテライト事業所」とい
う。）を有する場合は，適宜欄を補正し，全て
のサテライト事業所の状況について記載させる
こと。
⑤�　「実施事業」については，該当事業欄に○印
を記載させること。
⑥�　「異動等の区分」については，今回届出を行
う事業所の異動の別（１新規・２変更・３終
了）について記載させること。
⑦�　「異動項目」については，体制状況一覧表で
選択した項目をそのまま記載させること。
⑧�　「特記事項」については，変更の届出を行う
際，変更内容がわかるよう変更前の状況と変更
後の状況の詳細を記載させること。

⑵　届出項目について
（別紙１−４）・（別紙１−４−２）「介護予防・
日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一
覧表」に掲げる項目とする。なお，当該様式は訪
問型サービス（独自）及び通所型サービス（独
自）について示しているものであり，訪問型サー
ビス（独自／定率），訪問型サービス（独自／定
額），通所型サービス（独自／定額）及び通所型
サービス（独自／定率）（以下，「独自定額・定率
サービス」という。）については，市町村におい
て様式を定めること。

⑶　体制等状況一覧表の記載要領について
１　共通事項
①�　「ＬＩＦＥへの登録」については，ＬＩＦＥ
の利用状況をいい，ＬＩＦＥの利用を開始して
いる場合に「あり」と記載させること。
②�　「割引」については，市町村が定める額より
低い額で介護予防・日常生活支援総合事業のサ
ービスを実施する場合に，「あり」と記載させ
ること。
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　�　なお，割引を「あり」とした場合は，その割
引の率等の状況が分かる（別紙51）「介護予
防・日常生活支援総合事業者による事業費の割
引率の設定について」を添付させることとし，
また，割引の率等を変更した場合も当該別紙に
より届出を求めるものとする。
③�　サテライト事業所がある場合には，サテライ
ト事業所分について別葉にして記載させること。

２　訪問型サービス（独自）
①�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百二十九の六号に該当しな
い場合に「減算型」と記載させること。
②�　「同一建物減算（同一敷地内建物等に居住す
る者への提供）」については，訪問介護と同様
であるため，第５の２⑥を準用すること。
③�　「特別地域加算」については，訪問介護と同
様であるため，第５の２⑦を準用すること。
④�　「中山間地域等における小規模事業所加算」
における「地域の状況」については，訪問介護
と同様であるため，第５の２⑧を準用するこ
と。
　�　また，「規模に関する状況」については，第

５の２⑧を準用すること。
⑤�　「介護職員等処遇改善加算」については，訪
問介護と同様であるため，第５の２⑪を準用
すること。

３　通所型サービス（独自）
①�　「職員の欠員による減算の状況」について
は，介護保険法施行規則等の一部を改正する省
令（平成27年厚生労働省令第４号）第５条の規
定による改正前の指定介護予防サービス等基準
第97条に定める基準を満たさなくなった場合
は，欠員該当職種を記載させること。
②�　「高齢者虐待防止措置実施の有無」について
は，大臣基準告示第百三十一の三号に該当しな
い場合に「減算型」と記載させること。
③�　「業務継続計画策定の有無」については，大
臣基準告示第百三十一号の四に該当しない場合
に「減算型」と記載させること。
④�　「若年性認知症利用者受入加算」について
は，通所介護と同様であるため，第５の７⑮を
準用すること。
⑤�　「生活機能向上グループ活動加算」について
は，介護予防・日常生活支援総合事業サービス
単位表２のハに該当する場合に，「あり」と記
載させること。
⑥�　「栄養アセスメント・栄養改善体制」につい
ては，介護予防・日常生活支援総合事業サービ
ス単位表２ホ又はヘに該当する場合に，「あり」

と記載させること。
⑦�　「口腔機能向上加算」については，介護予
防・日常生活支援総合事業サービス単位表２の
トに該当する場合に，「あり」と記載させるこ
と。
⑧�　「一体的サービス提供加算」については，介
護予防・日常生活支援総合事業サービス単位表
２のチに該当する場合に，「あり」と記載させ
ること。
⑨�　「サービス提供体制強化加算」については，
通所介護と同様であるため，第５の７⑲を準用
すること。なお，用いる添付様式は（別紙14
−７）「サービス提供体制強化加算に関する届
出書」とする。
⑩�　「生活機能向上連携加算」については，通所
介護と同様であるため，第５の７⑪を準用する
こと。
⑪�　「科学的介護推進体制加算」については，通
所介護と同様であるため，第５の７⑱を準用す
ること。
⑫�　「介護職員等処遇改善加算」については，定
期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様である
ため，第５の34⑫を準用すること。
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（別紙１∞１－≕）

□ １　１ኢע □ ≙　≕ኢע □ ≚　３ኢע □ ≕　≗ኢע

□ ３　≘ኢע □ ≗　≙ኢע □ ≜　≚ኢע □ ≘　の˂

□ １　定߹ׅの指定をӖↀてい↙い □ １　↙し □ １　↙し

□ ≕　定߹ׅの指定をӖↀている □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

□ ３　定߹ׅのૢ備ᚘဒがある

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ定事業所加算（℁以ٳ） □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≗ 加算 □ ≘ 加算℀

ཎ定事業所加算℁ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　៲体介護

□ 11 ᚧբ介護 □ ≕　生活ੲя

□ ３　ᡫᨈ等ʈᨀ介я

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
する者↧の提̓л合（以上≉•˰އ

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
する者↧の提̓（利用者‧•人以˰އ
上））

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ࡇᚧբ介護事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
（する者↧の提̓˰އ

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

定߹ׅ・᨟対応⇛∞⇹⇟に᧙す
る状ඞ

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（介護事業所ܡއ）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ӳ⇛∞⇹⇟共ᡫ 区分؏ע

介 護 ዅ ˄ ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ（ܡއ⇛∞⇹⇟・ᚨ⇛∞⇹⇟・ܡއ介護ૅੲ）

事 業 所 ဪ ӭ

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 人Ճᣐፗ区分 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 ‾※‸‷↧のႇ л ࡽ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

Ⴣӕ↹連携体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 12 ᚧբλෘ介護 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≗ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≘ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹

□ １　ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙ ዬ࣯ᚧբჃ護加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

□ 13 ᚧբჃ護 □ ≕　၏ᨈӍはᚮ療所 ཎ別ሥྸ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ ３　定߹ׅ・᨟対応⇛∞⇹⇟連携 ᧉሥྸ加算ݦ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᢒᨠരʧᚮૺᙀя加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １ ↙し □ ≗ 加算Ⅰ（イӏ↢∓の場合）

□ ≕ 加算Ⅱ（イӏ↢∓の場合） □ ≘ 加算Ⅰ（ハの場合）

□ Ჭ 加算î（ハの場合）

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹

□ １　၏ᨈӍはᚮ療所

□ 14 ᚧբ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ □ ≕　介護ᎊ人̬ͤᚨ □ １ ↙し □ ３ 加算イ □ ≙ 加算∓

□ ３　介護医療ᨈ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᆆᘍૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ １　↙し

□ ≕　あ↹

□ 31 ݰ療ሥྸ指ܡއ

医療用ᕤਤዓදݧ療ඥ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ꮶඥ加算᩺࣎ɶܡנ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □

１ ↙し □ ≕ あ↹

≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □

１　᩼該当 □ ≕　該当

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞∄⇳⇞∇∙⇮加算

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞∄⇳⇞∇∙⇮加算に係る
医ࠖに↷るᛟଢ

□

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

≕　該当

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ ≗　ᡫࠝ規型事業所

□ 1‧ ᡫ所介護 □ 規型事業所（Ⅰ）ٻ　≙ 生活ႻᛩՃᣐፗ等加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 規型事業所（Ⅱ）ٻ　≚ λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ɶࡇ者⇗⇈体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰイ □ ３ 加算Ⅰ∓

″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（δᇜႆᢋૅੲ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（્ᛢࢸ等⇭イ⇛∞⇹⇟事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（生活介護事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ᐯᇌጀ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □ ≕ あ↹
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□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ １　↙し

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ ↙し □ ３ 加算イ □ ≙ 加算∓ □ ≛ 加算ハ

□ ≗　ᡫࠝ規の事業所‚၏ᨈ・ᚮ療所‛ 認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞ܱ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≚　ᡫࠝ規の事業所‚介護ᎊ人̬ͤᚨ‛ 生活ᘍໝӼ上⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞ܱ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 1  ᡫ所∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ □ ≤　ᡫࠝ規の事業所‚介護医療ᨈ‛ ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‛規の事業所‚၏ᨈ・ᚮ療所ٻ　≦ ⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‛規の事業所‚介護ᎊ人̬ͤᚨٻ　≩ ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‛規の事業所‚介護医療ᨈٻ　≨ ɶࡇ者⇗⇈体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‛規の事業所‚ཎ̊‛‚၏ᨈ・ᚮ療所ٻ　≫ ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‛規の事業所‚ཎ̊‛‚介護ᎊ人̬ͤᚨٻ　≪ ᆆᘍૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‛規の事業所‚ཎ̊‛‚介護医療ᨈٻ　≭ ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≘ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≙ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞∄⇳⇞∇∙⇮加算

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞∄⇳⇞∇∙⇮加算に係る
医ࠖに↷るᛟଢ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

生活ႻᛩՃᣐፗ等加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ೞᏡጀ指ݰ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

̾別ೞᏡጀ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制加算ⅠӍは □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算

Ⴣ護体制加算ⅡӍは℀ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅱ □ ３ 加算℀

医療連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣӕ↹連携体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ・加算Ⅱ □ ３ 加算・加算℀

□ １　ҥ型 ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 21 ჺλ所生活介護 □ ≕　́ᚨ型・ᆰ型 ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ ３　ҥ型∌⇱⇩⇮型 ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗　́ᚨ型・ᆰ型∌⇱⇩⇮型 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算
（ҥ型）

□ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ

≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算
（́ᚨ型、ᆰ型）

□ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ჺλ所事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（ѮᎰՃᣐፗ加算᧙係ٸ）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療ૅੲೞᏡ加算ܡנ・࠙ࣄܡנ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 22 ჺλ所療介護 □ １　介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅰ） □ １　ؕஜ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≕　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅰ） □ 型҄ࢍܡנ　≔ 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制 □ １ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ □ ≕ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ３ の˂

認知症⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ཎ別療ᝲ加算Ⴘ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

療体制ዜਤཎ別加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療体制ዜਤཎ別加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 22 ჺλ所療介護 □ ≘　介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅱ） ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≙　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅱ） 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≚　介護ᎊ人̬ͤᚨ（） 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≛　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（） 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 22 ჺλ所療介護 □ ≜　介護ᎊ人̬ͤᚨ（℀） 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≤　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（℀） 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

医ࠖのᣐፗؕ準 □ １ ؕ準 □ ≕ 医療ඥᘍ規Щᇹ4வᢘ用

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　Ⅰ型（療ೞᏡ 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

（ٳ型以҄ࢍ　　 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≘　Ⅰ型（療ೞᏡ 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

（≥型҄ࢍ　　 □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ 23 ჺλ所療介護 □ １　၏ᨈ療型 □ ≙　Ⅰ型（療ೞᏡ □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

（≤型҄ࢍ　　 □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ３　Ⅱ型（療ೞᏡ □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

（ٳ型以҄ࢍ　　 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ ≚　Ⅱ型（療ೞᏡ

（型҄ࢍ　　

□ ≗　型 □ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

医ࠖのᣐፗؕ準 □ １ ؕ準 □ ≕ 医療ඥᘍ規Щᇹ4வᢘ用

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　療ೞᏡ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

ٳ型以҄ࢍ　　 □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 23 ჺλ所療介護 □ ≙　∌⇱⇩⇮型၏ᨈ療型 □ ≕　療ೞᏡ □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

≥型҄ࢍ　　 □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

□ ３　療ೞᏡ ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

≤型҄ࢍ　　

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

医ࠖのᣐፗؕ準 □ １ ؕ準 □ ≕ 医療ඥᘍ規Щᇹ4வᢘ用

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 23 ჺλ所療介護 □ ≤　၏ᨈኺᢅ型 □ ≕　Ⅰ型 □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ≦　∌⇱⇩⇮型၏ᨈኺᢅ型 □ ３　Ⅱ型 □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹

ᚨ備ؕ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ؘの有無 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ １　Ⅰ型（療ೞᏡ □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

（ٳ型以҄ࢍ　　 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ３　Ⅰ型（療ೞᏡ □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ 23 ჺλ所療介護 □ ≕　ᚮ療所型 （≥型҄ࢍ　　 □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

□ ≗　Ⅰ型（療ೞᏡ ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

（≤型҄ࢍ　　

□ ≕　Ⅱ型

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ᚨ備ؕ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ؘの有無 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　療ೞᏡ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

ٳ型以҄ࢍ　　 □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 23 ჺλ所療介護 □ ≚　∌⇱⇩⇮型ᚮ療所型 □ ≕　療ೞᏡ □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

≥型҄ࢍ　　 □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

□ ３　療ೞᏡ ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

≤型҄ࢍ　　

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　Ⅰ型（Ⅰ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ 2″ ჺλ所療介護 □ １　Ⅰ型介護医療ᨈ □ ≕　Ⅰ型（Ⅱ） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ ３　Ⅰ型（） □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　Ⅱ型（Ⅰ） ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2″ ჺλ所療介護 □ ≕　Ⅱ型介護医療ᨈ □ ≕　Ⅱ型（Ⅱ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３　Ⅱ型（） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2″ ჺλ所療介護 □ ３　ཎ別介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型 ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≕　Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ 2″ ჺλ所療介護 □ ≗　∌⇱⇩⇮型Ⅰ型介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型（Ⅰ） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ ≕　Ⅰ型（Ⅱ） □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2″ ჺλ所療介護 □ ≘　∌⇱⇩⇮型Ⅱ型介護医療ᨈ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2″ ჺλ所療介護 □ ≙　∌⇱⇩⇮型ཎ別介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型 ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≕　Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

λއዒዓૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（λއዒዓૅੲ加算᧙係）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

間Ⴣ護体制加算ٸ □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症λއ者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　有૰ᎊ人∁∞∆（介護ݦ用型） Ⴣӕ↹介護加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　᠉ᝲᎊ人∁∞∆（介護ݦ用型） □ １　ɟᑍ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 33 ཎ定ᚨλއ者生活介護 □ ３　護ᎊ人∁∞∆（介護ݦ用型） □ ⇟⇹∞⇛ᢿٳ　≔ ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≘　有૰ᎊ人∁∞∆（ฆ合型） 　　利用型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≙　᠉ᝲᎊ人∁∞∆（ฆ合型） 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≚　護ᎊ人∁∞∆（ฆ合型） ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼ
ᢀોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間Ⴣ護体制加算ٸ □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症λއ者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　有૰ᎊ人∁∞∆（介護ݦ用型） 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2  ཎ定ᚨλއ者生活介護 □ ≕　᠉ᝲᎊ人∁∞∆（介護ݦ用型） ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

‚ჺ利用型‛ □ ≘　有૰ᎊ人∁∞∆（ฆ合型） □ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≙　᠉ᝲᎊ人∁∞∆（ฆ合型） □ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ １　↙し

□ ≕　あ↹

□ 1  ᅦᅍ用φɨ

□ １　↙し

□ ≕　あ↹

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 43 介護ૅੲܡއ

ཎ定事業所ᨼɶถ算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ定事業所加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≗ 加算 □ ≘ 加算≤

ཎ定事業所医療介護連携加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇥∞∅⇰∑⇗⇈∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

１　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

１　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

⇗⇈⇽∏∙⇭∞⇥連携⇝⇟⇬∆の活
用ӏ↢事ѦᎰՃのᣐፗの体制

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ ≗ 介護ૅੲݦᧉՃ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算᧙係）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ・加算Ⅱ □ ３ 加算・加算℀

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（ѮᎰՃᣐፗ加算᧙係ٸ）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

準∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

□ １　介護ᅦᅍᚨ ̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≘ 加算

□ ‧1 介護ᅦᅍᚨ⇛∞⇹⇟ □ ≕　ኺᢅႎݱ規介護ᅦᅍᚨ ″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　∌⇱⇩⇮型介護ᅦᅍᚨ ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗　ኺᢅႎ∌⇱⇩⇮型ݱ規介護ᅦᅍᚨ ࠝѮࢼݦ医ࠖᣐፗ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ችᅕᅹ医ࠖ定ႎ療指ݰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᨦܹ者生活ૅੲ体制 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᣐፗ医ࠖዬ࣯対応加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣӕ↹介護体制 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

λ所Ⴛʝ利用体制・ܡנ □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ 介護ૅੲݦᧉՃ

□ ≛ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞ܱ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‧2 介護̬ͤᚨ⇛∞⇹⇟ □ １　介護̬ͤᚨ（Ⅰ） □ １　ؕஜ型 療ૅੲೞᏡ加算ܡנ・࠙ࣄܡנ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≕　∌⇱⇩⇮型介護̬ͤᚨ（Ⅰ） □ 型҄ࢍܡנ　≔ ⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

∐ハ⇹∐ᚘဒ書ऴإ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ 介護ૅੲݦᧉՃ

□ ≛ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞ܱ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≘　介護̬ͤᚨ（Ⅱ） ⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≙　∌⇱⇩⇮型介護̬ͤᚨ（Ⅱ） ཎ別療ᝲ加算Ⴘ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ‧2 介護̬ͤᚨ⇛∞⇹⇟ □ ≚　介護̬ͤᚨ（） 療体制ዜਤཎ別加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≛　∌⇱⇩⇮型介護̬ͤᚨ（） 療体制ዜਤཎ別加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞指ݰሥྸ □ ≕ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ３ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≗ の˂

∐ハ⇹∐ᚘဒ書ऴإ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ 介護ૅੲݦᧉՃ

□ ≛ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□ ‧2 介護̬ͤᚨ⇛∞⇹⇟ □ ≜　介護̬ͤᚨ（℀） ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≤　∌⇱⇩⇮型介護̬ͤᚨ（℀） 認知症⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ □ ≗ Ⴣ護ᎰՃ

□ ≘ 介護ᎰՃ □ ≙ 介護ૅੲݦᧉՃ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　Ⅰ型（Ⅰ） 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‧‧ 介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ □ １　Ⅰ型介護医療ᨈ □ ≕　Ⅰ型（Ⅱ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３　Ⅰ型（） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙・ӝᏸ・
に係るᚘဒの提出

□ １ ↙し □ □≚療ඥ දܖྸ ≔

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

３ ˺業療ඥ ද≚□ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ ද≘

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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հޢใु算定体制の届出

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ □ ≗ Ⴣ護ᎰՃ

□ ≘ 介護ᎰՃ □ ≙ 介護ૅੲݦᧉՃ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　Ⅱ型（Ⅰ） 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‧‧ 介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ □ ≕　Ⅱ型介護医療ᨈ □ ≕　Ⅱ型（Ⅱ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３　Ⅱ型（） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

□ ３ ˺業療ඥ ද≚□ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ ද≘

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙・ӝᏸ・
に係るᚘဒの提出

□ １ ↙し □ ≚療ඥ දܖྸ ≔

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ □ ≗ Ⴣ護ᎰՃ

□ ≘ 介護ᎰՃ □ ≙ 介護ૅੲݦᧉՃ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□ ‧‧ 介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ □ ３　ཎ別介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型 療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

□ ≕　Ⅱ型 療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ □ ≗ Ⴣ護ᎰՃ

□ ≘ 介護ᎰՃ □ ≙ 介護ૅੲݦᧉՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‧‧ 介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ □ ≗　∌⇱⇩⇮型Ⅰ型介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型（Ⅰ） 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　Ⅰ型（Ⅱ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙・ӝᏸ・
に係るᚘဒの提出

□ １ ↙し □ □≚療ඥ දܖྸ ≔

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

３ ˺業療ඥ ද≚□ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ ද≘

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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⑵算定体制の届出（別紙）

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ □ ≗ Ⴣ護ᎰՃ

□ ≘ 介護ᎰՃ □ ≙ 介護ૅੲݦᧉՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ‧‧ 介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ □ ≘　∌⇱⇩⇮型Ⅱ型介護医療ᨈ 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

認知症ჺᨼɶ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

□ ３ ˺業療ඥ ද≚□ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ ද≘

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙・ӝᏸ・
に係るᚘဒの提出

□ １ ↙し □ ≚療ඥ දܖྸ ≔

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ □ ≗ Ⴣ護ᎰՃ

□ ≘ 介護ᎰՃ □ ≙ 介護ૅੲݦᧉՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□ ‧‧ 介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ □ ≙　∌⇱⇩⇮型ཎ別介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型 療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

□ ≕　Ⅱ型 療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ࡇ認知症၌ध療体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

□ １　１ኢע □ ≙　≕ኢע □ ≚　３ኢע □ ≕　≗ኢע

□ ３　≘ኢע □ ≗　≙ኢע □ ≜　≚ኢע □ ≘　の˂

□ １　定߹ׅの指定をӖↀてい↙い

□ ≕　定߹ׅの指定をӖↀている

□ ３　定߹ׅのૢ備ᚘဒがある

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□ １　៲体介護

□ 11 ᚧբ介護 □ ≕　生活ੲя

□ ３　ᡫᨈ等ʈᨀ介я

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙

□ 13 ᚧբჃ護 □ ≕　၏ᨈӍはᚮ療所

□ ３　定߹ׅ・᨟対応型⇛∞⇹⇟連携

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　၏ᨈӍはᚮ療所

□ 14 ᚧբ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ □ ≕　介護ᎊ人̬ͤᚨ

□ ３　介護医療ᨈ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ３ 加算イ □ ≙ 加算∓

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᆆᘍૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞∄⇳⇞∇∙⇮加算に係る
医ࠖに↷るᛟଢ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
する者↧の提̓л合（以上≉•˰އ

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
する者↧の提̓（利用者‧•人以˰އ
上））

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
（する者↧の提̓˰އ

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

□ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ࡇᚧբ介護事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ӳ⇛∞⇹⇟共ᡫ 区分؏ע

定߹ׅ・᨟対応⇛∞⇹⇟に᧙す
る状ඞ

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（介護事業所ܡއ）

□ １ ↙し

介 護 ዅ ˄ ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ（ɼたる事業所の所ענ以ٳの場所でɟᢿܱする場合の出ࢌ所等の状ඞ）

事 業 所 ဪ ӭ

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 人Ճᣐፗ区分 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等
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ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ ≗　ᡫࠝ規型事業所

□ 1‧ ᡫ所介護 □ 規型事業所（Ⅰ）ٻ　≙ 生活ႻᛩՃᣐፗ等加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 規型事業所（Ⅱ）ٻ　≚ λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ɶࡇ者⇗⇈体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰイ □ ３ 加算Ⅰ∓

″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（્ᛢࢸ等⇭イ⇛∞⇹⇟事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ᐯᇌጀ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（δᇜႆᢋૅੲ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（生活介護事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

備考 （別紙１）ܡއ⇛∞⇹⇟・ᚨ⇛∞⇹⇟・ܡއ介護ૅੲ

備考　１　事業所・ᚨにおいて、ᚨ等の区分ഇ、人Ճᣐፗ区分ഇ、‾※‸‷（ᅹܖႎ介護ऴإ⇝⇟⇬∆（‾⁙‟⁗  ⁕⁓⁗ ※⁘ ⁓⁛ ⁗  ‸ ‷⁛⁖⁗⁕⁗）↧のႇഇ、の˂該当する体制等ഇにਫ਼ↁるႸに↓ⅼ該当するဪӭの್の□をⅆにしてⅾↄい。

　　　≕ Ⅴᚨ等の区分Ⅵӏ↢Ⅴの˂該当する体制等Ⅵഇでᚨ・ᚨ備等に係る加算（ถ算）の届出に↓いては、Ⅴ᩿Ⅵ（別紙≙）をช˄してⅾↄい。

　　　３　介護ᎊ人̬ͤᚨにおↀるⅤᚨ等の区分Ⅵӏ↢Ⅴܡנ・࠙ࣄܡנ療ૅੲೞᏡ加算Ⅵに係る届出に↓いては、Ⅴ介護ᎊ人̬ͤᚨ（ؕஜ型・҄ࢍܡנ型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲӏ↢ܡנ・࠙ࣄܡנ療ૅੲೞᏡ加算に係る届出書Ⅵ

　　　　（ˋԧ≙࠰≜月⇛∞⇹⇟提̓分↭では別紙2月⇛∞⇹⇟提̓分以ᨀは別紙2ӍはⅤ介護ᎊ人̬ͤᚨ（療型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲӏ↢療体制ዜਤཎ別加算（Ⅱ）に係る届出書Ⅵ（別紙2。をช˄してⅾↄい（3‟（≔－•1࠰≙ԧˋ、

　　　≗　၏ᨈӍはᚮ療所におↀるჺλ所療介護（療ೞᏡ҄ࢍ型以ٳ）におↀるⅤᚨ等の区分Ⅵに係る届出に↓いては、Ⅴ၏ᨈӍはᚮ療所におↀるჺλ所療介護（療ೞᏡ҄ࢍ型以ٳ）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出書Ⅵ（別紙2。をช˄してⅾↄい（4－

　　　≘　介護医療ᨈにおↀるⅤᚨ等の区分Ⅵに係る届出に↓いては、ⅤⅠ型介護医療ᨈのؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出Ⅵ（別紙3•）ӍはⅤⅡ型介護医療ᨈのؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出Ⅵ（別紙3•‟2）をช˄してⅾↄい。

　　　≙　ᚧբჃ護におↀる定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護事業所と連携し⇛∞⇹⇟提̓をᘍⅵ場合に↓いては、ⅤᚧբჃ護事業所におↀる定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護連携に係る届出書Ⅵ（別紙1‧）をช˄してⅾↄい。

　　　≚ Ⅴ定߹ׅ・᨟対応⇛∞⇹⇟に᧙する状ඞⅥをⅤ定߹ׅの指定をӖↀているⅥ↱しⅾはⅤ定߹ׅのૢ備ᚘဒがあるⅥと記᠍する場合は、Ⅴ定߹ׅ・᨟対応⇛∞⇹⇟に᧙する状ඞ等に係る届出書（ᚧբ介護事業所）Ⅵ 

　　　　（別紙8）をช˄して下ↄい。

　　　≛　人Ճᣐፗに係る届出に↓いては、ѮѦ体制が↾かる書類（Ⅴࢼ業者のѮѦの体制ӏ↢ѮѦ࢟態ɟᚁᘙⅥ（別紙≚）Ӎはこれに準ↇたѮѦлᘙ等）をช˄してⅾↄい。

　　　≜ Ⅴлࡽ⊤を⊣あ↹⊤と記᠍する場合はⅤ指定ܡއ⇛∞⇹⇟事業所等に↷る介護ዅ˄ᝲのлࡽに係るлྙࡽのᚨ定に↓いてⅥ（別紙≘）をช˄してⅾↄい。

　　　11 Ⅴዬ࣯ᚧբჃ護加算ⅥⅤዬ࣯対応加算ⅥⅤཎ別ሥྸ体制ⅥⅤ⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制Ⅵに↓いては、Ⅴዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算・ዬ࣯対応加算・ཎ別ሥྸ体制・⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制に係る届出書Ⅵ（別紙1 ）をช˄してⅾↄい。

　　　12 ⅤჃ護体制҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、ⅤჃ護体制҄ࢍ加算に係る届出書Ⅵ（別紙1。をช˄してⅾↄい（

　　　13Ⅴの˂該当する体制等Ⅵഇで人Ճᣐፗに係る加算（ถ算）の届出に↓いては、れれ加算（ถ算）の要件と↙るᎰՃのᣐፗ状ඞやѮѦ体制が↾かる書類をช˄してⅾↄい。

　　　　　　（̊）－ⅤೞᏡጀ指ݰ体制ⅥೞᏡጀ指ݰՃ、Ⅴ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙の加算状ඞⅥ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ࢼ事者、

　　　　　　Ⅴ医ࠖのᣐፗⅥ医ࠖ、Ⅴችᅕᅹ医ࠖ定ႎ療指ݰⅥችᅕᅹ医ࠖ、Ⅴٸ間ѮѦவ件ؕ準ⅥٸѮをᘍⅵჃ護ࠖ（ϱჃ護ࠖ）と介護ᎰՃのᣐፗ状ඞ　等

　　　14 Ⅴ間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制Ⅵに↓いては、ܱᨥに利用者に対してࡨᧈ⇛∞⇹⇟をᘍⅵことがӧᏡ↙場合に記᠍してⅾↄい。

　　　1‧ Ⅴ生活ႻᛩՃᣐፗ等加算Ⅵに↓いては、Ⅴ生活ႻᛩՃᣐፗ等加算に係る届出書Ⅵ（別紙21）をช˄してⅾↄい。

　　　1  　Ⅴλෘ介я加算Ⅵに↓いては、Ⅴෘܴの᩿等Ⅵӏ↢λෘ介я加算（Ⅰ）の要件であるᄂ̲をܱ↭たは、ܱすることが分かる૰等をช˄してⅾↄい。

　　　1  Ⅴɶࡇ者⇗⇈体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴɶࡇ者⇗⇈体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙22）ӏ↢Ⅴ利用者のл合に᧙するᚘ算書Ⅵ（別紙22∞2）をช˄してⅾↄい。

　　　18 Ⅴ認知症加算Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症加算に係る届出書Ⅵ（別紙23）ӏ↢Ⅴ利用者のл合に᧙するᚘ算書Ⅵ（別紙23∞2）をช˄してⅾↄい。

　　　1。体制Ⅵに↓いては、Ⅴ∄⇳⇞∇∙⇮体制に᧙する届出書Ⅵ（別紙38）をช˄してⅾↄい҄ࢍ⇮∙∇⇞⇳∄Ⅴ⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮のܱの有無Ⅵӏ↢Ⅴ 

　　　2• Ⅴᡛᡇ体制Ⅵに↓いては、ܱᨥに利用者のᡛᡇがӧᏡ↙場合に記᠍してⅾↄい。

　　　21 Ⅴٸ間Ⴣ護体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴٸ間Ⴣ護体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙33）をช˄してⅾↄい。

　　　22 ⅤჃ護体制加算（ჺλ所生活介護事業所）Ⅵに↓いては、ⅤჃ護体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙2‧）をช˄してⅾↄい。

　　　23 ⅤჃ護体制加算Ⅵに↓いては、ⅤჃ護体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙2‧－2）を、ⅤჃӕ↹介護体制Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹介護体制に係る届出書Ⅵ（別紙34）を、

　　　　  ⅤჃӕ↹介護加算Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹介護体制に係る届出書Ⅵ（別紙34－2）をช˄してⅾↄい。

　　　24 Ⅴ医療連携҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ医療連携҄ࢍ加算に係る届出書Ⅵ（別紙2 ）をช˄してⅾↄい。

　　　2  Ⅴ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙14）～（別紙14－ ）↭でのいずれかをช˄してⅾↄい。

　　　2 Ⅴཎ定ᚮ療ᝲႸⅥⅤ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙提̓体制Ⅵに↓いては、これらにႻ当するᚮ療إᣛの算定のために届ↀ出た届出書のϙしをช˄してⅾↄい。

　　　　　↭た、Ⅴ認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算に係る届出書Ⅵ（別紙4•）をช˄してⅾↄい。

　　　1• Ⅴ認知症ݦᧉ⇗⇈加算Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症ݦᧉ⇗⇈加算に係る届出書（ᚧբ介護、（介護ʖ᧸）ᚧբλෘ介護、定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護、ٸ間対応型ᚧբ介護）Ⅵ（別紙12）
　　　　　ӍはⅤ認知症ݦᧉ⇗⇈加算に係る届出書（（介護ʖ᧸）ჺλ所生活介護、（介護ʖ᧸）ჺλ所療介護、（介護ʖ᧸）ཎ定ᚨλއ者生活介護、（介護ʖ᧸）認知症対応型共同生活介護、
。ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨλ所者生活介護、介護ᎊ人ᅦᅍᚨ、介護ᎊ人̬ͤᚨ、介護医療ᨈ）Ⅵ（別紙12－2）Ⅵをช˄してⅾↄい݅؏ע、者生活介護އბ型ཎ定ᚨλ݅؏ע　　　　　

　　　　　↭た、ⅤჃӕ↹連携体制加算Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹連携体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙13）をช˄してⅾↄい。

　　　2‧　ᚧբ介護におↀるⅤཎ定事業所加算Ⅵに↓いては、Ⅴ加算（Ⅰ）～（℀）ⅥはⅤཎ定事業所加算（Ⅰ）～（℀）に係る届出書（別紙、要介護者等対応要件の①をᢠ৸する場合はࡇⅥを、Ⅴ加算（Ⅰ）、（）Ⅵの（
　　　　　Ⅴࡇ要介護者等対応要件のл合に᧙するᚘ算書（ཎ定事業所加算（Ⅰ）・（）Ⅵ（別紙を、Ⅴ加算（℁）ⅥはⅤཎ定事業所加算（℁）に係る届出書Ⅵ（別紙。をช˄してⅾↄい（2－（3∞

　　　28 ⅤᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞⅥに↓いては、以下の要᪸で記᠍してⅾↄい。

　　　　（１）Ⴣ護ᎰՃ、介護ᎰՃのഎՃ（Ⴣ護ࠖのᣐፗл合がؕ準を満たしてい↙い場合をԃ↯。）人Ճᣐፗ区分ഇのஇ↱ᣐፗؕ準の˯いᣐፗ区分をᢠ৸し、Ⅴの˂該当する体制等ⅥഇのഎՃ該当Ꮀᆔをᢠ৸する。

　　　　（≕）　⇈　医ࠖ（၏ᨈにおいてࢼ事する者をᨊⅾ。）、ྸܖ療ඥٟ、˺業療ඥٟ、ᚕᛖᎮᙾٟ、Ⴣ護・介護ૅੲݦᧉՃ（၏ᨈにおいてࢼ事する↱のをᨊⅾ。）、介護ࢼ事者のഎՃⅤの˂該当する体制等ⅥഇのഎՃ該当Ꮀᆔの↮ᢠ৸する。

              　　　　（人Ճᣐፗ区分ഇの変更はᘍ↾↙い。）

　　　　　　　　イ　医ࠖのഎՃ（၏ᨈにおいてࢼ事する者にᨂる。）指定ؕ準の≙≓≉を満たↄ↙い場合に↓いて記᠍し、人Ճᣐፗ区分ഇのஇ↱ᣐፗؕ準の˯いᣐፗ区分をᢠ৸し、Ⅴの˂該当する体制等Ⅵഇの医ࠖをᢠ৸する。

　　　　　　　　　　たし、事業所・ᚨが以下のע؏に所נする場合は、Ⅴの˂該当する体制等Ⅵഇの↮ᢠ৸する。（人Ճᣐፗ区分ഇの変更はᘍ↾↙い。）

　　　　　　　　　　≟ҽ生іٻᐫが定めるע؏≡

　　　　　　　　　　　ҽ生іٻᐫが定めるע؏は、人ӝ≘ɢ人ச満のࠊထであってഏにਫ਼ↁるע؏をの区؏内に有するࠊထの区؏とする。

　　　　　　　　　１　ᩉਰᐻඥ（ଯԧ≕≛࠰ඥࢷᇹ≚≕ӭ）ᇹ≕வᇹ１の規定に↷↹指定ↄれたᩉਰᐻ対ሊܱע؏

　　　　　　　　　≕　ᡀעに係るπ共ႎᚨのዮ合ૢ備のためのᝠ上のཎ別ਜ਼ፗ等に᧙するඥࢷ（ଯԧ３≚࠰ඥࢷᇹ≛≛ӭ）ᇹ≕வᇹ１に規定するᡀע

ޛᇹ≚வᇹ１の規定に↷↹指定ↄれたਰᐻ（ᇹ≙≗ӭࢷඥ࠰≒≗ଯԧ）ਰᐻඥޛ　３　　　　　　　　　

　　　　　　　　　≗　ᢅျע؏のਤዓႎႆޒのૅੲに᧙するཎ別ਜ਼ፗඥ（ˋԧ３࠰ඥࢷᇹ1؏עӭ）ᇹ≕வᇹ１に規定するᢅျ

　　　　　　　　　↙お、၏ᨈにおↀる⇛∞⇹⇟に↓いて医ࠖのഎՃがある場合で、か↓、事業所・ᚨが上記ע؏に所נする場合であって↱、（１）にਫ਼ↁるᎰᆔにഎՃがある場合は、人Ճᣐፗ区分ഇのஇ↱ᣐፗؕ準の˯い人Ճᣐፗ区分をᢠ৸する。

　　　　　　　　（（１）がΟέする。）

　　　　　　　　⇌　介護ૅੲݦᧉՃ（၏ᨈにおいてࢼ事する者にᨂる。）のഎՃⅤの˂該当する体制等Ⅵഇの介護ૅੲݦᧉՃをᢠ৸する。

　　　31 Ⅴλއዒዓૅੲ加算Ⅵに↓いては、Ⅴλއዒዓૅੲ加算に係る届出書Ⅵ（別紙32）をช˄してⅾↄい。

　　　32 Ⅴᣐፗ医ࠖዬ࣯対応加算Ⅵに↓いては、Ⅴᣐፗ医ࠖዬ࣯対応加算に係る届出書Ⅵ（別紙3。をช˄してⅾↄい（

　　　3  Ⅴࡇ認知症၌ध療体制加算Ⅵに係る届出に↓いては、Ⅴࡇ認知症၌ध療体制加算に係る届出Ⅵ（別紙31）をช˄してⅾↄい。

ද　１　介護ᎊ人ᅦᅍᚨに係る届出をした場合で、ჺλ所生活介護のᆰ型をܱする場合は、ჺλ所生活介護のᆰ型におↀる届出事で介護ᎊ人ᅦᅍᚨの届出とᙐする↱のの届出はɧ要です。

　　≕　介護ᎊ人̬ͤᚨに係る届出をした場合には、ჺλ所療介護におↀる届出事で介護ᎊ人̬ͤᚨの届出とᙐする↱のの届出はɧ要です。

　　３　介護医療ᨈに係る届出をした場合には、ჺλ所療介護におↀる届出事で介護医療ᨈの届出とᙐする↱のの届出はɧ要です。

　　≗　ჺλ所療介護にあっては、同ɟのᚨ区分で事業のܱがᙐૠの၏に↾たる場合は、၏Ↄとに届ↀ出てⅾↄい。

備考 （別紙１）介護⇛∞⇹⇟・ᚨ⇛∞⇹⇟・ܡއ介護ૅੲ ⇛⇬∏イ⇮事業所

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

　　　43Ⅴӝᏸ連携҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴӝᏸ連携҄ࢍ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙11）をช˄してⅾↄい。

　　　3 Ⅴ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算ⅠⅥ Ⅴ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算ⅡⅥに↓いては、Ⅴ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算に係る届出書Ⅵ（別紙3‧）をช˄してⅾↄい。

　　　38Ⅴݦᧉሥྸ加算Ⅵに↓いては、Ⅴݦᧉሥྸ加算に係る届出書Ⅵ（ಮ1ࡸ ）をช˄してⅾↄい。

　　　42Ⅴ⇗⇈⇽∏∙⇭∞⇥連携⇝⇟⇬∆の活用ӏ↢事ѦᎰՃのᣐፗの体制Ⅵに↓いては、要件を満たし、か↓ܡއ介護ૅੲᝲ（Ⅱ）を算定する場合はⅤ≕　あ↹Ⅵをᢠ৸してⅾↄい。

　　　41Ⅴ同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等にއ˰する者↧の提̓。をช˄してⅾↄい（ཋถ算に係るᚘ算書Ⅵ（別紙1•）Ӎはこれに準ↇたᚘ算書等Ⅴᚧբ介護、ᚧբ型⇛∞⇹⇟におↀる同ɟ）以上）Ⅵに↓いては、Й定ኽௐが↾かる書類≉•

　　　3。Ⅴᢒᨠരʧᚮૺᙀя加算Ⅵに↓いては、Ⅴᢒᨠരʧᚮૺᙀя加算に係る届出書Ⅵ（別紙18）をช˄してⅾↄい

　　　4•Ⅴ生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴ生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙28）をช˄してⅾↄい。

2⇈⇗∑⇰∅∞⇥・介護ૅੲのⅵ←、Ⅴཎ定事業所加算Ⅵの加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算、Ⅴཎ定事業所医療介護連携加算Ⅵӏ↢Ⅴ⇥∞∅⇰∑⇗⇈∄⇳⇞∇∙⇮加算Ⅵに↓いては、Ⅴཎ定事業所加算‚Ⅰ‛～‚‛・ཎ定事業所医療介護連携加算ܡއ　　　　
　　　　∄⇳⇞∇∙⇮加算に係る届出書（ܡއ介護ૅੲ事業所）Ⅵ（別紙3 ）を、Ⅴཎ定事業所加算（″）Ⅵに↓いては、Ⅴཎ定事業所加算‚″‛に係る届出書（ܡއ介護ૅੲ事業所）Ⅵ（別紙3 －2）をช˄してⅾↄい。

　　　3• Ⅴ日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙3 ）をช˄してⅾↄい。

　　　33 Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλⅥに↓いては、Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷る日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙3 ∞2）、Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷るλއዒዓૅੲ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙32∞2）、Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷るٸѮᎰՃ
　　　　ᣐፗ加算に係る届出書Ⅵ（別紙2 ）のいずれかをช˄してⅾↄい。

　　　34 Ⅴᆆᘍૅੲ加算Ⅵに↓いては、Ⅴᚧբ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙事業所におↀるᆆᘍૅੲ加算に係る届出Ⅵ（別紙2•）ӍはⅤᡫ所∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙事業所におↀるᆆᘍૅੲ加算に係る届出書Ⅵ（別紙24）をช˄してⅾↄい。

　　　3‧ Ⅴᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算Ⅵに↓いては、Ⅴᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙41）をช˄してⅾↄい。
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙１－≕－≕）

□ １　１ኢע □ ≙　≕ኢע □ ≚　３ኢע □ ≕　≗ኢע

□ ３　≘ኢע □ ≗　≙ኢע □ ≜　≚ኢע □ ≘　の˂

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≗ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≘ 加算

□  2 介護ʖ᧸ᚧբλෘ介護 □ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹

□  3 介護ʖ᧸ᚧբჃ護 □ １　ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙

□ ≕　၏ᨈӍはᚮ療所

ዬ࣯介護ʖ᧸ᚧբჃ護加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ཎ別ሥྸ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ᧉሥྸ加算ݦ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹

□ １　၏ᨈӍはᚮ療所

□  4 介護ʖ᧸ᚧբ □ ≕　介護ᎊ人̬ͤᚨ

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ □ ３　介護医療ᨈ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ １　↙し

□ ≕　あ↹

□ 34 介護ʖ᧸

ݰ療ሥྸ指ܡއ

医療用ᕤਤዓදݧ療ඥ加算 □ □

Ꮶඥ加算᩺࣎ɶܡנ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

１　᩼該当 □ ≕　該当

１ ↙し ≕ あ↹

□ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所加
算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所加
算（規に᧙する状ඞ）

□

≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所加
算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所加
算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

□ １　᩼該当 □

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

介 護 ዅ ˄ ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ （介護ʖ᧸⇛∞⇹⇟）

事 業 所 ဪ ӭ

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 人Ճᣐፗ区分 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 ‾※‸‷↧のႇ л ࡽ

Ӳ⇛∞⇹⇟共ᡫ 区分؏ע

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ １　↙し

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

生活ᘍໝӼ上⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞ܱ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□    介護ʖ᧸ᡫ所 □ １　၏ᨈӍはᚮ療所

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ □ ≕　介護ᎊ人̬ͤᚨ

□ ３　介護医療ᨈ ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≘ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≙ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

生活ႻᛩՃᣐፗ等加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ೞᏡጀ指ݰ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

̾別ೞᏡጀ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　ҥ型 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 24 介護ʖ᧸ჺλ所生活介護 □ ≕　́ᚨ型・ᆰ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ３　ҥ型∌⇱⇩⇮型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≗　́ᚨ型・ᆰ型∌⇱⇩⇮型

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ ≚ 加算

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算
（́ᚨ型、ᆰ型）

□ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算
（ҥ型）

□ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ჺλ所事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ɟ体ႎ⇛∞⇹⇟提̓加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療ૅੲೞᏡ加算ܡנ・࠙ࣄܡנ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‧ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ １　介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅰ） □ １　ؕஜ型 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅰ） □ 型҄ࢍܡנ　≔ 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ཎ別療ᝲ加算Ⴘ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

療体制ዜਤཎ別加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療体制ዜਤཎ別加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‧ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≘　介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅱ） ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≙　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅱ） 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≚　介護ᎊ人̬ͤᚨ（） 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≛　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（） ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制 □ １ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ □ ≕ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ３ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療ૅੲೞᏡ加算ܡנ・࠙ࣄܡנ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‧ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ １　介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅰ） □ １　ؕஜ型 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅰ） □ 型҄ࢍܡנ　≔ 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ཎ別療ᝲ加算Ⴘ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

療体制ዜਤཎ別加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療体制ዜਤཎ別加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‧ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≘　介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅱ） ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≙　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（Ⅱ） 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≚　介護ᎊ人̬ͤᚨ（） 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≛　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（） ⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制 □ １ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ □ ≕ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ３ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹

□ 療ඥٟܖྸ ≘ □ ≙ ˺業療ඥٟ □ ≚ ᚕᛖᎮᙾٟ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‧ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≜　介護ᎊ人̬ͤᚨ（℀） 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≤　∌⇱⇩⇮型介護ᎊ人̬ͤᚨ（℀） 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

医ࠖのᣐፗؕ準 □ １ ؕ準 □ ≕ 医療ඥᘍ規Щᇹ4வᢘ用

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ ≕　Ⅰ型（療ೞᏡ ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

（ٳ型以҄ࢍ　　 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≘　Ⅰ型（療ೞᏡ 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

（≥型҄ࢍ　　 □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ 2  介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ １　၏ᨈ療型 □ ≙　Ⅰ型（療ೞᏡ □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

（≤型҄ࢍ　　 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ３　Ⅱ型（療ೞᏡ □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

（ٳ型以҄ࢍ　　 □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

□ ≚　Ⅱ型（療ೞᏡ ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

（型҄ࢍ　　

□ ≗　型

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

医ࠖのᣐፗؕ準 □ １ ؕ準 □ ≕ 医療ඥᘍ規Щᇹ4வᢘ用

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １　療ೞᏡ 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ٳ型以҄ࢍ　　 □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ 2  介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≙　∌⇱⇩⇮型၏ᨈ療型 □ ≕　療ೞᏡ □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

≥型҄ࢍ　　 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ３　療ೞᏡ □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

≤型҄ࢍ　　 □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ Ⴣ護ᎰՃ □ ≗ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

医ࠖのᣐፗؕ準 □ １ ؕ準 □ ≕ 医療ඥᘍ規Щᇹ4வᢘ用

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2  介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≤　၏ᨈኺᢅ型 □ ≕　Ⅰ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≦　∌⇱⇩⇮型၏ᨈኺᢅ型 □ ３　Ⅱ型 □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹

ᚨ備ؕ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ؘの有無 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　Ⅰ型（療ೞᏡ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

（ٳ型以҄ࢍ　　 □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 2  介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≕　ᚮ療所型 □ ３　Ⅰ型（療ೞᏡ 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

（≥型҄ࢍ　　 □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≗　Ⅰ型（療ೞᏡ □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

（≤型҄ࢍ　　 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ ≕　Ⅱ型

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ᚨ備ؕ準 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ؘの有無 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　療ೞᏡ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

ٳ型以҄ࢍ　　 □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 2  介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≚　∌⇱⇩⇮型ᚮ療所型 □ ≕　療ೞᏡ 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

≥型҄ࢍ　　 □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ３　療ೞᏡ □ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

≤型҄ࢍ　　 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

□ １　Ⅰ型（Ⅰ） 療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

□ 2‴ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ １　Ⅰ型介護医療ᨈ □ ≕　Ⅰ型（Ⅱ） ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　Ⅰ型（） ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ཎ定ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ １　Ⅱ型（Ⅰ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ 2‴ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≕　Ⅱ型介護医療ᨈ □ ≕　Ⅱ型（Ⅱ） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ ３　Ⅱ型（） □ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‴ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ３　ཎ別介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≕　Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2‴ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≗　∌⇱⇩⇮型Ⅰ型介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型（Ⅰ） □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ≕　Ⅰ型（Ⅱ） □ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 2‴ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≘　∌⇱⇩⇮型Ⅱ型介護医療ᨈ □ １ 症ႝᐎၨሥྸ指ݰ □ ≕ ᕤдሥྸ指ݰ

□ ３ ᨼׇ⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙療ඥ

□ 療ඥⅠܖྸ ≔ □ ３ ˺業療ඥ □ ≗ ᚕᛖᎮᙾ療ඥ

□ ≘ ችᅕᅹ˺業療ඥ □ ≙ の˂

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

ཎ別ᚮ療ᝲႸ

⋙⋋⋌⋟⋙⋄⊱⊽⊯⋞提̓体制

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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□ １ ؕ準型 □ ≕ 加算型Ⅰ □ ３ 加算型Ⅱ □ ≚ 加算型 □ １　↙し

□ ≘ 加算型℀ □ ≙ ถ算型 □ ≕　あ↹

□ １ ↙し □ ≕ 医ࠖ □ ３ ᕤдࠖ

□ ≗ Ⴣ護ᎰՃ □ ≘ 介護ᎰՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

療ؕؾ準（ࡔ下） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

療ؕؾ準（療ܴ） □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡛᡇ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 2‴ 介護ʖ᧸ჺλ所療介護 □ ≙　∌⇱⇩⇮型ཎ別介護医療ᨈ □ １　Ⅰ型 療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　Ⅱ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症λއ者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 3‧ 介護ʖ᧸ཎ定ᚨλއ者 □ １　有૰ᎊ人∁∞∆ □ １　ɟᑍ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活介護 □ ≕　᠉ᝲᎊ人∁∞∆ □ ⇟⇹∞⇛ᢿٳ　≔ 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ３　護ᎊ人∁∞∆ 　　利用型 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

́ᚨஜ体ᚨにおↀる介護ᎰՃ等ϼᢀ
ોծ加算Ⅰの届出状ඞ

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ １　↙し

□ ≕　あ↹

□    介護ʖ᧸ᅦᅍ用φɨ

□ 4  介護ʖ᧸ૅੲ □ ∞⇥∙⇡Ѽਙૅੲ؏ע　１ □ １　↙し

□ ≕　あ↹

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ １　↙し

□ 4  介護ʖ᧸ૅੲ □ 介護ૅੲ事業者ܡއ　≔ □ ≕　あ↹

□ １　１ኢע □ ≙　≕ኢע □ ≚　３ኢע □ ≕　≗ኢע

□ ３　≘ኢע □ ≗　≙ኢע □ ≜　≚ኢע □ ≘　の˂

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  3 介護ʖ᧸ᚧբჃ護 □ １　ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙

□ ≕　၏ᨈӍはᚮ療所

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  4 介護ʖ᧸ᚧբ □ １　၏ᨈӍはᚮ療所

∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ □ ≕　介護ᎊ人̬ͤᚨ

□ ３　介護医療ᨈ

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

Ӳ⇛∞⇹⇟共ᡫ 区分؏ע

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 人Ճᣐፗ区分 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介 護 ዅ ˄ ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ（ɼたる事業所の所ענ以ٳの場所でɟᢿܱする場合の出ࢌ所等の状ඞ）

事 業 所 ဪ ӭ

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所加
算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所加
算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

備考 （別紙１－２）介護予防サービス

　　　２ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算（減算）の届出については、「平面図」（別紙６）を添付してください。

　　　３　介護老人保健施設における「施設等の区分」及び「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」に係る届出については、「介護老人保健施設（基本型・在宅強化型）の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出書」

　　　（令和６年９月サービス提供分までは別紙28、令和６年10月サービス提供分以降は別紙29-2）又は「介護老人保健施設（療養型）の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算（Ⅱ）に係る届出書」（別紙29-3）を添付してください。

　　　５　介護医療院における「施設等の区分」に係る届出ついては、「Ⅰ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」（別紙30）又は「Ⅱ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」（別紙30-2）を添付してください。

　　　６　人員配置に係る届出については、勤務体制がわかる書類（「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」（別紙７）又はこれに準じた勤務割表等）を添付してください。

　　　７ 「割引｣を｢あり｣と記載する場合は「指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」（別紙５）を添付してください。

　　　９ 「緊急時介護予防訪問看護加算」「特別管理体制」については、「緊急時（介護予防）訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」（別紙16）を添付してください。

　　　10　「看護体制強化加算」については、「看護体制強化加算に係る届出書」（別紙19）を添付してください。

　　　11　「その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算（減算）の届出については、それぞれ加算（減算）の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類を添付してください。

　　　　　　（例）－「機能訓練指導体制」…機能訓練指導員、「リハビリテーションの加算状況」…リハビリテーション従事者、

　　　　　　「医師の配置」…医師、「夜間勤務条件基準」…夜勤を行う看護師（准看護師）と介護職員の配置状況　等

　　　12 「送迎体制」については、実際に利用者の送迎が可能な場合に記載してください。

　　　13 「生活相談員配置等加算」については、「生活相談員配置等加算に係る届出書」（別紙21）を添付してください。

　　　14「サービス提供体制強化加算」については、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」（別紙14）～（別紙14－6）までのいずれかを添付してください。

　　　15 「特定診療費項目」「リハビリテーション提供体制」については、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付してください。

　　　16 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領で記載してください。

　　　　（１）　看護職員、介護職員の欠員（看護師の配置割合が基準を満たしていない場合を含む。）…人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択する。

　　　　（２）　ア　医師（病院において従事する者を除く。）、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護従事者の欠員…「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種のみ選択する。

              　　　　（人員配置区分欄の変更は行わない。）

　　　　　　　　イ　医師の欠員（病院において従事する者に限る。）…指定基準の６０％を満たさない場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の医師を選択する。

　　　　　　　　　　ただし、事業所・施設が以下の地域に所在する場合は、「その他該当する体制等」欄のみ選択する。（人員配置区分欄の変更は行わない。）

　　　　　　　　　　＜厚生労働大臣が定める地域＞

　　　　　　　　　　　厚生労働大臣が定める地域は、人口５万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。

　　　　　　　　　１　離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域

　　　　　　　　　２　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第２条第１項に規定する辺地

　　　　　　　　　３　山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により指定された振興山村

　　　　　　　　　４　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条第１項に規定する過疎地域

　　　　　　　　　なお、病院におけるサービスについて医師の欠員がある場合で、かつ、事業所・施設が上記地域に所在する場合であっても、（１）に掲げる職種に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置基準の低い人員配置区分を

　　　　　　　　選択する。（（１）が優先する。）

　　　17「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ」 「高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ」については、「高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書」（別紙35）を添付してください。

　　　18「生産性向上推進体制加算」については、「生産性向上推進体制加算に係る届出書」（別紙28）を添付してください。

備考　１　事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFE（科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）への登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目につき該当する番号の横の□を■にしてください。

　　　８ 「認知症専門ケア加算」については、「認知症専門ケア加算に係る届出書（訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護）」（別紙12）又は「認知症専門ケア加
算に係る届出書（（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）」（別紙12－2）」を添付してください。

　　４　病院又は診療所における短期入所療養介護（療養機能強化型以外）における「施設等の区分」に係る届出については、「病院又は診療所における短期入所療養介護（療養機能強化型以外）の基本施設サービス費に係る届出書」（別紙29－4）を添付してくだ
さい。

         19「口腔連携強化加算」については、「口腔連携強化加算に関する届出書」（別紙11）を添付してください。
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հޢใु算定体制の届出

ද　１　介護ᎊ人ᅦᅍᚨに係る届出をした場合で、介護ʖ᧸ჺλ所生活介護のᆰ型をܱする場合は、介護ʖ᧸ჺλ所生活介護のᆰ型におↀる届出事で介護ᎊ人ᅦᅍᚨの届出とᙐする↱のの届出はɧ要です。

　　≕　介護ᎊ人̬ͤᚨに係る届出をした場合には、介護ʖ᧸ჺλ所療介護におↀる届出事で介護ᎊ人̬ͤᚨの届出とᙐする↱のの届出はɧ要です。

　　３　介護医療ᨈに係る届出をした場合には、介護ʖ᧸ჺλ所療介護におↀる届出事で介護医療ᨈの届出とᙐする↱のの届出はɧ要です。

　　≗　介護ʖ᧸ჺλ所療介護にあっては、同ɟのᚨ区分で事業のܱがᙐૠの၏に↾たる場合は、၏Ↄとに届ↀ出てⅾↄい。

　　≘　ɟ体ႎにᢃփがↄれている介護⇛∞⇹⇟に係る届出がↄれ、別紙等がช˄ↄれている場合は、内容のᙐする別紙等のช˄はɧ要とすること。

備考 （別紙１－≕）介護ʖ᧸⇛∞⇹⇟ ⇛⇬∏イ⇮事業所

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

（別紙１－３－≕）

□ １　１ኢע □ ≙　≕ኢע □ ≚　３ኢע □ ≕　≗ኢע

□ ３　≘ኢע □ ≗　≙ኢע □ ≜　≚ኢע □ ≘　の˂

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し □ １　↙し

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

ዬ࣯ᚧբჃ護加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ཎ別ሥྸ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

□    定߹ׅ・᨟対応型 □ １　ɟ体型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᚧբ介護Ⴣ護 □ ≕　連携型 ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ １　↙し □ １　↙し

24間ᡫإ対応加算 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  1 間対応型ᚧբ介護ٸ □ １　Ⅰ型 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≕　Ⅱ型 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ（イの場合） □ ≗ 加算Ⅱ（イ場合）

□ ≚ 加算（イの場合） □ ８ 加算í（ロの場合）

□ ≘ 加算Ⅱ（∓の場合） □ ９ 加算Ⅲ（ロの場合）

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

Ӳ⇛∞⇹⇟共ᡫ 区分؏ע

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介 護 ዅ ˄ ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ （ע؏݅ბ型⇛∞⇹⇟・ע؏݅ბ型介護ʖ᧸⇛∞⇹⇟）

事 業 所 ဪ ӭ

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 ேဨ㓄⨨༊ศ 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 ‾※‸‷↧のႇ л ࡽ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

生活ႻᛩՃᣐፗ等加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ɶࡇ者⇗⇈体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ࡇ者⇗⇈体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  8 ბ型ᡫ所介護݅؏ע □ ბ型ᡫ所介護事業所݅؏ע　１ 生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

□ ≕　療ᡫ所介護事業所 ̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰイ □ ３ 加算Ⅰ∓

□ ３　療ᡫ所介護事業所（ჺ利用型） ″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ（イの場合） □ ≘ 加算Ⅱ（イの場合）

□ ≚ 加算（イの場合） □ ８ 加算Ⅲイ（ロの場合） □ ９ 加算Ⅲイ（ハの場合）

□ ≗ 加算∓（∓の場合） □ ≤ 加算∓（ハの場合）

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（્ᛢࢸ等⇭イ⇛∞⇹⇟事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ᐯᇌጀ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（δᇜႆᢋૅੲ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（生活介護事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  2 認知症対応型ᡫ所介護 □ １　ҥ型 ⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　́ᚨ型 ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　共用型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≘ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≙ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護ᎰՃᣐፗ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≗ 加算

□  3 介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ □ 介護事業所ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　１ Ⴣӕ↹連携体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　⇛⇬∏イ⇮型ݱ規ٶೞᏡ型 ᚧբ体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護事業所ܡއ　　 ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

03　p0043_0112（3）.indd   58 2024/07/05   9:21



− 59 −

⑵算定体制の届出（別紙）

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□  8 介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ □ 介護事業所ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　１

（ჺ利用型） □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型ݱ規ٶೞᏡ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

介護事業所ܡއ　　 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 介護ࢼ業者 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ૅੲ体制加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

利用者のλᨈ間ɶの体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

Ⴣӕ↹介護加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

医療連携体制加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰイ □ ３ 加算Ⅰ∓ □ ≗ 加算Ⅰハ

医療連携体制加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 32 認知症対応型 □ １　Ⅰ型 認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

共同生活介護 □ ≕　Ⅱ型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　 ⇛⇬∏イ⇮型Ⅰ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗ 　⇛⇬∏イ⇮型Ⅱ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

３∌⇱⇩⇮の事業所がٸѮᎰՃを
≕人以上とする場合

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 介護ࢼ業者 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ૅੲ体制加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

医療連携体制加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰイ □ ３ 加算Ⅰ∓ □ ≗ 加算Ⅰハ

□ 38 認知症対応型 □ １　Ⅰ型 医療連携体制加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

共同生活介護 □ ≕　Ⅱ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

（ჺ利用型） □ ３　 ⇛⇬∏イ⇮型Ⅰ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗ 　⇛⇬∏イ⇮型Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

λއዒዓૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 3  ბ型ཎ定ᚨ݅؏ע □ １　有૰ᎊ人∁∞∆ ″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

λއ者生活介護 □ ≕　᠉ᝲᎊ人∁∞∆ 間Ⴣ護体制加算ٸ □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

□ ３　護ᎊ人∁∞∆ ᒉࣱ࠰認知症λއ者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≘　⇛⇬∏イ⇮型有૰ᎊ人∁∞∆ Ⴣӕ↹介護加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≙　⇛⇬∏イ⇮型᠉ᝲᎊ人∁∞∆ 認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ ≚　⇛⇬∏イ⇮型護ᎊ人∁∞∆ ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（λއዒዓૅੲ加算᧙係）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

３∌⇱⇩⇮の事業所がٸѮᎰՃを
≕人以上とする場合

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  2 認知症対応型ᡫ所介護 □ １　ҥ型 ⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　́ᚨ型 ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　共用型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≘ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≙ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護ᎰՃᣐፗ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≗ 加算

□  3 介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ □ 介護事業所ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　１ Ⴣӕ↹連携体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　⇛⇬∏イ⇮型ݱ規ٶೞᏡ型 ᚧբ体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護事業所ܡއ　　 ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間Ⴣ護体制加算ٸ □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症λއ者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 28 ბ型ཎ定ᚨ݅؏ע □ １　有૰ᎊ人∁∞∆ ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

λއ者生活介護 □ ≕　᠉ᝲᎊ人∁∞∆ 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

‚ჺ利用型） □ ≘　⇛⇬∏イ⇮型有૰ᎊ人∁∞∆ ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ ≙　⇛⇬∏イ⇮型᠉ᝲᎊ人∁∞∆ □ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

03　p0043_0112（3）.indd   59 2024/07/05   9:21



− 60 −

հޢใु算定体制の届出

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  4 介護ʖ᧸認知症対応型 □ １　ҥ型 ⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡫ所介護 □ ≕　́ᚨ型 ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　共用型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≘ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≙ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  ‧ 介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

介護事業所ܡއ　　 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

□ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

□ ≗ 介護ૅੲݦᧉՃ

∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

μሥྸ体制ܤ □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ѮᎰՃᣐፗ加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ・加算Ⅱ □ ３ 加算・加算℀

準∌⇱⇩⇮⇗⇈体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨ݅؏ע　１ 生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ბ型݅؏ע □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型ע؏݅ბ型 □ １　ኺᢅႎᚨ以ٳ ̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≘ 加算

□ ‧4 介護ᎊ人ᅦᅍᚨ 　　介護ᎊ人ᅦᅍᚨ □ ≕　ኺᢅႎᚨ ″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

λ所者生活介護 □ ３　∌⇱⇩⇮型ע؏݅ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨ ᒉࣱ࠰認知症λ所者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗　⇛⇬∏イ⇮型∌⇱⇩⇮型 ࠝѮࢼݦ医ࠖᣐፗ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨ݅؏ע　　 ችᅕᅹ医ࠖ定ႎ療指ݰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᨦܹ者生活ૅੲ体制 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

療加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᣐፗ医ࠖዬ࣯対応加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣӕ↹介護体制 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

λ所Ⴛʝ利用体制・ܡנ □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

規拠ໜᨼ合体制ݱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᐯᇌૅੲ̟ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

μ対ሊ体制ܤ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（ѮᎰՃᣐፗ加算᧙係ٸ）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

□ ≕ あ↹

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλ
（日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算᧙係）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ

⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮の
ܱの有無

□ １ ↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ᚧբჃ護体制ถ算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛⇬∏イ⇮体制 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዬ࣯対応加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ別ሥྸ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ᙐ合型⇛∞⇹⇟ □ １　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᧉሥྸ加算ݦ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□    （Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 ⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

（介護ܡއ 介護事業所ܡއ　　 ᢒᨠരʧᚮૺᙀя加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᚧբ体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ᙐ合型⇛∞⇹⇟ □ １　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□   （Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

（介護・ჺ利用型ܡއ 介護事業所ܡއ　　 □ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□   介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

（ჺ利用型） 介護事業所ܡއ　　 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 介護ࢼ業者 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ૅੲ体制加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

利用者のλᨈ間ɶの体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 3  介護ʖ᧸認知症対応型 □ １　Ⅰ型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

共同生活介護 □ ≕　Ⅱ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　 ⇛⇬∏イ⇮型Ⅰ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗ 　⇛⇬∏イ⇮型Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

３∌⇱⇩⇮の事業所がٸѮᎰՃを
≕人以上とする場合

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 介護ࢼ業者 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ૅੲ体制加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ʖ᧸認知症対応型 □ １　Ⅰ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ 3 共同生活介護 □ ≕　Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

（ჺ利用型） □ ３　 ⇛⇬∏イ⇮型Ⅰ型 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ ≗ 　⇛⇬∏イ⇮型Ⅱ型 □ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

３∌⇱⇩⇮の事業所がٸѮᎰՃを
≕人以上とする場合

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  4 介護ʖ᧸認知症対応型 □ １　ҥ型 ⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᡫ所介護 □ ≕　́ᚨ型 ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　共用型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≘ 加算Ⅰ □ ≗ 加算Ⅱ □ ≙ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  ‧ 介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

介護事業所ܡއ　　 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ज़௨症Ӎはܹのႆ生をྸဌとする
利用者ૠのถݲがɟ定以上生ↇてい
る場合の対応

□ １ ↙し □

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ □ １　↙し □ １　↙し

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□   介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

（ჺ利用型） 介護事業所ܡއ　　 ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

間ѮѦவ件ؕ準ٸ □ １ ؕ準型 □ ≙ ถ算型 □ １　↙し □ １　↙し

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ 介護ࢼ業者 □ ≕　あ↹ □ ≕　あ↹

៲体ளࡑഥӕኵの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ૅੲ体制加算ٸ □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

利用者のλᨈ間ɶの体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ 3  介護ʖ᧸認知症対応型 □ １　Ⅰ型 ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

共同生活介護 □ ≕　Ⅱ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅰ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　 ⇛⇬∏イ⇮型Ⅰ型 ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算Ⅱ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≗ 　⇛⇬∏イ⇮型Ⅱ型 生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≙ 加算Ⅰ □ ≘ 加算Ⅱ □ ≚ 加算

□ １ ↙し □ ≚ 加算Ⅰ

□ ≛ 加算Ⅱ □ ≜ 加算 □ ≤ 加算℀ □ ≥ 加算℁‚１‛

□ ≦ 加算℁‚≕‛ □ ≧ 加算℁‚３‛ □ ≨ 加算℁‚≗‛ □ ≩ 加算℁‚≘‛

□ ≪ 加算℁‚≙‛ □ ≫ 加算℁‚≚‛ □ ≭ 加算℁‚≛‛ □ ≮ 加算℁‚≜‛

□ ≯ 加算℁‚１≓‛ □ ≰ 加算℁‚１１‛ □ ≱ 加算℁‚１≕‛ □ ≳ 加算℁‚１３‛

□ ≵ 加算℁‚１≗‛

３∌⇱⇩⇮の事業所がٸѮᎰՃを
≕人以上とする場合

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

介護ᎰՃ等ϼᢀોծ加算
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□ １　１ኢע □ ≙　≕ኢע □ ≚　３ኢע □ ≕　≗ኢע

□ ３　≘ኢע □ ≗　≙ኢע □ ≜　≚ኢע □ ≘　の˂

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□    定߹ׅ・᨟対応型 □ １　ɟ体型

ᚧբ介護Ⴣ護 □ ≕　連携型 ዬ࣯ᚧբჃ護加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ཎ別ሥྸ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

24間ᡫإ対応加算 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症ݦᧉ⇗⇈加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□  1 間対応型ᚧբ介護ٸ □ １　Ⅰ型 業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□ ≕　Ⅱ型 ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

生活ႻᛩՃᣐፗ等加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ɶࡇ者⇗⇈体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰイ □ ３ 加算Ⅰ∓

□  8 ბ型ᡫ所介護݅؏ע □ ბ型ᡫ所介護事業所݅؏ע　１ ″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（્ᛢࢸ等⇭イ⇛∞⇹⇟事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（ᐯᇌጀ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（δᇜႆᢋૅੲ事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

共生型⇛∞⇹⇟の提̓
（生活介護事業所）

□ １ ↙し □ ≕ あ↹

≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

Ӳ⇛∞⇹⇟共ᡫ 区分؏ע

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □

介 護 ዅ ˄ ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ（ɼたる事業所の所ענ以ٳの場所でɟᢿܱする場合の出ࢌ所等の状ඞ）

事 業 所 ဪ ӭ

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 ேဨ㓄⨨༊ศ 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

□  2 認知症対応型ᡫ所介護 □ １　ҥ型 ̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ≕　́ᚨ型 ″‶‾ዜਤ等加算Ⅼဎ出Ⅽの有無 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ３　共用型 ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  3 介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ □ 介護事業所ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　１

□ ≕　⇛⇬∏イ⇮型ݱ規ٶೞᏡ型

介護事業所ܡއ　　 認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護ᎰՃᣐፗ加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ≗ 加算

Ⴣӕ↹連携体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᚧբ体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

□  8 介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ □ 介護事業所ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　１ ᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（ჺ利用型） □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型ݱ規ٶೞᏡ型 業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

介護事業所ܡއ　　

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ᚧբჃ護体制ถ算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇛⇬∏イ⇮体制 □ １ ؕ準型 □ ≕ ถ算型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᙐ合型⇛∞⇹⇟ □ １　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

□    （Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型

（介護ܡއ 介護事業所ܡއ　　 認知症加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዬ࣯対応加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ཎ別ሥྸ体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

ᧉሥྸ加算ݦ □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᢒᨠരʧᚮૺᙀя加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

Ⴣ護体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᚧբ体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

↊↓ૅੲ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

□   ᙐ合型⇛∞⇹⇟ □ １　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（介護・ჺ利用型ܡއ 介護事業所ܡއ　　

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ １　ҥ型 λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□  4 介護ʖ᧸認知症対応型 □ ≕　́ᚨ型 生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᡫ所介護 □ ３　共用型 ̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  ‧ 介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型

介護事業所ܡއ　　 ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

□   介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（ჺ利用型） 介護事業所ܡއ　　

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当
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備考 （別紙１－３）ע؏݅ბ型⇛∞⇹⇟・ע؏݅ბ型介護ʖ᧸⇛∞⇹⇟

　　　≕ Ⅴᚨ等の区分Ⅵӏ↢Ⅴの˂該当する体制等Ⅵഇでᚨ・ᚨ備等に係る加算（ถ算）の届出に↓いては、Ⅴ᩿Ⅵ（別紙≙）をช˄してⅾↄい。

　　　３　人Ճᣐፗに係る届出に↓いては、ѮѦ体制が↾かる書類（Ⅴࢼ業者のѮѦの体制ӏ↢ѮѦ࢟態ɟᚁᘙⅥ（別紙≚）Ӎはこれに準ↇたѮѦлᘙ等）をช˄してⅾↄい。

　　　≗ Ⅴлࡽ⊤を⊣あ↹⊤と記᠍する場合はⅤע؏݅ბ型⇛∞⇹⇟事業者等に↷る介護ዅ˄ᝲのлࡽに係るлྙࡽのᚨ定に↓いてⅥ（別紙‧－2）をช˄してⅾↄい。

　　　≘ ⅤᚧբჃ護体制ถ算Ⅵ、ⅤჃ護体制҄ࢍ加算Ⅵӏ↢Ⅴ⇛⇬∏イ⇮体制சૢ備ถ算Ⅵに↓いては、ⅤჃ護体制ӏ↢⇛⇬∏イ⇮体制に係る届出書Ⅵ（別紙4。をช˄してⅾↄい（

　　　≙ Ⅴዬ࣯ᚧբჃ護加算ⅥⅤዬ࣯対応加算ⅥⅤཎ別ሥྸ体制ⅥⅤ⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制Ⅵに↓いては、Ⅴዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算・ዬ࣯対応加算・ཎ別ሥྸ体制・⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制に係る届出書Ⅵ（別紙1 ）をช˄してⅾↄい。

　　　≚ Ⅴዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算に係る届出書Ⅵ（別紙42）をช˄してⅾↄい。

　　　≜ Ⅴ24間ᡫإ対応加算Ⅵに↓いては、Ⅴ24間ᡫإ対応加算に係る届出書Ⅵ（別紙43）をช˄してⅾↄい。

　　　1•　Ⅴの˂該当する体制等Ⅵഇで人Ճᣐፗに係る加算（ถ算）の届出に↓いては、れれ加算（ถ算）の要件と↙るᎰՃのᣐፗ状ඞやѮѦ体制が↾かる書類をช˄してⅾↄい。

　　　　　　（̊）－ⅤೞᏡጀ指ݰ体制ⅥೞᏡጀ指ݰՃ、Ⅴٸ間ѮѦவ件ؕ準ⅥٸѮをᘍⅵჃ護ࠖ（ϱჃ護ࠖ）と介護ᎰՃのᣐፗ状ඞ　等

　　　11 Ⅴ間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制Ⅵに↓いては、ܱᨥに利用者に対してࡨᧈ⇛∞⇹⇟をᘍⅵことがӧᏡ↙場合に記᠍してⅾↄい。

　　　12 Ⅴ生活ႻᛩՃᣐፗ等加算Ⅵに↓いては、Ⅴ生活ႻᛩՃᣐፗ等加算に係る届出書Ⅵ（別紙21）をช˄してⅾↄい。

　　　13 　Ⅴλෘ介я加算Ⅵに↓いては、Ⅴෘܴの᩿等Ⅵӏ↢λෘ介я加算（Ⅰ）の要件であるᄂ̲をܱ↭たは、ܱすることが分かる૰等をช˄してⅾↄい。

　　　14 Ⅴɶࡇ者⇗⇈体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴɶࡇ者⇗⇈体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙22）ӏ↢Ⅴ利用者のл合に᧙するᚘ算書Ⅵ（別紙22∞2）をช˄してⅾↄい。

　　　1  Ⅴ⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮のܱの有無Ⅵӏ↢Ⅴ∄⇳⇞∇∙⇮҄ࢍ体制Ⅵに↓いては、Ⅴ∄⇳⇞∇∙⇮体制に᧙する届出書Ⅵ（別紙38）をช˄してⅾↄい。

　　　1  Ⅴٸ間Ⴣ護体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴٸ間Ⴣ護体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙33）をช˄してⅾↄい。

　　　18 ⅤჃ護体制加算Ⅵに↓いては、ⅤჃ護体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙2‧－2）を、ⅤჃӕ↹介護体制Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹介護体制に係る届出書Ⅵ（別紙34）を、

。者生活介護のⅤჃӕ↹介護加算Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹介護体制に係る届出書Ⅵ（別紙34－2）をช˄してⅾↄいއბ型ཎ定ᚨλ݅؏ע　　　　

　　　1ⅤჃӕ↹連携体制加算Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹連携体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙13）を、認知症対応型共同生活介護のⅤჃӕ↹介護加算Ⅵに↓いては、ⅤჃӕ↹介護加算に係る届出書Ⅵ（別紙4  ）をช˄してⅾↄい。

　　　2• Ⅴᚧբ体制҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴᚧբ体制҄ࢍ加算に係る届出書Ⅵ（別紙4‧）をช˄してⅾↄい。

　　　21 Ⅴ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ⇛∞⇹⇟提̓体制҄ࢍ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙14）～（別紙14－ ）↭でのいずれかをช˄してⅾↄい。

　　　22 Ⅴٸ間ૅੲ体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴٸ間ૅੲ体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙4 ）をช˄してⅾↄい。

　　　23 Ⅴ医療連携体制加算（Ⅰ）Ⅵに↓いては、Ⅴ医療連携体制加算（Ⅰ）に係る届出書Ⅵ（別紙48）を、Ⅴ医療連携体制加算ⅡⅥに↓いては、Ⅴ医療連携体制加算（Ⅱ）に係る届出書Ⅵ（別紙48－2）をช˄してⅾↄい。

　　　24 ⅤᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞⅥに↓いては、以下の要᪸で記᠍してⅾↄい。

　　　　Ⴣ護ᎰՃ、介護ᎰՃ、介護ࢼ業者、介護ૅੲݦᧉՃのഎՃ（Ⴣ護ࠖのᣐፗл合がؕ準を満たしてい↙い場合をԃ↯。）Ⅴの˂該当する体制等ⅥഇのഎՃ該当Ꮀᆔをᢠ৸する。

　　　2  Ⅴλއዒዓૅੲ加算Ⅵに↓いては、Ⅴλއዒዓૅੲ加算に係る届出書Ⅵ（別紙32）をช˄してⅾↄい。

　　　2  Ⅴᣐፗ医ࠖዬ࣯対応加算Ⅵに↓いては、Ⅴᣐፗ医ࠖዬ࣯対応加算に係る届出書Ⅵ（別紙3。をช˄してⅾↄい（

　　　28 Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλⅥに↓いては、Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷る日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙3 ∞2）、Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷るλއዒዓૅੲ加算に᧙する届出書Ⅵ

　　　　　（別紙32∞2）、Ⅴ⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷るٸѮᎰՃᣐፗ加算に係る届出書Ⅵ（別紙2 ）のいずれかをช˄してⅾↄい。

ද　　　ע؏݅ბ型介護ʖ᧸⇛∞⇹⇟に↓いて、ɟ体ႎにᢃփがↄれているע؏݅ბ型⇛∞⇹⇟に係る届出の別紙等がช˄ↄれている場合は、内容のᙐする別紙等のช˄はɧ要とすること。

　　　32Ⅴӝᏸ連携҄ࢍ加算Ⅵに↓いては、Ⅴӝᏸ連携҄ࢍ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙11）をช˄してⅾↄい。

備考　１　事業所・ᚨにおいて、ᚨ等の区分ഇ、人Ճᣐፗ区分ഇ、‾※‸‷（ᅹܖႎ介護ऴإ⇝⇟⇬∆（‾⁙‟⁗  ⁕⁓⁗ ※⁘ ⁓⁛ ⁗  ‸ ‷⁛⁖⁗⁕⁗）↧のႇഇ、の˂該当する体制等ഇにਫ਼ↁるႸ
　　　　に↓ⅼ該当するဪӭの್の□をⅆにしてⅾↄい。

　　　2‧ Ⅴ日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ日ࠝ生活ዒዓૅੲ加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙3 ）をช˄してⅾↄい。

　　　2。Ⅴᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算Ⅵに↓いては、Ⅴᙙၫ∄⇳⇞∇∙⇮加算に᧙する届出書Ⅵ（別紙41）をช˄してⅾↄい 

　　　3• Ⅴ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算ⅠⅥ Ⅴ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算ⅡⅥに↓いては、Ⅴ᭗ᱫ者ᚨ等ज़௨対ሊӼ上加算に係る届出書Ⅵ（別紙3‧）をช˄してⅾↄい。

　　　31 Ⅴ生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算Ⅵに↓いては、Ⅴ生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算に係る届出書Ⅵ（別紙28）をช˄してⅾↄい。

　　　　　↭た、Ⅴ認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症⇧∞∆⇗⇈ਖ਼ᡶ加算に係る届出書Ⅵ（別紙4•）をช˄してⅾↄい。

　　　≛ Ⅴ認知症ݦᧉ⇗⇈加算Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症ݦᧉ⇗⇈加算に係る届出書（ᚧբ介護、（介護ʖ᧸）ᚧբλෘ介護、定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護、ٸ間対応型ᚧբ介護）Ⅵ（別紙12）Ӎは
             Ⅴ認知症ݦᧉ⇗⇈加算に係る届出書（（介護ʖ᧸）ჺλ所生活介護、（介護ʖ᧸）ჺλ所療介護、（介護ʖ᧸）ཎ定ᚨλއ者生活介護、（介護ʖ᧸）認知症対応型共同生活介護、ע؏݅ბ型ཎ定ᚨλއ者生活介護、
。ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨλ所者生活介護、介護ᎊ人ᅦᅍᚨ、介護ᎊ人̬ͤᚨ、介護医療ᨈ）Ⅵ（別紙12－2）Ⅵをช˄してⅾↄい݅؏ע              

、ბ型ᡫ所介護のⅤ認知症加算Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症加算に係る届出書Ⅵ（別紙23）ӏ↢Ⅴ利用者のл合に᧙するᚘ算書Ⅵ（別紙23∞2）を݅؏ע   ‧1　　　
。のⅤ認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）Ⅵに↓いては、Ⅴ認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る届出書Ⅵ（別紙44）をช˄してⅾↄい（介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱჃ護）⇟⇹∞⇛介護、ᙐ合型ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　　　　　

備考 （別紙１－３）ע؏݅ბ型⇛∞⇹⇟・ע؏݅ბ型介護ʖ᧸⇛∞⇹⇟ ⇛⇬∏イ⇮事業所

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

≋Кኡ≔≐≗≐≕≌

᭗ᱫᎍᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱ↝ஊ □ ≔‒ถም □ ≕‒ؕแ □ ≔⅙↙ↆ □ ≔⅙↙ↆ

□ ≕⅙ⅱ↹ □ ≕⅙ⅱ↹

ཎКע؏ьም □ ≔‒↙ↆ □ ≕‒ⅱ↹

□ A2 ᚧբ⇛∞⇹⇟≋ᐯ≌

ӝᏸᡲઃ҄ࢍьም □ ≔‒↙ↆ □ ≕‒ⅱ↹

□ ≔‒↙ↆ □ ≚‒ьም □ ≛‒ьም □ ≜‒ьም □ ≤‒ьም℀

□ ≥‒ьም℁‚≔‛ □ ≦‒ьም℁‚≕‛ □ ≧‒ьም℁‚≖‛ □ ≨‒ьም℁‚≗‛

□ ≩‒ьም℁‚≘‛ □ ≪‒ьም℁‚≙‛ □ ≫‒ьም℁‚≚‛ □ ≭‒ьም℁‚≛‛

□ ≮‒ьም℁‚≜‛ □ ≯‒ьም℁‚≔≓‛ □ ≰‒ьም℁‚≔≔‛ □ ≱‒ьም℁‚≔≕‛

□ ≳‒ьም℁‚≔≖‛ □ ≵‒ьም℁‚≔≗‛

ᎰՃ↝എՃ↚↷↺ถም↝ཞඞ □ ≔‒↙ↆ □ ≕‒ჃᜱᎰՃ □ ≖‒ʼᜱᎰՃ □ ≔⅙↙ↆ □ ≔⅙↙ↆ

᭗ᱫᎍᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱ↝ஊ □ ≔‒ถም □ ≕‒ؕแ □ ≕⅙ⅱ↹ □ ≕⅙ⅱ↹

ಅѦዒዓᚘဒሊܭ↝ஊ □ ≔‒ถም □ ≕‒ؕแ

ᒉࣱ࠰ᛐჷၐМဇᎍӖλьም □ ≔‒↙ↆ □ ≕‒ⅱ↹

ဃೞᏡӼɥ⇖∑∞⇽ѣьም □ ≔‒↙ↆ □ ≕‒ⅱ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮∝ોծ˳С ⅇ ≔‒↙ↆ ⅇ ≕‒ⅱ↹

□ A6 ᡫ⇛∞⇹⇟≋ᐯ≌ ӝᏸೞᏡӼɥьም ⅇ ≔‒↙ↆ ⅇ ≕‒ⅱ↹

ɟ˳ႎ⇛∞⇹⇟੩̓ьም ⅇ ≔‒↙ↆ ⅇ ≕‒ⅱ↹

⇛∞⇹⇟੩̓˳С҄ࢍьም □ ≔‒↙ↆ □ ≘‒ьም □ ≗‒ьም □ ≙‒ьም

ဃೞᏡӼɥᡲઃьም □ ≔‒↙ↆ □ ≖‒ьም □ ≕‒ьም

ᅹܖႎʼᜱਖ਼ᡶ˳Сьም □ ≔‒↙ↆ □ ≕‒ⅱ↹

□ ≔‒↙ↆ □ ≚‒ьም □ ≛‒ьም □ ≜‒ьም □ ≤‒ьም℀

□ ≥‒ьም℁‚≔‛ □ ≦‒ьም℁‚≕‛ □ ≧‒ьም℁‚≖‛ □ ≨‒ьም℁‚≗‛

□ ≩‒ьም℁‚≘‛ □ ≪‒ьም℁‚≙‛ □ ≫‒ьም℁‚≚‛ □ ≭‒ьም℁‚≛‛

□ ≮‒ьም℁‚≜‛ □ ≯‒ьም℁‚≔≓‛ □ ≰‒ьም℁‚≔≔‛ □ ≱‒ьም℁‚≔≕‛

□ ≳‒ьም℁‚≔≖‛ □ ≵‒ьም℁‚≔≗‛

ͳᎋ⅙≔‒Ⅴлࡽ⊤⇁⊣ⅱ↹⊤↗ᚡ᠍ↈ↺ئӳ↞Ⅴʼᜱʖ᧸∝ଐࠝဃૅੲዮӳʙಅᎍ↚↷↺ʙಅᝲ↝лࡽ↚̞↺лྙࡽ↝ᚨܭ↚↓ⅳ↕Ⅵ≋Кኡ‧‣≌⇁ช˄ↆ↕ⅾↄⅳ⅛

⅙⅙⅙≕‒Ⅴ⇛∞⇹⇟੩̓˳С҄ࢍьምⅥ↚↓ⅳ↕↞⅚Ⅴ⇛∞⇹⇟੩̓˳С҄ࢍьም↚᧙ↈ↺ފЈⅥ≋Кኡ‣…‟ ≌⇁ช˄ↆ↕ⅾↄⅳ‟⅛

⅙⅙⅙≖Ⅴӷɟཋถም≋ӷɟעϋཋሁ↚އ˰ↈ↺ᎍ↧↝੩̓⅛ཋถም↚̞↺ᚘምⅥ≋Кኡ‣•≌Ӎ↞ↂ↻↚แↇᚘምሁ≌⇁ช˄ↆ↕ⅾↄⅳⅹↀ↺ӷɟ↚⇟⇹∞⇛ኽௐⅻ↾ⅺ↺≋Ⅴᚧբʼᜱ⅚ᚧբܭɥ≌Ⅵ↚↓ⅳ↕↞⅚Йˌ≉•

⅙⅙⅙≗Ⅴӝᏸᡲઃ҄ࢍьምⅥ↚↓ⅳ↕↞⅚Ⅴӝᏸᡲઃ҄ࢍьም↚᧙ↈ↺ފЈⅥ≋Кኡ‣‣≌⇁ช˄ↆ↕ⅾↄⅳ⅛

ʼᜱᎰՃሁϼᢀોծьም

ⅇ ≕‒ᛆ࢘

ʼᜱᎰՃሁϼᢀોծьም

ɶޛ᧓ע؏ሁ↚ⅹↀ↺ݱᙹʙಅ
ьም≋ע؏↚᧙ↈ↺ཞඞ≌

ⅇ ≔‒᩼ᛆ࢘ ⅇ ≕‒ᛆ࢘

ɶޛ᧓ע؏ሁ↚ⅹↀ↺ݱᙹʙಅ
ьም≋ᙹ↚᧙ↈ↺ཞඞ≌

ⅇ ≔‒᩼ᛆ࢘

ӷɟཋถም≋ӷɟעϋཋሁ↚އ˰ↈ
↺ᎍ↧↝੩̓лӳ≌ɥˌ≉•

□ ≔‒᩼ᛆ࢘ □ ≕‒ᛆ࢘

ӷɟཋถም≋ӷɟעϋཋሁ↚އ˰ↈ
↺ᎍ↧↝੩̓≌

□ ≔‒᩼ᛆ࢘ □ ≕‒ᛆ࢘

ӷɟཋถም≋ӷɟעϋཋሁ↚އ˰ↈ
↺ᎍ↧↝੩̓≋Мဇᎍ‧•ʴˌɥ≌≌

□ ≔‒᩼ᛆ࢘ □ ≕‒ᛆ࢘

ʼ‒ᜱ‒ʖ‒᧸∝ଐ‒ࠝ‒ဃ‒‒ૅ‒ੲ‒ዮ‒ӳ‒ʙ‒ಅ‒ᝲ‒ም‒ܭ‒↚‒̞‒↺‒˳‒С‒ሁ‒ཞ‒ඞ‒ɟ‒ᚁ‒ᘙ‒

ʙ‒ಅ‒‒ဪ‒ӭ

੩̓⇛∞⇹⇟ ᚨሁ↝ғЎ ʴՃᣐፗғЎ ⅙‒⅙⅙↝⅙‒⅙⅙˂⅙⅙‒⅙ᛆ⅙⅙‒⅙࢘⅙⅙‒⅙ↈ‒⅙⅙⅙↺‒⅙⅙⅙˳‒⅙⅙⅙С‒⅙⅙⅙ሁ ‾※‸‷↧↝ႇ л‒ࡽ

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

□   ᙐ合型⇛∞⇹⇟ □ １　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型 業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（介護・ჺ利用型ܡއ 介護事業所ܡއ　　

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

間ࡨᧈ⇛∞⇹⇟体制 □ １ 対応ɧӧ □ ≕ 対応ӧ

□ １　ҥ型 λෘ介я加算 □ １ ↙し □ ≕ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□  4 介護ʖ᧸認知症対応型 □ ≕　́ᚨ型 生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᡫ所介護 □ ３　共用型 ̾別ೞᏡጀ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□  ‧ 介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型

介護事業所ܡއ　　 ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

□   介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 □ １　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所 ᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

介護ܡއ □ ≕　⇛⇬∏イ⇮型介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型 業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

（ჺ利用型） 介護事業所ܡއ　　

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当
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᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

□ ″2 ᚧբ型⇛∞⇹⇟（ᐯ） ཎ別ע؏加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸ連携҄ࢍ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ᎰՃのഎՃに↷るถ算の状ඞ □ １ ↙し □ ≕ Ⴣ護ᎰՃ □ ３ 介護ᎰՃ

᭗ᱫ者ᖋࢳ᧸ഥਜ਼ፗܱの有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

業Ѧዒዓᚘဒሊ定の有無 □ １ ถ算型 □ ≕ ؕ準型

ᒉࣱ࠰認知症利用者Ӗλ加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上⇖∑∞⇽活動加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

□ ″  ᡫ所型⇛∞⇹⇟（ᐯ） ⇈⇡⇟∇∙⇮・ોծ体制 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

ӝᏸೞᏡӼ上加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

生活ೞᏡӼ上連携加算 □ １ ↙し □ ３ 加算Ⅰ □ ≕ 加算Ⅱ

ᅹܖႎ介護ਖ਼ᡶ体制加算 □ １ ↙し □ ≕ あ↹

備考　１　このᘙは、事業所所ענ以ٳの場所でɟᢿ事業をܱする出ࢌ所等がある場合に↓いて記᠍することとし、ᙐૠ出ࢌ所等を有する場合は出ࢌ所Ↄとに提出してⅾↄい。

介 護 ʖ ᧸・日 ࠝ 生 活 ૅ ੲ ዮ 合 事 業 ᝲ 算 定 に 係 る 体 制 等 状 ඞ ɟ ᚁ ᘙ（ɼたる事業所の所ענ以ٳの場所でɟᢿܱする場合の出ࢌ所等の状ඞ）

事 業 所 ဪ ӭ

提̓⇛∞⇹⇟ ᚨ等の区分 人Ճᣐፗ区分 　 　　の　 　　˂　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
（する者↧の提̓˰އ

□ １ ᩼該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
する者↧の提̓л合（以上≉•˰އ

□ １ ᩼該当 □ ≕ 該当

□ ≕ 該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（ע؏に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

ɶޛ間ע؏等におↀるݱ規事業所
加算（規に᧙する状ඞ）

□ １　᩼該当 □ ≕　該当

同ɟཋถ算（同ɟע内ཋ等に
する者↧の提̓（利用者‧•人以˰އ

上））
□ １ ᩼該当 □ ≕ 該当
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⑵算定体制の届出（別紙）

（
別
紙
２
）

令
和

年
月

殿

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
を
添
え
て
以
下
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 ー

）
県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
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□
□

□
□

□
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□
□

□
□
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□
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□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

備
考
1
　
「
受
付
番
号
」
「
事
業
所
所
在
市
町
村
番
号
」
欄
に
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
　
2
　
「
法
人
の
種
別
」
欄
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
、
「
社
会
福
祉
法
人
」
「
医
療
法
人
」
「
社
団
法
人
」
「
財
団
法
人
」

　
　
　
「
株
式
会
社
」
「
有
限
会
社
」
等
の
別
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
3
　
「
法
人
所
轄
庁
」
欄
は
、
申
請
者
が
認
可
法
人
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
主
務
官
庁
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
4
　
「
実
施
事
業
」
欄
は
、
該
当
す
る
欄
に
「
〇
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
5
　
「
異
動
等
の
区
分
」
欄
に
は
、
今
回
届
出
を
行
う
事
業
所
・
施
設
に
つ
い
て
該
当
す
る
数
字
の
横
の
□
を
■
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
6
　
「
異
動
項
目
」
欄
に
は
、
(別
紙
1
，
1
－
2
)「
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
に
掲
げ
る
項
目
（
施
設
等
の
区
分
、

人
員
配
置
区
分
、
そ
の
他
該
当
す
る
体
制
等
、
割
引
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
7
　
「
特
記
事
項
」
欄
に
は
、
異
動
の
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
8
　
「
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
以
外
の
場
所
で
一
部
実
施
す
る
場
合
の
出
張
所
等
の
所
在
地
」
に
つ
い
て
、
複
数
の
出
張
所
等
を
有
す
る
場
合
は
、

　
　
　
適
宜
欄
を
補
正
し
て
、
全
て
の
出
張
所
等
の
状
況
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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介
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＞
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・
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者
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郡
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医
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関
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書
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と
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等
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変

　
更

　
後

施 設

届 出 を 行 う 事 業 所 ・ 施 設 の 種 類

同
一

所
在

地
に
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て
行

う
事

業
等

の
種

類
実

施
事

業
指

定
（

許
可

）
異

動
等

の
区

分

（
別

紙
３

）

令
和

年
月

殿
市

町
村

長
名

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
事

業
者

か
ら

届
出
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あ

り
ま

し
た

の
で

関
係

書
類

を
添

え
て

進
達
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ま

す
。

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

登
録

年
月

日
年

月
日

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

（
指

定
を

受
け

て
い

る
場

合
）

備
考

1
　

「
受

付
番

号
」

欄
に

は
記

載
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

　
　

2
　

「
法

人
で

あ
る

場
合

そ
の

種
別

」
欄

は
、

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

、
「

社
会

福
祉

法
人

」
「

医
療

法
人

」
「

社
団

法
人

」
　

　
　

「
財

団
法

人
」

「
株

式
会

社
」

「
有

限
会

社
」

等
の

別
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
3
　

「
法

人
所

轄
庁

」
欄

は
、

申
請

者
が

認
可

法
人
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あ

る
場

合
に

、
そ

の
主

務
官
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の

名
称

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

4
　

「
実

施
事

業
」

欄
は

、
該
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す

る
欄

に
「

〇
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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「
異

動
等

の
区
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欄
に

は
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事

業
所
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数
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□
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だ
さ

い
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「
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動
項

目
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欄
に

は
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－

2
)「

介
護

給
付

費
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に
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る
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状
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る
項

目
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区
分

、
人

員
配
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、
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の
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該
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す

る
体
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等

、
割

引
）

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

7
　

「
市

町
村

が
定

め
る

率
」

欄
に

は
、

全
国

共
通

の
介

護
報

酬
額
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す
る

市
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村
が

定
め

る
率

を
記
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し

て
く

だ
さ

い
。
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は
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。
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全
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X
番

号

主
た

る
事

業
所

の
所

在
地

以
外

の
場

所
で

一
部

実
施

す
る

場
合

の
出

張
所

等
の

所
在

地

(郵
便

番
号

郡
市

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号
管

理
者

の
氏

名

管
理

者
の

住
所

(郵
便

番
号

郡
市

届 出 を 行 う 事 業 所 の 状 況

同
一

所
在

地
に

お
い

て
行

う
事

業
等

の
種

類
実

施
事

業
異

動
等

の
区

分
異

動
（

予
定

）
異

動
項

目
市

町
村

が
定

め
る

率

(※
変

更
の

場
合

)
(市

町
村

記
載

)

基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス

訪
問

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

訪
問

入
浴

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

短
期

入
所

生
活

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

通
所

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

福
祉

用
具

貸
与

1
新

規
2
変

更
3
終

了

居
宅

介
護

支
援

1
新

規
2
変

更
3
終

了

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

1
新

規
2
変

更
3
終

了

介
護

予
防

支
援

1
新

規
2
変

更
3
終

了

関
係

書
類

別
添

の
と

お
り

医
療

機
関

コ
ー

ド
等

特 記 事 項

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

基
準

該
当

事
業

所
番

号
登

録
を

受
け

て
い

る
市

町
村

介
護

保
険

事
業

所
番

号

既
に

指
定

等
を

受
け

て
い

る
事

業
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հޢใु算定体制の届出
（

別
紙

３
－

２
）

令
和

年
月

殿
市

町
村

長
名

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
事

業
者

か
ら

届
出

が
あ

り
ま

し
た

の
で

関
係

書
類

を
添

え
て

進
達

し
ま

す
。

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

指
定

年
月

日
年

月
日

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□
□

□

（
指

定
を

受
け

て
い

る
場

合
）

備
考

1
　

「
受

付
番

号
」

欄
に

は
記

載
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

　
　

2
　

「
法

人
で

あ
る

場
合

そ
の

種
別

」
欄

は
、

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

、
「

社
会

福
祉

法
人

」
「

医
療

法
人

」
「

社
団

法
人

」
　

　
　

「
財

団
法

人
」

「
株

式
会

社
」

「
有

限
会

社
」

等
の

別
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
3
　

「
法

人
所

轄
庁

」
欄

、
申

請
者

が
認

可
法

人
で

あ
る

場
合

に
、

そ
の

主
務

官
庁

の
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
4
　

「
実

施
事

業
」

欄
は

、
該

当
す

る
欄

に
「

〇
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

5
　

「
異

動
等

の
区

分
」

欄
に

は
、

今
回

届
出

を
行

う
事

業
所

に
つ

い
て

該
当

す
る

数
字

の
横

の
□

を
■

に
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

6
　

「
異

動
項

目
」

欄
に

は
、

(別
紙

1
－

３
)「

介
護

給
付

費
算

定
に

係
る

体
制

等
状

況
一

覧
表

」
に

掲
げ

る
項

目
（

施
設

等
の

区
分

、
人

員
配

置
区

分
、

そ
の

他
該

当
す

る
体

制
等

、
割

引
）

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

7
　

「
特

記
事

項
」

欄
に

は
、

異
動

の
状

況
に

つ
い

て
具

体
的

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

8
　

「
主

た
る

事
業

所
の

所
在

地
以

外
の

場
所

で
一

部
実

施
す

る
場

合
の

出
張

所
等

の
所

在
地

」
に

つ
い

て
、

複
数

の
出

張
所

等
を

有
す

る
場

合
は

、
適

宜
欄

を
補

正
し

て
、

全
て

の
出

張
所

等
の

状
況

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。受
付

番
号

介
護

給
付

費
算

定
に

係
る

体
制

等
に

関
す

る
進

達
書

＜
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
・

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

用
＞

＜
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

・
介

護
予

防
支

援
事

業
者

用
＞

知
事

届 出 者

フ
リ

ガ
ナ

名
　

　
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

(郵
便

番
号

　
(ビ

ル
の

名
称

等
)

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号

郡
市

法
人

で
あ

る
場

合
そ

の
種

別
法

人
所

轄
庁

代
表

者
の

職
・

氏
名

職
名

氏
名

代
表

者
の

住
所

(郵
便

番
号

郡
市

事 業 所 の 状 況

フ
リ

ガ
ナ

事
業

所
・

施
設

の
名

称

主
た

る
事

業
所

の
所

在
地

(郵
便

番
号

郡
市

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号
管

理
者

の
氏

名

主
た

る
事

業
所

の
所

在
地

以
外

の
場

所
で

一
部

実
施

す
る

場
合

の
出

張
所

等
の

所
在

地

(郵
便

番
号

郡
市

管
理

者
の

住
所

(郵
便

番
号

郡
市

届 出 を 行 う 事 業 所 の 状 況

同
一

所
在

地
に

お
い

て
行

う
事

業
等

の
種

類
実

施
事

業
異

動
等

の
区

分
異

動
（

予
定

）
異

動
項

目

療
養

通
所

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

市
町

村
が

定
め

る
単

位
の

有
無

(※
変

更
の

場
合

)
(市

町
村

記
載

)

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
1
新

規
2
変

更
3
終

了
1
 有

地
域

密
着

型
通

所
介

護
1
新

規
2
変

更
3
終

了
1
 有

1
 有

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

1
 有

1
新

規
2
変

更
3
終

了

1
 有

1
新

規
2
変

更
3
終

了

1
 有

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了
1
 有

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了
1
 有

1
 有

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
1
新

規
2
変

更
3
終

了

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

1
 有

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了
1
 有

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
1
新

規
2
変

更
3
終

了
1
 有

1
 有

居
宅

介
護

支
援

1
新

規
2
変

更
3
終

了

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

1
新

規
2
変

更
3
終

了

介
護

予
防

支
援

1
新

規
2
変

更
3
終

了

関
係

書
類

別
添

の
と

お
り

医
療

機
関

コ
ー

ド
等

特 記 事 項

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

番
号

等
指

定
を

受
け

て
い

る
市

町
村

介
護

保
険

事
業

所
番

号
既

に
指

定
等

を
受

け
て

い
る

事
業

（
別

紙
≗

）

ˋ
ԧ

࠰
月

日
ോ

ࠊ
ထ


名

こ
の

こ
と

に
↓

い
て

、
上

ᨂ
の

ྙ
を

下
記

の
と

お
↹

ᚨ
定

し
↭

し
た

の
で

お
知

ら
↊

し
↭

す
。

　
1
　

μ


共
ᡫ

の
介

護
إ

ᣛ
᫇

に
対

し
て

定
め

る
ྙ

≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉

　
2
　

ᢘ
用


ڼ

࠰
月

日
　

࠰
月

日

知
事

 ཎ
̊

އ
ܡ

介
護

⇛
∞

⇹
⇟

ᝲ

 ᚧ
բ

介
護

 ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

ؕ
準

該
当

⇛
∞

⇹
⇟

に
係

る
ཎ

̊
އ

ܡ
介

護
⇛

∞
⇹

⇟
ᝲ

、
ཎ

̊
介

護
ʖ

᧸
⇛

∞
⇹

⇟
ᝲ

、
ཎ

̊
އ

ܡ
介

護
⇛

∞
⇹

⇟
ᚘ

ဒ
ᝲ

ӏ
↢

ཎ
̊

介
護

ʖ
᧸

⇛
∞

⇹
⇟

ᚘ
ဒ

ᝲ
の

ૅ
ዅ

に
係

る
上

ᨂ
の

ྙ
の

ᚨ
定

に
↓

い
て

記


　

　
　

Ⴘ
⇛

∞
⇹

⇟
の

ᆔ
類

μ


共
ᡫ

の
介

護
إ

ᣛ
᫇

に
対

し
て

定
め

る
ྙ

 ᡫ
所

介
護

 ჺ


λ
所

生
活

介
護

 ᅦ
ᅍ

用
φ


ɨ

 ཎ
̊

介
護

ʖ
᧸

⇛
∞

⇹
⇟

ᝲ

 介
護

ʖ
᧸

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

 介
護

ʖ
᧸

ჺ


λ
所

生
活

介
護

 介
護

ʖ
᧸

ᅦ
ᅍ

用
φ


ɨ

 ཎ
̊

އ
ܡ

介
護

⇛
∞

⇹
⇟

ᚘ
ဒ

ᝲ

 ཎ
̊

介
護

ʖ
᧸

⇛
∞

⇹
⇟

ᚘ
ဒ

ᝲ
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⑵算定体制の届出（別紙）
（

別
紙

≘
∞

≕
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日
ോ

事
業

所
・


ᚨ

名

　
1
　

л
ࡽ

ྙ
等

≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉

備
考

　
Ⅴ

ᢘ
用

வ
件

Ⅵ
ഇ

に
は

、
当

該
л

ࡽ
ྙ

が
ᢘ

用
ↄ

れ
る


間

࠘
、

୴
日

、
日


に

↓
い

て
φ

体
ႎ

に
　

　
記

᠍
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

　
2
　

ᢘ
用


ڼ

࠰
月

日
࠰

月
日

ٸ
間

対
応

型
ᚧ

բ
介

護

ࠊ
ထ


ᧈ

ע
؏

݅
ბ

型
⇛

∞
⇹

⇟
事

業
者

Ӎ
は

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ʖ

᧸
⇛

∞
⇹

⇟
事

業
者

に
↷

る
介

護
ዅ

˄
ᝲ

の
л

ࡽ
に

係
る

л
ࡽ

ྙ
の

ᚨ
定

に
↓

い
て

事
業

所
ဪ

ӭ

⇛
∞

⇹
⇟

の
ᆔ

類
л

ࡽ
ྙ

ᢘ
用

வ
件

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護

認
知

症
対

応
型

ᡫ
所

介
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

ע
؏

݅
ბ

型
ཎ

定


ᚨ
λ

އ
者

生
活

介
護

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
λ

所
者

生
活

介
護

定


߹
ׅ

・
᨟


対

応
型

ᚧ
բ

介
護

Ⴣ
護

ᙐ
合

型
⇛

∞
⇹

⇟

介
護

ʖ
᧸

認
知

症
対

応
型

ᡫ
所

介
護

介
護

ʖ
᧸

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護

介
護

ʖ
᧸

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

（
別

紙
≘

）

ˋ
ԧ

࠰
月

日
ോ

事
業

所
・


ᚨ

名

　
1
　

л
ࡽ

ྙ
等

（
̊

）
1
•

≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉

備
考

　
Ⅴ

ᢘ
用

வ
件

Ⅵ
ഇ

に
は

、
当

該
л

ࡽ
ྙ

が
ᢘ

用
ↄ

れ
る


間

࠘
、

୴
日

、
日


に

↓
い

て
φ

体
ႎ

に
　

　
記

᠍
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

　
2
　

ᢘ
用


ڼ

࠰
月

日
࠰

月
日

ᚧ
բ

介
護

　
（

̊
）


日

　
Ҝ

ࢸ
≕


か

ら
Ҝ

ࢸ
≗


↭

で

知
事

指
定

އ
ܡ

⇛
∞

⇹
⇟

事
業

者
等

に
↷

る
介

護
ዅ

˄
ᝲ

の
л

ࡽ
に

係
る

л
ࡽ

ྙ
の

ᚨ
定

に
↓

い
て

事
業

所
ဪ

ӭ

⇛
∞

⇹
⇟

の
ᆔ

類
л

ࡽ
ྙ

ᢘ
用

வ
件

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

ᡫ
所

介
護

ჺ


λ
所

生
活

介
護

ཎ
定


ᚨ

λ
އ

者
生

活
介

護

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

介
護

ʖ
᧸

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

介
護

ʖ
᧸

ჺ
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䛒
䛯
䜚
䛾

㛫
ᩘ
䜢
グ
ධ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

・
ᮏ
ィ
⟬
᭩
䛿
䚸
有
㈨
᱁
⪅
➼
䛾

ྜ
䛜
せ
௳
䛸
䛺
䛳
䛶
䛔
䜛
ຍ
⟬
䛾
ᒆ
ฟ
䜢
⾜
䛖
㝿
䛻
䚸

ᴗ
ᡤ
・

タ
䛻
䛚
䛔
䛶

⏝
䛧
䛶
䛔
䜛

ົ

⾲
➼
䜢
⮬

య
䛻
ᥦ
ฟ
䛩
䜛

ሙ
ྜ
䛾
ཧ
⪃
㈨
ᩱ
䛸
䛧
䛶
䛤
ά
⏝
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹
䛺
䛚
䚸
有
㈨
᱁
⪅
➼
䛾

ྜ
䛾
ィ
⟬
᰿
ᣐ
㈨
ᩱ
䛜

䛻
䛒
䜛
ሙ
ྜ
䛿
䚸
ᮏ
ィ
⟬
᭩
䛾
ῧ

䛿

せ
䛷
䛩
䚹

䜎
䛯
䚸
⮬

య
䛜
ᐃ
䜑
䜛
䛂
䠄
ู
⣬
䠓
䠅
ᚑ
ᴗ
⪅
䛾

ົ
䛾
య
ไ
ཬ
䜃

ົ
ᙧ
ែ
୍
ぴ
⾲
䛃
䜢
స
ᡂ
䛧
䛶
ᥦ
ฟ
䛩
䜛
ሙ
ྜ
䜒
䚸
ᮏ
ィ
⟬
᭩
䛾
ῧ

䛿

せ
䛷
䛩
䚹

・
䛂
䠍
䠊

ྜ
䜢
ィ
⟬
䛩
䜛
⫋
ဨ
䛃
䛿
䚸
ᮏ
ィ
⟬
᭩
䛷
ィ
⟬
䛩
䜛
有
㈨
᱁
⪅
➼
䛾
✀
㢮
䜢
㑅
ᢥ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

・
䛂
䠎
䠊
有
㈨
᱁
⪅
➼
䛾

ྜ
䛾
⟬
ᐃ
ᮇ
㛫
䛃
䛿
䚸
๓
ᖺ
ᗘ
䛾
ᐇ
⦼
䛜
䠒
᭶
䛻
‶
䛯
䛺
䛔

ᴗ
ᡤ
䠄
᪂
䛯
䛻

ᴗ
䜢
㛤
ጞ
䛧
䛯
䚸
䜎
䛯
䛿

㛤
䛧
䛯

ᴗ
ᡤ
䠅
䛻
䛴
䛔
䛶
䛿
䚸

ᒆ
ฟ
᪥
䛾
ᒓ
䛩
䜛
᭶
䛾
๓
䠏
᭶
䛻
䛴
䛔
䛶
ィ
⟬
䛧
䜎
䛩
䚹
䛭
䜜
௨
እ
䛿
๓
ᖺ
ᗘ
䠄
䠏
᭶
䜢
㝖
䛟
䠅
䛾
ᖹ
ᆒ
䜢
⏝
䛔
䛶
ィ
⟬
䛧
䜎
䛩
䛾
䛷
䚸
ヱ
ᙜ
䛾
ᮇ
㛫
䜢
㑅
ᢥ
䛧
䚸

㐩
䛧
䛶
䛔
䜛
䛣
䛸
䜢
䛔
䛔
䜎
䛩
䚹
㞠
⏝
䛾
ᙧ
ែ
䛿
⪃
៖
䛧
䜎
䛫
䜣
䚹

䛘
䜀
䚸
ᖖ

⪅
䛿
㐌
䛻
㻠
㻜

㛫

ົ
䛩
䜛
䛣
䛸
䛸
䛥
䜜
䛯

ᴗ
ᡤ
䛷
䛒
䜜
䜀
䚸

㠀
ṇ
つ
㞠
⏝
䛷
䛒
䛳
䛶
䜒
䚸
㐌
㻠
㻜

㛫

ົ
䛩
䜛
ᚑ
ᴗ
⪅
䛿
ᖖ

ᢅ
䛔
䛸
䛺
䜚
䜎
䛩
䚹

䈜
ᚑ
ᴗ
⪅
䛜
⫱
ඣ
・

ㆤ
ఇ
ᴗ
ἲ
䛻
䜘
䜛
▷

㛫

ົ
ไ
ᗘ
➼
䜢

⏝
䛩
䜛
ሙ
ྜ
䚸
㐌
㻟
㻜

㛫
௨
ୖ
䛾

ົ
䛷
䚸
ᖖ


⟬
᪉
ἲ
䛷
䛾
ィ
⟬
䛻
䛒
䛯
䜚
䚸

ᖖ

䛾
ᚑ
ᴗ
⪅
䛜

ົ
䛩
䜉
䛝

㛫
ᩘ
䜢
‶
䛯
䛧
䛯
䜒
䛾
䛸
䛧
䚸
䠍
䠄
ᖖ

䠅
䛸
䛧
䛶
ྲྀ
䜚
ᢅ
䛖
䛣
䛸
䛜
ྍ
⬟
䛷
䛩
䚹

䛣
䛾
ሙ
ྜ
䚸
䛂
②
ᖖ


⟬
᪉
ἲ
䛾
ᑐ
㇟
እ
䛷
䛒
䜛
ᖖ

䛾
⫋
ဨ
ᩘ
䛃
䛾
ḍ
䛻
䠍
䠄
ே
䠅
䛸
䛧
䛶
グ
ධ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

䈜
᪂
つ

ᴗ
ᡤ
➼
䛷
䚸
ᒆ
ฟ
᪥
䛾
ᒓ
䛩
䜛
᭶
䛾
๓
䠏
᭶
䛻
䜘
䜚
ィ
⟬
䛩
䜛
ሙ
ྜ
䛿
䚸
ヱ
ᙜ
䛩
䜛
᭶
䛻
ே
ᩘ
・

ົ
ᘏ

㛫
ᩘ
➼
䜢
グ
ධ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

②
ᙜ
ヱ

ᴗ
ᡤ
䜎
䛯
䛿

タ
䛻
䛚
䛡
䜛
䚸
ᖖ


⟬
᪉
ἲ
䛾
ᑐ
㇟
እ
䛷
䛒
䜛
ᖖ

䛾
⫋
ဨ
䛾
ே
ᩘ
䜢
グ
ධ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

䠄
ᖖ

・
ᑓ
ᚑ
䛾
⫋
ဨ
䚸
ᙜ
ヱ

ᴗ
ᡤ
䜎
䛯
䛿

タ
䛷

䛾
⫋
✀
䜢
ව
ົ
䛧
䛶
䛔
䜛
ᖖ

䛾
⫋
ဨ
➼
䠅

③
ᖖ

䛾
⫋
ဨ
䛾
䛖
䛱
䚸
ే
タ

ᴗ
ᡤ
➼
䛾

䛾
⫋
✀
䜢
ව
ົ
䛧
䛶
䛚
䜚
䚸
㻝
ே
䛸
ィ
⟬
䛩
䜛
䛾
䛜
㐺
ᙜ
䛷
䛿
䛺
䛔
⫋
ဨ
䛾

ົ
ᘏ

㛫
ᩘ
䜢
グ
ධ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

④
㠀
ᖖ

䛾
⫋
ဨ
䛾

ົ
ᘏ

㛫
ᩘ
䜢
グ
ධ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

䈜
䛂
ᖖ

・
㠀
ᖖ

䛃
䛾
༊
ศ
䛻
䛴
䛔
䛶

ᖖ

䛸
䛿
䚸
ᙜ
ヱ

ᴗ
ᡤ
䜎
䛯
䛿

タ
䛻
䛚
䛡
䜛

ົ

㛫
䛜
䚸
ᙜ
ヱ

ᴗ
ᡤ
䜎
䛯
䛿

タ
䛻
䛚
䛔
䛶
ᐃ
䜑
䜙
䜜
䛶
䛔
䜛
ᖖ

䛾
ᚑ
ᴗ
⪅
䛜

ົ
䛩
䜉
䛝

㛫
ᩘ
䛻

・
䛭
䛾

䚸
ྛ
ຍ
⟬
䛻
䛚
䛡
䜛
つ
ᐃ
䛿
ྛ
䝃
䞊
䝡
䝇
䛾
࿌
♧
➼
䜢
䛤
☜
ㄆ
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

（
別

紙
７

ー
３

）
令

和
年

月
日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

介
護

老
人

福
祉

施
設

□
2
　

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設

□
3
　

短
期

入
所

生
活

介
護

有
・

無

①
 入

所
（

利
用

）
者

全
員

に
見

守
り

機
器

を
使

用
□

・
□

②
 夜

勤
職

員
全

員
が

イ
ン

カ
ム

等
の

IC
T
を

使
用

 
□

・
□

③
 導

入
機

器

有
・

無

ⅰ
 利

用
者

の
安

全
並

び
に

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
確

保
及

び
職

員
の

負
担

軽
減

に
資

す
る

・

　
 方

策
を

検
討

す
る

た
め

の
委

員
会

の
設

置

ⅱ
 職

員
に

対
す

る
十

分
な

休
憩

時
間

の
確

保
等

の
勤

務
・

雇
用

条
件

へ
の

配
慮

□
・

□

ⅲ
 緊

急
時

の
体

制
整

備
（

近
隣

在
住

職
員

を
中

心
と

し
た

緊
急

参
集

要
員

の
確

保
等

）
□

・
□

ⅳ
 機

器
の

不
具

合
の

定
期

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
（

メ
ー

カ
ー

と
の

連
携

を
含

む
）

□
・

□

ⅴ
 職

員
に

対
す

る
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
活

用
に

関
す

る
教

育
の

実
施

□
・

□

ⅵ
 夜

間
の

訪
室

が
必

要
な

利
用

者
に

対
す

る
訪

室
の

個
別

実
施

□
・

□

□
・

□

備
考

１
　

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

議
事

概
要

を
提

出
す

る
こ

と
。

こ
の

ほ
か

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

備
考

２
　

④
ⅰ

の
委

員
会

に
は

夜
勤

職
員

を
は

じ
め

実
際

に
ケ

ア
等

を
行

う
多

職
種

の
職

員
が

参
画

す
る

こ
と

。

□
□

⑤
 ④

ⅰ
の

委
員

会
で

安
全

体
制

や
ケ

ア
の

質
の

確
保

、
職

員
の

負
担

軽
減

が
図

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

異
動

等
区

分

施
 設

 種
 別 名
　

称

製
造

事
業

者

用
　

途

④
 利

用
者

の
安

全
や

ケ
ア

の
質

の
確

保
、

職
員

の
負

担
の

軽
減

を
図

る
た

め
、

以
下

の
す

べ
て

の

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

を
導

入
す

る
場

合
の

夜
間

の
人

員
配

置
基

準
（

従
来

型
）

に
係

る
届

出
書

事
 業

 所
 名
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հޢใु算定体制の届出

（
別

紙
8
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

‚1
‛　

利
用

者
Ӎ

は


の
ܼ

ଈ
等

か
ら

ᩓ
ᛅ

等
に

↷
る

連
ዂ

が
あ

っ
た

場
合

に
、

2
4


間
対

応
有

・
無

　
で

ⅼ
る

体
制

に
あ

る
こ

と
。

□
・

□

連
ዂ

૾
ඥ

‚2
‛　

指
定

定


߹
ׅ

・
᨟


対

応
型

ᚧ
բ

介
護

Ⴣ
護

の
指

定
を

́
↊

て
Ӗ

ↀ
て

い
る

。
有

・
無

□
・

□

‚3
‛　

指
定

定


߹
ׅ

・
᨟


対

応
型

ᚧ
բ

介
護

Ⴣ
護

の
指

定
を

Ӗ
ↀ

↷
ⅵ

と
す

る
ᚘ

ဒ
を

ሊ
定

有
・

無

　
　

し
て

い
る

。
□

・
□

࠰
月

日


　

Ӳ
要

件
を

満
た

す
場

合
に

↓
い

て
は

、


れ


れ
根

拠
と

↙
る

（
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

↾
か

る
）

書
類

↱

　
提

出
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

異
動

等
区

分定


߹
ׅ

・
᨟


対

応
⇛

∞
⇹

⇟
に

᧙
す

る
状

ඞ
等

に
係

る
届

出
書

（
ᚧ

բ
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

ܱ


ʖ
定

࠰
月

日

（
別

紙

－

2
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

ⅎ
体

制
要

件
有

・
無

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

≾
□

□
⊀

に
お

ↀ
る

（
⁍　

⁏は
い

ず
れ

か
の

□
を

ⅆ
に

す
る

）

（
ɶ

ޛ
間

ע
؏

等
に

އ
˰

す
る

利
用

者
↧

の
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
状

ඞ
）

①
人

②
人

℉
□

・
□

□
・

□

 備
考

　
Ӳ

要
件

を
満

た
す

場
合

に
↓

い
て

は
、


れ


れ

根
拠

と
↙

る
（

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
↾

か
る

）

　
書

類
↱

提
出

し
て

ⅾ


ↄ
い

。

‚‧
‛　

ዬ
࣯


等

に
お

ↀ
る

対
応

૾
ඥ

を
利

用
者

に
ଢ

ᅆ
し

て
い

る
。

ཎ
定

事
業

所
加

算
（

℁
）

に
係

る
届

出
書

（
ᚧ

բ
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

‚1
‛　

̾
別

の
ᚧ

բ
介

護
Ճ

等
・

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

ᝧ
˓

者
に

係
る

ᄂ
̲

ᚘ
ဒ

を
ሊ

定
し

、
当

該
ᚘ

ဒ
に

ࢼ
い

、
ᄂ

̲
を

ܱ


し
て

い
る

Ӎ
は

ܱ


す
る

こ
と

が
ʖ

定
ↄ

れ
て

い
る

。

‚2
‛　

ᚧ
բ

介
護

Ճ
等

の
২

ᘐ
指

ݰ
を

Ⴘ
ႎ

と
し

た
˟

ᜭ
を

定


ႎ
に


͵

し
て

い
る

。

‚3
‛　

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

ᝧ
˓

者
と

ᚧ
բ

介
護

Ճ
等

と
の

間
の

ऴ
إ

ˡ
ᢋ

ӏ
↢

إ
ԓ

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

‚4
‛　

ᚧ
բ

介
護

Ճ
等

に
対

す
る

ͤ
ࡍ

ᚮ
ૺ

の
定


ႎ

↙
ܱ


体

制
を

ૢ
備

し
て

い
る

。

‚ 
‛　

利
用

者
の

࣎
៲

の
状

ඞ
↭

た
は


の

ܼ
ଈ

等
を

ӕ
↹

ࠇ
ⅾ


ؾ

の
変

҄
に

応
ↇ

て
、

ᚧ
բ

介
護

事
業

所
の

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

ᝧ
˓

者
等

が
ឪ

ໜ
と

↙
↹

、
᨟


、

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
、

医
療

᧙
係

Ꮀ
ᆔ

等
と

共
同

し
、

ᚧ
բ

介
護

ᚘ
ဒ

の
ᙸ

Ⴚ
し

を
ᘍ

っ
て

い
る

。

事
業

所
の

ᡫ
ࠝ

の
事

業
の

ܱ


ע
؏

の
ር


内

で
あ

っ
て

、
ҽ

生
і


ٻ

ᐫ
が

定
め

る
ɶ

ޛ
間

ע
؏

等
の

ע
؏

（



ʚ

җ
ɟ

࠰
ҽ

生
і


Ⴞ

ԓ
ᅆ

ᇹ
ο

җ
ɤ

ӭ
）

ᇹ
ʚ

ӭ
に

規
定

す
る

ע
؏

に
އ

˰
し

て
い

る
利

用
者

か
↓

当
該

利
用

者
の

އ
ܡ

の
所

נ
ע

と
இ

݃
↹

の
ᚧ

բ
介

護
事

業
所

と
の

間
の

ុ
ᩉ

が
≚

⇓
∓

∇
∞

⇮
∑

を
ឬ

ⅷ
る

場
合

に
ᨂ

る
。

‚ 
‛　

ᡫ
ࠝ

の
事

業
の

ܱ


ע
؏

内
で

あ
っ

て
ɶ

ޛ
間

ע
؏

等
に

އ
˰

す
る

利
用

者
（


）

に
対

し
て

、
ዒ

ዓ
ႎ

に
⇛

∞
⇹

⇟
を

提
̓

し
て

い
る

。

前
࠰

ࡇ
前

ɤ
月

前
࠰

ࡇ
Ӎ

は
前

ɤ
月

の
ɶ

ޛ
間

ע
؏

等
に

އ
˰

す
る

者
↧

の
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
人

ૠ
（

ܱ
人

ૠ
）

①
に

お
ↀ

る
前

࠰
ࡇ

↭
た

は
前

ɤ
月

の


ר
人

ૠ


ר
１

人
以

上
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙（
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　ཎ定事業所加算‚Ⅰ‛ □ 2　ཎ定事業所加算‚Ⅱ‛

□ 3　ཎ定事業所加算‚‛ □ 4　ཎ定事業所加算‚℀‛

有 ・ 無

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □



有 ・ 無

‚1‛　ᚧբ介護Ճ等要件に↓いて

≾ □ □ ⊀におↀるɟ月当た↹のܱጚのר
（⁍　⁏はいずれかの□をⅆにする）

① 人

② 人 ℉ □ ・ □

ℴ 人 ℉ □ ・ □

‚2‛　⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者要件に↓いて

人

人 人

ℊ

□ ・ □

□ ・ □

‚3‛Ѯዓ࠰ૠ要件に↓いて

① 人
② 人 ℉

□ ・ □

有 ・ 無

≾ □ □ ⊀におↀる（⁍　⁏はいずれかの□をⅆにする）

□ ・ □

□ ・ □

備考１　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）
　書類↱提出してⅾↄい。
備考≕　2‧࠰≗月以ᨀは、Ⅴ介護ᎰՃؕᄽᄂ̲ᛢᆉ̲了者ⅥとあるのはⅤ介護ᎰՃؕᄽ
　ᄂ̲ᛢᆉ̲了者Ⅵと、Ⅴ１ኢᛢᆉ̲了者ⅥとあるのはⅤ１ኢᛢᆉ̲了者Ⅵとᛠ↮ஆⅷる。　
備考３　Ⅴた⇂のԈࡽ等が࣏要↙者Ⅵは、ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥの規定にؕ↔ⅼ、
　た⇂のԈࡽ等の業ѦをᘍⅵためのႇをӖↀている事業所にᨂ↹該当する↱のである。

ཎ定事業所加算（Ⅰ）～（℀）に係る届出書（ᚧբ介護事業所）

事 業 所 名

‚。Ⴣӕ↹に᧙するᎰՃᄂ̲をᘍっている ‛

異動等区分

届 出  Ⴘ

１≑体制要件（ཎ定事業所加算（Ⅰ）～（℀）共ᡫ）
ཎ定事業所加算（Ⅰ）Ӎは（）をӕࢽする場合であって、Ⅴ３≑ࡇ要介護者等対応
要件Ⅵ②をᢠ৸する場合は、‚ ‛～‚。を記᠍すること‛

‚1‛　̾別のᚧբ介護Ճ等・⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者に係るᄂ̲ᚘဒをሊ定し、当該ᚘဒに
。い、ᄂ̲をܱしているӍはܱすることがʖ定ↄれているࢼ

‚2‛　ᚧբ介護Ճ等の২ᘐ指ݰをႸႎとした˟ᜭを定ႎに͵している。

‚3‛　⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者とᚧբ介護Ճ等との間のऴإˡᢋӏ↢إԓ体制をૢ備してい
る。

‚4‛　ᚧբ介護Ճ等に対するͤࡍᚮૺの定ႎ↙ܱ体制をૢ備している。

‚‧‛　ዬ࣯等におↀる対応૾ඥを利用者にଢᅆしている。

‚ ‛　၏ᨈ等‚）のჃ護ࠖとの連携に↷↹24間連ዂでⅼる体制をᄩ̬し、か↓、࣏要
に応ↇて指定ᚧբ介護をᘍⅵことがでⅼる体制をૢ備していること。

‚ ‛　Ⴣӕ↹におↀる対応૾ᤆを定め、利用ڼのᨥに、利用者Ӎはのܼଈ等に対
して、当該対応૾ᤆの内容をᛟଢし、同ॖをࢽていること。

‚8‛　Ⴣӕ↹に᧙する対応૾ᤆに↓いて、医ࠖ、Ⴣ護ᎰՃ、介護ᎰՃ、介護ૅੲݦᧉՃ
の˂のᎰᆔの者に↷るңᜭの上、当該事業所におↀるჃӕ↹のܱጚ等を៊↭ⅷ、ᢘ
。ᙸႺしをᘍⅵ、ܯ

　①のⅵ←介護ᅦᅍٟ、ܱѦ者ᄂ̲
   ̲了者、介護ᎰՃؕᄽᄂ̲ᛢᆉ
   ̲了者ӏ↢1ኢᛢᆉ̲了者のዮૠ
（ࠝѮ੭算）

①にҩめるℴの
л合が≘≓≉以上

Ⅴ၏ᨈ等ⅥはⅤ၏ᨈ、ᚮ療所ᒉしⅾは指定ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙Ⅵを指す。

≕≑人要件（ཎ定事業所加算（Ⅰ）～（℀）共ᡫ）
ཎ定事業所加算（Ⅰ）をӕࢽする場合は‚1‛ӏ↢‚2‛①、（Ⅱ）をӕࢽする場合は、‚1‛↭
たは‚2‛①、（）Ӎは（℀）をӕࢽする場合は、‚2‛②↭たは‚3‛を記᠍すること。

　下ᘙの①に↓いては࣏ず記᠍すること。②・ℴに↓いてはいずれかを記᠍すること
でӧ。

前ࡇ࠰ 前ɤ月

ࠝѮ੭算
ᎰՃૠ

　ᚧբ介護Ճ等のዮૠ（ࠝѮ੭算）

　①のⅵ←介護ᅦᅍٟのዮૠ
（ࠝѮ੭算）

①にҩめる②の
л合が３≓≉以上

　ᚧբ介護Ճ等のዮૠ（ࠝѮ੭算）

ᎰՃૠ ࠝѮ੭算ᎰՃૠ

⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者
ࠝѮ

᩼ࠝѮ

　①す↨てが3࠰以上の介護業ѦのܱѦኺ᬴を有する介護ᅦᅍٟӍは‧࠰以上のܱ
Ѧኺ᬴を有するܱѦ者ᄂ̲̲了者ᒉしⅾは介護ᎰՃؕᄽᄂ̲ᛢᆉ̲了者ᒉしⅾは
1ኢᛢᆉ̲了者である。（↙お、指定ܡއ⇛∞⇹⇟等ᇹ≘வ≕に↷↹1人をឬⅷ
る⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者をᣐፗすることとↄれている事業所においては、ࠝѮの
⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者をᣐፗしていること。）

　②指定ܡއ⇛∞⇹⇟等ؕ準ᇹ≘வᇹ≕の規定に↷↹ᣐፗすることとↄれてい
るࠝѮの⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者が≕人以下の事業所であって、同の規定に↷↹ᣐ
ፗすることとↄれている⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者をࠝѮに↷↹ᣐፗし、か↓、同ᘍに
規定するؕ準を上ׅるૠのࠝѮの⇛∞⇹⇟提̓ᝧ˓者を１人以上ᣐፗしているこ
と。

ࠝѮ੭算

①　利用者のዮૠのⅵ←、要介護≗ӏ↢要介護≘である者、認知症日ࠝ生活ᐯᇌࡇ∏
∙⇕、℀Ӎは≰である者ɳ↢にた⇂のԈࡽ等が࣏要↙者がҩめるл合が2•≉以上

②　Ⴣӕ↹の利用者↧の対応ܱጚが１人以上

　①のⅵ←Ѯዓ࠰ૠ≚࠰以上の者のዮૠ ①にҩめる②の
л合が3•≉以上

３≑ ࡇ要介護者等対応要件（ཎ定事業所加算（Ⅰ）・（））
①↭たは②のいずれか満たす↱のを記᠍すること。

前ࡇ࠰ 前ɤ月
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հޢใु算定体制の届出

（別紙（3－ ˋԧ ࠰ 月 日

事業所名
事業所ဪӭ

１≑要介護≗↭たは要介護≘である者、認知症᭗ᱫ者の日ࠝ生活ᐯᇌࡇ（、℀、‿）である者、た⇂のԈࡽ等を࣏要とする者等のл合の算出ؕ準
□ 利用ܱ人Ճૠ □ ᚧբׅૠ

≕≑算定間
□ ⇈≑前ࡇ࠰（３月をᨊⅾ）のܱጚのר
□ イ≑届出日の属する月の前３月

⇈≑前ࡇ࠰（３月をᨊⅾ）のܱጚのר

人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ

イ≑届出日の属する月の前３月

月 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
月 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ
月 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ

人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ 人‡ׅ

備考

ࡇ要介護者等対応要件のл合に᧙するᚘ算書（ཎ定事業所加算（Ⅰ）・（））

①利用者≒ᚧբׅૠのዮૠ
（要ૅੲ者はԃめ↙い）

②要介護≗↭たは要介護≘の
利用者ૠ≒ᚧբׅૠ

ℴ認知症᭗ᱫ者の日ࠝ生活ᐯ
ᇌࡇ、℀↭たは‿に該当す

る
利用者ૠ≒ᚧբׅૠ

ℵլၝԈࡽ等を࣏要とする
利用者ૠ≒ᚧբׅૠ

‧ 月
4 月

  月
  月

 月
8 月

11 月
1• 月

1 月
12 月

合ᚘ

ℶࡇ要介護者等
ૠ‡ᚧբׅૠ

（②≎ℴ≎ℵ）
人‡ׅ

2 月

ℴ認知症᭗ᱫ者の日ࠝ生活ᐯ
ᇌࡇ、℀↭たは‿に該当す

る
利用者ૠ≒ᚧբׅૠ

ℵլၝԈࡽ等を࣏要とする
利用者ૠ≒ᚧբׅૠ

ℷл合
（ℶ⁸①）

≉

①利用者≒ᚧբׅૠのዮૠ
（要ૅੲ者はԃめ↙い）

②要介護≗↭たは要介護≘の
利用者ૠ≒ᚧբׅૠ

ℷл合
（ℶ⁸①）

≉

・ஜ૰はཎ定事業所加算（Ⅰ）・（）に係る届出書をᙀܦする૰としてↃ̅用ⅾↄい。
・Ⅴ１≑要介護≗↭たは要介護≘である者、認知症᭗ᱫ者の日ࠝ生活ᐯᇌࡇ（、℀、‿）である者、た⇂のԈࡽ等を࣏要とする者等のл合の算出ؕ準Ⅵで、
　Ⅴ利用ܱ人ՃૠⅥ↭たはⅤᚧբׅૠⅥのいずれかをᢠ৸してⅾↄい。

合ᚘ

ℶࡇ要介護者等
ૠ‡ᚧբׅૠ

（②≎ℴ≎ℵ）
人‡ׅ

・Ⅴ≕≑算定間Ⅵで⇈↭たはイの算定間をᢠ৸してⅾↄい。
　前ࡇ࠰のܱጚが≙月に満た↙い事業所（新たに事業をڼし、Ӎはϐした事業所）　に↓いては、前ࡇ࠰のܱጚ（⇈）に↷る届出はでⅼ↭↊⇂。
・φ体ႎ↙ᚘ算૾ඥに↓いては、Ⅴ≕≗ࡇ࠰介護إᣛો定に᧙する≴≊≤‚⁈⁞†1‛（243࠰月1 日）Ⅵբ1‧をↃӋༀⅾↄい。
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⑵算定体制の届出（別紙）

備
考

（
※
１
）
同
一
の
建
物
に
2
0
人
以
上
居
住
す
る
建
物
（
同
一
敷
地
内
建
物
等
を
除
く
）
に
居
住
す
る
者
及
び
同
一
敷
地
内
建
物
等
に
5
0
人
以

上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
へ
提
供
す
る
場
合
を
除
く

（
※
２
）
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用

具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い

て
（
平
成
1
2
年
３
月
１
日
老
企
第
3
6
号
）
」
（
以
下
、
「
留
意
事
項
通
知
」
と
い
う
。
）
第
２
の
２
(1
6
)⑥

二
等
に
規
定
す
る
以
下
の
a～

c
の
い
ず
れ
か
、
若
し
く
は
、
d「

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
」
か
ら
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
。

な
お
、
a～

cに
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
分
か
る
根
拠
書
類
を
準
備
し
、
指
定
権
者
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
。

a：
特
別
地
域
訪
問
介
護
加
算
を
受
け
て
い
る
事
業
所
で
あ
る
場
合

b：
判
定
期
間
の
一
月
当
た
り
の
延
べ
訪
問
回
数
が
二
百
回
以
下
で
あ
る
な
ど
事
業
所
が
小
規
模
で
あ
る
場
合

c：
そ
の
他
正
当
な
理
由
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
場
合

・
本
資
料
は
同
一
建
物
減
算
に
係
る
算
定
手
続
き
を
補
完
す
る
資
料
と
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

・
「
１
．
判
定
期
間
」
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
期
間
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
２
．
判
定
結
果
」
に
つ
い
て
は
、
ア
ま
た
は
イ
の
算
定
結
果
を
元
に
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

・
具
体
的
な
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
留
意
事
項
通
知
第
２
の
２
(1
6
)⑥

ロ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

・
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
本
様
式
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
「
①
判
定
期
間
に
指
定
訪
問
介
護
を
提
供
し
た
利

用
者
の
総
数
（
要
支
援
者
は
含
め
な
い
）
」
を
「
①
判
定
期
間
に
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
利
用
者
の
総
数
」

に
読
み
替
え
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
利
用
者
に
は
、
一
体
的
に
提
供
し
て
い
る
指
定
訪
問
介
護
の
利
用
者
は
含
み

ま
せ
ん
。

（
別

紙
1
•
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

事
業

所
名

事
業

所
ဪ

ӭ

１
≑

Й
定


間

（


）

ˋ
ԧ

࠰
ࡇ

□
前


□

ࢸ


≕
≑

Й
定

ኽ
ௐ

□
᩼

該
当

□
該

当

⇈
≑

前


人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

イ
≑

ࢸ


人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

ᚧ
բ

介
護

、
ᚧ

բ
型

⇛
∞

⇹
⇟

に
お

ↀ
る

同
ɟ


ཋ

ถ
算

に
係

る
ᚘ

算
書

（


）
↙

お
、

ˋ
ԧ

≙
࠰

ࡇ
に

↓
い

て
は

、
前


の

Й
定


間

を
4
月

1
日

か
ら


月

3
•
日

、
ถ

算
ᢘ

用


間
を

1
1
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

↭
で

と
し

 、
ࢸ


の

Й
定


間

を
1
•
月

1
日

か
ら

2
月


日

、
ถ

算
ᢘ

用


間
を

ˋ
ԧ

≚
࠰

ࡇ
の

4
月

1
日

か
ら


月

3
•
日

↭
で

と
す

る
た

め
、

以
下

の
Ⅴ

≕
≑

Й
定

ኽ
ௐ

Ⅵ
⇈

、
イ

に
↓

い
て

は
、

ᢘ
ܯ

Й
定


間

を
̲

ദ
の

上
、

Ↄ
̅

用
ⅾ


ↄ

い
。

①
Й

定


間
に

指
定

ᚧ
բ

介
護

を
提

̓
し

た
利

用
者

の
ዮ

ૠ
（

要
ૅ

ੲ
者

は
ԃ

め
↙

い
）

②
①

の
内

同
ɟ


ཋ

ถ
算

の
ᢘ

用
を

Ӗ
ↀ

て
い

る
利

用
者

ૠ
（


１

）

3
月

4
月

‧
月

 
月

 
月

8
月


月

合
ᚘ

ℴ
л

合
（

②
⁸

①
）

≉

ℵ

•
≉

以
上

で
あ

る
場

合
の

ྸ
ဌ

‚
≕

↷
↹

該
当

す
る

ဪ
ӭ

を
記

λ
）

①
Й

定


間
に

指
定

ᚧ
բ

介
護

を
提

̓
し

た
利

用
者

の
ዮ

ૠ
（

要
ૅ

ੲ
者

は
ԃ

め
↙

い
）

②
①

の
内

同
ɟ


ཋ

ถ
算

の
ᢘ

用
を

Ӗ
ↀ

て
い

る
利

用
者

ૠ
（


１

）

1
•

月

1
1

月

1
2

月

1
月

2
月

合
ᚘ

ℴ
л

合
（

②
⁸

①
）

≉

ℵ

•
≉

以
上

で
あ

る
場

合
の

ྸ
ဌ

‚
≕

↷
↹

該
当

す
る

ဪ
ӭ

を
記

λ
）

03　p0043_0112（3）.indd   73 2024/07/05   9:22



− 74 −

հޢใु算定体制の届出
≋
К
ኡ
1
2
≌

ˋ
ԧ

࠰
உ

ଐ

ʙ
‒ಅ

‒
‒Ӹ

ီ
ѣ
ሁ
ғ
Ў

ⅇ
≔
⅙
ૼ
ᙹ

ⅇ
≕
⅙
٭


ⅇ
≖
⅙
ኳ
ʕ

ⅇ
≔
⅙
ᚧ
բ
ʼ
ᜱ

ⅇ
≕
≋
ʼ
ᜱ
ʖ
᧸
≌
ᚧ
բ
λ
ෘ
ʼ
ᜱ
⅙

ⅇ
≖
⅙
ܭ

߹
ׅ
∝
᨟

ݣ
ࣖ

ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
Ⴣ
ᜱ

ⅇ
≗
⅙
ٸ
᧓
ݣ
ࣖ

ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
⅙

ފ
‒Ј

‒
‒Ⴘ

ⅇ
≔
⅙
ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌
⅙
⅙
⅙

ⅇ
≕
⅙
ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌

ஊ
∝



≔
≑
ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌
↚
̞
↺
ފ
Ј
ϋ
ܾ

(1
)
М
ဇ
ᎍ
↝
ዮ
ૠ
↝
ⅵ
←
⅚
ଐ
ࠝ
ဃ

ᐯ
ᇌ
ࡇ
↝
∏
∙
⇕

⅚

⅚
℀
Ӎ
↞
≰
↚
ᛆ
࢘
ↈ
↺
ᎍ

ⅇ
∝

ⅇ

↝
л
ӳ
ⅻ
‧
•
≉
ˌ
ɥ
↖
ⅱ
↺

Ⅎ
⅙
М
ဇ
ᎍ
↝
ዮ
ૠ
⅙
ද

ʴ
ℳ
⅙
ଐ
ࠝ
ဃ

ᐯ
ᇌ
ࡇ
↝
∏
∙
⇕

⅚

⅚
℀
Ӎ
↞
≰
↚
ᛆ
࢘
ↈ
↺
ᎍ
↝
ૠ
⅙
ද

ʴ
ℴ
⅙
ℳ
⁸
Ⅎ
⁷
1
•
•

≉

(2
)
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
⇁
̲
ʕ
ↆ
↕
ⅳ
↺
ᎍ
⇁
⅚
ଐ
ࠝ
ဃ

ᐯ
ᇌ
ࡇ
↝
∏
∙
⇕

⅚

⅚

ⅇ
∝

ⅇ
℀
Ӎ
↞
‿
↚
ᛆ
࢘
ↈ
↺
ᎍ
↝
ૠ
↚
ࣖ
ↇ
↕
࣏
ᙲ
ૠ
ˌ
ɥ
ᣐ
ፗ
ↆ
⅚
⇧
∞
∆
↗
ↆ
↕
ݦ
ᧉ
ႎ
↙

ᛐ
ჷ
ၐ
⇗
⇈
⇁
ܱ

ↆ
↕
ⅳ
↺

ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
⇁
̲
ʕ
ↆ
↕
ⅳ
↺
ᎍ
↝
ૠ

ʴ

Ⅸ
Ӌ
ᎋ
Ⅹ

(3
)
ࢼ
ಅ
ᎍ
↚
ݣ
ↆ
↕
⅚
ᛐ
ჷ
ၐ
⇗
⇈
↚
᧙
ↈ
↺
သ
ॖ
ʙ

↝
ˡ
ᢋ
Ӎ
↞
২
ᘐ
ႎ
ਦ
ݰ
↚
̞
↺
˟
ᜭ
⇁

ⅇ
∝

ⅇ
ܭ

ႎ
↚

͵
ↆ
↕
ⅳ
↺

≕
≑
ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌
↚
̞
↺
ފ
Ј
ϋ
ܾ

(1
)
ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌
↝
(2
)∝

(3
)↝

ؕ
แ
↝
ⅳ
↉
↻
↚
↱
ᛆ
࢘
ↆ
↕
ⅳ
↺

ⅇ
∝

ⅇ

ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌
↚
̞
↺
ފ
Ј
ϋ
ܾ
(2
)⊡

(3
)↱

ᚡ
λ
ↈ
↺
ↂ
↗
⅛

(2
)
М
ဇ
ᎍ
↝
ዮ
ૠ
↝
ⅵ
←
⅚
ଐ
ࠝ
ဃ

ᐯ
ᇌ
ࡇ
↝
∏
∙
⇕

⅚
℀
Ӎ
↞
≰
↚
ᛆ
࢘
ↈ
↺
ᎍ

↝
л
ӳ
ⅻ
2
•
≉
ˌ
ɥ
↖
ⅱ
↺

Ⅎ
⅙
М
ဇ
ᎍ
↝
ዮ
ૠ
⅙
ද

ʴ
ℳ
⅙
ଐ
ࠝ
ဃ

ᐯ
ᇌ
ࡇ
↝
∏
∙
⇕

⅚
℀
Ӎ
↞
≰
↚
ᛆ
࢘
ↈ
↺
ᎍ
↝
ૠ
⅙
ද

ʴ
ℴ
⅙
ℳ
⁸
Ⅎ
⁷
1
•
•

≉

(3
)
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
↝
ਦ
ݰ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
⇁
̲
ʕ
ↆ
↕
ⅳ
↺
ᎍ
⇁
≔
Ӹ
ˌ
ɥ
ᣐ
ፗ
ↆ
⅚

ⅇ
∝

ⅇ
ʙ
ಅ

μ
˳
↝
ᛐ
ჷ
ၐ
⇗
⇈
↝
ਦ
ݰ
ሁ
⇁
ܱ

ↆ
↕
ⅳ
↺

(4
)
ʙ
ಅ

↚
ⅹ
ⅳ
↕
ʼ
ᜱ
Ꮀ
Ճ
⅚
Ⴣ
ᜱ
Ꮀ
Ճ
Ↄ
↗
↝
ᛐ
ჷ
ၐ
⇗
⇈
↚
᧙
ↈ
↺
ᄂ
̲
ᚘ
ဒ
⇁

ⅇ
∝

ⅇ
˺

ↆ
⅚
࢘
ᛆ
ᚘ
ဒ
↚
ࢼ
ⅳ
⅚
ᄂ
̲
⇁
ܱ

Ӎ
↞
ܱ

⇁
ʖ
ܭ
ↆ
↕
ⅳ
↺

ͳ
ᎋ
≔
⅙
ᙲ
ˑ
⇁


ↈ
ↂ
↗
ⅻ
Ў
ⅺ
↺
ఌ
ਗ


⇁
แ
ͳ
ↆ
⅚
ਦ
ܭ
ೌ
ᎍ
ⅺ
↸
↝
൭
↰
ⅻ
ⅱ
→

ئ
ӳ
↚
↞
⅚
ᡮ
↳
ⅺ
↚
੩
Ј

ↈ
↺
ↂ
↗
⅛

ͳ
ᎋ
≕
⅙
Ⅴ
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
Ⅵ
↗
↞
⅚
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
ܱ
ោ
∐
∞
⇦
∞
ᄂ
̲
ӏ
↢
ᛐ
ჷ
ၐ
Ⴣ
ᜱ
↚
̞
↺
ᢘ
Џ
↙

ᄂ
̲
⇁
⅚
Ⅴ
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
↝
ਦ
ݰ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
Ⅵ
↗
↞
⅚
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
ਦ
ݰ
ᎍ


ᄂ
̲
ӏ
↢
ᛐ
ჷ
ၐ
Ⴣ
ᜱ
↚
̞
↺

ᢘ
Џ
↙
ᄂ
̲
⇁
ਦ
ↈ
⅛


ᛐ
ჷ
ၐ
Ⴣ
ᜱ
↚
̞
↺
ᢘ
Џ
↙
ᄂ
̲
≝
Ⅎ
ଐ
ஜ
Ⴣ
ᜱ
ң
˟
ᛐ
ܭ
Ⴣ
ᜱ
ࠖ

Ꮛ
ᛢ
ᆉ
Ⅴ
ᛐ
ჷ
ၐ
Ⴣ
ᜱ
Ⅵ
↝
ᄂ
̲

ℳ
ଐ
ஜ
Ⴣ
ᜱ
ң
˟
ⅻ
ᛐ
ܭ
ↆ
↕
ⅳ
↺
Ⴣ
ᜱ
ኒ
ٻ
ܖ
ᨈ
↝
Ⅴ
ᎊ
ʴ
Ⴣ
ᜱ
Ⅵ
ӏ
↢

⅙
Ⅴ
ች
ᅕ
Ⴣ
ᜱ
Ⅵ
↝
ݦ
ᧉ
Ⴣ
ᜱ
ࠖ

Ꮛ
ᛢ
ᆉ

ℴ
ଐ
ஜ
ች
ᅕ
ᅹ
Ⴣ
ᜱ
ң
˟
ⅻ
ᛐ
ܭ
ↆ
↕
ⅳ
↺
Ⅴ
ች
ᅕ
ᅹ
ᛐ
ܭ
Ⴣ
ᜱ
ࠖ
Ⅵ

⅙
≋
ᛐ
ܭ
ᚰ
ⅻ
ႆ
ᘍ
ↄ
↻
↕
ⅳ
↺
ᎍ
↚
ᨂ
↺
≌

ͳ
ᎋ
≖
⅙
ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
≋

≌
↝
ም
ܭ
↚
ⅱ
→
↕
↞
⅚
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
ܱ
ោ
∐
∞
⇦
∞
ᄂ
̲
↗
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
ਦ
ݰ
ᎍ



ᄂ
̲
↝
ɲ
૾
⇁
̲
ʕ
ↆ

ᎍ
⅚
Ӎ
↞
ᛐ
ჷ
ၐ
Ⴣ
ᜱ
↚
̞
↺
ᢘ
Џ
↙
ᄂ
̲
⇁
̲
ʕ
ↆ

ᎍ
⇁
≔
Ӹ
ᣐ
ፗ
ↈ
↺
ئ
ӳ
⅚
Ⅴ
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ

ᜱ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
Ⅵ
ӏ
↢
Ⅴ
ᛐ
ჷ
ၐ
ʼ
ᜱ
↝
ਦ
ݰ
↚
̞
↺
ݦ
ᧉ
ႎ
↙
ᄂ
̲
Ⅵ
↝
̲
ʕ
ᎍ
⇁

↻

↻
≔
Ӹ
ᣐ
ፗ
ↆ

ↂ

↗
↚
↙
↺
⅛

ද
⅙
ފ
Ј
ଐ
↝
ޓ
ↈ
↺
உ
↝
Э
≖
உ
᧓
↝
ⅵ
←
⅚
ⅳ
↉
↻
ⅺ
↝
உ
↝
М
ဇ
ܱ
ʴ
Ճ
ૠ
Ӎ
↞
М
ဇ
ࡨ

ʴ
Ճ
ૠ
↖
ም
ܭ
⅛

ᛐ
ჷ
ၐ
ݦ
ᧉ
⇗
⇈
ь
ም
↚
̞
↺
ފ
Ј


≋
ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
⅚
≋
ʼ
ᜱ
ʖ
᧸
≌
ᚧ
բ
λ
ෘ
ʼ
ᜱ
⅚
ܭ

߹
ׅ
∝
᨟

ݣ
ࣖ

ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
Ⴣ
ᜱ
⅚
ٸ
᧓
ݣ
ࣖ

ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
≌


‒ᚨ

‒ᆔ
‒К

ଐ
ࠝ
ဃ

ᐯ
ᇌ
ࡇ
↝
∏
∙
⇕

⅚

⅚
℀
Ӎ
↞
≰
↚
ᛆ
࢘
ↈ
↺
ᎍ
↝
ૠ

ᄂ
̲
̲
ʕ
ᎍ
↝
࣏
ᙲ
ૠ

2
•
ʴ
ச


≔
ˌ
ɥ

2
•
ˌ
ɥ
3
•
ச


≕
ˌ
ɥ

3
•
ˌ
ɥ
4
•
ச


≖
ˌ
ɥ

4
•
ˌ
ɥ
‧
•
ச


≗
ˌ
ɥ

‧
•
ˌ
ɥ
 
•
ச


≘
ˌ
ɥ

 
•
ˌ
ɥ
 
•
ச


≙
ˌ
ɥ

ද
⅙
ފ
Ј
ଐ
↝
ޓ
ↈ
↺
உ
↝
Э
≖
உ
᧓
↝
ⅵ
←
⅚
ⅳ
↉
↻
ⅺ
↝
உ
↝
М
ဇ
ܱ
ʴ
Ճ
ૠ
Ӎ
↞
М
ဇ
ࡨ

ʴ
Ճ
ૠ
↖
ም
ܭ
⅛

⊡
⊡

≋
К
ኡ
1
1
≌

ˋ
ԧ

࠰
உ

ଐ

1
ʙ
ಅ

Ӹ

2
ီ
ѣ
ғ
Ў

ⅇ
1
⅙
ૼ
ᙹ

ⅇ
2
⅙
٭


ⅇ
3
⅙
ኳ
ʕ

3

ᚨ
ᆔ
К

ⅇ
1
⅙
ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
ʙ
ಅ


ⅇ
2
⅙
‚ʼ

ᜱ
ʖ
᧸
≌
ᚧ
բ
Ⴣ
ᜱ
ʙ
ಅ

≋
ᚧ
բ
Ⴣ
ᜱ
⇟
⇬
∞
⇝
∍
∙
≌

ⅇ
3
⅙
‚ʼ

ᜱ
ʖ
᧸
≌
ᚧ
բ
∐
⇵
⇹
∐
⇬
∞
⇝
∍
∙
ʙ
ಅ


ⅇ
4
⅙
‚ʼ

ᜱ
ʖ
᧸
≌
ჺ

λ

ဃ

ʼ
ᜱ
ʙ
ಅ


ⅇ
‧
⅙
‚ʼ

ᜱ
ʖ
᧸
≌
ჺ

λ

ၲ

ʼ
ᜱ
ʙ
ಅ


ⅇ
 
⅙
ܭ

߹
ׅ
∝
᨟

ݣ
ࣖ

ᚧ
բ
ʼ
ᜱ
Ⴣ
ᜱ
ʙ
ಅ


ⅇ
 
⅙
ᚧ
բ

⇛
∞
⇹
⇟
ʙ
ಅ


4
≔
≑
ᡲ
ઃ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙

≕
≑
ᡲ
ઃ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙

≖
≑
ᡲ
ઃ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙


⅙
ᙲ
ˑ
⇁


ↈ
ↂ
↗
ⅻ
Ў
ⅺ
↺
ఌ
ਗ


⇁
แ
ͳ
ↆ
⅚
ਦ
ܭ
ೌ
ᎍ
ⅺ
↸
↝
൭
↰
ⅻ
ⅱ
→

ئ
ӳ
↚
↞
⅚
ᡮ
↳
ⅺ
↚
੩
Ј
ↆ
↕
ⅾ

ↄ
ⅳ
⅛

ӝ
ᏸ
ᡲ
ઃ
ࢍ
҄
ь
ም
↚
᧙
ↈ
↺
ފ
Ј


ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
↗
↝

ᡲ
ઃ
↝
ཞ
ඞ

ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
Ӹ


נ
ע

ഫ
ᅹ
Ҕ
ࠖ
Ӹ

ഫ
ᅹ
ᚧ
բ
ᚮ
ၲ
૰
↝
ም
ܭ
↝
ܱ
ጚ

‒‒
‒‒
‒‒
‒⅙

⅙
࠰
⅙
⅙
உ
⅙
⅙
ଐ

ᡲ
ዂ
έ
ᩓ
ᛅ
ဪ
ӭ

ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
Ӹ


נ
ע

ഫ
ᅹ
Ҕ
ࠖ
Ӹ

ഫ
ᅹ
ᚧ
բ
ᚮ
ၲ
૰
↝
ም
ܭ
↝
ܱ
ጚ

‒‒
‒‒
‒‒
‒⅙

⅙
࠰
⅙
⅙
உ
⅙
⅙
ଐ

ᡲ
ዂ
έ
ᩓ
ᛅ
ဪ
ӭ

ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
Ӹ


נ
ע

ഫ
ᅹ
Ҕ
ࠖ
Ӹ

ද
≕
⅙
Ⅴ
ᡲ
ઃ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
Ⅵ
↞
≔
↓
ˌ
ɥ
↝
ᚡ
᠍
ⅻ
࣏
ᙲ
↖
ⅱ
↺
⅛
↙
ⅹ
⅚
ᚡ
λ
ഇ
ⅻ
ɧ
ឱ
ↆ
↕
ⅳ
↺
ئ
ӳ
↚
↞
⅚
Ⅴ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
↗

↝
ᡲ
ઃ
↝
ཞ
ඞ
Ⅵ
↝
↮
⇁
ᡙ
ь
ᚡ
᠍
ↆ

ಮ
ࡸ
⇁
К
ᡦ
ช
˄
ↆ
↕
↱
ࠀ
ↆ
ૅ
ⅷ
↙
ⅳ
⅛

ද
≖
⅙
Ⅴ
ഫ
ᅹ
ᚧ
բ
ᚮ
ၲ
૰
↝
ም
ܭ
↝
ܱ
ጚ
Ⅵ
↗
↞
⅚
ഫ
ᅹ
ᚮ
ၲ
إ
ᣛ
ໜ
ૠ
ᘙ
↝
ғ
Ў
ဪ
ӭ
≦
•
•
•
↚
ਫ਼
ↁ
↺
ഫ
ᅹ
ᚧ
բ
ᚮ
ၲ
૰
↝
ም
ܭ
↝
ܱ

ጚ
↖
ⅱ
↹
⅚
Ⴚ
ᡈ
↝
ም
ܭ
ଐ
⇁
ᚡ
᠍
ↈ
↺
ↂ
↗
⅛

ഫ
ᅹ
ᚧ
բ
ᚮ
ၲ
૰
↝
ም
ܭ
↝
ܱ
ጚ

‒‒
‒‒
‒‒
‒⅙

⅙
࠰
⅙
⅙
உ
⅙
⅙
ଐ

ᡲ
ዂ
έ
ᩓ
ᛅ
ဪ
ӭ

ද
≔
⅙
Ⅴ
ᡲ
ઃ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
Ⅵ
↗
↞
⅚
М
ဇ
ᎍ
↝
ӝ
ᏸ
↝
ͤ
ࡍ
ཞ
७
↚
̞
↺
ᚸ
̖
⇁
ᘍ
ⅵ
↚
࢘

→
↕
⅚
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
↝
ഫ
ᅹ
Ҕ
ࠖ
Ӎ
↞

ഫ
ᅹ
Ҕ
ࠖ
↝
ਦ
ᅆ
⇁
Ӗ
ↀ

ഫ
ᅹ
ᘓ
ဃ
ٟ
↚
ݣ
ↆ
↕
⅚
ӝ
ᏸ
↝
ͤ
ࡍ
ཞ
७
↝
ᚸ
̖
↝
૾
ඥ
↳
נ
ܡ
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
↝
੩
̓
ሁ
↚
↓
ⅳ
↕
Ⴛ
ᛩ
↖
ⅼ
↺

˳
С
⇁
ᄩ
̬
ↆ
↕
ⅳ
↺
ഫ
ᅹ
Ҕ
ၲ
ೞ
᧙
↖
ⅱ
↺
⅛

03　p0043_0112（3）.indd   74 2024/07/05   9:22



− 75 −

⑵算定体制の届出（別紙）
（

別
紙

1
3
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

事
業

所

□
2
　

ჺ


λ
所

生
活

介
護

事
業

所

□
3
　

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

Ⴣ
ӕ

↹
連

携
体

制
加

算
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

①
□

・
□

②
□

・
□

ℴ
□

・
□

ℵ
□

・
□

①
□

・
□

②
□

・
□

ℴ
□

・
□

ℵ
□

・
□

ℶ
□

・
□

ℷ
□

・
□

①
□

・
□

②
□

・
□

ℴ
□

・
□

ℵ
□

・
□

ℶ
□

・
□

ℷ
□

・
□

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

事
業

所
等

の
区

分

Ⴣ
ӕ

↹
連

携
体

制
加

算
に

係
る

届
出

書
（

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

事
業

所
、

ჺ


λ
所

生
活

介
護

事
業

所
、

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

ᚧ
բ

Ⴣ
護

⇟
⇬

∞
⇝

∍
∙

等
と

の
連

携
に

↷
↹

、
利

用
者

の
状

態
等

に
応

ↇ
た

対
応

が
で

ⅼ
る

連
ዂ

体
制

を
ᄩ

̬
し

、
か

↓
、

࣏
要

に
応

ↇ
て

当
該

ᚧ
բ

Ⴣ
護

⇟
⇬

∞
⇝

∍
∙

等
に

↷
↹

ᚧ
բ

Ⴣ
護

等
が

提
̓

ↄ
れ

る
↷

ⅵ
ᚧ

բ
λ

ෘ
介

護
を

ᘍ
ⅵ

日


を
当

該
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙
等

と
ᛦ

ૢ
し

て
い

る
。

Ⴣ
ӕ

↹


に
お

ↀ
る

対
応

૾
ᤆ

を
定

め
、

利
用


ڼ

の
ᨥ

に
、

利
用

者
Ӎ

は


の
ܼ

ଈ
等

に
対

し
て

、
当

該
対

応
૾

ᤆ
の

内
容

を
ᛟ

ଢ
し

、
同

ॖ
を

ࢽ
て

い
る

。

Ⴣ
ӕ

↹
に

᧙
す

る
Ꮀ

Ճ
ᄂ

̲
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

Ⅴ
人

生
の

இ
終

െ
᨞

に
お

ↀ
る

医
療

・
⇗

⇈
の

ൿ
定

⇽
∓

⇡
⇟

に
᧙

す
る

⇒
イ

⇯
∏

イ
∙

Ⅵ
等

の
内

容
に

ඝ
っ

た
ӕ

ኵ
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

ჺ


λ
所

生
活

介
護

事
業

所
に

お
い

て
Ⴣ

ӕ
↹

を
ᘍ

ⅵ
ᨥ

に
は

、
̾

ܴ
Ӎ

は
᩺


ܴ

を
利

用
す

る
↙

↘
、

⇽
∏

イ
⇶

⇝
∞

の
ᄩ

̬
ӏ

↢
ܼ

ଈ
↧

ᣐ
ॾ

を
す

る
こ

と
に

↓
い

て
җ

分
သ

ॖ
し

て
い

る
。

Ⅴ
人

生
の

இ
終

െ
᨞

に
お

ↀ
る

医
療

・
⇗

⇈
の

ൿ
定

⇽
∓

⇡
⇟

に
᧙

す
る

⇒
イ

⇯
∏

イ
∙

Ⅵ
等

の
内

容
に

ඝ
っ

た
ӕ

ኵ
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

ᣐ
ፗ

加
算

（
Ⅰ

）
を

算
定

し
て

い
る

。

Ⴣ
護

ࠖ
に

↷
↹

2
4


間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。

Ⴣ
ӕ

↹


に
お

ↀ
る

対
応

૾
ᤆ

を
定

め
、

利
用


ڼ

の
ᨥ

に
、

ႇ


者
Ӎ

は


の
ܼ

ଈ
等

に
当

該
૾

ᤆ
の

内
容

を
ᛟ

ଢ
し

、
同

ॖ
を

ࢽ
て

い
る

。

⇗
⇈

⇑
∙

⇻
⇇

−
∙

⇟
や

対
応

の
ܱ

ោ
を

ਰ
↹

ᡉ
る

等
に

↷
↹

、
Ⴣ

ӕ
↹


に

お
ↀ

る
対

応
૾

ᤆ
の

内
容


の

˂
Ⴣ

ӕ
↹


に

お
ↀ

る
⇛

∞
⇹

⇟
体

制
に

↓
い

て
、

ᢘ
ܯ

ᙸ
Ⴚ

し
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

ܿ
ජ

ܴ
等

に
お

い
て

Ⴣ
ӕ

↹
を

ᘍ
ⅵ

場
合

に
、

⇽
∏

イ
⇶

⇝
∞

の
ᄩ

̬
ӏ

↢
ܼ

ଈ
↧

ᣐ
ॾ

を
す

る
こ

と
に

↓
い

て
җ

分
သ

ॖ
し

て
い

る
。

Ⅴ
人

生
の

இ
終

െ
᨞

に
お

ↀ
る

医
療

・
⇗

⇈
の

ൿ
定

⇽
∓

⇡
⇟

に
᧙

す
る

⇒
イ

⇯
∏

イ
∙

Ⅵ
等

の
内

容
に

ඝ
っ

た
ӕ

ኵ
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

ჺ


λ
所

生
活

介
護

Ⴣ
護

体
制

加
算

（
Ⅱ

）
Ӎ

は
（

℀
）

イ
ᒉ

し
ⅾ

は
∓

を
算

定
し

て
い

る
。

Ⴣ
護

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
Ӎ

は
（


）

イ
ᒉ

し
ⅾ

は
∓

を
算

定
し

て
い

る
。

か
↓

、
ჺ


λ

所
生

活
介

護
事

業
所

の
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
に

↷
↹

、
Ӎ

は
၏

ᨈ
、

ᚮ
療

所
、

ᚧ
բ

Ⴣ
護

⇟
⇬

∞
⇝

∍
∙

ᒉ
し

ⅾ
は

ஜ
体


ᚨ

の
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
と

の
連

携
に

↷
↹

2
4


間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。

Ⴣ
ӕ

↹


に
お

ↀ
る

対
応

૾
ᤆ

を
定

め
、

利
用


ڼ

の
ᨥ

に
、

ႇ


者
Ӎ

は


の
ܼ

ଈ
等

に
当

該
૾

ᤆ
の

内
容

を
ᛟ

ଢ
し

、
同

ॖ
を

ࢽ
て

い
る

。

⇗
⇈

⇑
∙

⇻
⇇

−
∙

⇟
や

対
応

の
ܱ

ោ
を

ਰ
↹

ᡉ
る

等
に

↷
↹

、
Ⴣ

ӕ
↹


に

お
ↀ

る
対

応
૾

ᤆ
の

内
容


の

˂
Ⴣ

ӕ
↹


に

お
ↀ

る
⇛

∞
⇹

⇟
体

制
に

↓
い

て
、

ᢘ
ܯ

ᙸ
Ⴚ

し
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

（
別

紙
1
2
‟
≕

）
ˋ

ԧ
࠰

月
日

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分
□

１
　

新
規

□
≕

　
変

更
□

３
　

終
了

□
１

（
介

護
ʖ

᧸
）

ჺ


λ
所

生
活

介
護

　
□

≕
（

介
護

ʖ
᧸

）
ჺ


λ

所
療


介

護

□
３

（
介

護
ʖ

᧸
）

ཎ
定


ᚨ

λ
އ

者
生

活
介

護
　

□
≗

（
介

護
ʖ

᧸
）

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

□
≘

　
ע

؏
݅

ბ
型

ཎ
定


ᚨ

λ
އ

者
生

活
介

護
　

□
≙

　
ע

؏
݅

ბ
型

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

λ
所

者
生

活
介

護
　

□
≚

　
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
□

≛
　

介
護

ᎊ
人

̬
ͤ


ᚨ

□
≜

　
介

護
医

療
ᨈ

届
 出

 
 Ⴘ

□
１

　
認

知
症

ݦ
ᧉ

⇗
⇈

加
算

（
Ⅰ

）
　

　
　

□
≕

　
認

知
症

ݦ
ᧉ

⇗
⇈

加
算

（
Ⅱ

）

有
・

無
１

≑
認

知
症

ݦ
ᧉ

⇗
⇈

加
算

（
Ⅰ

）
に

係
る

届
出

内
容

‚1
‛

利
用

者
Ӎ

は
λ

所
者

の
ዮ

ૠ
の

ⅵ
←

、
日

ࠝ
生

活
ᐯ

ᇌ
ࡇ

の
∏

∙
⇕


、

℀
Ӎ

は
≰

に
該

当
す

る
者

□
・

□
の

л
合

が
‧
•
≉

以
上

で
あ

る

①
　

利
用

者
Ӎ

は
λ

所
者

の
ዮ

ૠ
　

ද
人

②
　

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
の

∏
∙

⇕


、
℀

Ӎ
は

≰
に

該
当

す
る

者
の

ૠ
　

ද
人

ℴ
　

②
⁸

①
⁷

1
•
•

≉
ද

　
届

出
日

の
属

す
る

月
の

前
３

月
の

Ӳ
月




ໜ
の

利
用

者
Ӎ

は
λ

所
者

の
ૠ

（
ᚧ

բ
⇛

∞
⇹

⇟
で

は
前

３
月

間
の

利
用

ܱ
人

Ճ
ૠ

Ӎ
は

利
用

ࡨ
↨

人
ૠ

）
の


ר

で
算

定
。

‚2
‛

認
知

症
介

護
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

を
̲

了
し

て
い

る
者

を
、

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
の

∏
∙

⇕


、
□

・
□

℀
Ӎ

は
‿

に
該

当
す

る
者

の
ૠ

に
応

ↇ
て

࣏
要

ૠ
以

上
ᣐ

ፗ
し

、
⇧

∞
∆

と
し

て
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
認

知
症

⇗
⇈

を
ܱ


し

て
い

る

認
知

症
介

護
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

を
̲

了
し

て
い

る
者

の
ૠ

人

Ⅸ
Ӌ

考
Ⅹ

‚3
‛

ࢼ
業

者
に

対
し

て
、

認
知

症
⇗

⇈
に

᧙
す

る
သ

ॖ
事


の

ˡ
ᢋ

Ӎ
は

২
ᘐ

ႎ
指

ݰ
に

係
る

˟
ᜭ

を
□

・
□

定


ႎ
に


͵

し
て

い
る

≕
≑

認
知

症
ݦ

ᧉ
⇗

⇈
加

算
（

Ⅱ
）

に
係

る
届

出
内

容
‚1

‛
認

知
症

ݦ
ᧉ

⇗
⇈

加
算

（
Ⅰ

）
の

ؕ
準

の
い

ず
れ

に
↱

該
当

し
て

い
る

□
・

□


認

知
症

ݦ
ᧉ

⇗
⇈

加
算

（
Ⅰ

）
に

係
る

届
出

内
容

‚1
‛～

‚3
‛↱

記
λ

す
る

こ
と

。

‚2
‛

認
知

症
介

護
の

指
ݰ

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
を

̲
了

し
て

い
る

者
を

１
名

以
上

ᣐ
ፗ

し
、

□
・

□
事

業
所

Ӎ
は


ᚨ

μ
体

の
認

知
症

⇗
⇈

の
指

ݰ
等

を
ܱ


し

て
い

る

‚3
‛

事
業

所
Ӎ

は


ᚨ
に

お
い

て
介

護
Ꮀ

Ճ
、

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

Ↄ
と

の
認

知
症

⇗
⇈

に
᧙

す
る

ᄂ
̲

ᚘ
ဒ

を
□

・
□

˺


し
、

当
該

ᚘ
ဒ

に
ࢼ

い
、

ᄂ
̲

を
ܱ


Ӎ

は
ܱ


を

ʖ
定

し
て

い
る

備
考

１
　

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
提

出
す

る
こ

と
。

備
考

≕
　

Ⅴ
認

知
症

介
護

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
Ⅵ

と
は

、
認

知
症

介
護

ܱ
ោ

∐
∞

⇦
∞

ᄂ
̲

ӏ
↢

認
知

症
Ⴣ

護
に

係
る

ᢘ
Џ

↙
ᄂ

̲
を

、
Ⅴ

認
知

症
介

護
の

指
ݰ

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
Ⅵ

と
は

、
認

知
症

介
護

指
ݰ

者



ᄂ

̲
ӏ

↢
認

知
症

Ⴣ
護

に
係

る
ᢘ

Џ
↙

ᄂ
̲

を
指

す
。


認

知
症

Ⴣ
護

に
係

る
ᢘ

Џ
↙

ᄂ
̲

≝①
日

ஜ
Ⴣ

護
ң

˟
認

定
Ⴣ

護
ࠖ


Ꮛ

ᛢ
ᆉ

Ⅴ
認

知
症

Ⴣ
護

Ⅵ
の

ᄂ
̲

②
日

ஜ
Ⴣ

護
ң

˟
が

認
定

し
て

い
る

Ⴣ
護

ኒ
ٻ

ܖ
ᨈ

の
Ⅴ

ᎊ
人

Ⴣ
護

Ⅵ
ӏ

↢
　

Ⅴ
ች

ᅕ
Ⴣ

護
Ⅵ

の
ݦ

ᧉ
Ⴣ

護
ࠖ


Ꮛ

ᛢ
ᆉ

ℴ
日

ஜ
ች

ᅕ
ᅹ

Ⴣ
護

ң
˟

が
認

定
し

て
い

る
Ⅴ

ች
ᅕ

ᅹ
認

定
Ⴣ

護
ࠖ

Ⅵ
　

（
認

定
ᚰ

が
ႆ

ᘍ
ↄ

れ
て

い
る

者
に

ᨂ
る

）
備

考
３

　
認

知
症

ݦ
ᧉ

⇗
⇈

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

に
あ

っ
て

は
、

認
知

症
介

護
ܱ

ោ
∐

∞
⇦

∞
ᄂ

̲
と

認
知

症
介

護
指

ݰ
者




ᄂ
̲

の
ɲ

૾
を

̲
了

し
た

者
、

Ӎ
は

認
知

症
Ⴣ

護
に

係
る

ᢘ
Џ

↙
ᄂ

̲
を

̲
了

し
た

者
を

１
名

ᣐ
ፗ

す
る

場
合

、
Ⅴ

認
知

症
介

護
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

Ⅵ
ӏ

↢
Ⅴ

認
知

症
介

護
の

指
ݰ

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
Ⅵ

の
̲

了
者

を


れ


れ
１

名
ᣐ

ፗ
し

た
こ

と
に

↙
る

。

2
•
人

ச
満

１
以

上

認
知

症
ݦ

ᧉ
⇗

⇈
加

算
に

係
る

届
出

書

（
介

護
ʖ

᧸
）

ჺ


λ
所

生
活

介
護

、
（

介
護

ʖ
᧸

）
ჺ


λ

所
療


介

護
（

介
護

ʖ
᧸

）
ཎ

定


ᚨ
λ

އ
者

生
活

介
護

、
（

介
護

ʖ
᧸

）
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
ע

؏
݅

ბ
型

ཎ
定


ᚨ

λ
އ

者
生

活
介

護
、

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
λ

所
者

生
活

介
護

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

、
介

護
ᎊ

人
̬

ͤ


ᚨ
、

介
護

療


型
医

療


ᚨ
、

介
護

医
療

ᨈ


 ᚨ

 ᆔ
 別 日

ࠝ
生

活
ᐯ

ᇌ
ࡇ

の
∏

∙
⇕


、

℀
Ӎ

は
≰

に
該

当
す

る
者

の
ૠ

ᄂ
̲

̲
了

者
の

࣏
要

ૠ

2
•
以

上
3
•
ச

満
≕

以
上

3
•
以

上
4
•
ச

満
３

以
上

4
•
以

上
‧
•
ச

満
≗

以
上

‧
•
以

上
 
•
ச

満
≘

以
上

 
•
以

上
 
•
ச

満
≙

以
上

～
～
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հޢใु算定体制の届出

（
別

紙
１

4
－

2
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᚧ
բ

Ⴣ
護

□
2
　

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᚧ
բ

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙

□
3
　

療


ᡫ
所

介
護

（
ᚧ

բ
Ⴣ

護
、

ᚧ
բ

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙
）

□
1
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅰ
）

□
2
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅱ
）

（
療


ᡫ

所
介

護
）

□
3
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（


）

□
4
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（


）

∓

有
・

無

□
・

□

□
・

□

□
・

□

 
　

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

の
状

ඞ
（

１
）

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

体
制

ࢍ
҄

加
算

（
Ⅰ

）

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

3
•
≉

以
上

有
・

無

①
人

②
人

□
・

□

①
に

ҩ
め

る
②

の
者

が
１

名
以

上
有

・
無

①
人

②
人

□
・

□

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

3
•
≉

以
上

有
・

無

①
人

②
人

□
・

□

（
≕

）
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅱ
）

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

3
•
≉

以
上

有
・

無

①
人

②
人

□
・

□

①
に

ҩ
め

る
②

の
者

が
１

名
以

上
有

・
無

①
人

②
人

□
・

□

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

3
•
≉

以
上

有
・

無

①
人

②
人

□
・

□

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
提

出
す

る
こ

と
。

1
　

事
 業

 所
 名

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

体
制

ࢍ
҄

加
算

に
᧙

す
る

届
出

書
（

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᚧ
բ

Ⴣ
護

、
（

介
護

ʖ
᧸

）
ᚧ

բ
∐

ハ
⇹

∐
⇬

∞
⇝

∍
∙

、
療


ᡫ

所
介

護
）

2
　

異
 動

 区
 分

3
　


 ᚨ

 ᆔ
 別

4
　

届
 出

 
 Ⴘ

‧
　

ᄂ
̲

等
に

  
  
 ᧙

す
る

状
ඞ

  
  
 ‚

ᚧ
բ

Ⴣ
護

の
↮

）

①
　

ᄂ
̲

ᚘ
ဒ

を
˺


し

、
当

該
ᚘ

ဒ
に

ࢼ
い

、
ᄂ

̲
（

ٳ
ᢿ

に
お

ↀ
る

ᄂ
̲

を
　

ԃ
↯

）
を

ܱ


Ӎ
は

ܱ


を
ʖ

定
し

て
い

る
こ

と
。

②
　

利
用

者
に

᧙
す

る
ऴ

إ
ᒉ

し
ⅾ

は
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
に

あ
た

っ
て

の
သ

ॖ
事


　

の
ˡ

ᢋ
Ӎ

は
২

ᘐ
指

ݰ
を

Ⴘ
ႎ

と
し

た
˟

ᜭ
を

定


ႎ
に


͵

す
る

こ
と

。

ℴ
　

ͤ
ࡍ

ᚮ
ૺ

等
を

定


ႎ
に

ܱ


す
る

こ
と

。

Ѯ ዓ ࠰ ૠ の 状 ඞ

ᚧ
բ

Ⴣ
護

Ⴣ
護

ࠖ
等

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

≚
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

ᚧ
բ

∐
ハ

⇛
∞

⇹
⇟

を
Ⴚ


提

̓
す

る
ྸ

ܖ
療

ඥ
ٟ

、
˺

業
療

ඥ
ٟ

Ӎ
は

ᚕ
ᛖ

Ꭾ
ᙾ

ٟ
の

ዮ
ૠ

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

≚
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ

⇛
∞

⇹
⇟

を
Ⴚ


提

̓
す

る
ྸ

ܖ
療

ඥ
ٟ

、
˺

業
療

ඥ
ٟ

Ӎ
は

ᚕ
ᛖ

Ꭾ
ᙾ

ٟ
の

ዮ
ૠ

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

３
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ

療


ᡫ
所

介
護

⇛
∞

⇹
⇟

を
Ⴚ


提

̓
す

る
Ꮀ

Ճ
の

ዮ
ૠ

（
ࠝ

Ѯ
੭

算
）

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

≚
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

備
考

療


ᡫ
所

介
護

⇛
∞

⇹
⇟

を
Ⴚ


提

̓
す

る
Ꮀ

Ճ
の

ዮ
ૠ

（
ࠝ

Ѯ
੭

算
）

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

３
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

Ѯ ዓ ࠰ ૠ の 状 ඞ

ᚧ
բ

Ⴣ
護

Ⴣ
護

ࠖ
等

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

３
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

ᚧ
բ

∐
ハ

（
別

紙
1
4
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

□
2
　

定


߹
ׅ

・
᨟


対

応
型

ᚧ
բ

介
護

Ⴣ
護

□
3
　

ٸ
間

対
応

型
ᚧ

բ
介

護

□
1
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅰ
）

□
2
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅱ
）

□
3
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（


）

有
・

無

□
・

□

□
・

□

□
・

□

 
　

介
護

Ꮀ
Ճ

等
の

状
ඞ

（
１

）
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅰ
）

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

 
•
≉

以
上

有
・

無
①

介
護

Ꮀ
Ճ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

②
①

の
ⅵ

←
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

□
・

□
Ӎ

は
①

に
ҩ

め
る

ℴ
の

л
合

が
2
‧
≉

以
上

ℴ
人

□
・

□

（
≕

）
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅱ
）

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

4
•
≉

以
上

有
・

無
①

介
護

Ꮀ
Ճ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

②
①

の
ⅵ

←
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

□
・

□
Ӎ

は
①

に
ҩ

め
る

ℴ
の

л
合

が
 
•
≉

以
上

ℴ
人

□
・

□

（
３

）
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（


）

　
　


介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

等
の

状
ඞ

、
ࠝ

Ѯ
Ꮀ

Ճ
の

状
ඞ

、
Ѯ

ዓ
࠰

ૠ
の

状
ඞ

の
ⅵ

←
、

い
ず

れ
か

１
↓

を
満

た
す

こ
と

。

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

3
•
≉

以
上

有
・

無
①

介
護

Ꮀ
Ճ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

②
①

の
ⅵ

←
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

□
・

□
Ӎ

は
①

に
ҩ

め
る

ℴ
の

л
合

が
‧
•
≉

以
上

ℴ
人

□
・

□

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

 
•
≉

以
上

有
・

無
①

人

②
人

□
・

□

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

3
•
≉

以
上

有
・

無
①

人

②
人

□
・

□

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
提

出
す

る
こ

と
。

Ⅴ
ܱ

Ѧ
者

ᄂ
̲

̲
了

者
等

Ⅵ
に

は
Ⅴ


介

護
Ꮀ

Ճ
ؕ

ᄽ
ᄂ

̲
ᛢ

ᆉ
̲

了
者

Ⅵ
を

ԃ
↯

。

1
　

事
 業

 所
 名

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

体
制

ࢍ
҄

加
算

に
᧙

す
る

届
出

書
（

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᚧ
բ

λ
ෘ

介
護

、
定


߹

ׅ
・

᨟


対
応

型
ᚧ

բ
介

護
Ⴣ

護
、

ٸ
間

対
応

型
ᚧ

բ
介

護
）

2
　

異
 動

 区
 分

3
　


 ᚨ

 ᆔ
 別

4
　

届
 出

 
 Ⴘ

‧
　

ᄂ
̲

等
に

  
  

 ᧙
す

る
状

ඞ

①
　

ᄂ
̲

ᚘ
ဒ

を
˺


し

、
当

該
ᚘ

ဒ
に

ࢼ
い

、
ᄂ

̲
（

ٳ
ᢿ

に
お

ↀ
る

ᄂ
̲

を
　

ԃ
↯

）
を

ܱ


Ӎ
は

ܱ


を
ʖ

定
し

て
い

る
こ

と
。

②
　

利
用

者
に

᧙
す

る
ऴ

إ
ᒉ

し
ⅾ

は
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
に

あ
た

っ
て

の
သ

ॖ
事


　

の
ˡ

ᢋ
Ӎ

は
২

ᘐ
指

ݰ
を

Ⴘ
ႎ

と
し

た
˟

ᜭ
を

定


ႎ
に


͵

す
る

こ
と

。

ℴ
　

ͤ
ࡍ

ᚮ
ૺ

等
を

定


ႎ
に

ܱ


す
る

こ
と

。

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
等

の
状

ඞ

①
の

ⅵ
←

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
、

ܱ
Ѧ

者
ᄂ

̲
̲

了
者

等
の

ዮ
ૠ

（
ࠝ

Ѯ
੭

算
）

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
等

の
状

ඞ

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

1
•
࠰

以
上

の
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

ࠝ
Ѯ

Ꮀ
Ճ

の
状

ඞ
（

定


߹
ׅ

の
↮

）

ࢼ
業

者
の

ዮ
ૠ

（
ࠝ

Ѯ
੭

算
）

①
の

ⅵ
←

ࠝ
Ѯ

の
者

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
等

の
状

ඞ

①
の

ⅵ
←

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
、

ܱ
Ѧ

者
ᄂ

̲
̲

了
者

等
の

ዮ
ૠ

（
ࠝ

Ѯ
੭

算
）

備
考

≕

備
考

３
ࢼ

業
者

と
は

、
ᚧ

բ
λ

ෘ
介

護
に

お
ↀ

る
ᚧ

բ
λ

ෘ
介

護
ࢼ

業
者

、
定


߹

ׅ
・

᨟


対
応

型
ᚧ

բ
介

護
Ⴣ

護
に

お
ↀ

る
定


߹

ׅ
・

᨟


対
応

型
ᚧ

բ
介

護
Ⴣ

護
ࢼ

業
者

、
ٸ

間
対

応
型

ᚧ
բ

介
護

に
お

ↀ
る

ٸ
間

対
応

型
ᚧ

բ
介

護
ࢼ

業
者

を
い

ⅵ
。

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

の
状

ඞ
ࢼ

業
者

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）

①
の

ⅵ
←

Ѯ
ዓ

࠰
ૠ

≚
࠰

以
上

の
者

の
ዮ

ૠ
　

（
ࠝ

Ѯ
੭

算
）

備
考

１
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⑵算定体制の届出（別紙）
（

別
紙

１
4
－

≗
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
（

介
護

ʖ
᧸

）
ჺ


λ

所
生

活
介

護
（

□
⇈

 ҥ


型
□

イ
 ́

ᚨ
型

□
⇌

 ᆰ


利
用

型
）

□
2
（

介
護

ʖ
᧸

）
ჺ


λ

所
療


介

護
□

3
　

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
4
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
□

‧
　

介
護

ᎊ
人

̬
ͤ


ᚨ

□
 
　

介
護

医
療

ᨈ

□
1
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅰ
）

□
2
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅱ
）

□
3
 ⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（


）

‧
　

介
護

Ꮀ
Ճ

等
の

状
ඞ

（
１

）
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅰ
）

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

8
•
≉

以
上

有
・

無
①

人

②
①

の
ⅵ

←
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

□
・

□
Ӎ

は
①

に
ҩ

め
る

ℴ
の

л
合

が
3
‧
≉

以
上

ℴ
人

□
・

□

　


（
ע

؏
݅

ბ
型

）
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
、

介
護

ᎊ
人

̬
ͤ


ᚨ

、
介

護
医

療
ᨈ

は
記

᠍

（
≕

）
⇛

∞
⇹

⇟
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①
に
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①
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の
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人
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⇟
提

̓
体
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ࢍ

҄
加

算
（


）

　
　


介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ
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の
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ඞ
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ዓ
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①
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①
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介
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ࠝ
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□

①
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①
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□

①
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①
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要
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を
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た
す
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と
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る
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書
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備
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᧸
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ᄂ
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⇹

⇟
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⑵算定体制の届出（別紙）
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࠰
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∞
⇹

⇟
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ૠ
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ૠ
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ࠝ
Ѯ
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）

①
の

ⅵ
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հޢใु算定体制の届出

（別紙1 ）

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　‚介護ʖ᧸）ᚧբჃ護事業所（ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙）

□ 2　‚介護ʖ᧸）ᚧբჃ護事業所（၏ᨈӍはᚮ療所）

□ 3　定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護事業所

□ 4　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

□ 1　ዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算

□ 2　ዬ࣯対応加算

□ 3　ཎ別ሥྸ加算に係る体制

□ 4　⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制

 1　ዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算Ӎはዬ࣯対応加算に係る届出内容

①　連ዂႻᛩをਃ当するᎰՃ （ 　）人

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

有 ・ 無

□ ・ □

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

人 ࠝѮ 人 ᩼ࠝѮ 人

②　連ዂ૾ඥ

ℴ　連ዂέᩓᛅဪӭ

1 （ ） 4 （ ）

2 （ ） ‧ （ ）

3 （ ）   （ ）

 2　Ⴣ護ࠖ等以ٳのᎰՃが利用者Ӎはܼଈ等からのᩓᛅ連ዂをӖↀる場合に࣏要↙ 有 ・ 無
体制　 ‚介護ʖ᧸）ᚧբჃ護事業所の↮

①　Ⴣ護ࠖ等以ٳのᎰՃが利用者Ӎはのܼଈ等からのᩓᛅ等に↷る連ዂӏ↢ □ ・ □

　 Ⴛᛩに対応するᨥの∄⇱∋⇈∑がૢ備ↄれていること。

②　ዬ࣯のᚧբჃ護の࣏要ࣱのЙૺを̬ͤࠖӍはჃ護ࠖが速やかにᘍⅷ る連ዂ □ ・ □

    体制ӏ↢ዬ࣯のᚧբჃ護がӧᏡ↙体制がૢ備ↄれているこ と。

ℴ　当該ᚧբჃ護⇟⇬∞⇝∍∙のሥྸ者は、連ዂႻᛩをਃ当するჃ護ࠖ 等以ٳの □ ・ □

    ᎰՃのѮѦ体制ӏ↢ѮѦ状ඞをଢらかにすること。

ℵ　Ⴣ護ࠖ等以ٳのᎰՃは、ᩓᛅ等に↷↹連ዂӏ↢ႻᛩをӖↀたᨥに、̬ ͤ ࠖ □ ・ □

    ӍはჃ護ࠖ↧إԓすること。إԓをӖↀた̬ͤࠖӍはჃ護ࠖは、当該إԓ

    内容等をᚧբჃ護記書に記すること。

ℶ　①からℵに↓いて、利用者ӏ↢ܼଈ等にᛟଢし、同ॖをࢽること。 □ ・ □

3　ዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算（Ⅰ）に係る届出内容（①Ӎは②は࣏᪰Ⴘ） 有 ・ 無
　‚介護ʖ᧸）ᚧբჃ護事業所、定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護の↮

間対応した፻日のѮѦ間ᨠのᄩ̬ٸ　① □ ・ □

間対応に係るѮѦの連ዓׅૠが≕連ዓ（≕ׅ）↭でٸ　② □ ・ □

ℴ　ٸ間対応ࢸのୣ日の˞日ᄩ̬ □ ・ □

ℵ　ٸ間ѮѦの⇱∞⇠を៊↭ⅷたѮѦ体制のپ □ ・ □

ℶ　※‵⁆、″※、※⁆等の活用に↷る業Ѧਃ᠉ถ □ ・ □

ℷ　ᩓᛅ等に↷る連ዂӏ↢Ⴛᛩをਃ当する者に対するૅੲ体制のᄩ̬ □ ・ □

備考　ዬ࣯の（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護、ཎ別ሥྸ、⇥∞∅⇰∑⇗⇈のれれに↓いて、体制を
　　いている場合に↓いて提出してⅾↄい。≕のჃ護ࠖ等以ٳのᎰՃがᩓᛅ連ዂの対応をᘍⅵ
　　場合には、≕の①のⅤ∄⇱∋⇈∑Ⅵ↱ช˄してⅾↄい。

Ⴣ護ࠖ

ዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算・ዬ࣯対応加算・ཎ別ሥྸ体制・⇥∞∅⇰∑⇗⇈体制に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

ᚨ等の区分

届 出  Ⴘ

̬ͤࠖ

̬ͤࠖ、Ⴣ護ࠖ以ٳのᎰՃが利用者Ӎはのܼଈ等からのᩓᛅ等に対応する体制と
↙っているか。Ⅴ有Ⅵに⇧⇍⇩⇕をλれた場合、下記のഇに̬ͤࠖ、Ⴣ護ࠖ以ٳの
ᎰՃに↓いて記᠍すること。　ዬ࣯（介護ʖ᧸）ᚧբჃ護加算の↮

　̬ͤࠖ、Ⴣ護ࠖ以ٳのᎰՃ

療ඥٟܖྸ

˺業療ඥٟ

ᚕᛖᎮᙾٟ

事ѦᎰՃ

の˂
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⑵算定体制の届出（別紙）
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∙
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ᄂ
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ⅾ
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□
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հޢใु算定体制の届出
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ⅎ
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Ⅰ
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①
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①
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䛾
⟬
ᐃ
ᮇ
㛫
䜢
㑅
ᢥ
䛧
䛶
䛟
䛰
䛥
䛔
䚹

䚷
๓
ᖺ
ᗘ
䛾
ᐇ
⦼
䛜
䠒
᭶
䛻
‶
䛯
䛺
䛔

ᴗ
ᡤ
䠄
᪂
䛯
䛻

ᴗ
䜢
㛤
ጞ
䛧
䚸
ཪ
䛿

㛤
䛧
䛯

ᴗ
ᡤ
䠅

䚷
䛻
䛴
䛔
䛶
䛿
䚸
๓
ᖺ
ᗘ
䛾
ᐇ
⦼
䠄
䜰
䠅
䛻
䜘
䜛
ᒆ
ฟ
䛿
䛷
䛝
䜎
䛫
䜣
䚹

（
別

紙
2
3
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

ᡫ
所

介
護

事
業

所

□
2
　

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護
事

業
所

認
知

症
加

算
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

①
□

・
□

□
・

□

②

①
　

利
用

者
ዮ

ૠ
　

人

②
　

対
ᝋ

者
　

人

ℴ
　

②
⁸

①
⁷

1
•
•

≉

ℴ
□

・
□

ℵ
□

・
□

①
□

・
□

□
・

□

②

①
　

利
用

者
ዮ

ૠ
　

人

②
　

対
ᝋ

者
　

人

ℴ
　

②
⁸

①
⁷

1
•
•

≉

ℴ
□

・
□

ℵ
□

・
□

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

事
業

所
等

の
区

分

認
知

症
加

算
に

係
る

届
出

書

（
ᡫ

所
介

護
、

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護
）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

ᡫ
所

介
護

指
定

އ
ܡ

⇛
∞

⇹
⇟

等
ؕ

準
ᇹ


3
வ

ᇹ
１


ᇹ

≕
ӭ

Ӎ
は

ᇹ
３

ӭ
に

規
定

す
る

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

Ӎ
は

介
護

Ꮀ
Ճ

の
Ճ

ૠ
に

加
ⅷ

、
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
Ӎ

は
介

護
Ꮀ

Ճ
を

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

で
≕

以
上

ᄩ
̬

し
て

い
る

。

指
定

ᡫ
所

介
護

事
業

所
に

お
ↀ

る
前

࠰
ࡇ

Ӎ
は

算
定

日
が

属
す

る
月

の
前

３
月

間
の

利
用

者
の

ዮ
ૠ

の
ⅵ

←
、

日
ࠝ

生
活

に
ૅ

ᨦ
を

ஹ
す

お


れ
の

あ
る

症
状

Ӎ
は

ᘍ
動

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

介
護

を
࣏

要
と

す
る

認
知

症
の

者
（

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
の

∏
∙

⇕


、
℀

Ӎ
は

≰
に

該
当

す
る

者
）

の
ҩ

め
る

л
合

が
1
•
•
分

の
1
‧
以

上
で

あ
る

。

指
定

ᡫ
所

介
護

を
ᘍ

ⅵ


間
࠘

を
ᡫ

ↇ
て

、
ݦ

ら
当

該
指

定
ᡫ

所
介

護
の

提
̓

に
当

た
る

認
知

症
介

護
の

指
ݰ

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
、

認
知

症
介

護
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

Ӎ
は

認
知

症
介

護
に

係
る

ܱ
ោ

ႎ
↙

ᄂ
̲

等
を

̲
了

し
た

者
を

１
名

以
上

ᣐ
ፗ

し
て

い
る

。

当
該

事
業

所
の

ࢼ
業

者
に

対
す

る
、

認
知

症
⇗

⇈
に

᧙
す

る
事

̊
の

౨
᚛

や
২

ᘐ
ႎ

指
ݰ

に
係

る
˟

ᜭ
を

定


ႎ
に


͵

し
て

い
る

。

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護

指
定

ע
؏

݅
ბ

型
⇛

∞
⇹

⇟
ؕ

準
ᇹ

2
•
வ

ᇹ
１


ᇹ

≕
ӭ

Ӎ
は

ᇹ
３

ӭ
に

規
定

す
る

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

Ӎ
は

介
護

Ꮀ
Ճ

の
Ճ

ૠ
に

加
ⅷ

、
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
Ӎ

は
介

護
Ꮀ

Ճ
を

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

で
≕

以
上

ᄩ
̬

し
て

い
る

。

指
定

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護
事

業
所

に
お

ↀ
る

前
࠰

ࡇ
Ӎ

は
算

定
日

が
属

す
る

月
の

前
３

月
間

の
利

用
者

の
ዮ

ૠ
の

ⅵ
←

、
日

ࠝ
生

活
に

ૅ
ᨦ

を
ஹ

す
お


れ

の
あ

る
症

状
Ӎ

は
ᘍ

動
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
介

護
を

࣏
要

と
す

る
認

知
症

の
者

（
日

ࠝ
生

活
ᐯ

ᇌ
ࡇ

の
∏

∙
⇕


、

℀
Ӎ

は
≰

に
該

当
す

る
者

）
の

ҩ
め

る
л

合
が

1
•
•
分

の
1
‧
以

上
で

あ
る

。

指
定

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護
を

ᘍ
ⅵ


間

࠘
を

ᡫ
ↇ

て
、

ݦ
ら

当
該

指
定

ע
؏

݅
ბ

型
ᡫ

所
介

護
の

提
̓

に
当

た
る

認
知

症
介

護
の

指
ݰ

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
、

認
知

症
介

護
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

Ӎ
は

認
知

症
介

護
に

係
る

ܱ
ោ

ႎ
↙

ᄂ
̲

等
を

̲
了

し
た

者
を

１
名

以
上

ᣐ
ፗ

し
て

い
る

。

当
該

事
業

所
の

ࢼ
業

者
に

対
す

る
、

認
知

症
⇗

⇈
に

᧙
す

る
事

̊
の

౨
᚛

や
২

ᘐ
ႎ

指
ݰ

に
係

る
˟

ᜭ
を

定


ႎ
に


͵

し
て

い
る

。
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հޢใु算定体制の届出
（

別
紙

2
‧
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

Ⴣ
護

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
□

2
　

Ⴣ
護

体
制

加
算

（
Ⅱ

）

□
3
　

Ⴣ
護

体
制

加
算

（


）
イ

□
4
　

Ⴣ
護

体
制

加
算

（


）
∓

□
‧
　

Ⴣ
護

体
制

加
算

（
℀

）
イ

□
 
　

Ⴣ
護

体
制

加
算

（
℀

）
∓

 Ⴣ
護

体
制

加
算

に
係

る
届

出
内

容

定
Ճ

ӏ
↢

利
用

者
ૠ

の
状

ඞ

　
定

Ճ
人

　
利

用
者

ૠ
人

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

の
状

ඞ

ࠝ
Ѯ

人

ࠝ
Ѯ

੭
算

人

連
携

す
る

၏
ᨈ

・
ᚮ

療
所

・
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙

有
・

無

□
・

□

ɶ


ࡇ
者

の
Ӗ

λ
状

ඞ

≾
□

□
⊀

に
お

ↀ
る

（
⁍　

⁏は
い

ず
れ

か
の

□
を

ⅆ
に

す
る

）
有

・
無

□
・

□

備
考

　
Ⴣ

護
体

制
に

↓
い

て
、

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
場

合
に

↓
い

て
提

出
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

事
業

所
ဪ

ӭ

Ⴣ
護

体
制

加
算

に
係

る
届

出
書

（
ჺ


λ

所
生

活
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

届
 出

 
 Ⴘ

　
Ⴣ

護
ࠖ

　
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
（

Ⴣ
護

ࠖ
・

ϱ
Ⴣ

護
ࠖ

）

၏
ᨈ

・
ᚮ

療
所

・
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙
名

 利
用

者
の

ዮ
ૠ

の
ⅵ

←
、

要
介

護
３

、
要

介
護

≗
Ӎ

は
要

介
護

≘
の

利
用

者
の

 ҩ
め

る
л

合
が

 
•
≉

以
上

　
2
4


間
ࠝ


連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

前
࠰

ࡇ
前

ɤ
月

（
別

紙
2
4
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

ᆆ
ᘍ

ૅ
ੲ

加
算

①
人

②
人

有
・

無

ℴ
≉

℉
□

・
□

①
月

②
人

ℴ
人

有
・

無

ℵ
≉

℉
□

・
□

①
　

終
了

者
ૠ

の
状

ඞ
ᚸ

̖
対

ᝋ


間
の

ᡫ
所

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙
終

了
者

ૠ

ᡫ
所

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙
事

業
所

に
お

ↀ
る

ᆆ
ᘍ

ૅ
ੲ

加
算

に
係

る
届

出
書

1
　

事
 業

 所
 名

2
　

異
 動

 区
 分

3
　

届
 出

 
 Ⴘ

②
　

事
業

所
の

利
用

状
ඞ

ᚸ
̖

対
ᝋ


間

の
利

用
者

ࡨ
月

ૠ

ᚸ
̖

対
ᝋ


間

の
新

規
利

用
者

ૠ

①
の

ⅵ
←

、
指

定
ᡫ

所
介

護
等

を
ܱ


し

た
者

の
ૠ

（
ද

１
）

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
３

≉
ឬ

ᚸ
̖

対
ᝋ


間

の
新

規
終

了
者

ૠ
（

ද
≕

）

1
2
⁷

（
②

≎
ℴ

）
⁸

≕
⁸

①
≕

≚
≉

以
上

ද
１

≝
Ⅴ

指
定

ᡫ
所

介
護

等
を

ܱ


Ⅵ
と

は
、

指
定

ᡫ
所

介
護

、
指

定
ע

؏
݅

ბ
型

ᡫ
所

介
護

、
指

定
（

介
護

ʖ
᧸

）
認

知
症

対
応

型
ᡫ

所
介

護
、

指
定

（
介

護
ʖ

᧸
）

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
、

指
定

Ⴣ
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
、

ᇹ
１

ӭ
ᡫ

所
事

業
の

利
用

、
ӏ

↢
ᐯ

ܡ
に

お
い

て
ࢫ

л
を

ਤ
っ

て
生

活
し

て
い

る
場

合
を

ԃ
↮

、
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
の

終
了

の
事

ဌ
が

医
療

ೞ
᧙

↧
の

λ
ᨈ

、
介

護
̬

ᨖ


ᚨ
↧

の
λ

所
、

指
定

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᚧ
բ

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙
、

指
定

（
介

護
ʖ

᧸
）

ᡫ
所

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙
、

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

等
↧

の
ᆆ

ᘍ
で

あ
る

場
合

を
ԃ

め
↙

い
。

ද
≕

≝
ᚸ

̖
対

ᝋ


間
に

当
該

事
業

所
の

提
̓

す
る

指
定

ᡫ
所

∐
ハ

⇹
∐

⇬
∞

⇝
∍

∙
の

利
用

を
終

了
し

た
者

の
ૠ

（
λ

ᨈ
、

λ
所

、
ര

ʧ
を

ԃ
↯

。
）

　


　
Ӳ

要
件

を
満

た
す

場
合

に
↓

い
て

は
、


れ


れ

根
拠

と
↙

る
（

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
↾

か
る

）
書

類
↱

　
　

提
出

し
て

ⅾ


ↄ
い

。
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⑵算定体制の届出（別紙）

（
別

紙
2
 
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

医
療

連
携

ࢍ
҄

加
算

に
係

る
届

出
内

容
有

・
無

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

医
療

連
携

ࢍ
҄

加
算

に
係

る
届

出
書

（
ჺ


λ

所
生

活
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

①
Ⴣ

護
体

制
加

算
（

Ⅱ
）

Ӎ
は

（
℀

）
を

算
定

し
て

い
る

。

ℶ

同
加

算
を

算
定

す
る

利
用

者
は

、
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
。

　
イ

　
լ

ၝ
Ԉ

ࡽ
を

ܱ


し
て

い
る

状
態

　
∓

　
Ԡ

Ԉ
ᨦ

ܹ
等

に
↷

↹
人


Ԡ

Ԉ
֥

を
̅

用
し

て
い

る
状

態
　

ハ
　

ɶ
࣎

᩺
Ꮶ

ද
ݧ

を
ܱ


し

て
い

る
状

態
　

⇱
　

人


Ᏼ
ᐥ

を
ܱ


し

て
い

る
状

態
　

∁
　


ሶ

↙
࣎

ೞ
Ꮱ

ᨦ
ܹ

、
Ԡ

Ԉ
ᨦ

ܹ
等

に
↷

↹
ࠝ


∈

⇱
⇥

∞
ย

定
を

　
　

ܱ


し
て

い
る

状
態

　
⇾

　
人


ᐆ

Ꮭ
Ӎ

は
人


Ꮐ

ᧉ
の

ϼ
ፗ

を
ܱ


し

て
い

る
状

態
　

⇮
　

ኺ
ᱠ

Ꮞ
ሥ

や
Ꮞ

ၱ
等

の
ኺ

ᐂ



が

ᘍ
↾

れ
て

い
る

状
態

　
⇧

　
ᙙ

ၫ
に

対
す

る


療
を

ܱ


し
て

い
る

状
態

　
∐

　
ൢ

ሥ
Џ


が

ᘍ
↾

れ
て

い
る

状
態

ℷ
נ

ܡ
ɶ


ࡇ

Ӗ
λ

加
算

を
算

定
し

て
い

↙
い

。

②
利

用
者

の
࣯

変
の

ʖ
ย

や
ଔ


ႆ

ᙸ
等

の
た

め
、

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

に
↷

る
定


ႎ

↙
߹

ᙻ
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

ℴ
ɼ


の

医
ࠖ

と
連

ዂ
が

ӕ
れ

↙
い

等
の

場
合

に
備

ⅷ
て

、
あ

ら
か

ↇ
め

ң
щ

医
療

ೞ
᧙

を
定

め
、

ዬ
࣯

や
↯

を
ࢽ

↙
い

場
合

の
対

応
に

係
る

ӕ
↹

ൿ
め

を
ᘍ

っ
て
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。
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ɼ
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ࠖ
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携
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հޢใु算定体制の届出

（別紙2 ） ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護ᎊ人ᅦᅍᚨ □ ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨ݅؏ע　2

□ 3　ჺλ所生活介護

以下に↓いて、該当する届出Ⴘにおↀる࣏要事を記᠍すること。

ᣐፗ要件①　இ˯ؕ準に加ⅷてᣐፗする人ՃがⅤ•†人ᣐፗⅥ

① λ所（利用）者ૠ

人

② ᙸܣ↹ೞ֥をݰλしてᙸܣ↹をᘍっている対ᝋ者ૠ

人

ℴ ①にҩめる②のл合 有 ・ 無

≉ ℉　 １≓≉以上 □ ・ □

ℵ ݰλೞ֥

有 ・ 無

ℶ ݰλೞ֥のዒዓႎ↙̅用（≜ᡵ間以上） □ ・ □

□ ・ □

ᣐፗ要件②　இ˯ؕ準に加ⅷてᣐፗする人ՃがⅤ•† 人ᣐፗⅥ

有 ・ 無

① λ所（利用）者μՃにᙸܣ↹ೞ֥を̅用 □ ・ □

□ ѮᎰՃμՃがイ∙⇑∆等の※‵⁆を̅用ٸ ② ・ □

ℴ ݰλೞ֥

有 ・ 無

÷ 利用者のܤμや⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃを᠉ถするためのۀՃ˟のᚨፗ □ ・ □

ø ᎰՃに対するҗ分↙˞ক間のᄩ̬等のѮѦ・ᨽ用வ件↧のᣐॾ □ ・ □

ù ೞ֥のɧφ合の定⇧⇍⇩⇕のܱ（∇∞⇑∞との連携をԃ↯） □ ・ □

ú ᎰՃに対する⇬⇕⇴∓⇞∞活用に᧙するᏋのܱ □ ・ □

û ٸ間のᚧܴが࣏要↙利用者に対するᚧܴの̾別ܱ □ ・ □

□ ・ □

備考１　ᣐፗ要件②に↓いては、要件を満たすことが分かるᜭ事ಒ要を提出すること。この↪か要件を満たすことが分かる

　　　根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考≕　ᣐፗ要件②のℵ÷のۀՃ˟には、ٸѮᎰՃをはↇめܱᨥに⇗⇈等をᘍⅵٶᎰᆔのᎰՃがӋဒすること。

備考３　⇬⇕⇴∓⇞∞をݰλした場合の介護ᎊ人ᅦᅍᚨのٸ間の人Ճᣐፗؕ準（ࢼஹ型）をᢘ用する場合は、当該加算の
　　　ᎰՃに対して↱ऴإ共有でⅼる↷ⅵ、ᜭ事ಒ要を˺してᎰՃμ体にԗ知すること。　ᣐፗ要件②のⅤ•† 人ᣐፗⅥをⅤ•†8人ᣐፗⅥにᛠ↮ஆⅷる↱のとする。

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷るٸѮᎰՃᣐፗ加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

 ᚨ ᆔ 別

名　ᆅ

ᙌᡯ事業者

用　ᡦ

ℵ 利用者のܤμや⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃの᠉ถをるため、以下のす↨ての
　Ⴘに↓いて、⇬⇕⇴∓⇞∞ݰλݲ、ࢸ↙ⅾと↱３か月以上ܱ

ℶ ℵ÷のۀՃ˟でܤμ体制や⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃ᠉ถがられている
　ことをᄩ認

用　ᡦ

ℷ ݰλೞ֥をܤμか↓有јに活用するためのۀՃ˟におↀる、⇸∊∐ハ⇩⇮・
   介護事がถݲしていることのᄩ認、࣏要↙分ௌ・౨᚛等

名　ᆅ

ᙌᡯ事業者
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙28） ˋԧ　　࠰　　月　　日

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算（Ⅰ）に係る届出

① 加算（Ⅱ）の⇭∞⇥等に↷↹業Ѧોծのӕኵに↷るௐをᄩ認

② 以下の÷～ùのႸのೞ֥をす↨て̅用

　÷λ所（利用）者μՃにᙸܣ↹ೞ֥を̅用

　ø ᎰՃμՃがイ∙⇑∆等の※‵⁆を̅用 

　ù 介護記⇣⇻⇮、⇟∄∞⇮⇻⇏∙等の介護記の˺のјྙ҄に

（λೞ֥ݰ）

ℴ ᎰՃ間のᢘЏ↙ࢫл分ਃ（い↾↵る介護яの活用等）のӕኵ等をܱ

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算（Ⅱ）に係る届出

① 以下の÷～ùのႸのೞ֥のⅵ←１↓以上を̅用

　÷λ所（利用）者１名以上にᙸܣ↹ೞ֥を̅用

　ø ᎰՃμՃがイ∙⇑∆等の※‵⁆を̅用 

　ù 介護記⇣⇻⇮、⇟∄∞⇮⇻⇏∙等の介護記の˺のјྙ҄に

（λೞ֥ݰ）

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了

生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算に係る届出書

事業所ဪӭ

事 業 所 名

有・無

1•　介護ᎊ人̬ͤᚨ 11　介護医療ᨈ 12　介護ʖ᧸ჺλ所生活介護

13　介護ʖ᧸ჺλ所療介護 14　介護ʖ᧸ཎ定ᚨλއ者生活介護 1‧　介護ʖ᧸ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護

1 　介護ʖ᧸認知症対応型共同生活介護

届出区分 １　生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算（Ⅰ）　≕　生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算（Ⅱ）

 ᚨ ᆔ 別

１　ჺλ所生活介護 ≕　ჺλ所療介護 ３　ཎ定ᚨλއ者生活介護

介護ܡއೞᏡ型ٶ規ݱ　≗ ≘　認知症対応型共同生活介護 者生活介護އბ型ཎ定ᚨλ݅؏ע　≙

ბ型介護ᎊ人ᅦᅍᚨ݅؏ע　≚ ≛　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護 ≜　介護ᎊ人ᅦᅍᚨ

ℵ 利用者のܤμɳ↢に介護⇛∞⇹⇟のឋのᄩ̬ӏ↢ᎰՃのਃ᠉ถにする૾ሊを౨᚛するため

有・無

有・無

有・無

  する※‵⁆を̅用 

名　ᆅ

ᙌᡯ事業者

用　ᡦ

有・無

　 のۀՃ˟（以下ⅤۀՃ˟Ⅵといⅵ。）において、以下のす↨てのႸに↓いて࣏要↙౨᚛をᘍい、

　 当該Ⴘのܱをᄩ認

÷ ②のೞ֥を利用する場合におↀる利用者のܤμや⇗⇈のឋのᄩ̬ 有・無

ø ᎰՃに対するҗ分↙˞ক間のᄩ̬等のѮѦ・ᨽ用வ件↧のᣐॾ 有・無

有・無

ù ೞ֥のɧφ合の定⇧⇍⇩⇕のܱ（∇∞⇑∞との連携をԃ↯） 有・無

ú 業Ѧのјྙ҄、⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃ᠉ถをるためのᎰ 有・無

　 Ճに対するᏋのܱ

有・無

　λ所（利用）者ૠ 人

　ᙸܣ↹ೞ֥をݰλしてᙸܣ↹をᘍっている対ᝋ者ૠ 人

有・無

ù ೞ֥のɧφ合の定⇧⇍⇩⇕のܱ（∇∞⇑∞との連携をԃ↯） 有・無

  する※‵⁆を̅用 

名　ᆅ

ᙌᡯ事業者

用　ᡦ

要↙౨᚛をᘍい、当該Ⴘのܱをᄩ認࣏Ճ˟において、以下のす↨てのႸに↓いてۀ ②

÷ ①のೞ֥を利用する場合におↀる利用者のܤμや⇗⇈のឋのᄩ̬ 有・無

ø ᎰՃに対するҗ分↙˞ক間のᄩ̬等のѮѦ・ᨽ用வ件↧のᣐॾ 有・無

備考３　ஜ加算を算定する場合は、事業ࡇ࠰にӕኵのܱጚを⇐∙∏イ∙でҽ生іႾにإԓすること。

備考≗　届出にあたっては、別ᡦᡫ知（Ⅴ生ငࣱӼ上ਖ਼ᡶ体制加算に᧙するؕஜႎ考ⅷ૾ɳ↢に事Ѧϼྸӏ↢ಮ̊ࡸ

　　　等の提ᅆに↓いてⅥ）をӋༀすること。

ú 業Ѧのјྙ҄、⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃ᠉ถをるためのᎰ 有・無

　 Ճに対するᏋのܱ

備考１　加算（Ⅰ）の要件①に↓いては、当該要件に係るӲᆔ指に᧙するᛦ௹ኽௐの⇭∞⇥を提出すること。

備考≕　要件を満たすことが分かるۀՃ˟のᜭ事ಒ要を提出すること。この↪か要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、

　　　指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
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հޢใु算定体制の届出

（別紙2（
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護ᎊ人̬ͤᚨ（҄ࢍܡנ型） □ 2　介護ᎊ人̬ͤᚨ（ؕஜ型）

□ 療ૅੲೞᏡ加算（Ⅰ）（介護ᎊ人̬ͤᚨ（ؕஜ型）の↮）ܡנ・࠙ࣄܡנ　1

□ （↮の（型҄ࢍ）介護ᎊ人̬ͤᚨ）療ૅੲೞᏡ加算（Ⅱ）ܡנ・࠙ࣄܡנ　2

ྙ࠙ࣄܡנ　″ 

① 人 ℉ □ 2•

② 人 ℉ □ 1•

ℴ 人 ℉ □ •

 ‴　⇿⇩⇯ׅ᠃ྙ

① 人 ℉ □ 2•

② 人 ℉ □ 1•

ℴ 人 ℉ □ •

 ‵　λ所前ࢸᚧբ指ݰл合

℉ □ 1•

℉ □ ‧

② 人 ℉ □ •

 ‶　 ᡚ所前ࢸᚧբ指ݰл合

℉ □ 1•

℉ □ ‧

② 人 ℉ □ •

のܱ状ඞ⇟⇹∞⇛ܡއ　‷ 

℉ □ ‧

℉ □ 3

℉ □ 2

℉ □ •

 ‸　∐ハݦᧉᎰՃのᣐፗл合

① 間 ℉ □ ‧

② 間 ℉ □ 3

ℴ 人 ℉ □ •

ℵ 日

 ‹　ૅੲႻᛩՃのᣐፗл合

① 間 ℉ □ ‧

② 間 ℉ □ 3

ℴ 人 ℉ □ •

ℵ 日

 ›　要介護≗Ӎは≘のл合

① 日 ℉ □ ‧

℉ □ 3

℉ □ •

 ※　լၝԈࡽのܱл合

① 人 ℉ □ ‧

℉ □ 3

℉ □ •

 ‼　ኺሥのܱл合

① 人 ℉ □ ‧

℉ □ 3

℉ □ •

介護ᎊ人̬ͤᚨ（ؕஜ型・҄ࢍܡנ型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲӏ↢ܡנ・࠙ࣄܡנ療ૅੲೞᏡ加算に係る届出書

１　事  業  所  名

≕　異  動  区  分

３　人Ճᣐፗ区分

≗　届  出    Ⴘ

נ・࠙ࣄܡנ　≘
療ૅੲに᧙すܡ
る状ඞ

ܡנ・࠙ࣄܡנ
療ૅੲ等指

前≙月間におↀるܡއ↧のᡚ所者のࡨ
ૠ（ද１„≕„３„≗）

℉ ℵ
　①⁸（②∞ℴ）⁷１≓≓
（ද≘）

≉

≉

１≓≉以上

Ⴚᡈ３月間の新規λ所者のࡨૠ
（ද≙„≚）

≘≉以上１≓≉ச満

Ⴚᡈ３月間の新規ᡚ所者ૠ（ද≛） ≘≉ச満

≘≓≉ឬ

前≙月間におↀるᡚ所者のࡨૠ
（ද３„≗）

３≓≉ឬ≘≓≉以下

前≙月間におↀるരʧした者のዮૠ
（ද３）

３≓≉以下

Ⴚᡈ３月間のࡨλ所者ૠ（ද≙）

℉ ℵ
　3•†4⁸①⁷‚②≎ℴ‛⁸≕⁷
1••

　①⁸②⁷１≓≓（ද１≕） ≉

３≓≉以上

１≓≉以上３≓≉ச満

前３月間におↀる新規λ所者のࡨૠ
（ද１１）

１≓≉ச満

①
前３月間におↀる新規λ所者のⅵ←、
λ所前ࢸᚧբ指ݰをᘍった者のࡨૠ
（ද≜„１≓„１１）

人 ℉
ℵ

①
前３月間に提ܱ̓ጚのあるᚧբ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙、ᡫ所∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ӏ↢ჺλ
所療介護のᆔ類ૠ（ද１≚）

℉

３⇛∞⇹⇟

≕⇛∞⇹⇟

１⇛∞⇹⇟

≓⇛∞⇹⇟

　①⁸②⁷１≓≓（ද１≙） ≉

３≓≉以上

１≓≉以上３≓≉ச満

前３月間におↀるܡއ↧の新規ᡚ所者
のࡨૠ（ද１≘）

１≓≉ச満

①
前３月間におↀる新規ᡚ所者のⅵ←、
ᡚ所前ࢸᚧբ指ݰをᘍった者のࡨૠ
（ද１３„１≗„１≘）

人

℉ ℵ

前３月間におↀるྸܖ療ඥٟ等の当該
介護̬ͤᚨ⇛∞⇹⇟の提̓にࢼ事す
るѮѦࡨ間ૠ（ද１≛）

℉ ℶ 　①⁸②⁸ℴ⁷ℵ⁷１≓≓

≘以上

療ඥٟ等が前３月間にѮѦす↨ⅼܖྸ
間
（ද１≛„１≜）

３以上≘ச満

算定日が属する月の前３月間におↀる
λ所者ૠ（ද≕≓）ࡨ

３ச満

算定日が属する月の前３月間の日ૠ

前３月間においてૅੲႻᛩՃが当該介
護̬ͤᚨ⇛∞⇹⇟の提̓にࢼ事する
ѮѦࡨ間ૠ（ද≕１）

℉ ℶ 　①⁸②⁸ℴ⁷ℵ⁷１≓≓

３以上

ૅੲႻᛩՃが前３月間にѮѦす↨ⅼ
間
（ද１≜）

≕以上３ச満

≘≓≉以上

②
当該ᚨにおↀるႺᡈ３月間のλ所者
日ૠࡨ

日
３≘≉以上≘≓≉ச満

３≘≉ச満

前３月間におↀるࡨλ所者ૠ
（ද≕≓）

≕ச満

前３月間のࡨ日ૠ

前３月間におↀる要介護≗ᒉしⅾは要
介護≘に該当するλ所者のࡨ日ૠ ℉

ℴ 　①⁸②⁷１≓≓ ≉

１≓≉以上

②
当該ᚨにおↀるႺᡈ３月間のࡨλ所
者ૠ

人
≘≉以上１≓≉ச満

≘≉ச満

Ⴚᡈ３月間のλ所者ↃとのլၝԈࡽを
ܱしたࡨλ所者ૠ
（ද≕≕„≕３） ℉

ℴ 　①⁸②⁷１≓≓ ≉

１≓≉以上

②
当該ᚨにおↀるႺᡈ３月間のࡨλ所
者ૠ

人
≘≉以上１≓≉ச満

≘≉ச満

Ⴚᡈ３月間のλ所者Ↄとのኺሥを
ܱしたࡨλ所者ૠ
（ද≕≕„≕≗） ℉

ℴ 　①⁸②⁷１≓≓ ≉

ℊ

上記ᚸ̖Ⴘ（″～‼）に↓いて、Ⴘに応ↇたⅤܡנ・࠙ࣄܡנ療ૅੲ等指Ⅵの合ᚘ͌を記λ 合ᚘ
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⑵算定体制の届出（別紙）

≙　介護ᎊ人̬ͤᚨのؕஜ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出内容

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

ℵ □ ・ □

ℶ □ ・ □

療ૅੲೞᏡ加算に係る届出内容ܡנ・࠙ࣄܡנ　≚

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

　ᡚ所指ݰ等のܱ（ද≕≘）

　∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙∄⇳⇞∇∙⇮のܱ（ද≕≙）

型҄ࢍܡנ　② 療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≙≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

　ᡚ所指ݰ等のܱ（ද≕≘）

　∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙∄⇳⇞∇∙⇮のܱ（ද≕≙）

①　ؕஜ型 療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≕≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

・࠙ࣄܡנ　②
療ૅੲೞܡנ
Ꮱ加算（Ⅱ）

　Ⅴ≙介護ᎊ人̬ͤᚨのؕஜ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出内容ⅥにおↀるⅤ②҄ࢍܡנ型ⅥのႸがμてⅤ有Ⅵ

療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≚≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

ද１≝当該ᚨにおↀるλ所間がɟ月間をឬⅷていた者のࡨૠ。
ද≕≝ܡއとは、၏ᨈ、ᚮ療所ӏ↢介護̬ᨖᚨをᨊⅾ↱のである。
ද３≝当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、当該λᨈ間はλ所間と↮↙すこととする。
ද≗≝ᡚ所ࢸႺ←にჺλ所生活介護Ӎはჺλ所療介護ᒉしⅾはݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護のܿජ⇛∞⇹⇟等を利用する者はܡއ↧のᡚ所者にԃ↭↙い。
ද≘≝分（②∞ℴの͌）が≓の場合、ℵは≓≉とする。
ද≙≝λ所者とは、日24ྵנ当該ᚨにλ所ɶの者をいい、この˂に、当該ᚨにλ所しての日のⅵ←にᡚ所Ӎはരʧした者をԃ↯↱のである。
ද≚≝新規λ所者ૠとは、当該３月間に新たに当該ᚨにλ所した者のૠをいⅵ。当該３月以前から当該ᚨにλ所していた者は、新規λ所者ૠには算λし↙い。
　　　↭た、当該ᚨをᡚ所ࢸ、当該ᚨにϐλ所した者は、新規λ所者としてӕ↹ৢⅵが、当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、
　　　Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、新規λ所者ૠには算λし↙い。
ද≛≝当該３月間に当該ᚨからᡚ所した者のૠをいⅵ。当該ᚨにおいてരʧした者ӏ↢医療ೞ᧙↧ᡚ所した者は、新規ᡚ所者にԃ↯↱のである。たし、当該ᚨをᡚ所ࢸ、
　　　Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、新規ᡚ所者ૠには算λし↙い。
ද≜≝ܡއをᚧբし、当該者ӏ↢のܼଈ等に対してᡚ所をႸႎとしたᚨ⇛∞⇹⇟ᚘဒのሊ定ӏ↢ᚮ療૾ᤆのൿ定をᘍった者のૠ。
　　　↭た、ܡއとは、၏ᨈ、ᚮ療所ӏ↢介護̬ᨖᚨをᨊⅾ↱のである。
ද１≓≝ᡚ所ࢸに当該者のᐯܡでは↙ⅾ、˂のᅈ˟ᅦᅍᚨ等にλ所する場合であって、当該者の同ॖをࢽて、当該ᅈ˟ᅦᅍᚨ等をᚧբし、ᡚ所をႸႎとしたᚨ⇛∞⇹⇟ᚘဒの
　　　　ሊ定ӏ↢ᚮ療૾ᤆのൿ定をᘍった者をԃ↯。
ද１１≝当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、λ所者ૠには算λし↙い。
ද１≕≝分（②の͌）が≓の場合、ℵは≓≉とする。
ද１３≝ᡚ所ࢸ生活することがᙸᡂ↭れるܡއをᚧբし、当該者ӏ↢のܼଈ等に対してᡚ所ࢸの療上の指ݰをᘍった者。
　　　　↭た、ܡއとは、၏ᨈ、ᚮ療所ӏ↢介護̬ᨖᚨをᨊⅾ↱のである。
ද１≗≝ᡚ所ࢸに当該者のᐯܡでは↙ⅾ、˂のᅈ˟ᅦᅍᚨ等にλ所する場合であって、当該者の同ॖをࢽて、当該ᅈ˟ᅦᅍᚨ等をᚧբし、ᡚ所をႸႎとしたᚨ⇛∞⇹⇟ᚘဒの
　　　　ሊ定ӏ↢ᚮ療૾ᤆのൿ定をᘍった者をԃ↯。
ද１≘≝当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、当該λᨈ間はλ所間と↮↙すこととする。
ද１≙≝分（②の͌）が≓の場合、ℵは≓≉とする。
ද１≚≝当該ᚨと同ɟע内Ӎはᨩᒉしⅾはᡈするעの၏ᨈ、ᚮ療所、介護ᎊ人̬ͤᚨӍは介護医療ᨈであって、ႻʝにᎰՃのψѦやᚨの共用等がᘍ↾れている↱の
　　　　において、算定日が属する月の前３月間に提ܱ̓ጚのあるᚧբ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙、ᡫ所∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ӏ↢ჺλ所療介護のᆔ類ૠをԃ↯。
ද１≛≝ྸܖ療ඥٟ等とは、当該介護ᎊ人̬ͤᚨのλ所者に対してɼとして∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙を提̓する業Ѧにࢼ事しているྸܖ療ඥٟ等をいⅵ。
ද１≜≝１ᡵ間にѮѦす↨ⅼ間ૠが32間を下ׅる場合は32間をؕஜとする。
ද≕≓≝日24ྵנ当該ᚨにλ所ɶの者をいい、当該ᚨにλ所しての日のⅵ←にᡚ所Ӎはരʧした者をԃ↯↱のである。
ද≕１≝ૅੲႻᛩՃとは、̬ͤ医療ӏ↢ᅈ˟ᅦᅍに᧙するႻ当↙ܖᜤኺ᬴を有し、ɼとしてഏにਫ਼ↁる↷ⅵ↙λ所者に対するӲᆔૅੲӏ↢Ⴛᛩの業ѦをᘍⅵᎰՃをいⅵ。
　　　　① λ所者ӏ↢ܼଈのϼᢀ上のႻᛩ、② −⇕∐⇎∞⇝∍∙等のᚘဒ、指ݰ、ℴ ࠊထとの連携、ℵ ∂∏∙⇬⇉⇈の指ݰ
ද≕≕≝ լၝԈࡽӏ↢ኺሥのいずれに↱該当する者に↓いては、Ӳ⅝該当するഇの人ૠにԃめること。

ද≕３≝ᢅӊ１࠰間にլၝԈࡽがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にլၝԈࡽがܱↄれていた者）であって、
　　　　ӝᏸᘓ生ሥྸ加算を算定ↄれている者Ӎは2 以前においては、ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ加算Ӎはࡇ࠰ 2‚のӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算の算定要件を満たしている者ࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
　　　　ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ体制加算を算定ↄれていた者ӏ↢2 。↯においてはӝᏸᘓ生ሥྸ加算Ӎはӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算を算定ↄれていた者‛をԃࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
ද≕≗≝ᢅӊ１࠰間にኺሥがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にኺሥがܱↄれていた者）であって、
　　　　ኺӝዜਤ加算を算定している↱のӍはሥྸٟが⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮をܱする↱の（ˋԧ2ࡇ࠰以前においては、ኺӝዜਤ加算Ӎは∄⇳⇞∇∙⇮加算を算定ↄれていた
　　　　者）をԃ↯。
ද≕≘≝ᡚ所者（当該ᚨ内でരʧした者ӏ↢当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者をᨊⅾ。）のᡚ所ࢸ
　　　　3•日以内（当該ᡚ所者のᡚ所の要介護状態区分が要介護ׄӍは要介護ʞの場合にあっては、14日以内）に、当該ᚨのࢼ業者が当該ᡚ所者のܡއをᚧբし、Ӎは指定ܡއ
　　　　介護ૅੲ事業者からऴإ提̓をӖↀることに↷↹、当該ᡚ所者のܡއにおↀる生活がዒዓするᙸᡂ↮であることをᄩ認し、記していること。
ද≕≙≝λ所者の࣎៲のᜂೞᏡのዜਤׅࣄを↹、日ࠝ生活のᐯᇌをяↀるため、ྸܖ療ඥ、˺業療ඥの˂࣏要↙∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙をᚘဒႎにᘍい、ᢘܯのᚸ̖をᘍっていること。
ද≕≚≝λ所者に対し、ݲ↙ⅾと↱ᡵɤׅᆉࡇの∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙をܱしていること。

　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）書類↱提出してⅾↄい。
　この届出はˋԧ≙࠰≜月⇛∞⇹⇟提̓分↭で̅用ӧᏡです。ˋԧ≙1࠰•月⇛∞⇹⇟提̓分以ᨀは別紙28－2を̅用してⅾↄい。

にᝡྂする活動のܱ؏ע　

　Ϊܱした∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙のܱ（ද≕≚）

・࠙ࣄܡנ　①
療ૅੲೞܡנ
Ꮱ加算（Ⅰ）

　Ⅴ≙介護ᎊ人̬ͤᚨのؕஜ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出内容ⅥにおↀるⅤ①ؕஜ型ⅥのႸがμてⅤ有Ⅵ

療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≗≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

にᝡྂする活動のܱ؏ע　
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հޢใु算定体制の届出

≋Кኡ2≌2≐
ˋԧ ࠰ உ ଐ

ⅇ 1⅙ૼᙹ ⅇ ٭⅙2 ⅇ 3⅙ኳʕ

ⅇ 1⅙ʼᜱᎊʴ̬ͤᚨ≋҄ࢍܡנ≌ ⅇ 2⅙ʼᜱᎊʴ̬ͤᚨ≋ؕஜ≌

ⅇ ≌↮↝≌ૅੲೞᏡьም≋≌≋ʼᜱᎊʴ̬ͤᚨ≋ؕஜၲܡנ∝࠙ࣄܡנ⅙1

ⅇ ≌↮↝≌҄ࢍ≋ૅੲೞᏡьም≋≌≋ʼᜱᎊʴ̬ͤᚨၲܡנ∝࠙ࣄܡנ⅙2

ྙ࠙ࣄܡנ⅙″‒

Ⅎ ʴ ℉ ⅇ 20

ℳ ʴ ℉ ⅇ 10

ℴ ʴ ℉ ⅇ 0

‒‴⅙⇿⇩⇯ׅ᠃ྙ

Ⅎ ʴ ℉ ⅇ 20

ℳ ʴ ℉ ⅇ 10

ℴ ʴ ℉ ⅇ 0

‒‵⅙λЭࢸᚧբਦݰлӳ
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ℳ ʴ ℉ ⅇ 0

‒‶⅙‒ᡚЭࢸᚧբਦݰлӳ

℉ ⅇ 10

℉ ⅇ 5

ℳ ʴ ℉ ⅇ 0
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℉ ⅇ 5

℉ ⅇ 3

℉ ⅇ 1

℉ ⅇ 0
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Ⅎ ᧓ ℉ ⅇ 5

ℳ ᧓ ℉ ⅇ 3

ℴ ʴ ℉ ⅇ 2

ℵ ଐ ℉ ⅇ 0

‒‹⅙ૅੲႻᛩՃ↝ᣐፗлӳ

Ⅎ ᧓ ℉ ⅇ 5

ℳ ᧓ ℉ ⅇ 3
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≉

≉

≔≓≉ˌɥ

Ⴚᡈ≖உ᧓↝ૼᙹλᎍ↝ࡨૠ
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ↈ↺ѮѦࡨ᧓ૠ≋ද≕≕≌

℉ ℶ ⅙Ⅎ⁸ℳ⁸ℴ⁷ℵ⁷≔≓≓

≖ˌɥⅺ↓ᅈ˟ᅦᅍٟ≔
ˌɥ

ૅੲႻᛩՃⅻЭ≖உ᧓↚ѮѦↈ↨ⅼ
᧓
≋ද≕≓≌

≖ˌɥ

≘≓≉ˌɥ

ℳ
ᛆᚨ↚ⅹↀ↺Ⴚᡈ≖உ᧓↝λ࢘
ᎍࡨଐૠ

ଐ
≖≘≉ˌɥ≘≓≉ச

≖≘≉ச

Э≖உ᧓↚ⅹↀ↺ࡨλᎍૠ
≋ද≕≔≌

≕ˌɥ≖ச

Э≖உ᧓↝ࡨଐૠ ≕ச

Э≖உ᧓↚ⅹↀ↺ᙲʼᜱ≗ᒉↆⅾ↞
ᙲʼᜱ≘↚ᛆ࢘ↈ↺λᎍ↝ࡨଐૠ ℉

ℴ ⅙Ⅎ⁸ℳ⁷≔≓≓ ≉

≔≓≉ˌɥ

ℳ
λࡨ↝ᛆᚨ↚ⅹↀ↺Ⴚᡈ≖உ᧓࢘
ᎍૠ

ʴ
≘≉ˌɥ≔≓≉ச

≘≉ச

Ⴚᡈ≖உ᧓↝λᎍↃ↗↝լၝԈࡽ
⇁ܱↆࡨλᎍૠ
≋ද≕≖„≕≗≌ ℉

ℴ ⅙Ⅎ⁸ℳ⁷≔≓≓ ≉

≔≓≉ˌɥ

ℳ
λࡨ↝ᛆᚨ↚ⅹↀ↺Ⴚᡈ≖உ᧓࢘
ᎍૠ

ʴ
≘≉ˌɥ≔≓≉ச

≘≉ச

Ⴚᡈ≖உ᧓↝λᎍↃ↗↝ኺሥ
⇁ܱↆࡨλᎍૠ
≋ද≕≖„≕≘≌ ℉

ℴ ⅙Ⅎ⁸ℳ⁷≔≓≓ ≉

ℊ

ɥᚡᚸ̖Ⴘ≋″⊡‼≌↚↓ⅳ↕⅚Ⴘ↚ࣖↇⅤၲܡנ∝࠙ࣄܡנૅੲሁਦⅥ↝ӳᚘ͌⇁ᚡλ ӳᚘ
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⑵算定体制の届出（別紙）

≙　介護ᎊ人̬ͤᚨのؕஜ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出内容

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

ℵ □ ・ □

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

ℵ □ ・ □

ℶ □ ・ □

ℷ □ ・ □

療ૅੲೞᏡ加算に係る届出内容ܡנ・࠙ࣄܡנ　≚

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

　ᡚ所指ݰ等のܱ（ද≕≙）

　∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙∄⇳⇞∇∙⇮のܱ（ද≕≚）

　医ࠖのᛇኬ↙指ᅆのܱ（ද≕≛）

型҄ࢍܡנ　② 療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≙≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

　ᡚ所指ݰ等のܱ（ද≕≙）

①　ؕஜ型 療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≕≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）書類↱提出してⅾↄい。

にᝡྂする活動のܱ؏ע　

・࠙ࣄܡנ　②
療ૅੲೞܡנ
Ꮱ加算（Ⅱ）

　Ⅴ≙介護ᎊ人̬ͤᚨのؕஜ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出内容ⅥにおↀるⅤ②҄ࢍܡנ型ⅥのႸがμてⅤ有Ⅵ

療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≚≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　

ද１≝当該ᚨにおↀるλ所間がɟ月間をឬⅷていた者のࡨૠ。
ද≕≝ܡއとは、၏ᨈ、ᚮ療所ӏ↢介護̬ᨖᚨをᨊⅾ↱のである。
ද３≝当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、当該λᨈ間はλ所間と↮↙すこととする。
ද≗≝ᡚ所ࢸႺ←にჺλ所生活介護Ӎはჺλ所療介護ᒉしⅾはݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護のܿජ⇛∞⇹⇟等を利用する者はܡއ↧のᡚ所者にԃ↭↙い。
ද≘≝分（②∞ℴの͌）が≓の場合、ℵは≓≉とする。
ද≙≝λ所者とは、日24ྵנ当該ᚨにλ所ɶの者をいい、この˂に、当該ᚨにλ所しての日のⅵ←にᡚ所Ӎはരʧした者をԃ↯↱のである。
ද≚≝新規λ所者ૠとは、当該３月間に新たに当該ᚨにλ所した者のૠをいⅵ。当該３月以前から当該ᚨにλ所していた者は、新規λ所者ૠには算λし↙い。
　　　↭た、当該ᚨをᡚ所ࢸ、当該ᚨにϐλ所した者は、新規λ所者としてӕ↹ৢⅵが、当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、
　　　Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、新規λ所者ૠには算λし↙い。
ද≛≝当該３月間に当該ᚨからᡚ所した者のૠをいⅵ。当該ᚨにおいてരʧした者ӏ↢医療ೞ᧙↧ᡚ所した者は、新規ᡚ所者にԃ↯↱のである。たし、当該ᚨをᡚ所ࢸ、
　　　Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、新規ᡚ所者ૠには算λし↙い。
ද≜≝ܡއをᚧբし、当該者ӏ↢のܼଈ等に対してᡚ所をႸႎとしたᚨ⇛∞⇹⇟ᚘဒのሊ定ӏ↢ᚮ療૾ᤆのൿ定をᘍった者のૠ。
　　　↭た、ܡއとは、၏ᨈ、ᚮ療所ӏ↢介護̬ᨖᚨをᨊⅾ↱のである。
ද１≓≝ᡚ所ࢸに当該者のᐯܡでは↙ⅾ、˂のᅈ˟ᅦᅍᚨ等にλ所する場合であって、当該者の同ॖをࢽて、当該ᅈ˟ᅦᅍᚨ等をᚧբし、ᡚ所をႸႎとしたᚨ⇛∞⇹⇟ᚘဒの
　　　　ሊ定ӏ↢ᚮ療૾ᤆのൿ定をᘍった者をԃ↯。
ද１１≝当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、λ所者ૠには算λし↙い。
ද１≕≝分（②の͌）が≓の場合、ℵは≓≉とする。
ද１３≝ᡚ所ࢸ生活することがᙸᡂ↭れるܡއをᚧբし、当該者ӏ↢のܼଈ等に対してᡚ所ࢸの療上の指ݰをᘍった者。
　　　　↭た、ܡއとは、၏ᨈ、ᚮ療所ӏ↢介護̬ᨖᚨをᨊⅾ↱のである。
ද１≗≝ᡚ所ࢸに当該者のᐯܡでは↙ⅾ、˂のᅈ˟ᅦᅍᚨ等にλ所する場合であって、当該者の同ॖをࢽて、当該ᅈ˟ᅦᅍᚨ等をᚧբし、ᡚ所をႸႎとしたᚨ⇛∞⇹⇟ᚘဒの
　　　　ሊ定ӏ↢ᚮ療૾ᤆのൿ定をᘍった者をԃ↯。
ද１≘≝当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者に↓いては、当該λᨈ間はλ所間と↮↙すこととする。
ද１≙≝分（②の͌）が≓の場合、ℵは≓≉とする。
ද１≚≝当該ᚨと同ɟע内Ӎはᨩᒉしⅾはᡈするעの၏ᨈ、ᚮ療所、介護ᎊ人̬ͤᚨӍは介護医療ᨈであって、ႻʝにᎰՃのψѦやᚨの共用等がᘍ↾れている↱の
　　　　において、算定日が属する月の前３月間に提ܱ̓ጚのあるᚧբ∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙、ᡫ所∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ӏ↢ჺλ所療介護のᆔ類ૠをԃ↯。
ද１≛≝ྸܖ療ඥٟ等とは、当該介護ᎊ人̬ͤᚨのλ所者に対してɼとして∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙を提̓する業Ѧにࢼ事しているྸܖ療ඥٟ等をいⅵ。
ද１≜≝ࠝѮ੭算૾ඥでλ所者に対してɼとして∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙を提̓する業Ѧにࢼ事しているྸܖ療ඥٟ、˺業療ඥٟӏ↢ᚕᛖᎮᙾٟのいずれのᎰᆔ↱λ所者のૠでᨊしたૠに
　　　　1••でʈↇたૠが•†≕以上であること。
ද≕≓≝１ᡵ間にѮѦす↨ⅼ間ૠが32間を下ׅる場合は32間をؕஜとする。
ද≕１≝日24ྵנ当該ᚨにλ所ɶの者をいい、当該ᚨにλ所しての日のⅵ←にᡚ所Ӎはരʧした者をԃ↯↱のである。
ද≕≕≝ૅੲႻᛩՃとは、̬ͤ医療ӏ↢ᅈ˟ᅦᅍに᧙するႻ当↙ܖᜤኺ᬴を有し、ɼとしてഏにਫ਼ↁる↷ⅵ↙λ所者に対するӲᆔૅੲӏ↢Ⴛᛩの業ѦをᘍⅵᎰՃをいⅵ。
　　　　① λ所者ӏ↢ܼଈのϼᢀ上のႻᛩ、② −⇕∐⇎∞⇝∍∙等のᚘဒ、指ݰ、ℴ ࠊထとの連携、ℵ ∂∏∙⇬⇉⇈の指ݰ
ද≕３≝ լၝԈࡽӏ↢ኺሥのいずれに↱該当する者に↓いては、Ӳ⅝該当するഇの人ૠにԃめること。
ද≕≗≝ᢅӊ１࠰間にլၝԈࡽがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にլၝԈࡽがܱↄれていた者）であって、
　　　　ӝᏸᘓ生ሥྸ加算を算定ↄれている者Ӎは2 以前においては、ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ加算Ӎはࡇ࠰ 2‚のӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算の算定要件を満たしている者ࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
　　　　ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ体制加算を算定ↄれていた者ӏ↢2 。↯においてはӝᏸᘓ生ሥྸ加算Ӎはӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算を算定ↄれていた者‛をԃࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
ද≕≘≝ᢅӊ１࠰間にኺሥがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にኺሥがܱↄれていた者）であって、
　　　　ኺӝዜਤ加算を算定している↱のӍはሥྸٟが⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮をܱする↱の（ˋԧ2ࡇ࠰以前においては、ኺӝዜਤ加算Ӎは∄⇳⇞∇∙⇮加算を算定ↄれていた
　　　　者）をԃ↯。
ද≕≙≝ᡚ所者（当該ᚨ内でരʧした者ӏ↢当該ᚨをᡚ所ࢸ、Ⴚ←に၏ᨈӍはᚮ療所にλᨈし、ɟᡵ間以内にᡚᨈしたࢸ、Ⴚ←にϐࡇ当該ᚨにλ所した者をᨊⅾ。）のᡚ所ࢸ
　　　　3•日以内（当該ᡚ所者のᡚ所の要介護状態区分が要介護ׄӍは要介護ʞの場合にあっては、14日以内）に、当該ᚨのࢼ業者が当該ᡚ所者のܡއをᚧբし、Ӎは指定ܡއ
　　　　介護ૅੲ事業者からऴإ提̓をӖↀることに↷↹、当該ᡚ所者のܡއにおↀる生活がዒዓするᙸᡂ↮であることをᄩ認し、記していること。
ද≕≚≝λ所者の࣎៲のᜂೞᏡのዜਤׅࣄを↹、日ࠝ生活のᐯᇌをяↀるため、ྸܖ療ඥ、˺業療ඥの˂࣏要↙∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙をᚘဒႎにᘍい、ᢘܯのᚸ̖をᘍっていること。
ද≕≛≝医ࠖは、∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙のܱにあた↹、ྸܖ療ඥٟ等に対し、∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙のႸႎに加ⅷて、当該∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙ڼ前Ӎはܱɶのသॖ事、や↯をࢽず
　　　　当該∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙をɶഥするᨥのؕ準、当該∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙におↀるᒵ等のⅵ←いずれかɟ↓以上の指ᅆをᘍⅵこと。
ද≕≜≝λ所者に対し、ݲ↙ⅾと↱ᡵɤׅᆉࡇの∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙をܱしていること。

　∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙∄⇳⇞∇∙⇮のܱ（ද≕≚）

　医ࠖのᛇኬ↙指ᅆのܱ（ද≕≛）

にᝡྂする活動のܱ؏ע　

　Ϊܱした∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙のܱ（ද≕≜）

・࠙ࣄܡנ　①
療ૅੲೞܡנ
Ꮱ加算（Ⅰ）

　Ⅴ≙介護ᎊ人̬ͤᚨのؕஜ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出内容ⅥにおↀるⅤ①ؕஜ型ⅥのႸがμてⅤ有Ⅵ

療ૅੲ等指の合ᚘ͌が≗≓以上ܡנ・࠙ࣄܡנ　
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հޢใु算定体制の届出

（別紙2（3－
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護ᎊ人̬ͤᚨ（療型）

□ 1　療体制ዜਤཎ別加算（Ⅱ）（介護ᎊ人̬ͤᚨ（療型）の↮）

     ≘　介護ᎊ人̬ͤᚨ（療型）に係る届出内容

① 人

② 人

ℴ 人 有 ・ 無

ℵ ≉ ℉ □ ・ □

① 人 人 人

② 人 人 人

ℴ ≉ ≉ ≉ ≉ ℉ 有 ・ 無

ℵ 人 人 人 □ ・ □

ℶ ≉ ≉ ≉ ≉ ℉

　  ≙　療体制ዜਤཎ別加算（Ⅱ）に係る届出内容

① 人 人 人

② 人 人 人

ℴ ≉ ≉ ≉ ≉ ℉ 有 ・ 無

ℵ 人 人 人 □ ・ □

ℶ ≉ ≉ ≉ ≉ ℉

介護ᎊ人̬ͤᚨ（療型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲӏ↢療体制ዜਤཎ別加算（Ⅱ）に係る届出書

１　事  業  所  名

≕　異  動  区  分

３　人Ճᣐፗ区分

≗　届  出    Ⴘ

　①　新規λ所者
の状ඞ（ද）

　前12月の新規λ所者のዮૠ

　①のⅵ←、医療ೞ᧙をᡚᨈしλ所した者のዮૠ

　①のⅵ←、ᐯܡ等からλ所した者のዮૠ

　（①にҩめる②のл合）－（①にҩめるℴのл合） ３≘≉以上

　 ②　λ所者・
利用者の利用状ඞ

前⅝⅝月 前⅝月 前月 ר

前3月のλ所者ӏ↢利用者のዮૠ

①のⅵ←、լၝԈࡽᒉしⅾはኺሥ
がܱↄれたλ所者ӏ↢利用者

3月間のר

①にҩめる②のл合 １≘≉以上

①のⅵ←、日ࠝ生活ᐯᇌࡇの∏∙⇕≰
に該当するλ所者ӏ↢利用者

Ӎは

①にҩめるℵのл合 ≕≓≉以上

　①　λ所者ӏ↢
利用者の状ඞ

前⅝⅝月 前⅝月 前月 ר

前3月のλ所者ӏ↢利用者のዮૠ

①のⅵ←、լၝԈࡽᒉしⅾはኺሥ
がܱↄれたλ所者ӏ↢利用者

3月間のר

①にҩめる②のл合 ≕≓≉以上

ද≝当該ᚨが介護療型ᎊ人̬ͤᚨ↧の᠃੭以ࢸの新規λ所者のܱጚが12月にᢋしたໜからᢘ用する。

　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）書類↱提出してⅾↄい。

①のⅵ←、日ࠝ生活ᐯᇌࡇの∏∙⇕℀
Ӎは≰に該当するλ所者ӏ↢利用者

か↓

①にҩめるℵのл合 ≘≓≉以上
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙2（≗－
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ １　၏ᨈ療၏ჺλ所療介護（Ⅰ型（療ೞᏡ҄ࢍ型″））

□ ≕　၏ᨈ療၏ჺλ所療介護（Ⅰ型（療ೞᏡ҄ࢍ型‴））

□ ３　၏ᨈ療၏ჺλ所療介護（Ⅱ型（療ೞᏡ҄ࢍ型‴））

□ ≗　၏ᨈ療၏ჺλ所療介護（∌⇱⇩⇮型（療ೞᏡ҄ࢍ型″））

□ ≘　၏ᨈ療၏ჺλ所療介護（∌⇱⇩⇮型（療ೞᏡ҄ࢍ型‴））

□ ≙　ᚮ療所ჺλ所療介護（Ⅰ型（療ೞᏡ҄ࢍ型″））

□ ≚　ᚮ療所ჺλ所療介護（Ⅰ型（療ೞᏡ҄ࢍ型‴））

□ ≛　ᚮ療所ჺλ所療介護（∌⇱⇩⇮型（療ೞᏡ҄ࢍ型″））

□ ≜　ᚮ療所ჺλ所療介護（∌⇱⇩⇮型（療ೞᏡ҄ࢍ型‴））

≗　၏ᨈӍはᚮ療所におↀるჺλ所療介護（療ೞᏡ҄ࢍ型）に係る届出内容

①
人

②
人

③
人

④
人 有 ・ 無

⑤
≉ ℉ □ ・ □

℉ □ ・ □

（人Ճᣐፗ区分≘の↮）

①
人

②
人

③
人

④
人

⑤
人 有 ・ 無

⑥
≉ ℉ □ ・ □

℉ □ ・ □

（人Ճᣐፗ区分≕≏３）

℉ □ ・ □

（人Ճᣐፗ区分≘の↮）

①
日

②
日 有 ・ 無

③
≉ ℉ □ ・ □

℉ □ ・ □

（人Ճᣐፗ区分≕≏３≏≘）

有 ・ 無

□ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

ද≕≝ ②ӏ↢ℴのいずれに↱該当する者に↓いては、いずれかɟ૾に↓いての↮ԃめること。

ද３≝②、ℴӏ↢ℵのⅵ←ᙐૠに該当する者に↓いては、Ӳ⅝該当するૠ܌のഇの人ૠにԃめること。

ද≙≝ᐯらܱする者はᨊⅾ。

①にҩめるℵのл合 ≘≓≉以上

၏ᨈӍはᚮ療所におↀるჺλ所療介護（療ೞᏡ҄ࢍ型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出書

１　事  業  所  名

≕　異  動  区  分

３　人Ճᣐፗ区分（ද１）

　①　ࡇ者のл合
前３月間のλᨈध者等のዮૠ

①のⅵ←、ሶ↙៲体၌धを有する者のૠ（ද≕）

①のⅵ←、៲体合́症を有する認知症᭗ᱫ者のૠ（ද≕）

②とℴのԧ

≗≓≉以上

　②　医療ϼፗのܱ状ඞ
前３月間のλᨈध者等のዮૠ

前３月間のլၝԈࡽをܱしたλᨈध者等のዮૠ（ද３・≗）

前３月間のኺሥをܱしたλᨈध者等のዮૠ（ද３・≘）

前３月間のイ∙⇟∐∙දݧをܱしたλᨈध者等のዮૠ
（ද３・≙）

②からℵのԧ

　ℴ　⇥∞∅⇰∑⇗⇈の
　　ܱ状ඞ

前３月間のλᨈध者ࡨ日ૠ

前３月間の⇥∞∅⇰∑⇗⇈の対ᝋ者ࡨ日ૠ

①にҩめるℶのл合 ≘≓≉以上

３≓≉以上

≕≓≉以上

ද１≝・人Ճᣐፗ区分１、≗、≙、≛をᢠ৸する場合は、Ⅴ①ࡇ者のл合Ⅵにおↀるℶのл合が‧•≉以上、Ⅴ②医療ϼፗのܱ状ඞⅥにおↀる
　　　　ℷのл合が‧•≉以上ӏ↢Ⅴℴ⇥∞∅⇰∑⇗⇈のܱ状ඞⅥにおↀるℴのл合が1•≉以上を満たす࣏要がある。
　　　・人Ճᣐፗ区分≕、３、≘をᢠ৸する場合は、Ⅴ①ࡇ者のл合Ⅵにおↀるℶのл合が‧•≉以上、Ⅴ②医療ϼፗのܱ状ඞⅥにおↀる
　　　　ℷのл合が3•≉以上ӏ↢Ⅴℴ⇥∞∅⇰∑⇗⇈のܱ状ඞⅥにおↀるℴのл合が≘≉以上を満たす࣏要がある。
　　　・人Ճᣐፗ区分≚、≜をᢠ৸する場合は、Ⅴ①ࡇ者のл合Ⅵにおↀるℶのл合が4•≉以上、Ⅴ②医療ϼፗのܱ状ඞⅥにおↀる
　　　　ℷのл合が2•≉以上ӏ↢Ⅴℴ⇥∞∅⇰∑⇗⇈のܱ状ඞⅥにおↀるℴのл合が≘≉以上を満たす࣏要がある。

ද≗≝ᢅӊ１࠰間にլၝԈࡽがܱↄれていた者（λᨈ間が1࠰以上であるλᨈध者にあっては、当該λᨈ間ɶ（λᨈをԃ↯。）にլၝԈ
のӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算の算定ࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰ 2がܱↄれていた者）であって、ӝᏸᘓ生ሥྸ加算を算定ↄれている者Ӎはࡽ　　　
　　　要件を満たしている者‚2 ࡇ࠰以前においては、ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ加算ӍはӝᏸೞᏡዜਤሥྸ体制加算を算定ↄれていた者ӏ↢
。↯においてはӝᏸᘓ生ሥྸ加算Ӎはӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算を算定ↄれていた者‛をԃࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰ 2　　　

ද≘≝ᢅӊ１࠰間にኺሥがܱↄれていた者（λᨈ間が1࠰以上であるλᨈध者にあっては、当該λᨈ間ɶ（λᨈをԃ↯。）にኺሥ
　　　がܱↄれていた者）であって、ኺӝዜਤ加算を算定している↱のӍはሥྸٟが⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮をܱする↱の（ˋԧ2࠰
。↯以前においては、ኺӝዜਤ加算Ӎは∄⇳⇞∇∙⇮加算を算定ↄれていた者）をԃࡇ　　　

　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）書類↱提出してⅾↄい。

①にҩめる②のл合（ද≚） １≓≉以上

　≘≉以上

　ℵ　生活ೞᏡをዜਤોծする∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙のܱ

　ℶ　ע؏にᝡྂする活動のܱ
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հޢใु算定体制の届出

（別紙3•）
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ １　Ⅰ型介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ᝲⅠ（（∌⇱⇩⇮型）Ⅰ型療、Ⴣ護 1、介護41）‚́ᚨ型ݱ規介護医療ᨈ）

□ ≕　Ⅰ型介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ᝲⅡ（（∌⇱⇩⇮型）Ⅰ型療、Ⴣ護 1、介護41）‚́ᚨ型ݱ規介護医療ᨈ）

□ ３　Ⅰ型介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ᝲ（Ⅰ型療、Ⴣ護 1、介護‧1）

≗　介護医療ᨈ（Ⅰ型）に係る届出内容

① 人

② 人

ℴ 人

ℵ 人 有 ・ 無

ℶ ≉ ℉ □ ・ □

① 人

② 人

ℴ 人

ℵ 人

ℶ 人 有 ・ 無

ℷ ≉ ℉ □ ・ □

℉ □ ・ □

① 日

② 日 有 ・ 無

ℴ ≉ ℉ □ ・ □

℉ □ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

①のⅵ←、ሶ↙៲体၌धを有する者のૠ（ද１）

介護医療ᨈ（Ⅰ型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出書

１　事  業  所  名

≕　異  動  区  分

３　人Ճᣐፗ区分

①のⅵ←、៲体合́症を有する認知症᭗ᱫ者のૠ（ද１）

　①　ࡇ者のл合
前３月間のλ所者等のዮૠ

②とℴのԧ

①にҩめるℵのл合 ≘≓≉以上

（人Ճᣐፗ区分１～３）

　②　医療ϼፗのܱ状ඞ
前３月間のλ所者等のዮૠ

前３月間のլၝԈࡽをܱしたλ所者等のዮૠ（ද≕・３）

（人Ճᣐፗ区分≕≏３）

前３月間のኺሥをܱしたλ所者等のዮૠ（ද≕・≗）

前３月間のイ∙⇟∐∙දݧをܱしたλ所者等のዮૠ（ද≕・≘）

②からℵのԧ

①にҩめるℶのл合 ≘≓≉以上

（人Ճᣐፗ区分１の↮）

３≓≉以上

　ℶ　ע؏にᝡྂする活動のܱ

　ℴ　⇥∞∅⇰∑⇗⇈の
　　ܱ状ඞ

前３月間のλ所者ࡨ日ૠ

前３月間の⇥∞∅⇰∑⇗⇈の対ᝋ者ࡨ日ૠ

①にҩめる②のл合 １≓≉以上

（人Ճᣐፗ区分１の↮）

　≘≉以上

（人Ճᣐፗ区分≕≏３）

　ℵ　生活ೞᏡをዜਤોծする∐ハ⇹∐⇬∞⇝∍∙のܱ

ද≗≝ᢅӊ１࠰間にኺሥがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にኺሥが
　　　ܱↄれていた者）であって、ኺӝዜਤ加算を算定している↱のӍはሥྸٟが⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮をܱする者（ˋԧ2ࡇ࠰以前に
　　　おいては、ኺӝዜਤ加算Ӎは∄⇳⇞∇∙⇮加算を算定ↄれていた者）をԃ↯。

ද≘≝ᐯらܱする者はᨊⅾ。

　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）書類↱提出してⅾↄい。

（↮ɶにおいてܱするᙸᡂࡇ࠰31、↹ɶにᨂࡇ࠰•3）　　

ද１≝・人Ճᣐፗ区分１をᢠ৸する場合は、Ⅴ①ࡇ者のл合Ⅵにおↀるℶのл合が‧•≉以上、Ⅴ②医療ϼፗのܱ状ඞⅥにおↀる
　　　　ℷのл合が‧•≉以上ӏ↢Ⅴℴ⇥∞∅⇰∑⇗⇈のܱ状ඞⅥにおↀるℴのл合が1•≉以上を満たす࣏要がある。

　　　・人Ճᣐፗ区分≕、３をᢠ৸する場合は、Ⅴ①ࡇ者のл合Ⅵにおↀるℶのл合が‧•≉以上、Ⅴ②医療ϼፗのܱ状ඞⅥにおↀる
　　　　ℷのл合が3•≉以上ӏ↢Ⅴℴ⇥∞∅⇰∑⇗⇈のܱ状ඞⅥにおↀるℴのл合が≘≉以上を満たす࣏要がある。

ද１≝ ②ӏ↢ℴのいずれに↱該当する者に↓いては、いずれかɟ૾に↓いての↮ԃめること。

ද≕≝ ②、ℴӏ↢ℵのⅵ←ᙐૠに該当する者に↓いては、Ӳ⅝該当するૠ܌のഇの人ૠにԃめること。

ද３≝ᢅӊ１࠰間にլၝԈࡽがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にլၝԈࡽが
　　　ܱↄれていた者）であって、ӝᏸᘓ生ሥྸ加算を算定ↄれている者Ӎは2 のӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算の算定要件を満たしてࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
　　　いる者‚2 ࡇ࠰以前においては、ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ加算ӍはӝᏸೞᏡዜਤሥྸ体制加算を算定ↄれていた者ӏ↢2 にࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
　　　おいてはӝᏸᘓ生ሥྸ加算Ӎはӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算を算定ↄれていた者‛をԃ↯。
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙3•－≕）
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ Ⅱ型介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ᝲⅠ（（∌⇱⇩⇮型）Ⅱ型療、Ⴣ護 1、介護41）（́ᚨ型ݱ規介護医療ᨈ）

□ Ⅱ型介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ᝲⅡ（Ⅱ型療、Ⴣ護 1、介護‧1）

□ Ⅱ型介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟ᝲ（Ⅱ型療、Ⴣ護 1、介護 1）

≗　介護医療ᨈ（Ⅱ型療）に係る届出内容

（医療ϼፗのܱ状ඞ）

① 人

② 人

ℴ ≉

ℵ 人

ℶ ≉

（ࡇ者のл合）

① 人

② 人

ℴ 人

ℵ 人

ℶ ≉

有 ・ 無

℉ □ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

　前３月間のλ所者等のዮૠ

介護医療ᨈ（Ⅱ型）のؕஜᚨ⇛∞⇹⇟ᝲに係る届出書

１　事  業  所  名

≕　異  動  区  分

３　人Ճᣐፗ区分

　①のⅵ←、日ࠝ生活ᐯᇌࡇの∏∙⇕≰に該当するλ所者等

　①にҩめる②のл合（ද≗）

　①のⅵ←、日ࠝ生活ᐯᇌࡇの∏∙⇕℀Ӎは≰に該当するλ所者ӏ↢利用者

　①にҩめるℵのл合（ද≘）

　前３月間のλ所者等のዮૠ

　①のⅵ←、լၝԈࡽをܱしたλ所者等のዮૠ（ද≕・３）

　①のⅵ←、ኺሥをܱしたλ所者等のዮૠ（ද≕・≗）

　②とℴのԧ

　①にҩめるℵのл合（ද≙）

ද≘≝ݱ規介護医療ᨈの場合は、①にҩめるℵのл合と、1。ૠでᨊしたૠとのᆢを記λすること規介護医療ᨈにおↀるⅡ型療ݱを当該

ද≙≝ݱ規介護医療ᨈの場合は、①にҩめるℵのл合と、1。ૠでᨊしたૠとのᆢを記λすること規介護医療ᨈにおↀるⅡ型療ݱを当該

　Ӳ要件を満たす場合に↓いては、れれ根拠と↙る（要件を満たすことが↾かる）書類↱提出してⅾↄい。

Ⅴ医療ϼፗのܱ状ඞⅥにおↀるℴのл合が≕≓≉以上、ℶのл合が≕≘≉以上、Ⅴࡇ者のл合Ⅵにおↀるℶのл合が
１≘≉以上のいずれかを満たす

　⇥∞∅⇰∑⇗⇈のܱ体制

ද１≝ ②ӏ↢ℴのⅵ←ᙐૠに該当する者に↓いては、Ӳ⅝該当するૠ܌のഇの人ૠにԃめること。

ද≕≝ᢅӊ１࠰間にլၝԈࡽがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にլၝԈࡽが
　　　ܱↄれていた者）であって、ӝᏸᘓ生ሥྸ加算を算定ↄれている者Ӎは2 のӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算の算定要件を満たࡇ࠰≔からˋԧࡇ࠰
　　　している者‚2 ࡇ࠰以前においては、ӝᏸೞᏡዜਤሥྸ加算ӍはӝᏸೞᏡዜਤሥྸ体制加算を算定ↄれていた者ӏ↢2 からˋԧࡇ࠰
。↯においてはӝᏸᘓ生ሥྸ加算Ӎはӝᏸᘓ生ሥྸ体制加算を算定ↄれていた者‛をԃࡇ࠰≔　　　

ද３≝ᢅӊ１࠰間にኺሥがܱↄれていた者（λ所間が1࠰以上であるλ所者にあっては、当該λ所間ɶ（λ所をԃ↯。）にኺሥが
　　　ܱↄれていた者）であって、ኺӝዜਤ加算を算定している↱のӍはሥྸٟが⇗⇈・∄⇳⇞∇∙⇮をܱする者（ˋԧ2ࡇ࠰以前に
　　　おいては、ኺӝዜਤ加算Ӎは∄⇳⇞∇∙⇮加算を算定ↄれていた者）をԃ↯。

ද≗≝ݱ規介護医療ᨈの場合は、①にҩめる②のл合と、1。ૠでᨊしたૠとのᆢを記λすること規介護医療ᨈにおↀるⅡ型療ݱを当該
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հޢใु算定体制の届出

（別紙31）
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ １　ࡇ認知症၌ध療体制加算（Ⅰ） □ ≕　ࡇ認知症၌ध療体制加算（Ⅱ）

≗　ࡇ認知症၌ध療体制加算（Ⅰ）に係る届出

有 ・ 無

① □ ・ □

② 人 ℉ □ ・ □

ℴ 人 ℉ □ ・ □

① 人 有 ・ 無

② 人

ℴ ≉ ℉ □ ・ □

ℵ 人

ℶ 人

ℷ ≉ ℉ □ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

有 ・ 無

□ □ □ □ □ □

≘　ࡇ認知症၌ध療体制加算（Ⅱ）に係る届出

有 ・ 無

① □ ・ □

② 人 ℉ □ ・ □

ℴ 人 ℉ □ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

① 人 有 ・ 無

② 人

ℴ ≉ ℉ □ ・ □

ℵ 人

ℶ 人

ℷ ≉ ℉ □ ・ □

有 ・ 無

□ ・ □

有 ・ 無

□ □ □ □ □ □

　①　体制 Ⴣ護ᎰՃのૠが、ࠝѮ੭算૾ඥで、≗≝１以上であること（ද１）

介護医療ᨈにおↀるࡇ認知症၌ध療体制加算に係る届出書

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　届 出  Ⴘ

のችᅕ̬ͤᅦᅍٟのૠ（ද≕）˓ݦ １人以上

療ඥٟ、˺業療ඥٟӍはᚕᛖᎮᙾٟのૠܖのྸ˓ݦ １人以上

　②　λ所者の状ඞ
当該介護医療ᨈにおↀるλ所者等のૠ

①のⅵ←、認知症の者のૠ（ද３）

①にҩめる②のл合 １≓≓≉

前３月におↀる認知症の者のࡨλ所者ૠ（ද３）

前３月におↀる認知症᭗ᱫ者の日ࠝ生活ᐯᇌࡇの∏
∙⇕⁔以上に該当する者のࡨλ所者ૠ

ℵにҩめるℶのл合 ≘≓≉以上

　ℴ　連携状ඞ 連携するችᅕᅹ၏ᨈの名ᆅ

　①　体制 Ⴣ護ᎰՃのૠが、ࠝѮ੭算૾ඥで、≗≝１以上であること

　ℵ　៲体ளࡑഥ
சܱถ算

前⅝⅝月 前⅝月 前月

①
前３月間におↀる៲体ளࡑഥசܱ
ถ算の算定ܱጚ

有・無 有・無 有・無
℉

μてⅤ無Ⅵの場
合、ӫのⅤ有Ⅵ
をⅤⅆⅥにして
ⅾↄい。

□ ・ □

のችᅕ̬ͤᅦᅍٟのૠ（ද≕）ࢼݦ １人以上

の˺業療ඥٟのዮૠࢼݦ １人以上

⊏≒≙ᆢ᩿　②　
≕
以上の生活ೞᏡׅࣄጀܴの有無（ද≗）

　ℴ　λ所者の状ඞ
当該介護医療ᨈにおↀるλ所者等のዮૠ

①のⅵ←、認知症の者のૠ（ද３）

①にҩめる②のл合 １≓≓≉

前３月におↀる認知症の者のࡨλ所者ૠ（ද３）

前３月におↀる認知症᭗ᱫ者の日ࠝ生活ᐯᇌࡇの∏
∙⇕℀以上に該当する者のࡨλ所者ૠ

ℵにҩめるℶのл合 ≘≓≉以上

　ℵ　連携状ඞ 連携するችᅕᅹ၏ᨈの名ᆅ

　ℶ　៲体ளࡑഥ
சܱถ算

前⅝⅝月 前⅝月 前月

①
前３月間におↀる៲体ளࡑഥசܱ
ถ算の算定ܱጚ

有・無 有・無 有・無

ද≕≝ችᅕ̬ͤᅦᅍٟとは、ችᅕ̬ͤᅦᅍٟඥ（≜࠰ඥࢷᇹ131ӭ）ᇹʚவに規定するችᅕ̬ͤᅦᅍٟӍはこれに準ずる者をいⅵ。

ද３≝認知症とᄩ定ᚮૺↄれていること。たし、λ所者に↓いては、λ所３ࢸか月間にᨂ↹、認知症のᄩ定ᚮૺをᘍⅵ↭での間は≰≰≶≨
　　　（‿⁛⁛　‿⁗⁓⁞　⁅⁓⁗　‷⁓ ⁛⁓⁛）において23ໜ以下の者Ӎは≫≧≶⃬≵（ોᚖᧈ߷ࡸቇତ知Ꮱᚸ̖⇟⇗∞∑）において2•ໜ以下
　　　の者をԃ↯↱のとする。ჺλ所療介護の利用者に↓いては、認知症とᄩ定ᚮૺをӖↀた者にᨂる。

ද≗≝生活ೞᏡׅࣄጀܴに↓いては、ೞᏡጀܴ、ᛩᛅܴ、ؘӏ↢−⇕∐⇎∞⇝∍∙・∑∞∆等と区ဒ↊ず、１↓の⇐∞⇽∙⇟∀∞⇟とす
　　　ることはࠀしૅⅷ↙い。↭た、λ所者に対する介護医療ᨈ⇛∞⇹⇟の提̓にૅᨦをஹↄ↙い場合は、˂のᚨとψ用してࠀしૅⅷ↙い。

℉

μてⅤ無Ⅵの場
合、ӫのⅤ有Ⅵ
をⅤⅆⅥにして
ⅾↄい。

□ ・ □

ද１≝Ⴣ護ᎰՃのૠに↓いては、当該介護医療ᨈにおↀるλ所者等のૠを≗を↱ってᨊしたૠ（のૠが１に満た↙いとⅼは、１とし、のૠ
　　　に１に満た↙いᇢૠが生ↇるとⅼはこれをЏ↹上ↁる↱のとする。）から当該介護医療ᨈにおↀるλ所者等のૠを≙を↱ってᨊしたૠ
　　　（のૠが１に満た↙いᇢૠが生ↇるとⅼはこれをЏ↹上ↁる↱のとする。）をถↇたૠのር内で介護ᎰՃとすることがでⅼる。
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙32）
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1 　ཎ定ᚨλއ者生活介護

□ 者生活介護އბ型ཎ定ᚨλ݅؏ע　 2

□ 1　λއዒዓૅੲ加算（Ⅰ） □ 2　λއዒዓૅੲ加算（Ⅱ）

4　λއዒዓૅੲ加算（Ⅰ）に係る届出

① 人 有 ・ 無

② 人 ℉ □ ・ □

　Ӎは

ℴ 人 ℉ □ ・ □

Ⴣ護ᎰՃの状ඞ 有 ・ 無

ℵ □ ・ □

ℵは、ℴがⅤ有Ⅵに該当する場合の↮届ↀ出ること。

介護ᅦᅍٟのл合 有 ・ 無

ℶ 　介護ᅦᅍٟૠ 　ࠝѮ੭算 人 ℉ □ ・ □

事業所の状ඞ 有 ・ 無
ℷ □ ・ □

‧　λއዒዓૅੲ加算（Ⅱ）に係る届出

① 人 有 ・ 無

② 人 ℉ □ ・ □

Ӎは

ℴ 人 ℉ □ ・ □

Ⴣ護ᎰՃの状ඞ 有 ・ 無

ℵ □ ・ □

ℵは、ℴがⅤ有Ⅵの場合に届ↀ出ること。

介護ᅦᅍٟのл合 有 ・ 無

ℶ 　介護ᅦᅍٟૠ 　ࠝѮ੭算 人 ℉ □ ・ □

事業所の状ඞ 有 ・ 無
ℷ □ ・ □

4　届 出 区 分

λއዒዓૅੲ加算に係る届出書

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　 ᚨ ᆔ 別

介護ᅦᅍٟ
ૠ≝
λ所者ૠが
１≝≙以上

λއ者の状ඞ
ӏ↢介護ᅦᅍ
ٟの状ඞ

λއ者の状ඞ

　λއ者（要介護）ዮૠ

　①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１
வӲӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者のૠ

　人Ճؕ準എڦに該当してい↙い。

①にҩめる②
のл合が
1‧≉以上

　①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１
வӲӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者ӏ↢Ⅴބᢊ⇑⇬∞
⇬∑သፗをܱしている状態Ⅵ、Ⅴܡנᣠእ療ඥをܱ
している状態Ⅵ、Ⅴイ∙⇟∐∙දݧをܱしている
状態Ⅵのいずれかに該当する者のૠ

①にҩめるℴ
のл合が
1‧≉以上

　ࠝѮのჃ護ࠖを１名以上ᣐፗし、Ⴣ護に係るᝧ˓者を定めている。

備考　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、
　　速やかに提出してⅾↄい。

①にҩめる②
のл合が
≘≉以上

　①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１
வӲӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者ӏ↢Ⅴބᢊ⇑⇬∞
⇬∑သፗをܱしている状態Ⅵ、Ⅴܡנᣠእ療ඥをܱ
している状態Ⅵ、Ⅴイ∙⇟∐∙දݧをܱしている
状態Ⅵのいずれかに該当する者のૠ

①にҩめるℴ
のл合が
≘≉以上

　ࠝѮのჃ護ࠖを１名以上ᣐፗし、Ⴣ護に係るᝧ˓者を定めている。

介護ᅦᅍٟ
ૠ≝
λ所者ૠが
１≝≙以上

λއ者の状ඞ
ӏ↢介護ᅦᅍ
ٟの状ඞ

λއ者の状ඞ

　λއ者（要介護）ዮૠ

　①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１
வӲӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者のૠ

　人Ճؕ準എڦに該当してい↙い。
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հޢใु算定体制の届出

（別紙32－≕）
ˋԧ ࠰ 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1 　ཎ定ᚨλއ者生活介護

□ 者生活介護އბ型ཎ定ᚨλ݅؏ע　 2

□ 1　λއዒዓૅੲ加算（Ⅰ） □ 2　λއዒዓૅੲ加算（Ⅱ）

　‧‟1　λއዒዓૅੲ加算（Ⅰ）に係る届出

① 人 有 ・ 無

② 人 ℉ □ ・ □

Ӎは

ℴ 人 ℉ □ ・ □

Ⴣ護ᎰՃの状ඞ 有 ・ 無

ℵ □ ・ □

ℵは、ℴがⅤ有Ⅵの場合に届ↀ出ること。

介護ᅦᅍٟのл合 有 ・ 無

ℶ 　介護ᅦᅍٟૠ 　ࠝѮ੭算 人 ℉ □ ・ □

事業所の状ඞ 有 ・ 無
ℷ □ ・ □

　‧‟2　λއዒዓૅੲ加算（Ⅱ）に係る届出

① 人 有 ・ 無

② 人 ℉ □ ・ □

Ӎは

ℴ 人 ℉ □ ・ □

Ⴣ護ᎰՃの状ඞ 有 ・ 無

ℵ □ ・ □

ℵは、ℴがⅤ有Ⅵの場合に届ↀ出ること。

介護ᅦᅍٟのл合 有 ・ 無

ℶ 　介護ᅦᅍٟૠ 　ࠝѮ੭算 人 ℉ □ ・ □

事業所の状ඞ 有 ・ 無
ℷ □ ・ □

以下の①からℵのӕኵをす↨てܱしていること。 有 ・ 無

① ⇬⇕⇴∓⇞∞を᠍したೞ֥に↓いて、ݲ↙ⅾと↱以下の÷～ùのႸのೞ֥を̅用

　÷ λ所者μՃにᙸܣ↹ೞ֥を̅用 □ ・ □

　ø ᎰՃμՃがイ∙⇑∆を̅用 □ ・ □

　ù 介護記⇣⇻⇮、⇟∄∞⇮⇻⇏∙等の※‵⁆を̅用 □ ・ □

　ú ᆆʈૅੲೞ֥を̅用 □ ・ □

（λೞ֥ݰ）　

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

ℵ ⇗⇈の⇈⇡⇟∇∙⇮ᚸ̖や人Ճ体制のᙸႺしを⁂‶‵″⇛イ⇕∑に↷ってዒዓしてܱ □ ・ □

4　届 出 区 分

⇬⇕⇴∓⇞∞のݰλに↷るλއዒዓૅੲ加算に᧙する届出書

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　 ᚨ ᆔ 別

介護ᅦᅍٟૠ≝
λ所者ૠが
１≝≚以上

λއ者の状ඞ
ӏ↢介護ᅦᅍ
ٟの状ඞ

λއ者の状ඞ

λއ者（要介護）ዮૠ

①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１வ
Ӳӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者のૠ

　人Ճؕ準എڦに該当してい↙い。

①にҩめる②
のл合が
１≘≉以上

　①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１வ
Ӳӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者ӏ↢Ⅴބᢊ⇑⇬∞⇬∑
သፗをܱしている状態Ⅵ、Ⅴܡנᣠእ療ඥをܱして
いる状態Ⅵ、Ⅴイ∙⇟∐∙දݧをܱしている状態Ⅵの
いずれかに該当する者のૠ

①にҩめるℴ
のл合が
１≘≉以上

　ࠝѮのჃ護ࠖを１名以上ᣐፗし、Ⴣ護に係るᝧ˓者を定めている。

介護ᅦᅍٟૠ≝
λ所者ૠが
１≝≚以上

λއ者の状ඞ
ӏ↢介護ᅦᅍ
ٟの状ඞ

λއ者の状ඞ

λއ者（要介護）ዮૠ

①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１வ
Ӳӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者のૠ

　人Ճؕ準എڦに該当してい↙い。

①にҩめる②の
л合が≘≉以上

　①のⅵ←ᅈ˟ᅦᅍٟӏ↢介護ᅦᅍٟඥᘍ規Щᇹ１வ
Ӳӭにਫ਼ↁるᘍໝを࣏要とする者ӏ↢Ⅴބᢊ⇑⇬∞⇬∑
သፗをܱしている状態Ⅵ、Ⅴܡנᣠእ療ඥをܱして
いる状態Ⅵ、Ⅴイ∙⇟∐∙දݧをܱしている状態Ⅵの
いずれかに該当する者のૠ

①にҩめるℴ
のл合が
≘≉以上

　ࠝѮのჃ護ࠖを１名以上ᣐፗし、Ⴣ護に係るᝧ˓者を定めている。

　‧　⇬⇕⇴∓
　　⇞∞の̅用
　　状ඞ

名　ᆅ

ᙌᡯ事業者

用　ᡦ

② 利用者のܤμや⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃの᠉ถをるため、以下のす↨ての
　Ⴘに↓いて、⇬⇕⇴∓⇞∞ݰλݲ、ࢸ↙ⅾと↱３か月以上ܱ

　÷  利用者のܤμɳ↢に介護⇛∞⇹⇟のឋのᄩ̬ӏ↢ᎰՃのਃ᠉ถにする૾ሊを౨᚛するためのۀՃ˟のᚨፗ

　ø ᎰՃに対するҗ分↙˞ক間のᄩ̬等のѮѦ・ᨽ用வ件↧のᣐॾ

　ù ೞ֥のɧφ合の定⇧⇍⇩⇕のܱ（∇∞⇑∞との連携をԃ↯）

　ú ᎰՃに対する⇬⇕⇴∓⇞∞活用に᧙するᏋのܱ

ℴ ②の÷のۀՃ˟でܤμ体制や⇗⇈のឋのᄩ̬、ᎰՃのਃ᠉ถがられている
　ことをᄩ認

備考１　要件を満たすことが分かるᜭ事ಒ要を提出すること。この↪か要件を満たすことが分かる
　　　根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考≕　≘②÷のۀՃ˟には、介護ᅦᅍٟをはↇめܱᨥに⇗⇈等をᘍⅵٶᎰᆔのᎰՃがӋဒすること。
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⑵算定体制の届出（別紙）
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護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
2
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ

 Ⴣ
ӕ

↹
介

護
体

制
に

᧙
す

る
届

出
内

容

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

の
状

ඞ

　
Ⴣ

 護
 ࠖ

　
ࠝ

Ѯ
人

連
携

す
る

၏
ᨈ

・
ᚮ

療
所

・
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙

有
・

無

　
①

　
2
4


間
ࠝ


連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

□
・

□

□
・

□

□
・

□

　
ℵ

　
Ⴣ

ӕ
↹

に
᧙

す
る

Ꮀ
Ճ

ᄂ
̲

を
ᘍ

ⅵ
体

制
を

ૢ
備

し
て

い
る

。
□

・
□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

Ⴣ
ӕ

↹
介

護
体

制
に

係
る

届
出

書

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分


 ᚨ

 ᆔ
 別

၏
ᨈ

・
ᚮ

療
所

・
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙
名

事
業

所
ဪ

ӭ

　
②

　
Ⴣ

ӕ
↹

に
᧙

す
る

指
ᤆ

を
定

め
、

λ
所

の
ᨥ

に
、

λ
所

者
Ӎ

は
　

　


の
ܼ

ଈ
等

に
ᛟ

ଢ
し

、
同

ॖ
を

ࢽ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

　
ℴ

　
医

ࠖ
、

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

、
生

活
Ⴛ

ᛩ
Ճ

、
介

護
Ꮀ

Ճ
、

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
　

　


の
˂

の
Ꮀ

ᆔ
の

者
に

↷
る

ң
ᜭ

の
上

、


ᚨ
に

お
ↀ

る
Ⴣ

ӕ
↹

の
ܱ

　
　

ጚ
等

を
៊

↭
ⅷ

、
ᢘ

ܯ
、

Ⴣ
ӕ

↹
に

᧙
す

る
指

ᤆ
の

ᙸ
Ⴚ

し
を

ᘍ
ⅵ

体
　

　
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

　
ℶ

　
Ⴣ

ӕ
↹

を
ᘍ

ⅵ
ᨥ

の
̾

ܴ
Ӎ

は
᩺


ܴ

の
利

用
が

ӧ
Ꮱ

と
↙

る
　

　
体

制
を

ૢ
備

し
て

い
る

。

　
ℷ

　
ᣐ

ፗ
医

ࠖ
ዬ

࣯


対
応

加
算

の
算

定
体

制
の

届
出

を
し

て
い

る
。

　
ℸ

　
Ⅴ

人
生

の
இ

終
െ

᨞
に

お
ↀ

る
医

療
・

⇗
⇈

の
ൿ

定
⇽

∓
⇡

⇟
に

᧙
　

　
す

る
⇒

イ
⇯

∏
イ

∙
Ⅵ

等
の

内
容

に
ඝ

っ
た

ӕ
ኵ

を
ᘍ

っ
て

い
る

。
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հޢใु算定体制の届出

（
別

紙
3
‧
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
 （

介
護

ʖ
᧸

）
ཎ

定


ᚨ
λ

އ
者

生
活

介
護

□
2
　

ע
؏

݅
ბ

型
ཎ

定


ᚨ
λ

އ
者

生
活

介
護

□
3
 （

介
護

ʖ
᧸

）
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
□

4
　

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
‧
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
λ

所
者

生
活

介
護

□
 
　

介
護

ᎊ
人

̬
ͤ


ᚨ

□
 
　

介
護

医
療

ᨈ

□
1
　

᭗
ᱫ

者


ᚨ
等

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

（
Ⅰ

）

□
2
　

᭗
ᱫ

者


ᚨ
等

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

（
Ⅱ

）

‧
　

᭗
ᱫ

者


ᚨ
等

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

（
Ⅰ

）
に

係
る

届
出

連
携

し
て

い
る

ᇹ
ʚ

ᆔ
ң

定
指

定
医

療
ೞ

᧙

ᨈ
内

ज़
௨

対
ሊ

の
ᄂ

̲
↭

た
は


ጀ

を
ᘍ

っ
た

医
療

ೞ
᧙

↭
た

は
ע

؏
の

医
ࠖ

˟

□
1
 ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
１

□
2
 ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
≕

□
3
 ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
３

□
4
ٳ 

ஹ
ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算

 
　

᭗
ᱫ

者


ᚨ
等

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

（
Ⅱ

）
に

係
る

届
出

□
1
 ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
１

□
2
 ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
≕

□
3
 ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
３

࠰
月

日

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
提

出
す

る
こ

と
。

᭗
ᱫ

者


ᚨ
等

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

（
Ⅰ

）
ӏ

↢
（

Ⅱ
）

は
́

算
定

が
ӧ

Ꮱ
で

あ
る

。

（


１
）

　
　

　
　

医
療

ೞ
᧙

名
（


１

）
医

療
ೞ

᧙
⇙

∞
⇯

᭗
ᱫ

者


ᚨ
等

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

に
係

る
届

出
書

1
　

事
 業

 所
 名

2
　

異
 動

 区
 分

3
　


 ᚨ

 ᆔ
 別

4
　

届
 出

 
 Ⴘ

医
療

ೞ
᧙

名
医

療
ೞ

᧙
⇙

∞
⇯

医
療

ೞ
᧙

が
届

ↀ
出

て
い

る
ᚮ

療
إ

ᣛ

ע
؏

の
医

ࠖ
˟

の
名

ᆅ
（


１

）

ᨈ
内

ज़
௨

対
ሊ

に
᧙

す
る

ᄂ
̲

Ӎ
は


ጀ

に
Ӌ

加
し

た
日


࠰

月
日


ᚨ

内
で

ज़
௨

者
が

ႆ
生

し
た

場
合

の
対

応
に

係
る

ܱ
ע

指
ݰ

を
ᘍ

っ
た

医
療

ೞ
᧙

の
名

ᆅ

医
療

ೞ
᧙

名
医

療
ೞ

᧙
⇙

∞
⇯

ᄂ
̲

ᒉ
し

ⅾ
は


ጀ

を
ᘍ

っ
た

医
療

ೞ
᧙

Ӎ
は

ע
؏

の
医

ࠖ
˟

の
い

ず
れ

か
を

記
᠍

し
て

ⅾ


ↄ
い

。

医
療

ೞ
᧙

が
届

ↀ
出

て
い

る
ᚮ

療
إ

ᣛ

ܱ
ע

指
ݰ

を
Ӗ

ↀ
た

日


備
考

１

備
考

≕
᭗

ᱫ
者


ᚨ

等
ज़

௨
対

ሊ
Ӽ

上
加

算
（

Ⅱ
）

で
ܱ

ע
指

ݰ
を

ᘍ
ⅵ

医
療

ೞ
᧙

等
は

、
ᚮ

療
إ

ᣛ
の

ज़
௨

対
ሊ

Ӽ
上

加
算

に
係

る
届

出
を

ᘍ
っ

て
い

る
࣏

要
が

あ
る

。

備
考

３

備
考

≗
Ⅴ

ᨈ
内

ज़
௨

対
ሊ

の
ᄂ

̲
↭

た
は


ጀ

を
ᘍ

っ
た

医
療

ೞ
᧙

↭
た

は
ע

؏
の

医
ࠖ

˟
Ⅵ

に
↓

い
て

は
、

医
療

ೞ
᧙

名
Ӎ

は
ע

؏
の

医
ࠖ

˟
の

名
ᆅ

の
い

ず
れ

か
を

記
᠍

し
て

ⅾ


ↄ
い

。
医

療
ೞ

᧙
名

を
記

᠍
す

る
場

合
に

は
、

当
該

医
療

ೞ
᧙

が
届

ↀ
出

て
い

る
ᚮ

療
إ

ᣛ
の

ᆔ
類

を
́

↊
て

記
᠍

し
て

ⅾ


ↄ
い

。

（
別

紙
3
4
－

2
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
 ཎ

定


ᚨ
λ

އ
者

生
活

介
護

□
2
ע 

؏
݅

ბ
型

ཎ
定


ᚨ

λ
އ

者
生

活
介

護

 １
　

Ⴣ
ӕ

↹
介

護
体

制
に

᧙
す

る
届

出
内

容
（

Ⴣ
ӕ

↹
介

護
加

算
（

Ⅰ
）

（
Ⅱ

）
共

ᡫ
）

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

の
状

ඞ

　
Ⴣ

 護
 ࠖ

人

連
携

す
る

၏
ᨈ

・
ᚮ

療
所

・
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙

有
・

無

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

□
・

□

　
ࠝ

Ѯ

Ⴣ
ӕ

↹
介

護
体

制
に

係
る

届
出

書

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分


 ᚨ

 ᆔ
 別

၏
ᨈ

・
ᚮ

療
所

・
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙
名

事
業

所
ဪ

ӭ

　
①

　
Ⴣ

ӕ
↹

に
᧙

す
る

指
ᤆ

を
定

め
、

λ
އ

の
ᨥ

に
、

利
用

者
Ӎ

は
　

　


の
ܼ

ଈ
等

に
ᛟ

ଢ
し

、
同

ॖ
を

ࢽ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

　
②

　
医

ࠖ
、

Ⴣ
護

Ꮀ
Ճ

、
生

活
Ⴛ

ᛩ
Ճ

、
介

護
Ꮀ

Ճ
、

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
、

　
　


の

˂
の

Ꮀ
ᆔ

の
者

に
↷

る
ң

ᜭ
の

上
、


ᚨ

に
お

ↀ
る

Ⴣ
ӕ

↹
の

ܱ
ጚ

　
　

等
を

៊
↭

ⅷ
、

ᢘ
ܯ

、
Ⴣ

ӕ
↹

に
᧙

す
る

指
ᤆ

の
ᙸ

Ⴚ
し

を
ᘍ

ⅵ
体

制
を

　
　

ૢ
備

し
て

い
る

。

　
ℴ

　
Ⴣ

ӕ
↹

に
᧙

す
る

Ꮀ
Ճ

ᄂ
̲

を
ᘍ

ⅵ
体

制
を

ૢ
備

し
て

い
る

。

　
ℵ

　
Ⅴ

人
生

の
இ

終
െ

᨞
に

お
ↀ

る
医

療
・

⇗
⇈

の
ൿ

定
⇽

∓
⇡

⇟
に

᧙
す

　
　

る
⇒

イ
⇯

∏
イ

∙
Ⅵ

等
の

内
容

に
ඝ

っ
た

ӕ
ኵ

を
ᘍ

っ
て

い
る

。

　
ℶ

　
ٸ

間
Ⴣ

護
体

制
加

算
の

届
出

を
し

て
い

る
。
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⑵算定体制の届出（別紙）
（

別
紙

3
 
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

ཎ
定

事
業

所
加

算
‚Ⅰ

‛
□

2
　

ཎ
定

事
業

所
加

算
‚Ⅱ

‛

□
3
　

ཎ
定

事
業

所
加

算
‚

‛
□

4
　

ཎ
定

事
業

所
医

療
介

護
連

携
加

算

□
‧
　

⇥
∞

∅
⇰

∑
⇗

⇈
∄

⇳
⇞

∇
∙

⇮
加

算

１
≑

ཎ
定

事
業

所
加

算
‚Ⅰ

‛～
‚

‛に
係

る
届

出
内

容
有

・
無

‚1
‛ 

 　
ɼ

˓
介

護
ૅ

ੲ
ݦ

ᧉ
Ճ

の
ᣐ

ፗ
状

ඞ

　
ࠝ

Ѯ
ݦ

ࢼ
人

‚2
‛ 

 　
介

護
ૅ

ੲ
ݦ

ᧉ
Ճ

の
ᣐ

ፗ
状

ඞ

　
ࠝ

Ѯ
ݦ

ࢼ
人

‚3
‛ 

 　
利

用
者

に
᧙

す
る

ऴ
إ

Ӎ
は

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

に
当

た
っ

て
の

သ
ॖ

事


に
係

る
ˡ

ᢋ
等

□
・

□

  
  

  
  

 を
Ⴘ

ႎ
と

し
た

˟
ᜭ

を
定


ႎ

に


͵
し

て
い

る
。

‚4
‛ 

 　
2
4


間
ࠝ


連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

  
□

・
□

‚‧
‛ 

 　
利

用
者

の
ዮ

ૠ
の

ⅵ
←

、
要

介
護

３
、

要
介

護
≗

Ӎ
は

要
介

護
≘

で
あ

る
者

の
ҩ

め
る

□
・

□

　
  

  
  

л
合

が
≗

≓
≉

以
上

‚ 
‛　

  
介

護
ૅ

ੲ
ݦ

ᧉ
Ճ

に
対

し
、

ᚘ
ဒ

ႎ
に

、
ᄂ

̲
を

ܱ


し
て

い
る

。
□

・
□

‚ 
‛ 

 　
ע

؏
Ѽ

ਙ
ૅ

ੲ
⇡

∙
⇥

∞
か

ら
の

ૅ
ੲ


ᩊ

⇗
∞

⇟
が

ኰ
介

ↄ
れ

た
場

合
に

、
当

該
□

・
□

　
  

  
  

⇗
∞

⇟
を

Ӗ
ᚠ

す
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

‚8
‛ 

 　
ܼ

ଈ
に

対
す

る
介

護
等

を
日

ࠝ
ႎ

に
ᘍ

っ
て

い
る

δ
ᇜ

や
、

ᨦ
ܹ

者
、

生
活


ᇀ

者
、

□
・

□

　
　

　
ᩊ

၏
ध

者
等

、
᭗

ᱫ
者

以
ٳ

の
対

ᝋ
者

↧
の

ૅ
ੲ

に
᧙

す
る

知
ᜤ

等
に

᧙
す

る

　
　

　
事

̊
౨

᚛
˟

、
ᄂ

̲
等

に
Ӌ

加
し

て
い

る
。

‚
‛ 

 　
ཎ

定
事

業
所

ᨼ
ɶ

ถ
算

の
ᢘ

用
の

有
無

□
・

□

‚1
•
‛　

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
1
人

当
た

↹
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

に
↷

る
）

の
ਃ

当
件

ૠ
に

↓
い

て

　
①

އ
ܡ

介
護

ૅ
ੲ

ᝲ
‚Ⅰ

‛を
算

定
し

て
い

る
場

合
　

4
‧
件

以
上

の
有

無
□

・
□

　
②

އ
ܡ

介
護

ૅ
ੲ

ᝲ
‚Ⅱ

‛を
算

定
し

て
い

る
場

合
　

‧
•
件

以
上

の
有

無
□

・
□

‚1
1
‛　

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
ܱ

Ѧ
ᄂ

̲
に

お
ↀ

る
ᅹ

Ⴘ
Ⅴ

⇗
⇈

∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

の
ؕ

ᄽ
২

ᘐ
に

᧙
・

　
　

　
す

る
ܱ

፼
Ⅵ

等
に

ң
щ

Ӎ
は

ң
щ

体
制

の
ᄩ

̬
の

有
無

‚1
2
‛　

˂
の

ඥ
人

が
ᢃ

փ
す

る
指

定
އ

ܡ
介

護
ૅ

ੲ
事

業
者

と
共

同
で

事
̊

౨
᚛

˟
、

ᄂ
̲

˟
□

・
□

　
　

　
等

を
ܱ


し

て
い

る
。

‚1
3
‛　

࣏
要

に
応

ↇ
て

、
ٶ

ಮ
↙

ɼ
体

に
↷

↹
提

̓
ↄ

れ
る

利
用

者
の

日
ࠝ

生
活

μ
ᑍ

を
□

・
□

　
　

　
ૅ

ੲ
す

る
⇛

∞
⇹

⇟
が

Ѽ
ਙ

ႎ
に

提
̓

ↄ
れ

る
↷

ⅵ
↙

އ
ܡ

⇛
∞

⇹
⇟

ᚘ
ဒ

を

　
　

　
˺


し

て
い

る
。

≕
≑

ཎ
定

事
業

所
医

療
介

護
連

携
加

算
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

‚1
‛ 

　
ᡚ

ᨈ
・

ᡚ
所

加
算

の
算

定
に

係
る

၏
ᨈ

Ӎ
は

ᚮ
療

所
等

と
の

連
携

ׅ
ૠ

の
合

ᚘ
が

࠰
間

□
・

□

　
  

　
３

≘
ׅ

以
上

で
あ

る
。

‚2
‛ 

　
⇥

∞
∅

⇰
∑

⇗
⇈

∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

加
算

を
࠰

間
１

≘
ׅ

以
上

算
定

し
て

い
る

。
□

・
□

‚3
‛ 

　
ཎ

定
事

業
所

加
算

‚Ⅰ
‛、

‚Ⅱ
‛Ӎ

は
‚

‛を
算

定
し

て
い

る
。

□
・

□


　

Ӳ
要

件
を

満
た

す
場

合
に

↓
い

て
は

、


れ


れ
根

拠
と

↙
る

（
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

↾
か

る
）

書
類

↱
　

提
出

し
て

ⅾ


ↄ
い

。

３
≑

⇥
∞

∅
⇰

∑
⇗

⇈
∄

⇳
⇞

∇
∙

⇮
加

算
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

‚1
‛ 

　
⇥

∞
∅

⇰
∑

⇗
⇈

∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

を
Ӗ

ↀ
る

こ
と

に
同

ॖ
し

た
利

用
者

に
↓

い
て

、
2
4

□
・

□

　
  

  
 

間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
お

↹
、

か
↓

、
࣏

要
に

応
ↇ

て
指

定
އ

ܡ
介

護
ૅ

ੲ

  
  

 　
を

ᘍ
ⅵ

こ
と

が
で

ⅼ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

ཎ
定

事
業

所
加

算
‚Ⅰ

‛～
‚

‛・
ཎ

定
事

業
所

医
療

介
護

連
携

加
算

・
⇥

∞
∅

⇰
∑

⇗
⇈

∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

加
算

に
係

る
届

出
書

（
އ

ܡ
介

護
ૅ

ੲ
事

業
所

）

事
業

所
名

異
動

等
区

分

届
出


Ⴘ

ɼ
˓

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ


　

ˋ
ԧ

≚
࠰

３
月

3
1
日

↭
で

の
間

は
、

≘
ׅ

以
上

算
定

し
て

い
る

場
合

に
有

に
⇧

⇍
⇩

⇕

　
す

る
こ

と
。


　

ˋ
ԧ

≚
࠰

≗
月

１
日

か
ら

ˋ
ԧ

≛
࠰

３
月

3
1
日

↭
で

の
間

は
、

ˋ
ԧ

≙
࠰

３
月

に
お

ↀ
る

　
算

定
ׅ

ૠ
に

３
を

ʈ
ↇ

た
ૠ

に
ˋ

ԧ
≙

࠰
≗

月
か

ら
ˋ

ԧ
≚

࠰
≕

月
↭

で
の

間
に

お
ↀ

る

　
算

定
ׅ

ૠ
を

加
ⅷ

た
ૠ

が
1
‧
以

上
で

あ
る

場
合

に
有

に
⇧

⇍
⇩

⇕
す

る
こ

と
。

（
別

紙
3
 
－

2
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

 ཎ
定

事
業

所
加

算
‚″

‛に
係

る
届

出
内

容
有

・
無

‚1
‛ 

 　
ࠝ

Ѯ
か

↓
ݦ

ࢼ
の

ɼ
˓

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
を

ᣐ
ፗ

し
て

い
る

。
□

・
□

‚2
‛ 

 　
介

護
ૅ

ੲ
ݦ

ᧉ
Ճ

の
ᣐ

ፗ
状

ඞ

　
ࠝ

Ѯ
ݦ

ࢼ
人

　
᩼

ࠝ
Ѯ

人

‚3
‛ 

 　
利

用
者

に
᧙

す
る

ऴ
إ

Ӎ
は

⇛
∞

⇹
⇟

提
̓

に
当

た
っ

て
の

သ
ॖ

事


に
係

る
□

・
□

  
  

  
  

 ˡ
ᢋ

等
を

Ⴘ
ႎ

と
し

た
˟

ᜭ
を

定


ႎ
に


͵

し
て

い
る

。

‚4
‛ 

 　
2
4


間
ࠝ


連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

（
連

携
ӧ

）
  

□
・

□

‚‧
‛　

  
介

護
ૅ

ੲ
ݦ

ᧉ
Ճ

に
対

し
、

ᚘ
ဒ

ႎ
に

、
ᄂ

̲
を

ܱ


し
て

い
る

。
（

連
携

ӧ
）

□
・

□

‚ 
‛ 

 　
ע

؏
Ѽ

ਙ
ૅ

ੲ
⇡

∙
⇥

∞
か

ら
の

ૅ
ੲ


ᩊ

⇗
∞

⇟
が

ኰ
介

ↄ
れ

た
場

合
に

、
□

・
□

　
  

  
  

当
該

⇗
∞

⇟
を

Ӗ
ᚠ

す
る

体
制

を
ૢ

備
し

て
い

る
。

‚ 
‛ 

 　
ܼ

ଈ
に

対
す

る
介

護
等

を
日

ࠝ
ႎ

に
ᘍ

っ
て

い
る

δ
ᇜ

や
、

ᨦ
ܹ

者
、

生
活


ᇀ

者
、

□
・

□

　
　

　
ᩊ

၏
ध

者
等

、
᭗

ᱫ
者

以
ٳ

の
対

ᝋ
者

↧
の

ૅ
ੲ

に
᧙

す
る

知
ᜤ

等
に

᧙
す

る

　
　

　
事

̊
౨

᚛
˟

、
ᄂ

̲
等

に
Ӌ

加
し

て
い

る
。

‚8
‛ 

 　
ཎ

定
事

業
所

ᨼ
ɶ

ถ
算

の
ᢘ

用
の

有
無

□
・

□

‚
‛ 

 　
介

護
ૅ

ੲ
ݦ

ᧉ
Ճ

1
人

当
た

↹
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

に
↷

る
）

の
ਃ

当
件

ૠ
に

↓
い

て

　
①

އ
ܡ

介
護

ૅ
ੲ

ᝲ
‚Ⅰ

‛を
算

定
し

て
い

る
場

合
　

4
‧
件

以
上

の
有

無
□

・
□

　
②

އ
ܡ

介
護

ૅ
ੲ

ᝲ
‚Ⅱ

‛を
算

定
し

て
い

る
場

合
　

‧
•
件

以
上

の
有

無
□

・
□

‚1
•
‛　

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
ܱ

Ѧ
ᄂ

̲
に

お
ↀ

る
ᅹ

Ⴘ
Ⅴ

⇗
⇈

∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

の
□

・
□

　
　

　
ؕ

ᄽ
২

ᘐ
に

᧙
す

る
ܱ

፼
Ⅵ

等
に

ң
щ

Ӎ
は

ң
щ

体
制

の
ᄩ

̬
の

有
無

（
連

携
ӧ

）

‚1
1
‛　

˂
の

ඥ
人

が
ᢃ

փ
す

る
指

定
އ

ܡ
介

護
ૅ

ੲ
事

業
者

と
共

同
で

□
・

□

　
　

　
事

̊
౨

᚛
˟

、
ᄂ

̲
˟

等
を

ܱ


し
て

い
る

。
（

連
携

ӧ
）

‚1
2
‛　

࣏
要

に
応

ↇ
て

、
ٶ

ಮ
↙

ɼ
体

に
↷

↹
提

̓
ↄ

れ
る

利
用

者
の

日
ࠝ

生
活

μ
ᑍ

を
□

・
□

　
　

　
ૅ

ੲ
す

る
⇛

∞
⇹

⇟
が

Ѽ
ਙ

ႎ
に

提
̓

ↄ
れ

る
↷

ⅵ
↙

އ
ܡ

⇛
∞

⇹
⇟

ᚘ
ဒ

を

　
　

　
˺


し

て
い

る


　

Ӳ
要

件
を

満
た

す
場

合
に

↓
い

て
は

、


れ


れ
根

拠
と

↙
る

（
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

↾
か

る
）

書
類

↱
　

提
出

し
て

ⅾ


ↄ
い

。

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճཎ
定

事
業

所
加

算
‚″

‛に
係

る
届

出
書

（
އ

ܡ
介

護
ૅ

ੲ
事

業
所

）

事
　

  
業

 　
 所

　
  

名

連
 携

 έ
 事

 業
 所

 名

異
　

動
　

等
　

区
　

分

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ
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հޢใु算定体制の届出
（

別
紙

3
 
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
2
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ

□
1
　

日
ࠝ

生
活

ዒ
ዓ

ૅ
ੲ

加
算

（
Ⅰ

）
□

2
　

日
ࠝ

生
活

ዒ
ዓ

ૅ
ੲ

加
算

（
Ⅱ

）

有
・

無

①
人

②
人

℉
□

・
□

ℴ
人

℉
□

・
□

ℵ
人

ℶ
人

℉
□

・
□

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
の

л
合

　
ࠝ

Ѯ
੭

算
人

℉
□

・
□

4
　

届
 出

 
 Ⴘ

日
ࠝ

生
活

ዒ
ዓ

ૅ
ੲ

加
算

に
᧙

す
る

届
出

書
（

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

・
ע

؏
݅

ბ
型

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

）

1
　

事
 業

 所
 名

2
　

異
 動

 区
 分

3
　


 ᚨ

 ᆔ
 別

　
‧
　

λ
所

者
の

  
  

  
状

ඞ
ӏ

↢
介

護
  
  

  
ᅦ

ᅍ
ٟ

の
状

ඞ

λ
所

者
の

状
ඞ

（
下

ᘙ
に

↓
い

て
は

①
を

記
᠍

し
た

場
合

は
②

ᒉ
し

ⅾ
は

ℴ
の

い
ず

れ
か

を
、

ℵ
を

記
᠍

し
た

場
合

は
ℶ

を
࣏

ず
記

᠍
す

る
こ

と
。

）

前
≙

月
Ӎ

は
前

1
2
月

の
新

規
新

規
λ

所
者

の
ዮ

ૠ ①
の

ⅵ
←

λ
所

し
た

日
の

要
介

護
状

態
区

分
が

要
介

護
≗

Ӎ
は

要
介

護
≘

の
者

の
ૠ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

≚
≓

≉
以

上

①
の

ⅵ
←

λ
所

し
た

日
の

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
が

∏
∙

⇕


、
℀

Ӎ
は

℁
に

該
当

す
る

者
の

ૠ

①
に

ҩ
め

る
ℴ

の
л

合
が

≙
≘

≉
以

上

備
考

１
　

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
　

　
　

速
や

か
に

提
出

し
て

ⅾ


ↄ
い

。

備
考

≕
　

①
で

前
≙

月
（

前
1
2
月

）
の

新
規

λ
所

者
の

ዮ
ૠ

を
用

い
る

場
合

、
②

ӏ
↢

ℴ
に

↓
い

て
は

、
当

該
前

　
　

　
≙

月
（

前
1
2
月

）
の

新
規

λ
所

者
の

ዮ
ૠ

に
ҩ

め
る


れ


れ

の
要

件
に

該
当

す
る

者
の

ૠ
を

記
᠍

し
て

　
　

　
ⅾ


ↄ

い
。

λ
所

者
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ᅈ
˟

ᅦ
ᅍ

ٟ
ӏ

↢
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

ඥ


ᘍ
規

Щ
ᇹ

１
வ

Ӳ
ӭ

に
ਫ਼

ↁ
る

ᘍ
ໝ

を
࣏

要
と

す
る

者
の

ૠ

ℵ
に

ҩ
め

る
ℶ

の
л

合
が

１
≘

≉
以

上

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
ૠ

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
ૠ

≝
λ

所
者

ૠ
が

１
≝

≙
以

上

（
別

紙
3
 
－

≕
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
2
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ

□
1
　

日
ࠝ

生
活

ዒ
ዓ

ૅ
ੲ

加
算

（
Ⅰ

）
□

2
　

日
ࠝ

生
活

ዒ
ዓ

ૅ
ੲ

加
算

（
Ⅱ

）

有
・

無

①
人

②
人

℉
□

・
□

ℴ
人

℉
□

・
□

ℵ
人

ℶ
人

℉
□

・
□

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
の

л
合

　
ࠝ

Ѯ
੭

算
人

℉
□

・
□

以
下

の
①

か
ら

ℵ
の

ӕ
ኵ

を
す

↨
て

ܱ


し
て

い
る

こ
と

。
有

・
無

①
 ⇬

⇕
⇴

∓
⇞

∞
を


᠍

し
た

ೞ
֥

に
↓

い
て

、
ݲ

↙
ⅾ

と
↱

以
下

の
÷

～
ù

の


Ⴘ
の

ೞ
֥

を
̅

用

　
÷

 λ
所

者
μ

Ճ
に

ᙸ
ܣ

↹
ೞ

֥
を

̅
用

□
・

□

　
ø

 Ꮀ
Ճ

μ
Ճ

が
イ

∙
⇑

∆
を

̅
用

□
・

□

　
ù

 介
護

記


⇣
⇻

⇮
、

⇟
∄

∞
⇮

⇻
⇏

∙
等

の
※‵

⁆
を

̅
用

□
・

□

　
ú

 ᆆ
ʈ

ૅ
ੲ

ೞ
֥

を
̅

用
□

・
□

　
（

ݰ
λ

ೞ
֥

）

□
・

□

　
ø

 Ꮀ
Ճ

に
対

す
る

җ
分

↙
˞

ক


間
の

ᄩ
̬

等
の

Ѯ
Ѧ

・
ᨽ

用
வ

件
↧

の
ᣐ

ॾ
□

・
□

　
ù

 ೞ
֥

の
ɧ

φ
合

の
定


⇧

⇍
⇩

⇕
の

ܱ


（
∇

∞
⇑

∞
と

の
連

携
を

ԃ
↯

）
□

・
□

　
ú

 Ꮀ
Ճ

に
対

す
る

⇬
⇕

⇴
∓

⇞
∞

活
用

に
᧙

す
る


Ꮛ

の
ܱ


□

・
□

ℴ
 ②

の
÷

の
ۀ

Ճ
˟

で
ܤ

μ
体

制
や

⇗
⇈

の
ឋ

の
ᄩ

̬
、

Ꮀ
Ճ

の


ਃ
᠉

ถ
が


ら

れ
て

い
る

こ
と

を
ᄩ

認
□

・
□

ℵ
 ⇗

⇈
の

⇈
⇡

⇟
∇

∙
⇮

ᚸ
̖

や
人

Ճ
体

制
の

ᙸ
Ⴚ

し
を

⁂
‶
‵
″
⇛

イ
⇕

∑
に

↷
っ

て
ዒ

ዓ
し

て
ܱ


□

・
□

4
　

届
 出

 
 Ⴘ

⇬
⇕

⇴
∓

⇞
∞

の
ݰ

λ
に

↷
る

日
ࠝ

生
活

ዒ
ዓ

ૅ
ੲ

加
算

に
᧙

す
る

届
出

書

1
　

事
 業

 所
 名

2
　

異
 動

 区
 分

3
　


 ᚨ

 ᆔ
 別

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
ૠ

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
ૠ

≝
λ

所
者

ૠ
が

１
≝

≚
以

上

　
‧
　

λ
所

者
の

  
  

  
状

ඞ
ӏ

↢
介

護
  

  
  

ᅦ
ᅍ

ٟ
の

状
ඞ

λ
所

者
の

状
ඞ

（
下

ᘙ
に

↓
い

て
は

①
を

記
᠍

し
た

場
合

は
②

ᒉ
し

ⅾ
は

ℴ
の

い
ず

れ
か

を
、

ℵ
を

記
᠍

し
た

場
合

は
ℶ

を
࣏

ず
記

᠍
す

る
こ

と
。

）

前
≙

月
Ӎ

は
前

1
2
月

の
新

規
新

規
λ

所
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

λ
所

し
た

日
の

要
介

護
状

態
区

分
が

要
介

護
≗

Ӎ
は

要
介

護
≘

の
者

の
ૠ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

≚
≓

≉
以

上

①
の

ⅵ
←

λ
所

し
た

日
の

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
が

∏
∙

⇕


、
℀

Ӎ
は

℁
に

該
当

す
る

者
の

ૠ

①
に

ҩ
め

る
ℴ

の
л

合
が

≙
≘

≉
以

上

λ
所

者
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ᅈ
˟

ᅦ
ᅍ

ٟ
ӏ

↢
介

護
ᅦ

ᅍ
ٟ

ඥ


ᘍ
規

Щ
ᇹ

１
வ

Ӳ
ӭ

に
ਫ਼

ↁ
る

ᘍ
ໝ

を
࣏

要
と

す
る

者
の

ૠ

ℵ
に

ҩ
め

る
ℶ

の
л

合
が

１
≘

≉
以

上

備
考

１
　

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

ᜭ
事

ಒ
要

を
提

出
す

る
こ

と
。

こ
の

↪
か

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

　
　

　
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

備
考

≕
　

≘
①

で
前

≙
月

（
前

1
2
月

）
の

新
規

λ
所

者
の

ዮ
ૠ

を
用

い
る

場
合

、
②

ӏ
↢

ℴ
に

↓
い

て
は

、
当

該
前

≙
月

　
　

　
（

前
1
2
月

）
の

新
規

λ
所

者
の

ዮ
ૠ

に
ҩ

め
る


れ


れ

の
要

件
に

該
当

す
る

者
の

ૠ
を

記
᠍

す
る

こ
と

。

備
考

３
　

≙
②

÷
の

ۀ
Ճ

˟
に

は
、

介
護

ᅦ
ᅍ

ٟ
を

は
ↇ

め
ܱ

ᨥ
に

⇗
⇈

等
を

ᘍ
ⅵ

ٶ
Ꮀ

ᆔ
の

Ꮀ
Ճ

が
Ӌ

ဒ
す

る
こ

と
。

　
 
　

⇬
⇕

⇴
∓

　
　

⇞
∞

の
̅

用
　

　
状

ඞ

名
　

ᆅ

ᙌ
ᡯ

事
業

者

用
　

ᡦ

②
 利

用
者

の
ܤ

μ
や

⇗
⇈

の
ឋ

の
ᄩ

̬
、

Ꮀ
Ճ

の


ਃ
の

᠉
ถ

を


る
た

め
、

以
下

の
す

↨
て

の


Ⴘ
に

　
↓

い
て

、
⇬

⇕
⇴

∓
⇞

∞
ݰ

λ
ࢸ

、
ݲ

↙
ⅾ

と
↱

３
か

月
以

上
ܱ



　
÷

 利
用

者
の

ܤ
μ

ɳ
↢

に
介

護
⇛

∞
⇹

⇟
の

ឋ
の

ᄩ
̬

ӏ
↢

Ꮀ
Ճ

の


ਃ
᠉

ถ
に


す

る
૾

ሊ
を

౨
᚛

す
る

た
め

の
  

  
  

ۀ 
Ճ

˟
を

ᚨ
ፗ
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⑵算定体制の届出（別紙）

（
別

紙
3
8
）

1
事

業
所

名

2
異

動
区

分
□

1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

3


ᚨ
ᆔ

別
□

1
　

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
2
　

介
護

ᎊ
人

̬
ͤ


ᚨ

□
3
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
□

4
　

介
護

医
療

ᨈ

4
１

≑
ؕ

ஜ
⇛

∞
⇹

⇟
（




⇗
⇈

・
∄

⇳
⇞

∇
∙

⇮
の

ܱ


）




∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

に
᧙

↾
る

者
（

ද
）

≕
≑




∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

ࢍ
҄

加
算

ද
　

Ⅴ



∄

⇳
⇞

∇
∙

⇮
に

᧙
↾

る
者

Ⅵ
に

は
、

共
同

で



⇗

⇈
ᚘ

ဒ
を

˺


し
て

い
る

者
の

Ꮀ
ᆔ

ӏ
↢

൞
名

を
記

λ
し

て
ⅾ


ↄ

い
。


　

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
提

出
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

医
　

　
　

ࠖ




∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

体
制

に
᧙

す
る

届
出

書




∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

の
状

ඞ

Ꮀ
　

ᆔ
൞

　
名

ഫ
ᅹ

医
ࠖ

ሥ
 ྸ

 
 

 ٟ

Ⴣ
　

護
　

ࠖ

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ

⊄
≑

λ
所

者
ૠ

人

⊅
≑




∄
⇳

⇞
∇

∙
⇮

を
ܱ


し

て
い

る
ሥ

ྸ



ٟ

の
ዮ

ૠ
（

ࠝ
Ѯ

੭
算

）
人

℉
λ

所
者

ૠ
を

‧
•
で

ᨊ
し

た
ૠ

以
上

（
ዅ


ሥ

ྸ
を

ᘍ
ⅵ

ࠝ
Ѯ




ٟ
が

1
名

以
上

ᣐ
ፗ

ↄ
れ

て
い

る
場

合
）

 
•
で

ᨊ
し

た
ૠ

以
上

⊆
≑

ዅ


ሥ
ྸ

を
ᘍ

っ
て

い
る

ࠝ
Ѯ




ٟ
（

⊅
≑

の
ሥ

ྸ



ٟ

は
ԃ

↭
↙

い
）

人

（
別

紙
3

）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
1
　

介
護

ᎊ
人

ᅦ
ᅍ


ᚨ

□
2
　

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ

 ᣐ
ፗ

医
ࠖ

ዬ
࣯


対

応
加

算
に

᧙
す

る
届

出
内

容

ᣐ
ፗ

医
ࠖ

名

連
携

す
る

ң
щ

医
療

ೞ
᧙

有
・

無

ᣐ
ፗ

医
ࠖ

ዬ
࣯


対

応
加

算
に

係
る

届
出

書

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分


 ᚨ

 ᆔ
 別

ң
щ

医
療

ೞ
᧙

名
医

療
ೞ

᧙
⇙

∞
⇯

　
①

　
Ⴣ

護
体

制
加

算
（

Ⅱ
）

を
算

定
し

て
い

る
。

□
・

□

　
②

　
λ

所
者

に
対

す
る

ද
ॖ

事


や
၏

状
等

の
ऴ

إ
共

有
ɳ

↢
に

、
୴

　
　

日
や


間

࠘
Ↄ

と
の

ᣐ
ፗ

医
ࠖ

Ӎ
は

ң
щ

医
療

ೞ
᧙

と
の

連
ዂ

૾
ඥ

　
　

や
ᚮ

ݑ
を

̔
᫂

す
る

⇥
イ

∅
∙

⇖
等

に
↓

い
て

、
ᣐ

ፗ
医

ࠖ
Ӎ

は
ң

　
　

щ
医

療
ೞ

᧙
と


ᚨ

の
間

で
φ

体
ႎ

↙
ӕ

↹
ൿ

め
が

↙
ↄ

れ
て

い
る

。

□
・

□

備
考

１
　

ᣐ
ፗ

医
ࠖ

に
↓

い
て

は
、

Ⅴ
ཎ

別


護
ᎊ

人
∁

∞
∆

等
に

お
ↀ

る
療


の

ዅ
˄

の
ӕ

ৢ
い

に
↓

い
　

　
　

て
Ⅵ

（



1
8
࠰

３
月

3
1
日

̬
医

ႆ
•
3
3
1
•
•
2
）

別
紙

ಮ
ࡸ

Ⅴ
ཎ

別


護
ᎊ

人
∁

∞
∆

等
の


ᚨ

の
　

　
　

状
ඞ

ӏ
↢

ᣐ
ፗ

医
ࠖ

等
に

↓
い

て
Ⅵ

に
記

᠍
ↄ

れ
た

ᣐ
ፗ

医
ࠖ

を
記

᠍
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

備
考

≕
　

Ӳ
要

件
を

満
た

す
場

合
に

↓
い

て
は

、


れ


れ
根

拠
と

↙
る

（
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

↾
か

る
）

  
  

  
  

 書
類

↱
提

出
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

　
ℴ

　
ᙐ

ૠ
名

の
ᣐ

ፗ
医

ࠖ
を

ፗ
い

て
い

る
、

ᒉ
し

ⅾ
は

ᣐ
ፗ

医
と

ң
щ

　
　

医
療

ೞ
᧙

の
医

ࠖ
が

連
携

し
、


ᚨ

の
求

め
に

応
ↇ

て
2
4


間
対

応
　

　
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。

□
・

□

　
ℵ

　
②

ӏ
↢

ℴ
の

内
容

に
↓

い
て

届
出

を
ᘍ

っ
て

い
る

。
□

・
□
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հޢใु算定体制の届出
（

別
紙

4
•
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分
□

１
　

新
規

□
≕

　
変

更
□

３
　

終
了

□
１

（
介

護
ʖ

᧸
）

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

□
≕

　
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ

□
３

ע
؏

݅
ბ

型
介

護
ᎊ

人
ᅦ

ᅍ


ᚨ
λ

所
者

生
活

介
護

□
≗

　
介

護
ᎊ

人
̬

ͤ


ᚨ

□
≘

　
介

護
医

療
ᨈ

届
 出

 
 Ⴘ

□
１

　
認

知
症

⇧
∞

∆
⇗

⇈
ਖ਼

ᡶ
加

算
（

Ⅰ
）

　
　

　□
≕

　
認

知
症

⇧
∞

∆
⇗

⇈
ਖ਼

ᡶ
加

算
（

Ⅱ
）

有
・

無
１

≑
認

知
症

⇧
∞

∆
⇗

⇈
ਖ਼

ᡶ
加

算
（

Ⅰ
）

に
係

る
届

出
内

容
‚1

‛
利

用
者

Ӎ
は

λ
所

者
の

ዮ
ૠ

の
ⅵ

←
、

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
の

∏
∙

⇕
Ⅱ

、


、
℀

Ӎ
は

≰
に

該
当

す
る

者
□

・
□

の
л

合
が

‧
•
≉

以
上

で
あ

る

①
　

利
用

者
Ӎ

は
λ

所
者

の
ዮ

ૠ
　

ද
人

②
　

日
ࠝ

生
活

ᐯ
ᇌ

ࡇ
の

∏
∙

⇕
Ⅱ

、


、
℀

Ӎ
は

≰
に

該
当

す
る

者
の

ૠ
　

ද
人

ℴ
　

②
⁸

①
⁷

1
•
•

≉
ද

　
届

出
日

の
属

す
る

月
の

前
３

月
の

Ӳ
月




ໜ
の

利
用

者
Ӎ

は
λ

所
者

の
ૠ

の


ר
で

算
定

。

‚2
‛

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
の

ʖ
᧸

等
に


す

る
認

知
症

介
護

の
指

ݰ
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

を
̲

了
□

・
□

し
て

い
る

者
Ӎ

は
認

知
症

介
護

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
ӏ

↢
認

知
症

の
ᘍ

動
・

࣎
ྸ

症
状

の
ʖ

᧸
等

に


す
る

⇗
⇈

⇽
∓

⇖
∏

∆
を

ԃ
⇂


ᄂ

̲
を

̲
了

し
て

い
る

者
を

࣏
要

ૠ
以

上
ᣐ

ፗ
し

、
か

↓
、

ᙐ
ૠ

人
の

介
護

Ꮀ
Ճ

か
ら

↙
る

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
に

対
応

す
る

⇧
∞

∆
を

ኵ
⇂

で
い

る

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
の

ʖ
᧸

等
に


す

る
認

知
症

介
護

の
指

ݰ
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

を
̲

了
し

て
い

る
者

Ӎ
は

認
知

症
介

護
に

係
る

ݦ
ᧉ

ႎ
↙

ᄂ
̲

ӏ
↢

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
の

ʖ
᧸

に


す
る

⇗
⇈

⇽
∓

⇖
∏

∆
を

ԃ
⇂


ᄂ

̲
を

̲
了

し
て

い
る

者
の

ૠ

‚3
‛

対
ᝋ

者
に

対
し

、
̾

別
に

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
の

ᚸ
̖

を
ᚘ

ဒ
ႎ

に
ᘍ

い
、


の

ᚸ
̖

に
□

・
□

ؕ
↔

ⅾ
͌

を
ย

定
し

、
認

知
症

の
ᘍ

動
・

࣎
ྸ

症
状

の
ʖ

᧸
等

に


す
る

⇧
∞

∆
⇗

⇈
を

ܱ


し
て

い
る

‚4
）

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
の

ʖ
᧸

等
に


す

る
認

知
症

⇗
⇈

に
↓

い
て

、
⇑

∙
⇻

⇇
−

∙
⇟

の


͵
、

□
・

□
ᚘ

ဒ
の

˺


、
認

知
症

の
ᘍ

動
・

࣎
ྸ

症
状

の
有

無
ӏ

↢
ᆉ

ࡇ
に

↓
い

て
の

定


ႎ
↙

ᚸ
̖

、
⇗

⇈
の

ਰ
↹

ᡉ
↹

、
ᚘ

ဒ
の

ᙸ
Ⴚ

し
等

を
ᘍ

っ
て

い
る

≕
≑

認
知

症
⇧

∞
∆

⇗
⇈

ਖ਼
ᡶ

加
算

（
Ⅱ

）
に

係
る

届
出

内
容

‚1
‛

認
知

症
⇧

∞
∆

⇗
⇈

ਖ਼
ᡶ

加
算

（
Ⅰ

）
の

（
1
）

、
（

3
）

、
（

4
）

に
該

当
し

て
い

る
□

・
□


認

知
症

⇧
∞

∆
⇗

⇈
ਖ਼

ᡶ
加

算
（

Ⅰ
）

に
係

る
届

出
内

容
（

1
）

、
（

3
）

、
（

4
）

↱
記

λ
す

る
こ

と
。

‚2
‛

認
知

症
の

ᘍ
動

・
࣎

ྸ
症

状
の

ʖ
᧸

等
に


す

る
認

知
症

介
護

に
係

る
ݦ

ᧉ
ႎ

↙
ᄂ

̲
を

̲
了

し
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⑵算定体制の届出（別紙）

（別紙42）

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□

□

□

□

□

１　ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅰ）に係る体制の届出内容
ⅎ定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護 有 ・ 無

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

ℵ □ ・ □

□ ・ □

ⅎ（介護ʖ᧸）ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

ℵ □ ・ □

□ ・ □

ⅎჃ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護

① □ ・ □

② □ ・ □

ℴ □ ・ □

ℵ □ ・ □

ℶ □ ・ □

□ ・ □

≕　ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅱ）に係る体制の届出内容

有 ・ 無

① □ ・ □

① □ ・ □

備考　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、
　　速やかに提出すること。

日ࠝႎに利用者と᧙↾↹のあるע؏˰ൟ等のႻᛩに対応する体制をᄩ̬していること。

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

ᚨ等の区分

1　定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護事業所

2　‚介護ʖ᧸）ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

3　Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護事業所

届 出  Ⴘ
1　ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅰ）

2　ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅱ）

利用者の࣎៲の状ඞӍはのܼଈ等をӕ↹ࠇⅾؾの変҄に応ↇ、᨟、ᚘဒ˺ᝧ˓
者、Ⴣ護ࠖ、ϱჃ護ࠖ、介護ᎰՃの˂の᧙係者が共同し、定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ
介護Ⴣ護ᚘဒのᙸႺしをᘍっている。

の၏ᨈ、ᚮ療所、介護ᎊ人̬ͤᚨの˂の᧙係ᚨに対し、指定定߹ׅ・᨟؏ע
対応型ᚧբ介護Ⴣ護事業所が提̓することのでⅼる指定定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護
Ⴣ護のφ体ႎ↙内容に᧙するऴإ提̓をᘍっている。

เをјௐႎに活用し、利用者の状態に応ↇたૅੲを؏ע、↹↷ൟ等との連携に˰؏ע
ᘍっている。

ℶ

事業所の
ཎࣱに
応ↇて

１↓以上
ܱして

いる

ᨦܹᅦᅍ⇛∞⇹⇟事業所、δᇜᅦᅍᚨ等とңし、ע؏においてɭˊ間の
ʩ්をᘍっている。

。ൟ等、˂事業所等と共同で事̊౨᚛˟、ᄂ̲˟等をܱしている˰؏ע

ੲ事業ૅ؏ע医療・介護連携ਖ਼ᡶ事業等のܡנထがܱするᡫいの場やࠊ
等にӋ加している。

要↙ૅੲをᘍってい࣏、ൟӏ↢利用者の˰↭いに᧙するႻᛩに応ↇ˰؏ע
る。

利用者の࣎៲の状ඞӍはのܼଈ等をӕ↹ࠇⅾؾの変҄に応ↇ、᨟、介護ૅੲݦᧉ
Ճ、Ⴣ護ࠖ、ϱჃ護ࠖ、介護ᎰՃの˂の᧙係者が共同し、ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護ᚘ
ဒのᙸႺしをᘍっている。

利用者のע؏におↀるٶಮ↙活動がᄩ̬ↄれる↷ⅵ、日ࠝႎにע؏˰ൟ等とのʩ්を
↹、利用者の状態に応ↇて、ע؏のᘍ事や活動等にᆢಊႎにӋ加している。

日ࠝႎに利用者と᧙↾↹のあるע؏˰ൟ等のႻᛩに対応する体制をᄩ̬していること。

ಮ↙ɼ体が提̓する生活ૅੲの⇛∞⇹⇟（イ∙⇻⇏∞∄∑⇛∞⇹⇟ԃٶ、要に応ↇて࣏
↯）がѼਙႎに提̓ↄれる↷ⅵ↙ܡއ⇛∞⇹⇟ᚘဒを˺している。

ℶ

事業所の
ཎࣱに
応ↇて

１↓以上
ܱして

いる

เをјௐႎに活用し、利用者の状態に応؏ע、↹↷ൟ等との連携に˰؏ע
ↇたૅੲをᘍっている。
ᨦܹᅦᅍ⇛∞⇹⇟事業所、δᇜᅦᅍᚨ等とңし、ע؏においてɭˊ間の
ʩ්の場の拠ໜと↙っている。

。ൟ等、˂事業所等と共同で事̊౨᚛˟、ᄂ̲˟等をܱしている˰؏ע

ੲ事業ૅ؏ע医療・介護連携ਖ਼ᡶ事業等のܡנထがܱするᡫいの場やࠊ
等にӋ加している。

利用者の࣎៲の状ඞӍはのܼଈ等をӕ↹ࠇⅾؾの変҄に応ↇ、᨟、介護ૅੲݦᧉ
Ճ、Ⴣ護ࠖ、ϱჃ護ࠖ、介護ᎰՃの˂の᧙係者が共同し、Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介
護ᚘဒのᙸႺしをᘍっている。

ೞٶ規ݱの၏ᨈ、ᚮ療所、介護ᎊ人̬ͤᚨの˂の᧙係ᚨに対し、指定Ⴣ護؏ע
Ꮱ型ܡއ介護事業所が提̓することのでⅼる指定Ⴣ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護のφ体ႎ
↙内容に᧙するऴإ提̓をᘍっている。

利用者のע؏におↀるٶಮ↙活動がᄩ̬ↄれる↷ⅵ、日ࠝႎにע؏˰ൟ等とのʩ්を
↹、利用者の状態に応ↇて、ע؏のᘍ事や活動等にᆢಊႎにӋ加している。

日ࠝႎに利用者と᧙↾↹のあるע؏˰ൟ等のႻᛩに対応する体制をᄩ̬していること。

ಮ↙ɼ体が提̓する生活ૅੲの⇛∞⇹⇟（イ∙⇻⇏∞∄∑⇛∞⇹⇟ԃٶ、要に応ↇて࣏
↯）がѼਙႎに提̓ↄれる↷ⅵ↙ܡއ⇛∞⇹⇟ᚘဒを˺している。

ੲ事業ૅ؏ע医療・介護連携ਖ਼ᡶ事業等のܡנထがܱするᡫいの場やࠊ
等にӋ加している。

ⅎ定߹ׅ・᨟対応型ᚧբ介護Ⴣ護、（介護ʖ᧸）ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護
該当する要件は、Ⅴዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅰ）に係る体制の届出内容Ⅵに記λすること。

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅰ）のؕ準の①～②のいずれに↱該当している。

ⅎჃ護ݱ規ٶೞᏡ型ܡއ介護
該当する要件は、Ⅴዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅰ）に係る体制の届出内容Ⅵに記λすること。

ዮ合∄⇳⇞∇∙⇮体制҄ࢍ加算（Ⅰ）のؕ準の①～ℴのいずれに↱該当している。

ℷ

事業所の
ཎࣱに
応ↇて

１↓以上
ܱして

いる

เをјௐႎに活用し、利用者の状態に応؏ע、↹↷ൟ等との連携に˰؏ע
ↇたૅੲをᘍっている。

ᨦܹᅦᅍ⇛∞⇹⇟事業所、δᇜᅦᅍᚨ等とңし、ע؏においてɭˊ間の
ʩ්の場の拠ໜと↙っている。

。ൟ等、˂事業所等と共同で事̊౨᚛˟、ᄂ̲˟等をܱしている˰؏ע
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ず

れ
に

↱
該

当
し

て
い

る


認
知

症
加

算
（

Ⅰ
）

に
係

る
届

出
内

容
‚1

‛・
‚2

‛↱
記

λ
す

る
こ

と
。

（
別

紙
4
3
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

2
4


間
ᡫ

إ
対

応
加

算
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

①
□

・
□

②
□

・
□

　
ℴ

□
・

□

　
ℴℵ

□
・

□

ℶ
□

・
□

ℷ
□

・
□

連
携

す
る

指
定

ᚧ
բ

介
護

事
業

所

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

事
業

所
名

2
4


間
ᡫ

إ
対

応
加

算
に

係
る

届
出

書
（

ٸ
間

対
応

型
ᚧ

բ
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

日
ɶ

の
⇐

∀
−

∞
⇝

∍
∙

⇡
∙

⇥
∞

⇛
∞

⇹
⇟

に
࣏

要
↙

人
Ճ

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。

利
用

者
の

ᡫ
إ

か
ら

ዬ
࣯

対
応

が
࣏

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
連

携
す

る
指

定
ᚧ

բ
介

護
事

業
所

に
速

や
か

に
連

ዂ
す

る
体

制
を

ᄩ
̬

し
て

い
る

。

連
携

す
る

μ
て

の
指

定
ᚧ

բ
介

護
事

業
所

と
利

用
者

が
⇛

∞
⇹

⇟
の

利
用

に
係

る
ڎ

ኖ
を

ዸ
ኽ

し
て

い
る

。

連
携

す
る

指
定

ᚧ
բ

介
護

事
業

所
の

φ
体

ႎ
↙

対
応

体
制

に
↓

い
て

定


ႎ
に

৭
੮

し
て

い
る

。

対
ᝋ

と
↙

る
利

用
者

の
ٸ

間
の

同
އ

ܼ
ଈ

等
の

状
ඞ

の
৭

੮
に

加
ⅷ

、
日

ɶ
に

お
ↀ

る
އ

ܡ
⇛

∞
⇹

⇟
利

用
状

ඞ
等

を
৭

੮
し

て
い

る
。

利
用

者
か

ら
の

ᡫ
إ

に
↓

い
て

、
ᡫ

إ
日


、

ᡫ
إ

内
容

、
φ

体
ႎ

対
応

の
内

容
に

↓
い

て
、

記


を
ᘍ

ⅵ
。

事
業

所
名

事
業

所
名

事
業

所
名
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⑵算定体制の届出（別紙）

（
別

紙
4
 
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□ □

１
　

ٸ
間

ૅ
ੲ

体
制

加
算

に
係

る
届

出
内

容

①
 共

同
生

活
˰

އ
の

ૠ

有
・

無

②
 定

Ճ
ឬ

ᢅ
利

用
・

人
Ճ

ؕ
準

എ
ڦ

に
該

当
し

て
い

↙
い

。
□

・
□

□
・

□

ℵ
 ℴ

↧
加

ᣐ
を

し
て

い
る

。
□

・
□

イ ∓ ハ

≕
　

ᙸ
ܣ

↹
ೞ

֥
等

を
ݰ

λ
し

た
場

合
の

ᣐ
ፗ

要
件

に
該

当
す

る
届

出


Ⴘ
に

お
ↀ

る
࣏

要
事



①
 利

用
者

ૠ

人

②
 ᙸ

ܣ
↹

ೞ
֥

を
ݰ

λ
し

て
ᙸ

ܣ
↹

を
ᘍ

っ
て

い
る

対
ᝋ

者
ૠ

人

ℴ
 ①

に
ҩ

め
る

②
の

л
合

有
・

無

≉
℉

１
≓

≉
以

上
□

・
□

ℵ
ݰ 

λ
ೞ

֥

有
・

無

ℶ
ݰ 

λ
ೞ

֥
の

ዒ
ዓ

ႎ
↙

̅
用

（
≜

ᡵ
間

以
上

）
□

・
□

□
・

□

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

ٸ
間

ૅ
ੲ

体
制

加
算

に
係

る
届

出
書

（
（

介
護

ʖ
᧸

）
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

届
 出

 
 Ⴘ

1
　

ٸ
間

ૅ
ੲ

体
制

加
算

（
Ⅰ

）

2
　

ٸ
間

ૅ
ੲ

体
制

加
算

（
Ⅱ

）

名
　

ᆅ

∌
⇱

⇩
⇮

ℴ
 共

同
生

活
˰

އ
１

Ↄ
と

に
、

ٸ
間

ӏ
↢

ข
ٸ

の


間
࠘

を
ᡫ

ↇ
て

１
の

介
護

ࢼ
業

者
を

ᣐ
ፗ

し
て

い
る

。

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

で
１

人
以

上
の

ٸ
Ѯ

を
ᘍ

ⅵ
介

護
ࢼ

業
者

ᙸ
ܣ

↹
ೞ

֥
等

を
ݰ

λ
し

た
場

合
で

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

で
•
†

人
以

上
の

ٸ
Ѯ

を
ᘍ

ⅵ
介

護
ࢼ

業
者


Ⅴ

≕
　

ᙸ
ܣ

↹
ೞ

֥
等

を
ݰ

λ
し

た
場

合
の

ᣐ
ፗ

要
件

に
該

当
す

る
届

出


Ⴘ
に

　
お

ↀ
る

࣏
要

事


Ⅵ
↱

記
λ

す
る

こ
と

。

事
業

所
内

で
ܿ

Ⴚ
Ѯ

Ѧ
に

当
た

る
者

が
１

以
上

ᙌ
ᡯ

事
業

者

用
　

ᡦ

ℷ
 利

用
者

の
ܤ

μ
ɳ

↢
に

介
護

⇛
∞

⇹
⇟

の
ឋ

の
ᄩ

̬
ӏ

↢
Ꮀ

Ճ
の


ਃ

᠉
ถ

に


す
る

૾
ሊ

を
౨

᚛
す

る
た

め
の

ۀ
Ճ

˟
を

ᚨ
ፗ

し
、

࣏
要

↙
౨

᚛
等

が
ᘍ

↾
れ

て
い

る
。

（
別

紙
4
‧
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
□

ᚧ
բ

体
制

ࢍ
҄

加
算

に
係

る
届

出
内

容
有

・
無

1
□

・
□

2
□

・
□

　
ᚧ

բ
ׅ

ૠ
が

１
月

当
た

↹
ࡨ

↨
2
•
•
ׅ

以
上

で
あ

る
。

□
・

□

　
①

に
ҩ

め
る

②
の

л
合

が
‧
•
≉

以
上

□
・

□

①
人

②
人

　
②

の
者

に
対

す
る

ᚧ
բ

ׅ
ૠ

が
１

月
当

た
↹

ࡨ
↨

2
•
•
ׅ

以
上

で
あ

る
。

□
・

□

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

ᚧ
բ

体
制

ࢍ
҄

加
算

に
係

る
届

出
書

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分


ᚨ

等
の

区
分

1
　

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

2
　

Ⴣ
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

3
⇛

∞
⇹

⇟
提

̓
の

状
ඞ

 ‚
1
‛ 

事
業

所
が

同
ɟ


ཋ

に
ᨼ

合
˰

ܡ
を

́
ᚨ

し
て

い
↙

い
（

≕
で

無
を

ᢠ
৸

し
た

）
場

合  ‚
2
‛ 

事
業

所
が

同
ɟ


ཋ

に
ᨼ

合
˰

ܡ
を

́
ᚨ

し
て

い
る

（
≕

で
有

を
ᢠ

৸
し

た
）

場
合

ႇ


者
の

ዮ
ૠ

同
ɟ


ཋ

އ
˰

者
以

ٳ
の

者
（

（
Ⴣ

護
）

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
ᝲ

の
イ

‚1
‛を

算
定

す
る

者
）

の
ૠ

Ꮀ
Ճ

ᣐ
ፗ

の
状

ඞ

事
業

所
が

提
̓

す
る

ᚧ
բ

⇛
∞

⇹
⇟

の
提

̓
に

当
た

る
ࠝ

Ѯ
の

ࢼ
業

者
を

≕
名

以
上

ᣐ
ፗ

し
て

い
る

。


た


し
、

Ⴣ
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
の

場
合

、
Ⴣ

護
⇛

∞
⇹

⇟
を

ᨊ
ⅾ

。
↭

た
、

ࠝ
Ѯ

の
ࢼ

業
者

に
↓

い
て

は
、

̬
ͤ

ࠖ
、

Ⴣ
護

ࠖ
、

ϱ
Ⴣ

護
ࠖ

、
ྸ

ܖ
療

ඥ
ٟ

、
˺

業
療

ඥ
ٟ

、
ᚕ

ᛖ
Ꭾ

ᙾ
ٟ

を
ᨊ

ⅾ
。

事
業

所
の

状
ඞ

事
業

所
と

同
ɟ


ཋ

に
ᨼ

合
˰

ܡ
（


護

ᎊ
人

∁
∞

∆
、

᠉
ᝲ

ᎊ
人

∁
∞

∆
、

有
૰

ᎊ
人

∁
∞

∆
、

⇛
∞

⇹
⇟

˄
ⅼ

᭗
ᱫ

者
Ӽ

ↀ
˰

ܡ
で

あ
っ

て
ႇ


を

Ӗ
ↀ

た
↱

の
）

を
́

ᚨ
し

て
い

る
。
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հޢใु算定体制の届出

（
別

紙
4
8
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□ □ □

ⅎ
医

療
連

携
体

制
加

算
（

Ⅰ
）

に
係

る
届

出
内

容
有

・
無

・
医

療
連

携
体

制
加

算
（

Ⅰ
）

イ
～

（
Ⅰ

）
ハ

共
ᡫ

①
□

・
□

②
□

・
□

・
医

療
連

携
体

制
加

算
（

Ⅰ
）

イ

①
□

・
□

②
□

・
□

・
医

療
連

携
体

制
加

算
（

Ⅰ
）

∓

①
□

・
□

②
□

・
□

・
医

療
連

携
体

制
加

算
（

Ⅰ
）

ハ

①
□

・
□

②
□

・
□

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
に

係
る

届
出

書
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

所
）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

届
 出

 
 Ⴘ

1
　

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
イ

2
　

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
∓

3
　

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
ハ

指
ᤆ

ૢ
備

等
の

状
ඞ

利
用

者
が


ࡇ

҄
し

た
場

合
の

対
応

に
係

る
指

ᤆ
を

定
め

て
い

る
。

①
で

定
め

た
指

ᤆ
の

内
容

を
、

λ
އ

に
ᨥ

し
て

利
用

者
Ӎ

は


の
ܼ

ଈ
等

に
ᛟ

ଢ
し

同
ॖ

を
ࢽ

て
い

る
。

Ⴣ
護

体
制

の
状

ඞ

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

と
し

て
Ⴣ

護
ࠖ

を
ࠝ

Ѯ
੭

算
૾

ඥ
で

１
名

以
上

ᣐ
ፗ

し
て

い
る

。

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

で
あ

る
Ⴣ

護
ࠖ

Ӎ
は

၏
ᨈ

等
の

Ⴣ
護

ࠖ
と

の
連

携
に

↷
↹

2
4


間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。


１

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

と
し

て
ᣐ

ፗ
し

て
い

る
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
が

ϱ
Ⴣ

護
ࠖ

の
↮

で
あ

る
場

合
は

、
၏

ᨈ
等

の
Ⴣ

護
ࠖ

に
↷

↹
2
4


間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
す

る
こ

と
が

࣏
要

。


≕

Ⅴ
၏

ᨈ
等

Ⅵ
は

Ⅴ
၏

ᨈ
、

ᚮ
療

所
ᒉ

し
ⅾ

は
指

定
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙
Ⅵ

を
指

す
。

Ⴣ
護

体
制

の
状

ඞ

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

と
し

て
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
を

ࠝ
Ѯ

੭
算

૾
ඥ

で
１

名
以

上
ᣐ

ፗ
し

て
い

る
。

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

で
あ

る
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
（


１

）
Ӎ

は
၏

ᨈ
等

の
Ⴣ

護
ࠖ

と
の

連
携

に
↷

↹
2
4


間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。

Ⴣ
護

体
制

の
状

ඞ

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

と
し

て
Ӎ

は
၏

ᨈ
等

（


≕
）

と
の

連
携

に
↷

↹
、

Ⴣ
護

ࠖ
を

１
名

以
上

ᄩ
̬

し
て

い
る

。

Ⴣ
護

ࠖ
に

↷
↹

2
4


間
連

ዂ
で

ⅼ
る

体
制

を
ᄩ

̬
し

て
い

る
。

（
別

紙
4
 
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

Ⴣ
ӕ

↹
介

護
加

算
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

①
□

・
□

②
□

・
□

ℴ
□

・
□

ℵ
□

・
□

ℶ
□

・
□

備
考

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
分

か
る

根
拠

書
類

を
準

備
し

、
指

定
権

者
か

ら
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
提

出
す

る
こ

と
。

Ⴣ
ӕ

↹
介

護
加

算
に

係
る

届
出

書
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

所
）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
イ

～
（

Ⅰ
）

∓
の

い
ず

れ
か

を
算

定
し

て
い

る
。

Ⴣ
ӕ

↹
に

᧙
す

る
指

ᤆ
を

定
め

、
λ

އ
の

ᨥ
に

、
利

用
者

Ӎ
は


の

ܼ
ଈ

等
に

当
該

指
ᤆ

の
内

容
を

ᛟ
ଢ

し
、

同
ॖ

を
ࢽ

て
い

る
。

Ⴣ
ӕ

↹
に

᧙
す

る
指

ᤆ
に

↓
い

て
、

医
ࠖ

、
Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
（


）

、
介

護
Ꮀ

Ճ
、

介
護

ૅ
ੲ

ݦ
ᧉ

Ճ


の
˂

の
Ꮀ

ᆔ
の

者
に

↷
る

ң
ᜭ

の
上

、
当

該
事

業
所

に
お

ↀ
る

Ⴣ
ӕ

↹
の

ܱ
ጚ

等
を

៊
↭

ⅷ
、

ᢘ
ܯ

、
ᙸ

Ⴚ
し

を
ᘍ

ⅵ
。

Ⴣ
ӕ

↹
に

᧙
す

る
Ꮀ

Ճ
ᄂ

̲
を

ᘍ
っ

て
い

る
。

Ⅴ
人

生
の

இ
終

െ
᨞

に
お

ↀ
る

医
療

・
⇗

⇈
の

ൿ
定

⇽
∓

⇡
⇟

に
᧙

す
る

⇒
イ

⇯
∏

イ
∙

Ⅵ
等

の
内

容
に

ඝ
っ

た
ӕ

ኵ
を

ᘍ
っ

て
い

る
。


Ⴣ

護
Ꮀ

Ճ
は

事
業

所
の

Ꮀ
Ճ

Ӎ
は

当
該

事
業

所
と

݅


↙
連

携
を

ᄩ
̬

で
ⅼ

る
ር


内

の
ុ

ᩉ
に

あ
る

၏
ᨈ

ᒉ
し

ⅾ
は

ᚮ
療

所
ᒉ

し
ⅾ

は
ᚧ

բ
Ⴣ

護
⇟

⇬
∞

⇝
∍

∙
の

Ꮀ
Ճ

に
ᨂ

る
。
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⑵算定体制の届出（別紙）
（

別
紙

4

）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

□
１

  
Ⴣ

護
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅰ
）

□
≕

  
Ⴣ

護
体

制
ࢍ

҄
加

算
（

Ⅱ
）

　

□
３

  
ᚧ

բ
Ⴣ

護
体

制
ถ

算
□

≗
  

⇛
⇬

∏
イ

⇮
体

制
ச

ૢ
備

ถ
算

ⅎ
　

Ⴣ
護

体
制

ࢍ
҄

加
算

に
係

る
届

出
内

容

①
人

有
・

無

②
人

℉
□

・
□

①
人

有
・

無

②
人

℉
□

・
□

①
人

有
・

無

②
人

℉
□

・
□

有
・

無

①
人

℉
□

・
□

有
・

無

□
・

□

ⅎ
　

ᚧ
բ

Ⴣ
護

体
制

ถ
算

に
係

る
届

出
内

容

①
人

有
・

無

②
人

℉
□

・
□

①
人

有
・

無

②
人

℉
□

・
□

①
人

有
・

無

②
人

℉
□

・
□

ⅎ
　

⇛
⇬

∏
イ

⇮
体

制
ச

ૢ
備

ถ
算

に
係

る
届

出
内

容

有
・

無

①
□

・
□

②
□

・
□

Ⴣ
護

体
制

ӏ
↢

⇛
⇬

∏
イ

⇮
体

制
に

係
る

届
出

書
（

Ⴣ
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

届
出


Ⴘ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

≛
≓

≉
以

上

≕
　

ዬ
࣯


ᚧ

բ
Ⴣ

護
　

加
算

の
算

定
状

ඞ

前
３

か
月

間
の

ܱ
利

用
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ዬ
࣯


ᚧ

բ
Ⴣ

護
加

算
を

算
定

し
た

ܱ
利

用
者

ૠ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

≘
≓

≉
以

上

１
　

Ⴣ
護

⇛
∞

⇹
⇟

の
　

提
̓

状
ඞ

前
３

か
月

間
の

ܱ
利

用
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ɼ


の
医

ࠖ
の

指
ᅆ

に
ؕ

↔
ⅼ

Ⴣ
護

⇛
∞

⇹
⇟

を
提

̓
し

た
ܱ

利
用

者
ૠ

３
　

ཎ
別

ሥ
ྸ

加
算

の
　

算
定

状
ඞ

前
３

か
月

間
の

ܱ
利

用
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ཎ
別

ሥ
ྸ

加
算

‚Ⅰ
‛Ӎ

は
‚Ⅱ

‛を
算

定
し

た
ܱ

利
用

者
ૠ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

≕
≓

≉
以

上

≗
　

⇥
∞

∅
⇰

∑
⇗

⇈
　

加
算

の
算

定
状

ඞ
前

１
≕

か
月

間
の

⇥
∞

∅
⇰

∑
⇗

⇈
加

算
の

算
定

人
ૠ

１
人

以
上

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

３
≓

≉
ச

満

≘
　

ႇ


ཎ
定

ᘍ
ໝ

事
業

者
Ӎ

は
ႇ


լ

ၝ
Ԉ

ࡽ
等

事
業

者
と

し
て

届
出

が
↙

ↄ
れ

て
い

る

１
　

Ⴣ
護

⇛
∞

⇹
⇟

の
　

提
̓

状
ඞ

前
３

か
月

間
の

ܱ
利

用
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ɼ


の
医

ࠖ
の

指
ᅆ

に
ؕ

↔
ⅼ

Ⴣ
護

⇛
∞

⇹
⇟

を
提

̓
し

た
ܱ

利
用

者
ૠ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

３
≓

≉
ச

満

≕
　

ዬ
࣯


ᚧ

բ
Ⴣ

護
　

加
算

の
算

定
状

ඞ

前
３

か
月

間
の

ܱ
利

用
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ዬ
࣯


ᚧ

բ
Ⴣ

護
加

算
を

算
定

し
た

ܱ
利

用
者

ૠ

１
　

ᚧ
բ

Ⴣ
護

体
制

ถ
　

算
の

届
出

状
ඞ

⇛
⇬

∏
イ

⇮
型

Ⴣ
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

の
ஜ

体
事

業
所

に
お

ↀ
る

ᚧ
բ

Ⴣ
護

体
制

ถ
算

の
届

出

⇛
⇬

∏
イ

⇮
型

Ⴣ
護

ݱ
規


ٶ

ೞ
Ꮱ

型
އ

ܡ
介

護
事

業
所

に
お

ↀ
る

ᚧ
բ

Ⴣ
護

体
制

ถ
算

の
届

出

３
　

ཎ
別

ሥ
ྸ

加
算

の
　

算
定

状
ඞ

前
３

か
月

間
の

ܱ
利

用
者

の
ዮ

ૠ

①
の

ⅵ
←

ཎ
別

ሥ
ྸ

加
算

‚Ⅰ
‛Ӎ

は
‚Ⅱ

‛を
算

定
し

た
ܱ

利
用

者
ૠ

①
に

ҩ
め

る
②

の
л

合
が

≘
≉

ச
満

（
別

紙
4
8
－

2
）

□
1
　

新
規

□
2
　

変
更

□
3
　

終
了

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅱ

）
に

係
る

届
出

内
容

有
・

無

①
□

・
□

②
□

・
□

　
（ア
）喀
痰
吸
引
を
実
施
し
て
い
る
状
態

　
（イ
）呼
吸
障
害
等
に
よ
り
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態

　
（ウ
）中
心
静
脈
注
射
を
実
施
し
て
い
る
状
態

　
（エ
）人
工
腎
臓
を
実
施
し
て
い
る
状
態

　
（オ
）重
篤
な
心
機
能
障
害
、
呼
吸
障
害
等
に
よ
り
常
時
モ
ニ
タ
ー
測
定
を
実
施
し
て
い
る
状
態

　
（カ
）人
工
膀
胱
又
は
人
工
肛
門
の
処
置
を
実
施
し
て
い
る
状
態

　
（キ
）経
鼻
胃
管
や
胃
瘻
等
の
経
腸
栄
養
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態

　
（ク
）褥
瘡
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

　
（ケ
）気
管
切
開
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態

　
（コ
）留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
用
し
て
い
る
状
態

　
（サ
）イ
ン
ス
リ
ン
注
射
を
実
施
し
て
い
る
状
態

備
考

　
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

分
か

る
根

拠
書

類
を

準
備

し
、

指
定

権
者

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

　
　

速
や

か
に

提
出

す
る

こ
と

。

算
定

日
の

属
す

る
月

の
前

３
月

間
に

お
い

て
、

下
記

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
状

態
の

利
用

者
が

１
人

以
上

で
あ

る
。

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅱ

）
に

係
る

届
出

書
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

所
）

事
 業

 所
 名

異
動

等
区

分

医
療

連
携

体
制

加
算

（
Ⅰ

）
イ

～
（

Ⅰ
）

ハ
の

い
ず

れ
か

を
算

定
し

て
い

る
。
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հޢใु算定体制の届出

（
別

紙
‧
1
）

ˋ
ԧ

࠰
月

日
ോ

事
業

所
・


ᚨ

名
 

　
1
　

л
ࡽ

ྙ
等

≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉ ≉

備
考

　
Ⅴ

ᢘ
用

வ
件

Ⅵ
ഇ

に
は

、
当

該
л

ࡽ
ྙ

が
ᢘ

用
ↄ

れ
る


間

࠘
、

୴
日

、
日


に

↓
い

て
φ

体
ႎ

に
　

　
記

᠍
し

て
ⅾ


ↄ

い
。

　
2
　

ᢘ
用


ڼ

࠰
月

日
࠰

月
日

ᚧ
բ

型
⇛

∞
⇹

⇟
（


ᐯ

）

ࠊ
ထ


ᧈ

介
護

ʖ
᧸

・
日

ࠝ
生

活
ૅ

ੲ
ዮ

合
事

業
者

に
↷

る
事

業
ᝲ

の
л

ࡽ
に

係
る

л
ࡽ

ྙ
の

ᚨ
定

に
↓

い
て

事
業

所
ဪ

ӭ

⇛
∞

⇹
⇟

の
ᆔ

類
л

ࡽ
ྙ

ᢘ
用

வ
件

ᚧ
բ

型
⇛

∞
⇹

⇟
（


ᐯ

≒
定

ྙ
）

ᡫ
所

型
⇛

∞
⇹

⇟
（


ᐯ

）

ᡫ
所

型
⇛

∞
⇹

⇟
（


ᐯ

≒
定

ྙ
）


の

˂
⇛

∞
⇹

⇟
（

ᣐ


≒
定

ྙ
）


の

˂
⇛

∞
⇹

⇟
（

ᙸ
ܣ

↹
≒

定
ྙ

）


の

˂
⇛

∞
⇹

⇟
（


の

˂
≒

定
ྙ

）

（
別

紙
5
0
）

令
和

年
月

殿

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
関

係
書

類
を

添
え

て
以

下
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

ー
）

県

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

備
考

1
　

「
受

付
番

号
」

「
事

業
所

所
在

市
町

村
番

号
」

欄
に

は
記

載
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

　
　

2
　

「
法

人
の

種
別

」
欄

は
、

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

、
「

社
会

福
祉

法
人

」
「

医
療

法
人

」
「

社
団

法
人

」
「

財
団

法
人

」
　

　
　

「
株

式
会

社
」

「
有

限
会

社
」

等
の

別
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
3
　

「
法

人
所

轄
庁

」
欄

は
、

申
請

者
が

認
可

法
人

で
あ

る
場

合
に

、
そ

の
主

務
官

庁
の

名
称

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

4
　

「
実

施
事

業
」

欄
は

、
該

当
す

る
欄

に
「

〇
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

5
　

「
異

動
等

の
区

分
」

欄
に

は
、

今
回

届
出

を
行

う
事

業
所

・
施

設
に

つ
い

て
該

当
す

る
数

字
の

横
の

□
　

　
6
　

「
異

動
項

目
」

欄
に

は
、

(別
紙

1
-
4
)「

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
費

算
定

に
係

る
体

制
等

状
況

一
覧

表
」

に
掲

げ
る

項
目

　
　

　
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
7
　

「
特

記
事

項
」

欄
に

は
、

異
動

の
状

況
に

つ
い

て
具

体
的

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

8
　

「
主

た
る

事
業

所
の

所
在

地
以

外
の

場
所

で
一

部
実

施
す

る
場

合
の

出
張

所
等

の
所

在
地

」
に

つ
い

て
、

複
数

の
出

張
所

等
を

有
す

る
場

合
は

、
　

　
　

適
宜

欄
を

補
正

し
て

、
全

て
の

出
張

所
等

の
状

況
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

所
在

地

名
　

称

受
付

番
号

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
費

算
定

に
係

る
体

制
等

に
関

す
る

届
出

書
＜

指
定

事
業

者
用

＞

　
　

市
町

村
長

事
業

所
所

在
地

市
町

村
番

号

届 出 者

フ
リ

ガ
ナ

名
　

　
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

(郵
便

番
号

　
(ビ

ル
の

名
称

等
)

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号

郡
市

法
人

の
種

別
法

人
所

轄
庁

代
表

者
の

職
・

氏
名

職
名

氏
名

代
表

者
の

住
所

(郵
便

番
号

郡
市

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号

事 業 所 ・ 施 設 の 状 況

主
た

る
事

業
所

・
施

設
の

所
在

地

(郵
便

番
号

郡
市

連
 絡

 先
電

話
番

号
F
A
X
番

号
管

理
者

の
氏

名

主
た

る
事

業
所

の
所

在
地

以
外

の
場

所
で

一
部

実
施

す
る

場
合

の
出

張
所

等
の

所
在

地

(郵
便

番
号

郡
市

管
理

者
の

住
所

(郵
便

番
号

郡
市

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
（

独
自

・
定

額
）

2
変

更
3
終

了

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
（

独
自

・
定

額
）

1
新

規
2
変

更
3
終

了

異
動

項
目

年
月

日
年

月
日

(※
変

更
の

場
合

)

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
（

独
自

）
1
新

規

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
（

独
自

・
定

率
）

1
新

規
2
変

更
3
終

了

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
（

独
自

）
1
新

規

1
新

規
2
変

更
3
終

了

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
（

独
自
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